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◆『学生要覧・履修の手引』について◆

　『学生要覧・履修の手引』は、原則 ４ 年間共通で使います。学年・学科ごとに定められた受
講可能な科目の一覧や、資格取得（教員免許・福祉・スポーツ関連資格等）のために必要な要
件などがまとめられています。必ず熟読し、理解した上で履修登録を行ってください。
　なお、学年暦など毎年更新されるものは、次年度以降は、年度始めにホームページで確認し
てください。

◆注意事項◆

大学生活を円滑に送るにあたり、下記の事項を必ず守ってください。

〇大学から学生への連絡事項・決定事項は、
　　・学生ポータルサイト
　　・Microsoft Teams
　　・掲示板
　をもって行います （履修上の手続き方法・講義時間や教室変更など）。これらをこまめに確
認してください。電話での問い合わせには原則応じません。
　また、上記連絡事項等を確認しなかったことにより被った不利益について、大学は責任を負
いません。
　なお、バス時刻表や天候不良等に伴う一斉休講については、大学ホームページから確認でき
ます。
　＜大学ホームページアドレス＞
　　https://www.gku.ac.jp

〇学生ポータルサイトでは、休講や急な教室変更等のお知らせ、個人への連絡の他、履修登録
や成績の確認も各自が行うことになっています。 1 日に 1 度は必ずログインをして、確認して
ください。
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学生証について

　学生証は本学の学生であることを証明する大切なものです。常時携帯し、教員や職員の求め
に応じて提示してください。また、学生生活の様々な場面（通学定期の購入、試験や各種証明
書の発行など）や学外で学生割引を受けるためにも必要となります。従って、貸与や譲渡は認
められません。
　紛失した場合は、学生証が悪用され、大きな損害を受けることもありますので、最寄りの警
察署への届出を勧めます。

交付・更新 「学生証」は入学年度初めに交付し、卒業まで使用します。

記載事項の変更
住所・氏名など記載事項に変更があった場合は、すみやかに教務課備付の様式で変更
を申し出てください。

紛失
念のため、拾得物として届け出がないか、学生課窓口へ問い合わせてください。見つ
からない場合は、教務課で再交付の手続きをしてください。

再交付
教務課備付の用紙で願い出てください。通常の使用で印刷が不鮮明になった場合は手
数料無料、故意による汚損または紛失の場合は有料（手数料3，０００円）です。

試験用臨時学生証
の交付

定期試験受験に際し学生証を忘れた場合、教務課に願い出ることで「試験用臨時学生
証」（当日のみ有効、手数料2，０００円）を交付します。当日の最後の試験終了後、各自
で責任を持って破棄してください。

返還
卒業または退学などにより学生の身分がなくなった時点で教務課へ返還してください。
卒業の場合は、学生証と引き換えに学位記（卒業証書）が授与されます。

※�学生番号は、各学生固有の番号です。学生生活を送る上で大切な番号ですので正確に記憶し
ましょう。学生番号は次のことを表しています。

学部学生・大学院生
Ｎ　Ｎ　Ｎ　Ｎ　Ｎ　Ｎ　Ｎ

 チェックディジット

 学部学生区分
0 0 1 ～ 6 9 9：一般入学生

　 　 　 　 　 　7 0 1 ～ 7 9 9：外国人留学生
8 0 1 ～ 8 9 9：社会人入学生
9 0 1 ～ 9 9 9：帰国子女学生

 

 学部学科等区分
 1：経済学部　
 2：経営学部　スポーツ経営学科

（経済学科・公共政策学科）

 3：経営学部　経営情報学科

 7：大学院
 5：看護学部  看護学科

聴講生
 9 　Ｎ　Ｎ　 9 　Ｎ　Ｎ　Ｎ

 チェックディジット
通し番号（ 0 1 ～ 9 9 ）

 入学年度（西暦年の下 2 桁）

◆

◆

短期留学生・科目等履修生・特別科目等履修生
 9 　Ｎ　Ｎ　Ｎ　Ｎ　Ｎ　Ｎ

 チェックディジット
学生区分

0 1 ～ 0 9：短期留学生
1 1 ～ 9 9：科目等履修生および特別科目等履修生

学部学科等区分
1：経済学部　
2：経営学部　スポーツ経営学科
3：経営学部　経営情報学科
7：大学院

 入学年度（西暦年の下 2 桁）
入学年度（西暦年の下 2 桁）

◆

（経済学科・公共政策学科）
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　岐阜協立大学は今から59年前に岐阜経済大学としてこの大垣の地に開学されました。
　本学設立の際には「社会事態に対処するためには、まず有為な人材育成に着目し、一は創造発見の能力伸
長を図り、一は社会指導の負荷に耐えうる知才の涵養に留意し、もつて人間資質の真価を発揚せしめること
がもっとも肝要と思います。」という設立の趣旨がうたわれています。皆さんにとっては分かりづらい表現
もありますので、理解しやすく言い換えますと「変転する社会変化や社会状況に対処していくためには、社
会に有用な人材育成に着目し、創造し発見する能力を伸ばし、社会状況の変化や負荷に耐えうる知識や教訓
を養うことに留意し、人間資質の真価である精神を高め、意気を奮い立たせることがもっとも重要である。」
という意味合いとなりましょうか。

　さて、今般、世界でも日本でも、社会の大きなパラダイムシフトが起きています。そういった環境変化が
続くなかにおいて、組織や個人はこれから、どのように変わっていくべきなのでしょうか。
　我が国では、これまで「組織中心の社会」が中心となってきましたが、今後は「個の尊重」及び「自律と
組織目的の実現」の両立を目指す社会への進化が進むと考えられ、現在は、この変化の真っ只中にあるとい
えます。
　社会や企業が「個の尊重」や「自律」を重視する目的として、「新たな価値の創造」と「エンゲージメン
ト（による採用･定着）」を促進する効果があるとみています。地域社会やビジネス環境においても「新た
な価値の創造」が求められ、そのためには「社会が求める人材」としての価値向上が極めて重要なテーマに
なっています。
　そこで皆さんには、社会へ出る直前の ４年間となる本学での大学生活において「個人の価値」と「創造力」
を精一杯高める努力を進めていただければと思います。

　本冊子は科目履修の手引書となっています。どういった科目や授業が整備されているのか、また本学での
学びの体系が示され、様々な学びの機会を活用する方法や、皆さんが本学でキャンパスライフを送るうえで
のルールなどが書かれています。ぜひ、この冊子を十分に活用され、有意義な大学生活を送ってくださるこ
とを期待しています。

自律と創造を目指して

学長　原田　理人
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　１９６７年 ４ 月、本学は将来の中部圏の経済を担い、社会の中堅として活躍する人材の育成をという地元大垣
市を中心とする自治体、産業界および教育界の熱い要望のもと、岐阜県における初めての社会科学系大学
「岐阜経済大学」として発足しました。
　経済学部第一部経済学科、入学定員２００名でスタート。翌年１９６８年 ４ 月には第二部（定員２００名）を開設し、
地域の勤労青年に大学への門戸を開きました。しかし、こうした勤労青年も８０年代に入ると減少し、時代の
変化に合わせ、１９８３年学生募集停止に踏み切りました。
　１９８１年には地域経済研究所を設立。以来、この地方の産業、経済研究のセンター的役割を担うべく調査研
究および資料収集に努め、地域の期待に応えるよう、その充実をはかってきています。
　一方、１９８４年以降キャンパス整備計画に基づき、順次、総合グラウンドの整備、校舎の新築をしてきました。
　１９８６年 ４ 月には、経済学部に産業論を主軸に、経営学・会計学との結合を目指した「産業経営学科」を設
置、入学定員１５０名とし、 ２学科体制となりました。
　１９９４年 ４ 月には情報化時代に対応し、地域社会の要請に応えるべく、既設産業経営学科を基に産業論・経
営学・情報科学の三位一体の体系からなる経営学部を開設し、待望の ２学部体制として２１世紀社会にむけて
新たな出発をはじめました。経営学部の情報教育の拠点として最新の情報機器、視聴覚機器を設置した情報
センターでは、学生の教育のみならず研究活動にも開放され多くの学会、研究会に利用されています。
　１９９９年度は、学生が２１世紀を生きるにふさわしい国際感覚を身につけることができるように、上海財経大
学、ブルゴーニュ大学（２００２年 ８ 月まで）、ハワイ大学、沖縄大学との学生交換留学制度を整えました。
　２０００年には、経済学部にコミュニティ福祉政策学科を開設して ２学部 ４学科の体制となりました。同学科
では、２１世紀のキーワードであるコミュニティを視野においた、福祉を軸とする地域づくりの担い手を育成
しました。
　２００１年度には、企業経営の中核を担いうる高度職業人の養成をめざし、大学院経営学研究科修士課程を開
設しました。また、留学生の学部入学前の日本語能力と日本理解の向上を目指し、留学生別科を開設しまし
た（2023年 3 月留学生別科の廃止）。一方、情報技術研究所を設置し、産官学協同事業にも力を入れています。
　２００２年度には、セメスター制を導入し、一層の教育改善の充実を推進。
　２００３年 ７ 月には、「人と地域に役立つ大学」と銘打ち、地域連携推進センターを設立。教育活動、研究活
動、社会貢献活動等において、大学全体として地域と緊密な連携を果たし、地域社会に不可欠な高等教育機
関として発展すべく努力しています。
　２００６年 ４ 月には、経営学部にスポーツ経営学科を開設。社会的ニーズの高まるスポーツマネジメントに注
目し、経営学の基本とスポーツ科学を複合的に学ぶことによって、スポーツシーン、スポーツビジネスで活
躍できる新しい人材育成を目指すこととしました。

岐阜協立大学の沿革

2 号館
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　２００７年 ４ 月には、経済学部コミュニティ福祉政策学科にコミュニティ福祉専攻と介護福祉専攻を設置。四
年制大学ならではの深い教養に裏付けられた人間性を重視した介護福祉士養成施設として福祉社会の担い手
を養成することとしました（２０１６年 ３ 月介護福祉士課程の廃止）。
　２００８年 ４ 月には、経済学部コミュニティ福祉政策学科を、地域の現場に臨んで実践的に福祉を学ぶ臨床福
祉コミュニティ学科に、経営学部経営情報学科を、メディア表現教育の重要性に基づき教育課程を大幅に強
化した情報メディア学科に、それぞれ学科名称を変更しました。
　また、中国において上海財経大学に次いで ２校目となる協定大学として、江西師範大学との教育学術交流
協定を締結しました。
　２０１２年 ４ 月からは、現行の臨床福祉コミュニティ学科を発展的に改組し、公共政策学科を開設しました。
「協働と共生の地域社会の構築に向かって、指導的な役割を果たす人材」の育成を教育理念としています。
　２０１６年 １ 月には、岐阜県と中国江西省との友好提携に、人材養成の面から貢献する目的で江西省の省都で
ある南昌市にある南昌航空大学と学生交流協定を締結しました。この締結により、中国江西省南昌市に所在
する ２大学と交流協定を締結したことになります。また、同年 ７月には江西財経大学と学生交流協定を締結
し、さらに、同年１１月には創立５０周年記念事業の一環としてベトナムのダナン大学と教育交流協定及び東南
アジア特別奨学生協定を締結しました。
　１８歳人口減少が進行する２０１７年 １ 月１１日に、学校法人岐阜経済大学は、学校法人大垣女子短期大学と合併
し、同年 ４月 １日から岐阜経済大学と大垣女子短期大学を設置する新法人「学校法人大垣総合学園」が始動
しました。この年は、岐阜経済大学の創立５０周年に当たり、数々の記念事業として、新食堂、第 ２体育館の
建設に続き、翌２０１８年 ８ 月には学生支援窓口のワンフロア化、ラーニングコモンズ環境等を備えた新 ２号館
が完成、 ３号館の教室の机・椅子入れ替え、大学正面の庭の整備など、学生サービスの向上と施設・設備の
充実を図りました。
　２０１９年 ４ 月には、本学と短大の教育資産を融合し、大垣女子短期大学の看護学科（ ３年制）を岐阜協立大学
の看護学部看護学科（ ４年制）とする構想を実現しました。保健医療福祉の進歩や受益者の多様なニーズに対
応できる看護職者を育成する学部です。これを受け、時を同じくし、学問分野の異なる ３学部を統べる大学
として、大学名称を「岐阜協立大学」に変更しました。岐阜という地において、学内においては「学生・教
員・職員」が力を合わせて、「教育研究力・人間力・地域の力」を高め、地域の「自治体・経済界・大学」
の三つの力をつないでいくこと、「ともに立ち、向かう」ことを「協立」という言葉にこめました。
　２０２０年 ３ 月には、地域経済研究所と情報技術研究所を統合した地域創生研究所を設置し、新たなスタート
をきりました。
　2024年 4 月には、経営学部情報メディア学科を経営情報学科に名称変更し、社会で必要とされているDX
人材を育成するため、経営・会計・情報の 3分野を融合した学びを強化しました。
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建学の精神・社会的使命・教育目的・教育理念

１ ．建学の精神

　１９６６年 ９ 月に文部省（現：文部科学省）に法人設立のために学校法人岐阜経済大学寄附行為認可申請書が
提出されました。数多くの書類の中で、設立にいたった思想を表現しているものが、「設立趣意書」です。
その中に、建学の精神として明確でスローガン的な表現を見つけることはできません。しかし、大学を設立
するにいたった思い、目的が縷々記されています。中でも、建学の精神にあたる内容がもっとも凝縮されて
いるのは下記の箇所と思われます。
　
「社会事態に対処するためには、まず有為な人材育成に着目し、一は創造発見の能力伸長を図り、一は社会
指導の負荷に耐えうる知才の涵養に留意し、もつて人間資質の真価を発揚せしめることがもっとも肝要と思
います。」

「ここに青年学徒の教育地はもつぱら都塵をさけ自然の環境にめぐまれた大垣市の中心部より北部にはなれ
ること三，〇〇〇米、文化においては昔日大垣城下古献豊かな適地に校地を求めて大学を設立し、もつて一
面近代的広域行政にもとずく学園都市形成をめざす地元先覚の要望に応えて、中部岐阜県独自の壮大なる気
宇を培い理想に燃えつつも現実より遊離せず他日内外に雄飛する気魄をもつ青年社会人を育成しようとする
ものであります。」

　以上の設立趣意書の文言と内容から、本学の「建学の精神」を示す言葉として、次の ４つの言葉を導き出
すことができます。

　　創 造 発 見
　　知 才 涵 養
　　資 質 発 揚
　　地 域 貢 献

　創造発見とはこれまでなかった新しい価値を生み出すことです。知才涵養については社会指導の負荷に耐
えうるという条件がついていることも注目されます。そこで、資質発揚とは、単に奮い立たせるということ
だけでなく、実社会で発揮するという意味合いも込められていると推察できます。そして、地元先覚の要望
に応えるという決意は、今日の言葉でいえば、まさに地域貢献ということになるでしょう。

�

２ ．社会的使命

　建学の精神の語句の内容をさらに簡潔にまとめる場合、 ４つの建学の精神の頭文字「創知資地」を読み下
せば、「知を創り、地に資する」となり、これこそが本学の社会的使命の簡潔な表現であると考えます。

　「創知資地」（知を創り、地に資する）
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�

３ ．教育目的

　「地域に有為の人材を養成する」

経済学部
　経済学をはじめとする社会科学の体系的及び実践的な教育を行い、地域に有為の人材を養成することを目
的とする。
経済学科
　経済学の体系的及び実践的な学修を通じて、幅広い視野のもとで現代における様々な経済問題の本質を捉
える洞察力を備え、地域社会の発展に貢献する人材の養成を目的とする。
公共政策学科
　経済学をはじめとする社会科学や政策科学、ならびに社会福祉の専門知識や技術を系統的、体系的に学習
し、協働と共生の地域社会を創造するために指導的役割を果たす人材の養成を目的とする。
経営学部
　経営学を基本として、「スポーツ」あるいは「情報」に係る理論と実践的な教育を融合的に行い、地域に
有為の人材を養成することを目的とする。
経営情報学科
　経営学、会計学、マーケティングと広告・広報メディア向けのコンテンツ制作、情報通信技術とソフトウェ
アに関する専門知識を身につけた、企業経営や地域振興に貢献しうる人材の養成を目的とする。
スポーツ経営学科
　経営学、スポーツ経営学、スポーツ科学を複合的に学び、スポーツの振興、スポーツ産業の発展及びスポー
ツ教育の充実に貢献できる人材の養成を目的とする。
看護学部
　看護学を基本として、多様なリベラル・アーツ教育を基盤とし、人間に対する深い洞察力と高い倫理観を
養成し、実践的な教育を行い、地域に有為の人材を養成することを目的とする。
看護学科
　保健・医療・福祉等の分野において、他職種の人々と連携してチーム医療を推進し、相互の専門性を十分
活かすとともに、看護をより有効的に機能させ、地域社会の保健医療ニーズに適切に対応できる人材の養成
を目的とする。

�

４ ．教育理念

　「教育理念」については、教育目的を達成するために、どのような教育をすべきかを表したものであり、
具体的には、本学の教育目的：「地域に有為の人材を養成する」をいかに実現するか、手法的、理念的に規
定したものです。本学がこれまで実践してきた教育、また、今後本学が果たすべき役割を踏まえ、本学の「教
育理念」を、下記の通り定めます。

　自主創造教育（新たな価値をうむ）
　　�さまざまな先入観や偏見などに捉われず、自主的に学び、自由に考え、新たな価値を生む精神を育てま
す。

　地域実践教育（地域で学び、地域をつくる）
　　�講義等で得た知識をもとに、「地域」の課題を発見し、解決策を考え、提案・行動し、再び理論的な考
察にまで結びつける力を養成します。

　キャリア形成教育（キャリアを拓く）
　　�専門教育に加え、豊かな人間性を涵養する教養教育と学生自身のキャリアを拓くための就職支援教育を
有機的に総合させた教育を展開します。

�
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３ つのポリシーについて

アドミッションポリシー（入学者受け入れ方針）

＜経済学部＞
　経済学部は、経済や社会現象の本質を捉える洞察力を備え、経済社会や地域づくりの新たな担い手となる
地域に有為の人材を育成することを目的としています。このため、入学時点において、次のような意欲・興
味・関心を持っている学生を求めています。
　 １）経済や社会のしくみを理解し、現代社会の課題や政策の在り方を考えることに強い意欲を持つ学生。
　 ２）地域が抱える問題を発見し、その解決策を考えることに関心のある学生。
　 ３）将来は、企業で働き、あるいは、公務員や社会福祉士、教員として、地域の発展に貢献したいという
強い意欲を持つ学生。

　 ４）多様な価値観を理解し、人びとがよりよい生活を送れる社会を実現したいと考えている学生。

＜経営学部　経営情報学科＞
　経営情報学科は、経営効率化のために情報通信技術（ICT）を活用できる実践的能力やデジタルメディア
時代に即応した企画力・表現力・技能を総合的に有し、様々な組織の経営や地域振興に貢献しうる人材の育
成を目的とします。このため、入学時において、次の興味・関心等を持っている学生を求めています。
　 １）最新のICTに興味があり、新しいアプリやビジネスを提案できるようになりたい学生。
　 ２）斬新で自分らしい作品を作るために、デジタルコンテンツ制作技術を身につけたい学生。
　 ３）企業経営に興味を持ち、商品の販売やブランドの開発に関する専門能力の修得に関心のある学生。
　 ４）会計分野を中心に高い専門性を発揮し、活躍したいという意欲のある学生。
　 ５）情報科あるいは商業科の教育者を目指す学生。
　 ６）社会的な問題や課題にビジネスの視点を活用して解決していく力を身につけたい学生。

＜経営学部　スポーツ経営学科＞
　スポーツ経営学科は、経営学の諸分野とスポーツ科学を複合的に学び、スポーツや健康に関連する企業、
地域スポーツクラブ、学校教育から生涯教育に及ぶまで必要とされる経営活動（マネジメント）の計画・実
行・評価に関する専門能力を有し、スポーツ・教育・健康関連事業の発展に資することのできる人材の養成
を目的とします。このため、入学時において、次の興味・関心等を持っている学生を求めています。
　 １）健康・スポーツ産業に従事し、その経営的な発展に貢献したい学生。
　 ２）地域スポーツの振興に貢献したい学生。
　 ３）スポーツマネジメントについての知見を有する教育者・指導者を目指す学生。
　 ４）保健体育科あるいは商業科の教育者を目指す学生。

＜看護学部　看護学科＞
　入学者の受入れにあたっては、看護学部における教育理念及び教育目標に基づく専門的知識と理論を修得
し、様々な分野で社会において活躍・貢献したいと考える多様な優れた資質を有し、学びへの意欲に溢れる
学生を求めるとともに、個性豊かな学生が互いを尊重し、高め合う教育環境の実現を目指します。

　本学看護学部の求める学生像（求める能力・適性等）
　�　本学の建学の精神と教育理念に共感し、「深い知性と豊かな感性を備え、高度な専門性を身に着けた自
律心、知的好奇心、学修意欲を持ち、自己研鑽を持続的に行い、かつ地域社会で活躍、貢献する人間」と
して育成するのに相応しい学生を求めています。具体的な学生像を以下に示します。
　 １）看護職者を目指すために必要な幅広い基礎学力を有し、何事も積極的に学ぼうと努力する知的好奇心
豊かな学生。
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　 ２）人を思いやる心とコミュニケーション能力を備え、豊かな感受性と自律心を有し、高い人間力を目指
して努力できる学生。

　 ３）保健・医療・福祉を中核とした社会の動向や変化に関心を持ち、看護職者に求められる専門的知識・
技術・態度を積極的に身につけるために、継続的に自己研鑽できる学生。

　 ４）課題解決に向けて探究心を持ち、自分の考えを分析・統合して表現できる学生。

カリキュラムポリシー（教育課程の編成方針）

＜経済学部＞
　ディプロマポリシー達成のため、次のような方針で教育課程を編成しています。
　 １）レイトスペシャライゼーション（ ２年次学科選択制度）の導入により、 １年次に幅広く人文・社会・
自然科学や情報処理、日本語の文章表現、外国語や外国文化の理解に関わる基礎的素養を身に付ける科
目を配置し、自らの興味・関心に合わせた進路選択を可能にします。

　 ２）地域社会が抱える問題を発見し、それらの問題が起こる原因を理論的に追究し、解決策を考え、提案・
行動できる能力を養うため、地域実践型アクティブラーニングの推進を重視しています。

　 ３）演習やインターンシップ、実習を通して、理論と実践の還流を可能にし、体験的に多様な力を身につ
ける教育課程を編成します。

　 ４） ２～ ４年次に原則として同一の指導教員の演習に所属し、研究に取り組む機会を提供します。
　
＜経済学部　経済学科＞
　経済学科は、ディプロマポリシー達成のため、次のような方針で教育課程を編成しています。
　 １）経済学の基礎的諸分野について理解するための科目を選択必修として配置し、経済学的思考によって
経済現象の本質を分析できる能力を養う機会を提供します。

　 ２）企業・業界研究に関わる科目を設置し、企業の実務と実際について学ぶ機会を提供します。

＜経済学部　公共政策学科＞
　公共政策学科は、ディプロマポリシー達成のため、次のような方針で教育課程を編成しています。
　 １）公共政策の基礎的諸分野について理解するための科目を選択必修として配置し、現代社会における公
共政策の意義と役割について説明できる能力を養う機会を提供します。

　 ２）地方行政や地方自治の理解に関わる科目を配置し、公務の実務と実際について学ぶ機会を提供します。
　 ３）社会福祉士国家試験受験資格を取得するための課程を設置し、社会福祉専門職の養成を行います。

＜経営学部　経営情報学科＞
　経営情報学科は、ディプロマポリシーを達成するために、次のような方針で教育課程を編成しています。
　 １） 1・ 2年次において、人文・社会・自然科学や情報処理に関わる科目を履修し、外国語や外国文化お
よび体育の科目を修得します。

　 ２）経営学の基礎を体系的に理解するために、経営学部共通の基本科目を開講しています。
　 ３）「経営分野」では、製品・サービスを創る際の予算、人員などの計画を立て、プロジェクト管理・運
営できる知識や能力、またマーケティングの手法を使って、企画立案できる知識や能力を修得するため
の科目を開講しています。

　 ４）「会計分野」では、会計情報の意味を適切に理解して、企業活動に活用できる力や、財務諸表から企
業の経営状況や将来性を推測できる知識や能力を修得するための科目を開講しています。

　 ５）「情報分野」では、現代ビジネスで必要不可欠なAI、IoT、ロボット、クラウド、ビッグデータなど
のデジタルテクノロジーを活用できる知識や能力を修得するための科目を開講しています。

　 ６） 3・ 4年次に原則として同一の指導教員の演習に所属し、 4年次に自主的に研究テーマを設定し、卒
業論文を作成します。
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＜経営学部　スポーツ経営学科＞
　スポーツ経営学科は、ディプロマポリシーを達成するために、次のような方針で教育課程を編成していま
す。
　 １） 1・ 2年次において、人文・社会・自然科学や情報処理に関わる科目を履修し、外国語や外国文化お
よび体育の科目を修得します。

　 ２）経営学の基礎を体系的に理解するために、経営学部共通の基本科目を開講しています。
　 ３）「スポーツマネジメント分野」では、「スポーツをテーマとした仕事に進む」ための基礎知識を修得
する科目と、スポーツ関連企業や団体の現場における実践教育を重視するために、健康・スポーツ産業
における管理運営能力やマーケティング能力など総合的なマネジメント能力を養う科目を開講していま
す。

　 ４）「スポーツ科学・教育分野」では、学校教育から生涯教育まで幅広い教育分野に対応できる人材を養
成するために、専門的なスポーツ科学の知識やコーチング理論を学び、発達段階に応じた適切な対処と
競技力向上のための様々な知識を養う科目を開講しています。

　 ５）保健体育教職課程では、保健体育授業と運動部活動の理解を深め、実践力を高めるために、「体育授
業インターンシップ制度」や「課外体育インターンシップ制度」の科目を開講しています。 

　 ６ ） 3 ・ 4 年次に原則として同一の指導教員の演習に所属し、 4年次に自主的に研究テーマを設定し、卒
業論文を作成します。

＜看護学部　看護学科＞
　看護職者が備えなければならない高い倫理観と健康問題をもつ人々に適した最新で高度な看護を引き出す
専門的知識・技術・態度、他者を思いやり、他者の気持ちを感じ取り寄り添う豊かな人間力、コミュニケー
ション力、自己理解＝自己洞察、他者理解＝異文化への理解や多様性を受け入れる姿勢、チーム医療を推進
する力を養います。
　 １）学生が幅広い視野を持って学科目的に沿った主体的な学びを行えるよう、その基盤づくりとして多様
なリベラル・アーツ教育とともにキャリア教育も含む総合的な内容からなる教養科目を開講し、適切な
選択や受講ができるようにする。

　 ２）学生が専門的な知識と技能を体系的に学べるよう、各分野ともに専門に関する科目を基礎から応用ま
での学修段階に配慮した順序と内容で開講し、教養とともに専門分野に係る「知識・理解」、「思考・
判断・表現」、「技能」、「関心・意欲・態度・姿勢」の伸長と定着を目指せるようにする。

　 ３）教養科目と専門に関する科目を学修するにあたっては、主体的な学びを目指す学修活動を中心に、科
目の特性に応じて、地域社会と結びついた実践的な活動、環境を重視し社会性と協調性、その基盤とな
る自律性と品性などを身につけていく活動に取り組んでいけるように配慮して各科目を配列する。

ディプロマポリシー（卒業認定・学位授与に関する方針）

＜経済学部＞
　経済学部は、学生が卒業に際して次の能力を身につけていることを目標とします。
　 １）人文・社会・自然科学や情報処理、日本語の文章表現、外国語や外国文化の理解に関わる基礎的素養
を修得し、多文化共生社会の実現に貢献できる能力を持つ。

　 ２）地域実践型アクティブラーニングを通じて、地域社会が抱える問題を発見し、それらの問題が起こる
原因を理論的に追究し、解決策を考え、提案・行動できる能力を持つ。

＜経済学部　経済学科＞
　経済学科は、学生が卒業に際して次の能力を身につけていることを目標とします。
　 １）経済学の基礎的諸分野について理解し、経済学的思考によって経済現象の本質を分析できる能力を持
つ。
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　 ２）経済学の学びを通して、情報化や経済自由化によって急速に展開するグローバル経済の特徴と課題を
踏まえつつ、地域経済、あるいは、日本や国際経済の持続的な発展のために提案・行動できる能力を持つ。

＜経済学部　公共政策学科＞
　公共政策学科は、学生が卒業に際して次の能力を身につけていることを目標とします。
　 １）地域社会、地方行政や地方自治、社会福祉について深く理解し、地域づくりの新たな担い手となるた
めの能力を持つ。

　 ２）公共政策に関する学びや社会福祉・地域福祉の実践活動を通して「より良いまちづくり・社会づくり」
の中心的担い手となることのできる知識と洞察力を持ち、地域社会、あるいは日本や国際社会の持続的
な発展のために提案・行動できる能力を持つ。

＜経営学部　経営情報学科＞
　経営情報学科は、学生が卒業に際して、次の能力を身につけていることを目標とします。
　 １）人文・社会・自然科学や情報処理に関わる基礎的素養を修得し、かつ外国語や外国文化を理解する能
力を持つ。

　 ２）日本人同士、外国人とも共感しあうコミュニケーション能力を持つ。
　 ３）経営学、情報科学、会計学の専門知識を体系的に修得して、ビジネスの倫理観を有する能力を持つ。
　 ４）現実の経営課題の解決のために、情報通信技術（ICT）を活用する知識や能力を持つ。
　 ５）地域における情報通信技術（ICT）のなかで生じる課題にたいして、解決できる能力を持つ。

＜経営学部　スポーツ経営学科＞
　スポーツ経営学科は、学生が卒業に際して、次の能力を身につけていることを目標とします。
　 １）人文・社会・自然科学や情報処理に関わる基礎的素養を修得し、かつ外国語や外国文化を理解する能
力を持つ。

　 ２）日本人同士、外国人とも共感しあうコミュニケーション能力を持つ。
　 ３）学校やスポーツ産業の経営にたいして、経営学の専門知識を実践的に応用できる能力を持つ。
　 ４）経営学の諸分野とスポーツ科学の専門知識を体系的に修得して、課題にたいして解決できる能力を持
つ。

　 ５）地域におけるスポーツ振興のなかで生じる課題にたいして、解決できる能力を持つ。

＜看護学部　看護学科＞
　看護学部では、本学の建学の精神、教育の特色、教育研究上の目的等を踏まえ、本学が定める卒業要件と
して必要な在学年数及び単位数を満たし、以下に示すところの成果が得られた学生に卒業を認め、学位『学
士（看護学）』を授与する。
　 １）多様なリベラル・アーツ教育に基づいた、人間に対する深い洞察力と高い倫理観を持ち、生命に対す
る尊厳及び柔軟な思考力、徳性の涵養を身につけている。（姿勢・態度）

　 ２）個人、家族、地域を対象に、健康から不健康に至るあらゆる健康レベルの人々に適切な看護を実施で
きるための広い視野と専門的知識と専門的技術を身につけている。（知識・理解・技能）

　 ３）保健・医療・福祉等の分野において、他職種の人々と連携してチーム医療を推進し、互いの専門性を
十分に活かすとともに、看護をより有効的に機能させ、地域社会の保健医療ニーズに適切に対応できる
能力を身につけている。（関心・意欲・態度）

　 ４）医療者として他者の思いや考えを理解できる力や想像力を持って、人々の身体的・精神的苦痛に寄り
添うことができる能力、及び人々の多様な価値観を尊重して、自身の考えを相手に適切に伝えるコミュ
ニケーション能力を身につけている。（技能・表現）

　 ５）専門職として自律心を持ち、自己啓発能力と研究的態度を身につけて、看護学を体系化し発展させる
能力を身につけている。（思考・判断・表現）
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岐阜協立大学年譜
１９６７年 １ 月

４ 月

１９６８年 ４ 月
１９６９年 ４ 月
１９７６年 ４ 月

１９７７年 ５ 月
１９８１年 ４ 月
１９８３年 ４ 月
１９８５年 ３ 月

４ 月
１９８６年 ３ 月

４ 月
１９８７年 ４ 月

８ 月
１９９０年 ３ 月
１９９１年 ４ 月
１９９２年 ８ 月
１９９３年 １ 月

４ 月
１１月

１９９４年 ４ 月

１９９８年１０月
１９９９年 ４ 月

７ 月
８ 月
１０月

２０００年 ３ 月
４ 月

１１月
２００１年 ４ 月

２００２年 ４ 月

２００３年 ５ 月
７ 月

２００４年 ４ 月

５ 月
２００５年 ７ 月

学校法人岐阜経済大学認可
岐阜経済大学開学
　経済学部第一部経済学科（入学定員２００人）
経済学部第二部経済学科開設（入学定員２００人）
大垣女子短期大学開学※

経済学部第一部経済学科の入学定員３００人
　同　　第二部経済学科の入学定員１００人に変更
図書館完成
地域経済研究所設置
経済学部第二部経済学科学生募集停止
総合グラウンド完成
経済学部第一部経済学科の入学定員４５０人に変更
３・ ４号館（校舎棟）完成
経済学部第一部産業経営学科開設（入学定員１５０人）
経済学部第二部経済学科廃止、経済学部第一部を経済学部に改称
５・ ６・ ７・ ８号館（校舎棟）完成
体育館完成
経済学部産業経営学科の入学定員２５０人に変更（期間付入学定員１００人）
食堂完成
科目等履修生制度を開設
日本中央看護専門学校開校※

情報センター（ ９号館）、１０号館（研究棟）完成
経営学部開設
　経営学部産業経営学科（入学定員２５０人）
　　同　　経営情報学科（入学定員１００人）
　経済学部産業経営学科募集停止
岐阜経済大学まちなか共同研究室マイスター倶楽部を開設
岐阜経済大学ソフトピア共同研究室開設
上海財経大学と教育学術交流協定を締結
ブルゴーニュ大学と学生交換協定を締結（２００２年 ８ 月まで）
沖縄大学と学生の交流に関する協定を締結
ハワイ大学マノア校アウトリーチカレッジと学生交換協定を締結
経済学部コミュニティ福祉政策学科開設（入学定員１００人）
経済学部経済学科の入学定員３５０人に変更
経営学部産業経営学科の入学定員２００人に変更（臨時的入学定員５０人）
聴講生制度を開設
社会人講座開設
酪農学園大学と学生交換協定を締結（２０１２年 ３ 月まで）
経済学部経済学科の入学定員を３００人に変更
経営学部産業経営学科をビジネス戦略学科に改称
大学院経営学研究科経営学専攻修士課程開設（入学定員１０人）
留学生別科開設（入学定員３０人）
情報技術研究所設置
経営ビジネス戦略学科の期間付入学定員を廃止
入学定員を１５０人に変更
全天候型陸上競技場完成
地域連携推進センター設置
経済学部経済学科の入学定員を１８０人に変更
経済学部コミュニティ福祉政策学科の入学定員を７５人に変更
経営学部ビジネス戦略学科の入学定員を７５人に変更
大学院経営学研究科経営学専攻修士課程の入学定員を２０人に変更
人工芝サッカーコート完成
屋内練習場完成



－ 15 －

２００６年 ４ 月

２００７年 ３ 月
４ 月

７ 月
２００８年 ３ 月

４ 月

２００９年 ４ 月
２０１１年 ４ 月
２０１２年 ４ 月

２０１３年 ２ 月
４ 月

２０１４年 ３ 月
２０１５年 ３ 月
２０１６年 １ 月

３ 月
７ 月
１１月

２０１７年 １ 月
３ 月

４ 月

５ 月
２０１８年 ８ 月
２０１９年 ４ 月

１２月
２０２０年 ３ 月
２０２１年 １ 月

３ 月
2022年 7 月
2023年 3 月

4 月
2024年 4 月
2026年 4 月

経営学部スポーツ経営学科を開設（入学定員７０人）
経済学部経済学科の入学定員を１５０人に変更
経済学部コミュニティ福祉政策学科の入学定員を７０人に変更
経営学部経営情報学科の入学定員を９０人に変更
経営学部ビジネス戦略学科募集停止
（財）日本高等教育評価機構による大学機関別認証評価（認定）
経済学部経済学科入学定員を１００人に変更
経済学部コミュニティ福祉政策学科にコミュニティ福祉専攻（４０人）と介護福祉専攻（30
人）を設置
経営学部経営情報学科の入学定員を６０人に変更
経営学部スポーツ経営学科の入学定員を１５０人に変更
岐阜経済大学創立４０周年
入浴・介護・家政・調理実習室完成
スタジオ実習室完成
陸上競技場第 ４種公認取得（日本陸上競技連盟）
経済学部コミュニティ福祉政策学科を臨床福祉コミュニティ学科に、経営学部経営情報
学科を情報メディア学科に改称
江西師範大学と教育学術交流協定を締結
経済学部臨床福祉コミュニティ学科の入学定員を４０人に変更
ボランティア・ラーニングセンター開設
経済学部公共政策学科を開設（入学定員４０人）
経済学部経済学科の入学定員を９０人に変更
経営学部情報メディア学科の入学定員を７０人に変更
新学長選考制度、副学長制度の導入
大垣女子短期大学に看護学科開設※

（公財）日本高等教育評価機構による大学機関別認証評価（認定）
日本中央看護専門学校を閉校※

南昌航空大学と学生交流協定を締結
岐阜経済大学の建学の精神・社会的使命・教育目標・教育理念の再定義
江西財経大学と学生交流協定を締結
ダナン大学と教育交流協定及び東南アジア特別奨学生協定を締結
学校法人岐阜経済大学と学校法人大垣女子短期大学との法人合併認可
新食堂「Cafe Rest ５０」完成
学校法人岐阜経済大学解散
学校法人大垣総合学園設立
岐阜経済大学創立５０周年
第 ２体育館「Phoenix Arena ５０」完成
新 ２号館完成
岐阜協立大学に校名変更
看護学部看護学科開設※（入学定員８０人）
職業実践力育成プログラム認定
地域創生研究所設置（地域経済研究所と情報技術研究所を統合）
履修証明プログラム（職業実践力育成プログラム）開講
（公財）日本高等教育評価機構による大学機関別認証評価（認定）
秋神グラウンド運用開始
留学生別科廃止
副専攻制度導入
経営学部情報メディア学科を経営情報学科に改称
経済学部「 ２年次学科選択制度」の導入

※看護学部開設の歴史
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岐阜協立大学学歌

谷 川 俊太郎 作 詞

谷 川 賢 作 作 曲

� ともに立ち ともに学んで

ひとりひとりの 地平望んで

岐阜の地の 歴史に連なり

人々の願いを 胸に

今日から明日へ すこやかに

� ともに立ち ともに励んで

ひとりひとりの 未来夢見て

今のこの 地球に生きる

せめぎあう世界を 見つめ

今日から明日へ しなやかに



学 生 要 覧
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〈2026年度学年暦〉
岐阜協立大学
月 日 月 火 水 木 金 土 行事等

4

1 2 3 4 1 日　学年始、前期開始
　　　入学式
2日～ 4日　オリエンテーション
6日　前期授業開始
29日　昭和の日【授業日】
30日　五月祭

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

5

1 2 3 日　憲法記念日
4日　みどりの日・開学記念日
5日　こどもの日
6日　振替休日3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

6

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

7

1 2 3 4 20日　海の日【授業日】
24日　前期授業終了
　　　（15回目最終日）5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

8

1 1 日　試験予備日
4日～ 6日　夏期集中講義
11日　山の日
12日～14日　窓口休務
24日～28日　追・再試験
29日　追・再試験予備日

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

9

1 2 3 4 5 17日　前期卒業式
18日　後期開始・後期授業開始
21日　敬老の日
22日　国民の休日
23日　秋分の日【授業日】

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

① ① ① ① ①

⑮ ⑮ ⑮ ⑮ ⑮

①

① ①

① ①

　
月 日 月 火 水 木 金 土 行事等

10

1 2 3 12日　スポーツの日【授業日】

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

11

1 2 3 4 5 6 7 3 日　文化の日【授業日】
6日　大学祭準備
7日、 8日　大学祭
23日　勤労感謝の日【授業日】8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

12

1 2 3 4 5 9 日　☆学内ゼミナール大会

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

1

1 2 1 日　元日
5日　講義再開
7日　月曜授業日
11日　成人の日
15日　大学入学共通テスト準備
16日、17日　大学入学共通テスト
18日　後期授業終了
　　　（15回目最終日）
23日　試験予備日

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

2

1 2 3 4 5 6 1 日～ 3日　冬期集中講義
11日　建国記念の日
15日～19日　追・再試験
20日　追・再試験予備日
23日　天皇誕生日

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

3

1 2 3 4 5 6 18日　卒業式
21日　春分の日
22日　振替休日
31日　学年終了・後期終了7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

⑮

⑮ ⑮ ⑮

⑮

 15 週目授業日　　　  集中講義　　　　  窓口休務
 16 週目授業日　　　  追・再試験

：授業日　　　　　　　　
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看護学部年間予定表

行事
1年 2年 3年 4年

4月

入学式／学部ガイダンス
履修登録・修正
保健師教育課程選択オリエン
テーション
ＰＲＯＧテスト
前期科目開講

新年度ガイダンス
履修登録・修正
前期科目開講

新年度ガイダンス
履修登録・修正
前期科目開講

新年度ガイダンス
履修登録・修正
前期科目開講

5 月
五月祭 五月祭 五月祭

看護統合実習
五月祭

6 月

7 月
定期試験（前期）
早期看護体験学習

定期試験（前期）
保健師教育課程選択オリエン
テーション

定期試験（前期） 定期試験（前期）

8 月
追・再試験（前期） 追・再試験（前期） 追・再試験（前期）

インターンシップ研修（各自）
追・再試験（前期）

9 月 履修登録・修正
後期科目開講

基礎看護学実習Ⅱ

履修登録・修正
後期科目開講

履修登録・修正
後期科目開講

履修登録・修正
後期科目開講

10月

11月
大学祭 大学祭 大学祭 大学祭

12月
保健師教育課程集中講義

1 月
定期試験（後期） 定期試験（後期）

2 月

基礎看護学実習Ⅰ
追・再試験（後期）

老年看護学実習Ⅰ
追・再試験（後期）

保健師教育課程集中講義
ＰＲＯＧテスト
定期試験（後期）
国家試験対策ガイダンス・講座

国家試験（看護師・保健師）

3 月

保健師教育課程選抜試験 インターンシップ研修（各自）卒業式
国家試験合格発表

※行事の時期・詳細については、変更となる場合があります。

領域別実習

成人看護学実習Ⅰ
成人看護学実習Ⅱ
老年看護学実習Ⅱ
母性看護学実習
小児看護学実習
精神看護学実習
地域・在宅看護学実習

国家
試験
対策

就職試験
（各自）

保健師教育課程集中講座

公衆衛生
看護学実習

卒　業　研　究

卒業研究の提出

卒業研究報告会
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事務室案内
　大学の教育、研究を支えるものとして本学には次の担当課、事務室があります。なお、それぞれの事務室
の場所についてはP283のキャンパスマップをご参照ください。
　看護学部は、北方キャンパスと西之川キャンパスの 2キャンパスで授業を行うことになります。
　どちらのキャンパスでの受講か、時間割表をよく確認して行動してください。

＜北方キャンパス＞
●教務課　TEL ０５８４（７７）３５１６
　学部、大学院に関わる授業・試験・成績に関する事項、学籍に関する事項（休学、復学、退学、卒業等）
および在学・卒業・学業成績等の各種証明書の発行、住所、保証人等の変更手続き、海外語学研修制度、教
職等に関する事項の業務を行っています。また学業に関する相談も受けています。
　情報施設、機器の維持管理、情報教育・研究の支援およびコンピュータの利用に関する業務を行っています。

●PAC支援室　TEL ０５８４（７７）３５４３
　PAC講座に関する業務および公務員養成のための指導・支援に関する業務を行っています。

●学生課　TEL ０５８４（７７）３５１８
　学生生活を援助する業務（課外活動、学費減免、奨学金、拾得物・遺失物、学割発行等）、また留学生の
生活指導、援助等に関する業務を行っています。

●キャリア支援課　TEL ０５８４（７７）３５００
　就職・進路に関する相談や指導およびインターンシップ等、資格講座、アルバイト紹介等を行っています。

●保健室　TEL ０５８４（７７）３５２２
　保健師が、健康相談、応急処置、健康診断等の健康管理に関する支援を行っています。

●学生相談室　TEL ０５８４（７７）３５２０
　カウンセラーが、学業、進路、人間関係、性格等々の心理面への支援を行っています。

●学生支援室　TEL ０５８４（７７）３５５５
　何らかの障がいや疾病などがあることを理由として、修学面や大学生活を送る上で支援を希望する学生を
サポートしています。

●図書館事務室　TEL ０５８４（７７）３５２７
　図書や雑誌・資料の収集、受入および管理、また他機関等との連携を深め、学習・教育・研究に必要な情
報の提供を行っています。
　さらに岐阜協立大学学会の運営に関する業務を行っています。

●入試広報課　TEL ０５８４（７７）３５１０
　学生募集、入学試験および入試広報に関する業務を行っています。

●総務企画課・地域連携推進センター　TEL ０５８４（７７）３５０５
　大学の管理運営にかかわる総務的事項、施設・設備などの管理に関する業務、大学広報および企画に関す
る業務、親和会、校友会などの事務を取り扱う業務を行っています。
　また、地域連携推進センター、地域創生研究所、ボランティア・ラーニングセンター等、大学と地域との
連携事業に関する業務を行っています。

●理事長室　TEL ０５８４（７７）３５０１
　学校法人の管理運営にかかわる事務、学費や実習費等の大学の収入・支出に関する業務を行っています。

●スポーツ文化振興室　TEL 0584（77）3504
　スポーツおよび文化振興に関する業務、強化指定クラブの運営管理や支援を行っています。

＜西之川キャンパス＞　所在地　〒５０３-８５５４　岐阜県大垣市西之川町 １ -１０９
●教務課（西之川分室）（Ａ号館 1階）　TEL 0584（84）2550
　西之川キャンパスにおいて、看護学部に係る事務（学修支援等）を行っています。

大学代表電話　 ０ ５ ８ ４ － ７ ７ － ３ ５ １ １
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こんな場合はどこへ

　学生生活を送る上で、さまざまな諸問題があります。こんな場合はどこへ相談したら良いか、一覧表にま
とめました。詳しくは該当ページを参照してください。

＜北方キャンパス＞

業 務
受付時間

教 務 課
学 生 課
キャリア支援課

９時～ １８  時（土曜日・日曜日・授業日ではない祝日は休務）
※夏期・春期休暇中は ９時～ １７  時（土曜日・日曜日・祝日は休務）

総 務 企 画 課
入 試 広 報 課
理 事 長 室

９時～ １７  時（土曜日・日曜日・祝日は休務）

図 書 館

１・２階　 ９時～ １８  時 ３０  分（土曜日・日曜日・授業日ではない祝日は休務）
※祝日授業日および長期休暇中は ９時～ １７  時（土曜日・日曜日・祝日は休務）
３階　 ９時 ３０  分～ １６  時 ３０  分（土曜日・日曜日・授業日ではない祝日及
び長期休暇中は休務）

ＰＡＣ支援室
原則 9時 0 ０ 分～ １ 5 時 0 ０ 分（ １３  時～ １４  時及び土曜日・日曜日・祝日
は休務）　※夏期・春期休暇中は休務
※詳細はＰＡＣ支援室前の掲示にて確認

＜西之川キャンパス＞

業 務
受付時間

教 務 課
（西之川分室）

8時 5 0 分～ 1 7 時（土曜日・日曜日・授業日ではない祝日は休務）
※春・夏・冬期休暇中は 9時～ 1 7 時（土曜日・日曜日は休務）

図 書 館
9時～ 1 7 時（土曜日・日曜日・授業日ではない祝日は休務）
※長期休暇中は ９時～ 1 2 時 ５ 0 分（土曜日・日曜日・祝日は休務）
※詳細は大垣女子短期大学図書館ホームページにて確認してください。

コンピュータ室
（Ｄ号館 3 階）

9時～ 1 7 時（土曜日・日曜日は閉室）

（学生生活全般）

こんなとき 北方 西之川 摘要 掲載頁

学内での拾い物、落とし物、
忘れ物、盗難

学生課

教務課
（西之川
分室）

直ちに窓口に届け出てください。

学内の諸施設・設備を使用し
たい

－

クラブの練習やレクリエーション等で教室及び
運動施設及びバスを利用したい時、申し出てく
ださい。

53レクリエーション用具（卓球・
バドミントン・ソフトボール・
バスケットボール等）を借り
たい

学生証を持って学生課または教務課（西之川分
室）へ相談してください。

アルバイトをしたい
キャリア
支援課

学生ポータルおよび掲示板でご確認ください。
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こんなとき 北方 西之川 摘要 掲載頁

教員に相談したい 教務課
教務課
（西之川
分室）

学業に関する質問や学生生活での相談などに、
専任教員が個別に応じる時間【オフィスアワー】
があります。ぜひ利用してください。
教員の連絡先
　�HOME＞在学生専用＞授業サポート＞専任
教員連絡先（オフィスアワー）

広報誌やホームページに情報
を載せてほしい

総 務
企画課

－

大学広報誌やホームページに掲載する情報を集
めていますので、総務企画課窓口へ相談してく
ださい。

公式SNSはありますか
Facebook、YouTube、Instagramがあります。
ぜひご覧ください。
ソーシャルメディア公式アカウント一覧参照

地域での活動に参加したい 総務企画課窓口に問い合わせてください。

図書館の利用について知りた
い

図書館
（学生
証を携
行して
くださ
い）

西之川
キャンパス
図書館
に確認
してく
ださい

２階カウンターで説明します。図書館のHPや
Facebookでも案内しています。演習の授業時
間内にガイダンスが計画されることもあります。

38

読みたい本がある…

図書館に所蔵している本や、DVD・BDなどの
視聴覚資料は、大学HPの「蔵書検索」で調べ
ることができます（雑誌等、一部不可）。 ２階
カウンターでは、図書館にない本の情報も相談
でき、購入リクエストを出すこともできます。

雑誌や新聞を読みたい
DVDを見たい

手軽に読める新聞や雑誌があります。（新聞は、
一般紙の他、ビジネスやスポーツに特化したも
の、英字新聞もあります。雑誌は、スポーツ、
ファッション、ライフスタイル、アウトドア、
ビジネス、PC・IT、サブカルチャー等、様々
な分野のものを取り揃えています。）

授業の合間などに勉強したい
１～ ３階にそれぞれ学習スペースがあります。
友達と一緒なら ２階、じっくり勉強したいとき
は １階もしくは ３階がお勧めです。

（授業に関すること）

こんなとき 北方 西之川 摘要 掲載頁

履修登録やその内容について
知りたい

教務課
教務課
（西之川
分室）

本誌を熟読し、不明な点があれば、履修登録期
間内に相談してください。

83

教員免許状・社会福祉士につ
いて知りたい

本誌を熟読し、不明な点があれば、教務課に相
談してください。

124～136
158～161

休講について知りたい
教務課の掲示板または学生ポータルで確認して
ください。

86・87
補講について知りたい

補講の時間割が決まり次第、教務課の掲示板に
掲示しますので確認してください。
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こんなとき 北方 西之川 摘要 掲載頁

授業の欠席連絡はどうしたら
いいのか

教務課
教務課
（西之川
分室）

①②のいずれかにあてはまる場合は右欄記載頁
を参照し所定の手続きを行ってください。それ
以外の場合は、各自で判断し、担当教員に伝え
てください。
①病気などで ２週間以上連続して欠席する場合
「欠席届」
②忌引きや単位認定を伴う実習など大学がやむ
を得ない事由として公欠を認める場合「公欠願
（届）」

86・87

ストライキや事故で、公共交
通機関が止まっている

交通機関発行の遅延証明書を受け取ってくださ
い。遅刻の場合は授業担当者に自ら伝え、欠席
した場合は公欠の手続きを行ってください。

86・87
気象条件が悪いため、通学に
困難が予想される

大雨警報の場合は通常通り授業があります。ま
ず休講のルールと休講情報で授業の実施状況を
確認しましょう。休講でない場合は、安全を確
保しつつ、出席に努めてください。

（試験・成績に関すること）

こんなとき 北方 西之川 摘要 掲載頁

試験について知りたい

教務課
教務課
（西之川
分室）

シラバスに記載されていますので、ご確認くだ
さい。授業時に試験の実施の詳細説明がありま
す。

試験が受けられない

病気、鉄道事故、その他不慮の災害や就職試験
など、やむを得ないと認められる事情により受
験できなかった場合、その科目の試験実施前後
１週間以内に所定の様式に証明書を添えて追試
験受験を願い出たときは、許可されることがあ
ります。

92

成績に関する問い合わせ
成績評価について、具体的な根拠に基づく確認
事項がある場合には、「成績に関する問い合わ
せ願」を提出することができます。

94

（各種の届け出・願い出）

こんなとき 北方 西之川 摘要 掲載頁

通学定期券を購入したい
学生課

教務課
（西之川
分室）

学生証裏面の「通学定期乗車券発行控」に必要
事項を記入の上、最寄の駅で購入してください。
なお、実習に使う定期券については開始 1ヶ月
前までに窓口にご相談ください。 50

学割証（学校学生生徒旅客運
賃割引証）がほしい

ＪＲで片道１００キロメートルを超えて乗車する
場合に利用できます。当日発行します。
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こんなとき 北方 西之川 摘要 掲載頁

学生団体割引乗車券を利用し
たい

学生課
教務課
（西之川
分室）

８名以上の団体でクラブの合宿・遠征、ゼミ旅
行等に利用できます。ＪＲ・旅行社で申込用紙
をもらい学生課に提出してください。（教職員
の引率必要）

51

スクールバス定期券を購入し
たい

総 務
企画課

総 務
企画課

北方キャンパス １号館総務企画課窓口備付の申
込書に必要事項を記入し、購入してください。

50

健康診断証明書がほしい 学生課

教務課
（西之川
分室）

当年度の健康診断を受けていれば発行されます。
学生課へ申し込んでください。（再検査を受け
ていない場合、発行できないことがあります。）

３1・57

休学・退学・転学部転学科し
たい

教務課

保証人（保護者）および担任教員とよく相談し
た上で、右欄の頁で示す手順で願い出てくださ
い。 28・29

復学・再入学・復籍したい 願出期限に注意してください。

自分の個人情報を確認・変更
したい

自分または保証人（保護者）の住所・氏名・電
話番号・本籍地などが変わったら、所定の様式
に記入して届け出てください。

30

学外からの個人的な呼び出し
について

個人的な呼び出しは仲介しません。ただし、緊
急と判断できる場合はこの限りではありません。

ゼミ旅行に行くので補助を受
けたい

－

所定の金額の範囲内で補助が受けられます。ゼ
ミ代表者は、 ２週間前までに手続きを完了して
ください。

43

留学したい
本学が協定を締結している大学への留学であれ
ば休学の必要はなく、留学先での単位も認定さ
れます。

41～43

機関誌『地域創生』がほしい

総 務
企画課

－

窓口に申し出てください。

まちづくりイベントに参加したい
ソフトウェア開発や企業との
共同研究を行ってみたい
ボランティアに参加したい
自治体の財政について研究したい

「マイスター倶楽部」、「ソフトピア共同研究
室」、「ボランティア・ラーニングセンター」、
「自治体財政研究会」を紹介します。見学した
い場合は、研究室へ問い合わせてください。

（課外活動に関すること）

こんなとき 北方 西之川 摘要 掲載頁

クラブに入部したい

学生課 －

直接各クラブまたは学生会に申し込んでくださ
い。

54

クラブでの悩みごとがある
先輩または顧問の先生に相談してください。そ
れができないときは学生課に相談してください。

新しいクラブを結成したい
学生会（文化会・体育会）、学生課に相談して
ください。
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こんなとき 北方 西之川 摘要 掲載頁

集会・合宿・試合をする

学生課 －

必ず事前に「集会届」・「行事（試合）届」を
提出してください。
※自家用車等を使用の場合は「車両運行届」も
提出してください。終了後は「報告書」を提出
してください。

クラブ合宿の補助を受けたい

課外活動等で合宿する場合 １団体あたり年間
２００，０００円（参加者 １名 １泊につき６，０００円、年
間１８，０００円）を限度として補助が受けられます。
２週間前までに手続きを完了してください。
（ただし、強化・準強化指定クラブは別途定め
る。）

クラブ遠征の補助を受けたい

課外活動団体が遠征する場合、年 ２回まで １名
につき １日あたり６，０００円以内、 １回２００，０００円
以内（強化指定・準強化クラブを除く）の助成
が受けられます。

諸事情により学外施設使用の
補助を受けたい

課外活動団体が他団体の活動と重複するなどや
むを得ない事情により、学外施設を使用する際
の施設使用料は １団体あたり １日につき５，０００
円、年間２００，０００円の限度として助成が受けら
れます。

施設利用をしたい P53の通り手続きしてください。 53

スポーツの最新情報を知りた
い

図書館 －

『月刊サッカーマガジン』『月刊バスケットボー
ル』『陸上競技マガジン』『月刊バレーボール』
『ベースボール･クリニック』『ナンバー（Sports 
Graphic Number）』『Tarzan』等の雑誌が揃っ
ています。（最新号以外は貸出可）

38

（学費・奨学金に関すること）

こんなとき 北方 西之川 摘要 掲載頁

学費が期日までに納められな
い

理事長室 －

延納制度があります。期日までに願い出てくだ
さい。願い出てその事情が認められた時は、前
期分は ６月３０日・後期分は１２月２０日までに納入
してください。なお、延納期限の最終日が休日
の場合は、その前日とします。

32

奨学金について知りたい 学生課 －

岐阜協立大学奨学金・日本学生支援機構奨学金・
各地方自治体奨学金・その他団体奨学金があり
ます。また、緊急採用にも応じる場合がありま
す。

33
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（パソコンの利用に関すること）

こんなとき 北方 西之川 摘要 掲載頁

パソコンを利用したい
（インターネット・電子メー
ル含む）

教務課
教務課
（西之川
分室）

２号館 １階のパソコンを利用できます。 39・40

ノートパソコンを利用したい 図書館 －
図書館内で利用できるノートパソコンを貸し出
します。図書館 ２階カウンターへどうぞ。

38

（進路に関すること）

こんなとき 北方 摘要 掲載頁

就職について相談したい

キャリア
支援課

個別相談を受け付けています。 72
大学院、専門学校へ進みたい

インターンシップ等に参加し
たい

実習先を紹介します。なお、「インターンシップＡ」の
受講者は、要件を満たせば単位認定されます。

資格を取りたい
学内で資格講座を開講しています。
詳細は、キャリア支援課で確認してください。

103

自分に合う企業や、志望企
業・業界について詳しく知り
たい

図書館

データベース『日経バリューサーチ』で企業・業界につ
いての情報が得られます。図書館 ２階カウンターへどう
ぞ。 １階では一般的な新聞のほか、企業情報・スポーツ
産業に特化した新聞を読むことができます。

39

（各種相談）

こんなとき 北方 西之川 摘要 掲載頁

ケガ・急病等の応急手当を受
けたい

保健室

保健室

学内でケガをしたり、急に気分が悪くなったり
した場合、保健室で応急手当をします。必要に
応じて病院を紹介するなど緊急の場合に備えて
います。

57

学生生活上でケガをし、病院
等で治療した

－

正課、課外活動、学校行事、学内休憩中および
通学中のケガによる医療費は傷害保険の対象に
なります。初診から １週間以内にご連絡くださ
い。

59・60

心身の健康についての相談

保健室 －
ケガ・病気のほか、心身の健康についても遠慮
なく相談してください。（校医による健康相談
日もあります）

57

学 生
相談室

－
大学生活、将来のこと、人間関係や自分の性格、
心理等の相談やカウンセリングが受けられます。
気軽に利用してください。

62

いろいろな問題で悩んでいる 学生課
教務課
（西之川
分室）

学業・対人関係・家庭・課外活動・進路・経済
的問題等で悩みがある時は、相談してください。
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こんなとき 北方 西之川 摘要 掲載頁

ハラスメントで悩んでいる
ハラス
メント
相談窓口

－
ハラスメントで悩んでいる時は、相談窓口（相
談員）までご相談ください。
詳細は本学ホームページをご覧ください。

64

レポート作成やゼミでの発表、
卒業論文の資料収集の相談

図書館 －

図書館 ２階カウンターで資料収集等の相談を受
け付けています。図書館にない本も相談にのり
ます。

38
図書館で資料収集って、そも
そもなんのことかわからない

資料の検索方法からデータベースの見方まで、
個人・グループを問わず説明（ガイダンス）し
ます。図書館 ２階カウンターで相談してくださ
い。

読みたい本があるけれど、図
書館にはないみたい

購入リクエストを出すことができます。 ２階カ
ウンターで受け付けます。（内容、価格などに
より、ご希望に添えないこともあります。）

看護系の雑誌が読みたい 図書館 －
学生向けには『Clinical study』、『プチナース』
があり、これ以外にも、新人看護師向けの雑誌、
専門性の高い雑誌が揃っています。

38

（ＡＥＤ）

こんなとき 北方 西之川 摘要 掲載頁

倒れている人を発見したら
（ＡＥＤの設置場所）

２号館１階
南東風除室
第1体育館 １階
第 ２体育館 １階
グラウンド
野球場

Ｉ号館
1階

ＡＥＤは医療者でなくても、誰でも使える器械
です。
落ちついて指示どおりに操作してください。

266・268
276・277
279・285
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学籍に関わる事項

　岐阜協立大学に入学した時点で学籍が発生します。学籍の異動（退学、休学、復学、除籍後の復籍、転学
部転学科、再入学）を希望する場合は、願い出て許可を受ける必要があります。これら学籍に関する事項は
「学則」や「教務規程」で定められています。
　北 方 キ ャ ン パ ス：教務課、学生課
　西之川キャンパス：教務課（西之川分室）
� ：取扱窓口、 ：提出書類、 ：参照

項　　目 内　　　　　　　　容 備　　考

修業年限 本学学部の修業年限は ４年で、 ８年をこえて在学することは
できません。

卒業要件 ４年以上（休学期間を除く）在学し、学則に定められた単位数
を取得した者に卒業が認められ、学士の学位が与えられます。

本誌、所属学部の
「履修要項」

休学 休学
したい

病気やその他の事由で ３カ月をこえて授業に出席できないと
きは、次の手順で願い出てください。
①担任教員と相談する。
②所定の「休学願」に必要事項を記入し、提出して許可を受
ける。（病気の場合は、医師の診断書を添付）

教務課
休学願
病気の場合、医師
の診断書

奨学金の給付・貸与
対象者は、手続きが
あるため学生課にも
申し出てください。

休学期間 ・�学期または学年単位で休学することになります。連続 ２年、
通算 ４年までです。
・�休学期間は修業年限、在学期間に含まれないため、休学期
間分卒業が延期されます。

願出期限
（学費、
在籍料）

随時受け付けますが、提出時期により学費納付の取扱が変わ
りますので、下表で確認してください。
 
通年休学
前期休学

５月末日までに許可されると、学費の代わ
りに通年または前期分の在籍料を納入する
ことになります。

後期休学
１１月１５日までに許可されると、後期学費の
代わりに後期分の在籍料を納入することに
なります。

在籍料
学年間6０，０００円
学期間30，０００円

休学延長
願出期限

前期 ３月１０日、後期 ８月末日

復学 復学
したい

・�所定の「復学願」に必要事項を記入し提出することにより、
復学を願い出ることができます。
・�病気により休学した場合は、医師の診断書を添えて提出し
なければなりません。

教務課
復学願
病気で休学の場合、
医師の診断書
　
奨学金の給付・貸与
対象者は、手続きが
あるため学生課にも
申し出てください。

願出期限 前期 ３月１０日、後期 ８月末日
上の期日までに復学、退学または休学の手続きを行わないと、
休学期間最終日をもって除籍になります。

復学時期 前期または後期の初め
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項　　目 内　　　　　　　　容 備　　考

留学 留学
したい

国内では、沖縄大学、海外では、上海財経大学（中国）、江西
師範大学（中国）、南昌航空大学（中国）、江西財経大学（中国）、
ハワイ大学マノア校（アメリカ）、ダナン大学（ベトナム）に
留学できます。但し、社会情勢やその他の事情等により、制
度が変更となる場合があります。

教務課
学生ポータルでお知
らせします。

退学 退学
したい

退学を希望する場合は次の手順で行ってください。
①担任教員と相談する。
②所定の「退学願」に必要事項および退学理由を詳しく記入
し、学生証と併せて提出して許可を受ける。

教務課
退学願・学生証

奨学金の給付・貸与
対象者は、手続きが
あるため学生課にも
申し出てください。

除籍 除籍は、本人の意思に関わらず、大学のルールに則って学籍
をなくす措置です。次のいずれかに該当する者は、除籍とな
ります。
①授業料等納付金を滞納した者
②休学者で復学・退学・休学手続きが遅れた者
③在学期間が満了した者
④就学の意思がない者
⑤外国人留学生で在留資格「留学」を取得できなかった、ま
たは取得確認ができなかった者

復籍 復籍
したい

学費滞納で除籍となった者は、所定の期日までに学費・復籍
審査料を納入し、所定の「復籍願」を提出することにより、
復籍を願い出ることができます。

教務課
復籍願
審査料２5，０００円

願出期限 前期 ７月２０日、後期 １月２０日

審査 書類審査

転学部
転学科

転学部
転学科
したい

所属する学部の他学科または他学部の学科へ移籍したいとき、
相当の理由があり、移籍志望先に定員の余裕がある場合（後
期に募集の有無を発表）に、所定の様式により転学部転学科
を願い出ることができます。

教務課
転学部転学科願
審査料１5，０００円

看護学部への転学部
はできません。

願出期限 ２月末日

審査方法 面接および書類審査

成績基準  

再入学 再入学
したい

・�退学または学費の滞納により除籍された者は、所定の様式
による願い出により、該当年次に入学を許可することがあ
ります。
・留学生についてはお問い合わせください。

教務課
再入学願
審査料２5，０００円
再入学料は許可年度
の入学料の半額願出期限 退学から ３ヵ年以内の、 ２月末日

審査方法 面接および書類審査

２年次から転学部
転学科したい

所属学科に １年以上在籍し、３０単位
以上修得している。

３年次から転学部
転学科したい

所属学科に ２年以上在籍し、６２単位
以上修得している。
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項　　目 内　　　　　　　　容 備　　考

保証人の変更、本人
氏名の変更

・教務課備付の所定用紙に記入し、届け出てください。
・�本人氏名変更の場合は住民票記載事項証明書を添付してく
ださい。

教務課
保証人変更届また
は改姓届
住民票記載事項証
明書

本人、保証人の住
所・電話、本籍地変
更

教務課備付の所定用紙に記入し、届け出てください。 教務課
住所・電話番号変
更届

メールアドレスの変更 学生ポータルで変更してください。 教務課

各種証明書の発行

北 方 キ ャ ン パ ス：教務課、学生課
西之川キャンパス：教務課（西之川分室）

各窓口で申請用紙に必要事項を記入して、学生証とともに提出してください。
●支払い方法
　QRコード決済（スマホ等のアプリ）

対応アプリ一覧
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北方 西之川 種　　類 手数料 所要日数

教務課 教務課
（西之川分室）

在学証明書 3００円／通

通常は即日交付。
入学式・卒業式前後など、
繁忙期には翌日以降になる
ことがあります。

成績証明書 3００円／通

成績・卒業見込証明書 5００円／通

単位修得証明書 3００円／通

教員免許状取得見込証明書 3００円／通

卒業見込証明書 3００円／通

卒業証明書 3００円／通

英文証明書（成績・卒業） 2，０００円／通

その他の証明書 3００円／通

学生課 健康診断証明書 3００円／通

長期休暇中などは、郵便でも手続きができます。次のものを担当課宛に郵送してください。
・�学生番号、氏名、生年月日、必要な証明書の名称、通数、送付先の郵便番号・住所を記入した証明書交付
願またはメモ（証明書交付願は、大学ホームページからダウンロードできます。）
・発行手数料分の現金（必ず現金書留を利用してください。）※振込も可。
・返信用切手（速達を希望する場合は、速達分の切手を追加してください。）
・�身分証明書の写し（学生証、自動車・バイク等運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カー
ドなど）

交付願様式、上記証明書書式

　←QRコードを読み取ってください。交付願および各種証明書書式の確認画面に移動できます。
　　（パスワードは入学式に案内済のものです）
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学費・手数料

●学費納入期限
　学費（授業料、教育充実費）は入学者を除き、下記の期限までに納めることになっています。また、前期
分と後期分をまとめて一括納付することもできます。
　　前期分　 ４月３０日
　　後期分　１０月３１日
※納入期限の最終日が金融機関の休みと重なる場合は、その前日とします。
※�学費の納付は、学費等決済サイトを通じて行います。納入期限の約 1ヵ月前に、事前登録済みのメールア
ドレス宛てに通知します。
学費等決済サイトログイン
　●登録方法等は、下記利用案内を参照してください。
　　↓
支払方法の選択（クレジット決済・Pay-easy・銀行振込）
　●支払方法に応じて、システム利用料がかかります。詳しくは、下記利用案内を参照してください。
　　↓
支払手続き
　●銀行振込を選択した場合、振込の際に銀行の振込手数料がかかります。
※学費の滞納者は除籍の対象となりますのでご注意ください。

◆学費等決済サイト
URL　https://gku-payer.postaedufee.jp/login/PayerLogin

◆学費等決済サイト利用案内
URL　https://www.postaedufee.jp/1005/files/OperationGuide.pdf

●延納制度
　家庭等の事情により、期限までに学費の納入が困難な場合は、期限内に理事長室窓口で所定の手続きを行
えば学費を延納できます。

手続期限 延納期限

前 期 分 ４月３０日まで ６月３０日まで

後 期 分 １０月３１日まで １２月２０日まで

●休学する場合
　休学者は在籍料を下記のとおり納入してください。

休学期間 通年 前期 後期

在 籍 料 6０，０００円 30，０００円 30，０００円

●手数料

再 入 学 審 査 料 ２5，０００円 再 試 験 料 １科目につき	２ ，０００円

復 籍 審 査 料 ２5，０００円 追 試 験 料 １科目につき	２ ，2００円

転学部・転学科審査料 １5，０００円 看護学実習追実習費 １日につき	 2，０００円

学費等決済サイト

学費等決済サイト
利用案内
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奨　学　金

奨学金制度
　奨学金制度には、独立行政法人日本学生支援機構奨学金、岐阜協立大学奨学金、その他の奨学金がありま
す。家庭の事情などにより学費の納入が困難であったり、自分で学生生活費を補わなければならないみなさ
んにとって、安定した経済生活を設計する上でとても大切な制度です。なお、学生課からの連絡は学生ポー
タル、直通番号（０５８４－７７－３５18）、Teams チャットでします。学生ポータル、Teams チャットは毎日チェッ
クし、大学から電話に着信があったら必ず出てください。
【奨学金制度の種類】
　●高等教育の修学支援新制度
　�　本学は文部科学省が定める「高等教育の修学支援新制度」の対象機関の認定を受けています。この制度
は、入学金・授業料の減免と給付型奨学金の支給があります。
　　高等学校等で予約申請を行った方や大学進学後に申し込みを行い、採用決定された方が利用できます。
　�　支援の対象者は、世帯収入や資産の要件を満たしていること、なおかつ学ぶ意欲がある学生であること
です。
　�　どのくらいの収入の世帯が対象になるか、どのくらいの給付型奨学金が受けられるかは、独立行政法人
日本学生支援機構のホームページ「進学資金シミュレーター」でシミュレーションすることができます。
　�　支援を受けられる金額は、世帯収入、自宅から通うか一人暮らしかなどによって異なります。詳しくは、
文部科学省ホームページ「学びたい気持ちを応援します　高等教育の修学支援新制度」を参照してください。
　　〈出願対象〉　 1～ 4年次生
　　〈募集時期〉　 4～ 6月、 9～10月、および緊急時
　　〈相談・受付窓口〉　学生課（北方キャンパス）
　●独立行政法人日本学生支援機構貸与型奨学金
　　独立行政法人日本学生支援機構奨学金は、国が行う育英奨学事業です。
　�　この奨学金は、採用されれば原則として ４年次の ３月まで、毎月継続して貸与を受けられますが、毎年
度末に成績による継続審査があります。
　　ただし、貸与の奨学金ですので、卒業後に返還しなければなりません。
　　約束の返還期日までに返還されないと、延滞金が課されます。
　　＜第一種奨学金＞無利子貸与の奨学金
　　貸与月額　　自 宅 通 学　２０，０００円、３０，０００円、４０，０００円、５４，０００円から選択
　　　　　　　　自宅外通学　２０，０００円、３０，０００円、４０，０００円、５０，０００円、６４，０００円から選択
　　＜第二種奨学金＞有利子貸与の奨学金
　　貸与月額を ２～１２万円（ １万円単位）の中から選択できます。
　　〈出願対象〉　 １～ ４年次生
　　〈募集時期〉　 ４～ 6月、 9～10月、および緊急時
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　●独立行政法人日本学生支援機構給付型奨学金
　�　この奨学金は、日本学生支援機構の定める家計基準世帯が対象となり、奨学金の給付を受けることがで
きますが、毎年度末に成績による継続審査があります。
　給付月額

区分 年収の目安（※） 自宅通学 自宅外通学
第Ⅰ区分 住民税非課税世帯～約２７０万円 ３８，３００円 ７５，８００円
第Ⅱ区分 ～約300万円 ２５，６００円 ５０，６００円
第Ⅲ区分 ～約3８0万円 １２，８００円 ２５，３００円

第Ⅳ区分 ～約６00万円  9，6００円 19，0００円

　　※収入基準は、あくまでも目安です。世帯構成などにより変化します。
　　　詳細は、日本学生支援機構の家計基準に関するWebページを参照してください。
　　　https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/kakei/zaigaku.html
　●岐阜協立大学奨学金
　�　成績・人物とも良好で、経済的理由により修学困難な方に対して、学業継続の援助をするため、奨学金
を給付する制度です。
　　〈出願対象〉　 １～ ４年次生（学費減免学生・独立行政法人日本学生支援機構給付奨学金受給者・留学生は除く）
　　〈採用形態〉　単年度採用
　　〈募集時期〉　 4月および緊急時（家計急変・被災）
　　〈給付金額〉　�当該年次の授業料の 2分の １相当額を支給（年額を 2回に分けて給付。ただし、年度途

中に採用された場合は、後期授業料の 2分の １相当額のみを給付）
　　　　　　　　　※学費減免および高等教育の修学支援新制度の対象者は申請要件から外れます。
　　　　　　　　　※前期修了時、大学が定める基準の単位数未満の場合は後期には不支給となります。
　　〈相談・受付窓口〉　学生課（北方キャンパス）
　●岐阜協立大学私費外国人留学生奨学金
　�　成績・人物とも良好で経済的理由により修学が困難な私費外国人留学生に対して、勉学奨励と生活援助
を目的として給付します。

　●岐阜協立大学看護学部奨学生 
　�　本学看護学部に在籍する学生のうち、学業成績が極めて優秀な者に対して、奨学金を給付することによ
り学生を称え、更なる学業向上と本学の模範となる学生を育てることを目的としています。
　　〈支給対象〉　 2～ 4年次生
　　〈採用形態〉　単年度採用
　　〈採用時期〉　年間 GPA で上位の学生を前年度末に選考審査（申請の必要はありません）
　　〈給付金額〉　看護学部成績最優秀奨学生は、当該年度の年間授業料相当額
　　　　　　　　　看護学部成績優秀奨学生は、当該年度の年間授業料の 4分の 1相当額
　　　　　　　　　※�年額を 2回に分けて給付。（学費減免、岐阜協立大学奨学金給付との併用支給はされ

ない。）
　　〈相談・受付窓口〉　学生課（北方キャンパス）
　●看護学生奨学金
　（ １ ）都道府県・市町村の看護師等修学資金貸与事業
　　�　修学資金貸与事業を運営する都道府県内の看護師養成機関などに在籍し、卒業後に看護師資格（保健
師、助産師、准看護師も含む）を取得して、都道府県内の各医療機関に就職する者に貸与される奨学金
制度です。奨学金の月額は都道府県によって異なりますが、看護師国家試験に合格して資格取得した後、
都道府県が指定する医療機関や施設において指定された期間、看護業務に従事した場合には返済が全額
免除となります。
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（ ２ ）病院看護学生奨学金
　　�　個別の病院や病院の関連機関は、看護学生を対象に独自の奨学金制度を実施しており、ほかの奨学金
制度との併用も可能です。卒業後、その病院で一定期間働くことにより返済が減額または免除されます。
貸与を受けた病院に就職できない（就職試験に合格しなかった、修学期間内に退学となったなど）場合
や、指定期間の継続就業ができない場合は、一括返済を求められます。学力審査の有無、貸与額、利子
や返還などの条件や内容は、病院によって異なります。それぞれの制度の詳細をしっかりと確認し、活
用しましょう。なお、病院の保健師採用は極めて限定された施設となっています。

　　�　自分のキャリア計画と異なる結果にならないよう、病院看護学生奨学金を考えている人は、チュー
ターやキャリア支援教員、保健師希望の学生は公衆衛生看護学担当教員に相談してください。

　　�　この奨学金に関する資料は、各病院募集資料とともにキャリア支援課の就職支援資料コーナーにあり
ます。

　●その他、地方自治体・各種団体からの奨学金
　�　これらの奨学金はそれぞれ金額・内容が異なり、採用人員も限られるため、よく調査する必要がありま
す。
　�　大学へ募集依頼がある場合は、学生ポータルや掲示板でお知らせしますが、父母が居住している都道府
県・市町村等で募集するものが多いので、当該地域の教育委員会に問い合わせてください。また、他の奨
学金との併用が認められないものも多いので注意してください。

国の教育ローン（日本政策金融公庫）
　本学の学生は、「国の教育ローン」を利用することができます。「国の教育ローン」は、教育のために必
要な資金を融資する公的な制度で、入学時や在学中の費用として幅広く使うことができます。詳細は以下に
お問い合わせください。
教育ローンコールセンター　０５７０－００８６５６　受付時間　月～金 ９時～19時
ホームページアドレス　https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html

学費サポートプラン（提携教育ローン）
　学費サポートプランは岐阜協立大学と㈱オリエントコーポレーションが提携し、保護者の一時的な経済的
負担を軽減するために簡単な手続きで利用できる学費分納制度です。これは授業料などの学費を当該金融機
関が立て替え、保護者が毎月分割で口座振替により返済する制度です。各種奨学金制度、国の教育ローン等
の制度とあわせてご活用ください。詳細は学生課にお問い合わせください。

https://www.gku.ac.jp/admission/support/scholarship.html　（HP内最下部にあります）

貸付金制度
　本学には「岐阜協立大学学生支援基金」「親和会緊急貸付金」「堀部留学生基金」の ３つの貸付金制度があ
ります。学費の支弁や学業の継続が困難になった場合などに資金の貸付を行う制度です。
　詳しくは学生課にご相談ください。
　●岐阜協立大学学生支援基金　
　�　学費支弁・学業継続が困難となった場合に、 1人 5万円（ 1万円単位）を上限に無利子で貸与を受けら
れます。ただし、特別な事情があると認められた場合は10万円以内において貸与することができます。（随
時受付、返済期間 6か月以内）

　●岐阜協立大学親和会学生支援基金
　�　緊急を要する事由がある場合に、 1人 5万円以内（特別な事情があれば10万円以内）で、無利子で貸与
を受けられます。（随時受付、返済期間 3か月以内）
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より充実した学生生活のために
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図書館の利用

1　北方キャンパス

図書館、使えますよ。
　本学図書館の入り口付近に「図書館の自由に関する宣言」が掲げられています。図書館は人々の知る自由
を守り続けています。なんだかちょっとカッコよくないですか。
　あなたの図書館のイメージは、「難しい本があるところ」、「勉強をするところ」、そんなものではないで
しょうか。
　それはもう昔の話。
　今、図書館では、ライトノベル、名著の漫画、スポーツ・ファッション・パソコン・ライフスタイル・旅
行等の雑誌、ムック本、果ては映画まで、読む・見ることができるのです。毎月、新刊書も入ります。勉強
だけでなく、情報収集や暇つぶしにも役立つスペースを用意しています。
　本好きなあなたなら、スマホで電子書籍を利用すること、学生選書ツアーに参加して、お財布を気にせず
本を選ぶ楽しみを味わうこともお勧めです。就職活動での情報収集にも強い味方になります。これまで図書
館に縁がなかった人も、まずは来てみて、図書館の「お得」を探してください。
　授業の合間、バスの待ち時間など、手持ち無沙汰のとき、友達と待ち合わせの場所としてもお勧めです。
学生証だけ忘れずに持ってきてください。（入退館時にゲートで、本などを借りるときにカウンターで、「学
生証」が必要です！）。図書館は、学生の皆さんがくつろげる、居心地の良い空間です。

図書館の自由に関する宣言
―１９７９年改訂（主文）―

　図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することをもっとも
重要な任務とする。
　この任務を果たすため、図書館は次のことを確認し実践する。
第 １　図書館は資料収集の自由を有する
第 ２　図書館は資料提供の自由を有する
第 ３　図書館は利用者の秘密を守る
第 ４　図書館はすべての検閲に反対する
　図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまで自由を守る。
� 公益社団法人　日本図書館協会

●開館時間

場所 利用できるサービス 開講期間（試験期間含む） 長期休暇期間

１・ ２階
図書の閲覧・貸出・返却、ノートPC
の館内貸出、データベース利用、自習
スペース

９時～１８時３０分 ９ 時～１７時
（※祝日授業日を含む）

３階 AVコーナー、自習スペース ９時３０分～１６時３０分 閉　室

※�休館日：土日祝日（祝日授業日を除く）、その他、夏期休暇中の指定日・年末年始、大学入学共通テスト日
等。詳細は図書館ホームページの開館カレンダーおよび図書館Facebookをご確認ください。
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●利用上の注意
・学生証を必ず携帯してください。（入退館時にゲートを通るとき及び各種貸出時に必要です。）
・書庫内に入るときは、手荷物をロッカーに入れてください。
・飲料の摂取は、Ａ館のみ認めています。詳しくは館内の掲示等で確認してください。
・館内では、携帯電話での通話はご遠慮ください。
・その他、館内のルール・マナーを守ってください。
●図書の貸出と返却

学部生 １か月１０冊まで 大学院生 １か月２０冊まで

・�２ 階カウンターで、学生証を提示して貸出手続きをしてください。雑誌や視聴覚資料も条件により貸出で
きます。
・�期限内に必ず返却してください。返却が遅れた場合、延滞 ２日に付き １日の貸出停止となりますので十分
ご注意ください。

以下の様々な相談、依頼、手続きはすべて ２ 階カウンターでお受けします。
●図書館に所蔵されている資料の探し方（蔵書検索）
　図書館の図書や学術雑誌、視聴覚資料（DVD・BD等）は、インターネットに接続されてい
る端末（携帯電話含む）から大学図書館ホームページにアクセスして検索することができます。
図書館 ２階にも検索用PCがあります。
●購入希望
　利用したい図書や視聴覚資料が図書館にない場合、所定の用紙に記入して提出してください。購入を検討
します。
●レファレンスサービス
　レポート・卒論執筆などのための資料収集等の相談を受け付けています。利用者の学習、研究、調査活動
支援のために、学内外の文献調査および複写取り寄せ、他の図書館からの図書の取り寄せ、他の図書館の利
用紹介などを行っています。
●マイライブラリ
　Web上で、自分の貸出・予約の一覧を見たりすることができるシステムです。新規で利用される方は ２
階カウンターで登録手続きを行ってください。
●情報検索サービス
　図書館では、日経バリューサーチ（企業・業界分析業務に必要な全てを備える情報プラットフォーム）、
医中誌Web（国内の医学、歯学、薬学およびその周辺分野の論文情報）などのデータベース
をオンラインで利用できます。
＊詳しくは図書館ホームページ、図書館Facebookをご覧ください。

情報処理施設の概要

　本学の情報処理教育の中心は情報センター（ ９号館）です。１９９４年の完成以降、コンピュータ科学の動向
を踏まえ、ハードウェア・ソフトウェアともに最新の環境となるよう努めてきました。基幹LANはギガビッ
トネットワークで、大容量のデータを円滑にやり取りできる環境が整っています。
　情報センターのパソコンは、ユーザー個人を特定し、不正なアクセスを防止するため、ユーザー IDとパ
スワードを入力し認証して使用します。
　情報自習利用や学内のコンピュータやネットワークに関する相談については、教務課にお越しください。
なお、情報処理施設の詳細は、web上で公開しています。

蔵書検索

図書館Facebook
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●パソコンの利用方法
　起動時に各個人用のユーザIDとパスワードを入力してご利用ください。
●パソコンの自習利用
　 2号館 1階教務課前に本学学生が誰でも利用できるデスクトップパソコンを設置していますので、ご利用
ください。特定の教室のみにインストールされているソフトウェアを利用する課題を行いたい場合は教務課
窓口に相談してください。

無線LANによるネットワーク接続
　手持ちの無線LAN対応パソコンを利用して、無線LANによるインターネット接続を行うことができます。
●利用可能エリア
・ ２～ 6号館教室、 8・ 9号館教室　　　・図書館、全閲覧室　　　・食堂　　　・学生会館（ 1階のみ）
・西之川キャンパスⅠ号館
＊上記に隣接する場所で、電波が届く場合は利用可能です。

☆情報処理施設利用の心得☆

○ソフトウェアの著作権を使用許諾権の範囲を超えて複写・修正・配布しないこと
○ハードウェアの接続やソフトウェアの基本設定を、無断で変更しないこと
○ハードウェア・ソフトウェアは備え付けのものを利用すること
○データは、個人所有の記憶媒体（USBメモリ等）、または自身のアカウントのクラウドストレージ
　（Microsoft OneDrive等）に保管すること
○営利を目的として利用しないこと
○備品・参考図書等を無断で持ち出さないこと
○室内で喫煙・飲食をしないこと
○他の利用者に迷惑をかける行為や損害を与える行為をしないこと
○その他、利用目的に反する行為をしないこと

☆ネットワークを利用する場合の禁止行為☆

○第三者の著作権および特許権などの知的財産権を侵害する行為
○第三者に対する誹謗・中傷など人権を侵害する行為
○ネットワークの運用に支障を及ぼすような行為
○他ネットワークに不正に侵入する行為
○他人を詐称する行為
○営利を目的とした行為
○公序良俗に反する行為
○その他、法令および社会慣行に反する行為

ソーシャルメディア利用における注意点
　X（旧Twitter）、Facebook、LINEなどのソーシャルメディアを利用する際には、以下の点に十分注意し
てください。
１ ． ソーシャルメディア利用に際しての基本原則
⑴岐阜協立大学構成員としての自覚と責任を持ってください
⑵日本の法令や本学が定める規程を遵守してください
⑶各種権利（肖像権、著作権等）を尊重してください
⑷発信する情報は正確性に期してください
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⑸他者への敬意に努めてください
⑹自らが発信した情報に対して誠実な対応を心がけてください
⑺次に掲げるようなことはしてはいけません
　□✓他者を侮蔑する表現、発言
　□✓人種、思想、信条等について差別する発言、又は差別を助長させる行為
　□✓違法もしくは不当な発言又はそれらの行為を煽るような発言
　□✓閲覧者に損害を与えようとするサイト及びわいせつな内容を含むサイトに関する情報を発信すること
　□✓職務上知り得た秘密（一般的に知られていないまたは知らせてはいけない情報）を発信すること
　□✓故意にネットワーク上の善意の情報交換を妨げる情報を発信すること
　□✓その他、公序良俗に反する情報を発信すること
２ ． 個人で利用する場合の留意点
⑴ソーシャルメディアの安全性とプライバシー保護について確認しましょう
⑵インターネットに発信した情報は取り消すことが困難です
⑶職務上の秘密を公開してはいけません
⑷スパイウェアやコンピュータウィルスから保護される設定をしましょう
⑸大学の公式サイトやその他のサイトから写真、素材を無断で使用してはいけません
⑹ゼミやサークルなど団体で利用する場合
　�　ゼミやサークルなど団体でソーシャルメディアサイトを立ち上げる際には、管理責任者を決め、発信内容、
投稿される意見などを定期的に監視できるようにし、トラブルに速やかに対処できるようにしてください。
　※�「岐阜協立大学ソーシャルメディア利用ガイドライン」の全文は、大学の公式Webサイトで閲覧でき
ます。

　　https://www.gku.ac.jp/students/document_style/regulations.html

留学制度・国際交流

　本学は下記大学と交流実績があり、留学や語学研修の制度を設けています。それぞれの期間を生かして、
語学力を身につけ、留学先の文化についても学ぶことができます。また、留学先での生活を通じ、国際感覚
も磨かれます。
　留学先で修得した内容に応じて、諸手続きを経て本学の単位として認定されます。
　※各制度は年度により変更となる場合があります。

ハワイ大学マノア校 上海財経大学 江西師範大学
ハワイ諸島に10ヶ所のカレッジを
持つアメリカ屈指の州立総合大学。

中国の重点大学に指定されている
伝統と歴史のある大学。

人文科学、自然科学など20以上の
学部がある江西省の重点総合大学。
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南昌航空大学 江西財経大学 ダナン大学
航空工学、外国語、経済、体育、音
楽など20学部を展開する江西省の
省都である南昌市にある総合大学。

外国語、財税・公共管理、経済、
会計、法学などの学部を擁する経
済・経営学の総合大学。

ダイナミック・創造的な学習がで
きる研究環境があり多レベル、多
学科及び多分野の大学。

■海外語学研修制度
　　 3週間程度の期間で、外国語（英語、中国語）を学ぶプログラムとなります。

■交換留学制度
　　 １年間、協定締結先に留学する制度となります。留学先の授業料は免除されます。
　　留学先：中国語　　　上海財経大学
　　　　　　　　　　　　江西師範大学

■派遣留学制度
　�　 １ 年間の留学する制度となります。本学の授業料を納める必要がありますが本学への授業料相当額を奨
学金として給付します。
　　留学先：英語　　　　ハワイ大学マノア校

■協定大学留学制度
　　 １年間、協定締結先に留学する制度となります。本学と留学先の授業料を納める必要があります。
　　留学先：中国語　　　南昌航空大学
　　　　　　　　　　　　江西財経大学
　　　　　　ベトナム語　ダナン大学
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国 内 留 学

国内交流協定大学
　沖縄大学（沖縄県）と学生交流協定を結んでおり、協定先の大学で １年間または半年間学ぶことができま
す。協定先大学で履修した授業科目の単位は、手続きを経て本学の単位として認定されます。

国内交流協定大学 留学費用

沖縄大学（沖縄県） 留学先の授業料免除

ゼミ旅行・ゼミ現地調査旅行

　「基礎演習」、「演習」での旅行には、次のとおり補助金が支給されます。

実施する旅行 補助対象となる項目 補助支給の条件

ゼミ旅行 宿泊費
　 １人 １泊２，０００円まで
交通費
　補助なし
パックツアー利用時
　 １泊につき２，０００円まで

通常授業と重ならない日程・時間に実施す
ること。

現地調査旅行 宿泊費
　 １人 １泊２，０００円まで
交通費
　�大垣駅起算、往復普通運賃、特定・特急
料金（片道１００km以上）の ４分の １（２５％）
を補助
　�本学のバス使用の場合は、ガソリン代、
運転委託費、有料道路料、駐車料等の ４
分の １（２５％）を補助
　�航空運賃・船賃は実費の ４分の １（２５％）
を補助
　※�参加受講生 １人あたり年額１０，０００円を
限度とする

パックツアー利用時
　実費の ４分の １（２５％）を補助

受講生の半数以上の参加。
通常授業と重ならない日程・時間に実施す
ること。
調査研究を目的とする。
報告書は旅行終了後 ２週間以内に参加者全
員教務課へ提出すること。（提出がない場
合、補助金は支給されません）
事前に教務部長の承認が必要。

　　　　　　　　※�補助金は参加受講生 １人あたり年額１６，０００円が上限。ただし、 ２単位ゼミについては
８，０００円。
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学生生活サポートおよび注意
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学生生活を始めるにあたって

　ここからは、皆さんが大学生活を送るにあたって、本学学生として最低限知っておいていただきたいルー
ルや、いろいろな手続方法を説明していますので、よく読んで、今後の大学生活に生かしてください。学生
生活を送るにあたり、悩んだり、困ったことがあった場合は、一人で悩まず、ゼミ担当教員・チューター、
学生課、保健室、学生相談室、学生支援室等に相談するなどして解決に努めてください。

授業中のマナー

１ ． 目的意識をもって学ぶ
　授業中は私語を慎み静粛かつ真剣に受講してください。教室の無断の出入り、飲食等は真面目に授業を受
けている学生にとって大変迷惑になります。（特別な理由がある場合は、担当教員に申し出てください。）
２ ． 電子機器の使用は禁止（授業に必要な機器を除く）
　授業中にスマートフォンやゲーム機器などの使用はやめましょう。電源を切るかマナーモードにしてくだ
さい。

通学時のルールとマナー

１ ． 電車、バス等の公共交通機関を利用する場合は公共の場でのマナーを守る
　　自動車・バイク・自転車通学の場合は交通事故防止に努める
　地域社会の一員としての自覚と良識を持った行動を心掛けてください。
２ ． 駐車・駐輪は決められた場所にする
　自動車、バイク、自転車は必ず駐車場および自転車置場に停めてください。路上や禁止区域への駐車は、
通行の障害となるほか、災害時等には避難や救助に大きな支障をきたします。
　学生が自動車で正面バスロータリーや来客用駐車場、食堂南の業者用駐車場に入ることは禁止します。ま
た、大学構内は、バイク・自転車の乗り入れ禁止区域（P.266のキャンパス配置図（一時避難場所、避難経路）
参照）が定められています。歩行者の安全に配慮してください。
３ ． 自転車には鍵を二重にするなど盗難防止に努める
　わずかな時間でも自転車から離れるときは必ず鍵をかけましょう。警視庁によると自転車盗の 8割近くが
住宅敷地内、駐車場・駐輪場で発生しています。
　また、長期間放置された自転車は所定の場所に一時保管し、その後廃棄処分します。卒業等で不要になっ
た場合は必ず各自で処分してください。
４ ． 自転車使用時は必ずヘルメットを着用する
　岐阜県では、条例により自転車損害賠償責任保険等への加入義務、自転車用ヘルメットの着用努力義務が
定められています。事故に遭った際など、ヘルメットを着用していたかそうでないかで、その後の人生をも
左右することがあります。
５ ． 北方キャンパスの駐車場は登録および利用料金は不要です
　　西之川キャンパスの駐車場は利用料金が必要です
　西之川キャンパスの駐車場を利用する際の窓口は西之川キャンパス事務室です。利用料金は次頁を参照し
てください。台数に限りがあるため、希望者多数の場合は抽選等を行います。申込方法等については学生
ポータルでお知らせします。契約者以外は駐車場の利用はできません。また、周辺商業施設等での無断駐車
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は絶対に行わないでください。
　　西之川キャンパス駐車場利用料金

契約期間 金額

1年 各年度　前期～後期を通しての利用 30,000円

半年 各期　（前期または後期）での利用 17,000円

1 日 1 日での利用 　 600円

遺失物・拾得物

　北方キャンパスでは学生課へ、西之川キャンパスでは教務課（西之川分室）に届け出てください。各部署
で預かった拾得物（学生証・定期券・財布・携帯電話等含む）は、その後 3か月間各部署にて保管します。
多くの落とし物や忘れ物が、上記の窓口へ届けられます。もし見つからない物があれば、各窓口へ照会して
ください。

ロッカー・コピー機の利用

１ ． ロッカー　※看護学部生限定
　 1年次は北方・西之川の両キャンパスで、 2年次以上は西之川キャンパスでのみ、個人にロッカーを貸し
出します。鍵の管理等は個人で責任を持って取り扱います。貴重品は、必ず鍵をかけて保管しましょう。
　鍵を忘れた、紛失した場合は、学生課（北方キャンパス）または教務課（西之川分室）に申し出てください。
　ロッカールームの清掃は、学生が責任をもって行い、余分な物を持ち込まず、ゴミ等を放置しないよう心
掛けてください。
２ ． コピー機
　北方キャンパスでの授業に関する資料等のコピーが必要な場合は、 3号館 1階売店のコピー機を利用して
ください。料金は 1枚10円です。
　西之川キャンパスでは、Ｃ号館 1階に設置してあるコピー機を利用してください。料金は、モノクロ 1枚
5円～、カラー 1枚30円～です。

学生生活マナー

１ ． 電話・スマートフォンの使用
　授業中はもちろんのこと、各事務室の窓口や図書館、食堂、談話室などで使用すると他の人の迷惑になる
ことがありますので、場所をわきまえて使用しましょう。
２ ． ゴミの処理
　大勢が生活をするキャンパスでは、毎日大量のゴミが捨てられます。きれいなキャンパスを保つためにも、
一人ひとりがなるべくゴミを減らすよう心掛け、ゴミが出た場合はポイ捨てをせず、分別をして所定のゴミ
箱に捨てるようにしましょう。
３ ． 食堂の利用
　キャンパス内には大人数が収容可能な食堂がありますが、昼休みには混雑して席を確保できない場合があ
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ります。一人でも多くの人が快適に食事ができるように、混雑時には食事が済んだら速やかに席を譲るよう
にしましょう。
４ ． 喫煙・飲酒
　望まない受動喫煙防止をうたう改正健康増進法が２０２０年 ４ 月から全面施行され、大学敷地内の禁煙が義務
化されました。また、自己の健康保持のためタバコは吸わないようにしましょう。（詳細はP５7「呼気一酸化
炭素濃度測定」を参照してください。）また、吸殻のポイ捨ては絶対にやめてください。
　２０歳未満の喫煙・飲酒は法律により禁止されています。学内での飲酒も禁止です。学外で飲酒する場合に
も、健康に注意し、飲みすぎないようにしましょう。また、当然のことですが、飲酒運転は厳禁です。

地域住民等への迷惑行為の禁止

　本学の学生の皆さんは、本学を取り巻く地域社会の一員であり、「岐阜協立大学の学生」であるという自
覚をもって責任ある行動をとることが求められています。
　マナーを守り、他人に迷惑が掛からないように日ごろから注意して行動しましょう。
　また、近隣の方との良好な関係を築くために気持ちの良い挨拶をすることを常に心がけましょう。
１ ． 騒音・迷惑駐車について
　地域住民に迷惑になるような「音出し」は絶対にしないでください。特にバイクのエンジン音は、他の人
の迷惑になります。故意に空ぶかしをするのはやめましょう。また、他人が所有（借用）している敷地や、
通行を妨げる場所に車両を停めることは厳禁です。
２ ． ゴミのポイ捨て・歩きスマホ等について
　歩きタバコ・吸殻やゴミのポイ捨ては絶対にしないでください。音楽を聴きながら、あるいはスマート
フォンを操作しながら歩いたり、車両を運転することは禁止です。
３ ． 公共のマナー
　大学までの通学路、駅、電車内、バス内等の公共施設で他人の迷惑になるような行為を慎みましょう。

SNSを利用する際の注意

　SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）は便利で楽しい情報ツールですが、近年、軽率な書き込み
等によるトラブルが増えています。知らず知らずのうちに、自分の書き込みが拡散し、他人を、さらには自
分をも傷つけてしまうことにもなります。そのようなことのないよう、自分や身近な人を守るために、以下
の点に注意し、情報の取扱は慎重に行うことを心がけましょう。「短時間で自動的に削除されるから大丈夫」
「友人にしか公開していないから大丈夫」は通用しません。

１ 　SNS等においても、日本の法律、大学の規程を遵守する

不適切な例
未成年でありながら飲酒や喫煙したことを書き込む。

授業の内容や資料を録画・撮影・複写等をして配信する。

２ 　SNS等で、他者を傷つけることや誤解を与えるような不用意な発言、発信はしない

不適切な例
他者の誹謗中傷を発信する。
または、他者が行った誹謗中傷の内容に意見や拡散する。

他者の画像・映像・情報を、その人の許可なく発信する。
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３ 　自分の身近な人を守るために個人が特定できるような情報の記載は特に注意する
　個人が特定できる状態で、不謹慎な発言・発信をすると、所属している大学、組織に多大な迷惑をかける
ことになります。相手を褒める内容であっても、個人や組織を特定できるような内容を発信しないでくださ
い。
　大学の名誉を著しく傷つける発言・発信については、岐阜協立大学学生懲戒規程に基づき処分します。

不適切な例
アルバイト中にふざけて撮影した写真をアップする。

学生としては不適切な業種でアルバイトしている写真を公開する。

４ �　匿名であっても、アルバイト先、インターンシップ先、実習先で知り得た情報を公開すると、懲戒や損
害賠償の対象となることがある
　インターンシップや就職説明会等で許可なく撮影する。または許可なく写真や動画をアップする。

不適切な例 実習先の指導者への不満をつぶやいてしまう。

　詳細は、P２50の「学校法人大垣総合学園個人情報保護規程」を参照してください。

アルバイトをする場合の注意事項

　充実した学生生活を送るためには、積極的に学業や課外活動に取り組むことはもちろんですが、経済的に
安定した生活を送ることも大切です。そのための方法の一つとして「アルバイト」があります。アルバイト
の選択に当たっては下記の点について十分注意してください。
１ ． 学業に支障をきたさないよう必要最小限としましょう
２ ． 大学生にふさわしい職種内容を選択しましょう
３ ． 仕事の内容を理解し、自己の能力に応じたものを選択しましょう
４ ． 労働基準法などの適用を受けるため雇用先と労働契約を交わしましょう
５ ． いわゆる「闇バイト」には絶対に手を出さないようにしましょう
　　※SNSやインターネットの掲示板等で、仕事の内容を明らかにせず、著しく高額な報酬の支払いを示唆

するなどして犯罪の実行者を募集する投稿に応募して、最終的に逮捕されるケースが多発しています。
　　※学生証や免許証、マイナンバーカード等の写真を求められても送信しないよう注意が必要です。
　なお、大学での紹介アルバイトの制限職種基準は下記のとおりとなっています。
　皆さんが選択する際に参考にしてください。

制 限 職 種 具　　　体　　　例

危険を伴うもの

プレス、ボール盤、旋盤、裁断機など自動機械の操作
高電圧、高圧ガス等危険物の取り扱い（助手も含む）
自動車、単車の運転、自転車による重量物（３０㎏以上）の配達
警備員
線路内や交通頻繁な路上での作業（測量・白線引き、交通整理等）
土木・水道工事等の現場作業
建築中の現場作業、建物崩壊、残材片付け作業、 ２階以上の高所での屋外作業（硝
子ふき、器具取り付け等）
その他労働安全衛生法に定める制限職種

人体に有害なもの
農薬・劇薬など有害な薬物の取り扱い（メッキ作業、シロアリ駆除等）
特に高温度・低温度の作業
塵埃、粉末、有害ガス、騒音等の著しい中での作業
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法令に違反するもの

労働争議に介入するおそれのあるもの
営利職業斡旋業者への仲介斡旋
マルチ・ネズミ講商法に関するもの
出来高払い（一定額の賃金の保証のないもの）
募集・採用を男女別等に設定し、性別等により異なる条件のあるもの

教育的に好ましくな
いもの

街頭でのチラシ配り、ポスター貼り
不特定多数を対象とした街頭や訪問による調査
訪問販売、勧誘、専門に行う集金
競馬、競輪場等のギャンブル場内の現場作業
長期継続の深夜作業（２２時以降）
住み込みによる作業
選挙の応援に関する一切の業務
スパイ行為に類する調査
バー、キャバレー、麻雀、パチンコなど風俗営業の現場作業
酒席での接待業務
マッサージ等の濃厚な接触が伴う業務

望ましくない求人

人命に関することが予想される業務
労働条件が不明確なもの
求人人数に満たない求人に対しては応募できない条件があるもの
業務独占資格を有しないとできない業務
学生を紹介しても採否の連絡が無かったり、正当な理由なく採用されないことがし
ばしば繰り返されるもの

　〇厚生労働省
　「アルバイトを始める前に知っておきたい ７つのポイント」
　　　http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/parttime/

通学定期・学割証

通学定期
【通学定期券の購入】
　通学定期券（JR、私鉄、私鉄バス、名古屋市営バス、名古屋市営地下鉄など）は、通学者の現住所（学
生証記載住所）から大学までの最短区間に限り購入できます。なお実習等で定期券購入の予定のある方は実
習の始まる 1か月前までに窓口にご相談ください。
＜購入方法＞
　①学生証裏面シールの「住所」欄を記入してください。
　②学生証裏面シールの「通学区間」欄に利用区間（駅名）を記入してください。
　③各交通機関の販売所窓口で学生証裏面を呈示し定期券を購入してください。
【大垣駅から大学までのバスについて】
　名阪近鉄バスの「大垣駅北口」―「岐阜協立大学（北方キャンパス、西之川キャンパス）」間については、
大学でスクールバス定期券を発行しています。スクールバス定期券は １年間パスポート30，０００円（税込）の
１種類のみの販売で、有効期間中何度でも利用できます。また、北方キャンパスと西之川キャンパス間の移
動にも利用できますので、バス降車時に乗務員へ提示してください。

←QRコードを読み取ってください。時刻表を検索できます。
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学割証（学校学生生徒旅客運賃割引証）
　帰省、正課活動、課外活動、就職活動、見学などのため、JRの片道１００kmを超える区間の乗車券を購入
する時に、学割証を使用すると、 ２割引の運賃（普通運賃のみ対象）で購入できます。
　学割証は、学生課で「学生旅客運賃割引証発行願」に必要事項を記入し、学生証を添えて提出してくださ
い。即日発行します。
　ただし、科目等履修生は発行できません。
　また、課外活動団体やゼミのように、団体で試合・調査等に出かける場合、学割証をまとめて申込むこと
ができます。
　①�学割証の有効期限は、発行日から ３か月間です。ただし、 ４年生以上の場合、有効期間が学年の終期を
超えるものは、学年の終期（ ３／３１）が有効期間となります。

　②乗車券購入時・乗車時には必ず学生証を携帯してください。
　③学割証は記名者に限って使用できます。
　④学割証によって購入した割引普通乗車券は学割証の記名者以外の者は使用できません。

学生団体割引乗車券
　課外活動・ゼミ活動などで、教職員の引率がある場合は学生団体割引乗車券を購入することができます。
（割引率や対象学生人数は交通機関によって異なります。）
　⑴手続き
　　�JR又は各旅行業者取り扱いの「団体旅行申込書」に必要事項を記入し、学生課で大学の証明を受けて
ください。

　　大学への申し込みは、使用日の ２週間前までです。
　　JR又は各旅行業者への申し込みは、出発の ９か月前から１４日前までです。
　⑵割引率
　・鉄道、航路　　　　：対象学生 ８名以上で学生 ５割引、引率教職員 ３割引
　・自動車線（JRバス）：対象学生１５名以上で学生 ２割引、引率教職員 ２割引
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キャンパス間の移動

　両キャンパスは約 2 km離れており、様々な移動経路がありますが、その中でも安全面に考慮した通学路
（破線）を想定していますので、参考にしてください。特に、両キャンパスの移動の際は、くれぐれも事故
のないよう、時間にゆとりを持って行動してください。
　なお、両キャンパス間の移動用に自転車を用意していますので、利用してください。利用したい人は、学
生課（北方キャンパス）で手続きを行ってください。（利用ルール、鍵の管理、故障時の対応等について説
明します。）

至 神戸町
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課 外 活 動

　課外活動は、大学教育の一環として、正課を補い、みなさんの学生生活をより充実したものにするための
活動です。
　課外活動団体（クラブ・同好会）は全て、学生全員が参加する組織である学生会の傘下にある体育会（体
育系クラブの組織）や文化会（文化系クラブの組織）に所属しています。
　学生会は全学生の学修や大学生活に関する要望を汲み上げ、大学の置かれている諸条件の中で実現してい
くことが求められ、体育会、文化会または所属する各クラブ・同好会では、それぞれの団体で、スポーツ競
技や、文化的・芸術的活動や地域貢献活動を活発に行うことで、一人ひとりの可能性の発見や、人間性・社
会性を高めることが望まれます。
　課外活動を行うにあたっては、「課外活動規程」や「部室利用規程」が定められていますので、この趣旨
から外れないよう、責任と良識をもって活動するよう努めてください。多くの学生のみなさんが課外活動に
参加されることを希望します。

施設利用について
　教室・第 １体育館・第 ２体育館・グラウンド・音楽練習室を利用したい場合は、事前に学生課窓口に届け
出てください。ただし、正課授業・学内諸行事により、使用できる時間帯には限りがあります。（感染症等
による利用制限を設けている場合があります。詳しくは学生課にお尋ねください。）
●教室を使用する場合
　「集会届」に記入し、学生課窓口へ申請してください。カギや備品を使用する場合は、「備品借用願」に
記入し、学生証を添えて申請してください。
●課外活動で第 １体育館・第 ２体育館（フェニックス・アリーナ）・グラウンドを使用する場合
　「グラウンド・体育館使用許可願」に記入し、学生課窓口へ申請してください。
　また、カギや備品を使用する場合は、「備品借用願」に記入し、学生証を添えて申請してください。
●レクリエーションで第 １体育館・第 ２体育館（フェニックス・アリーナ）・グラウンドを使用する場合
　レクリエーション時間帯（「体育施設使用時間帯一覧」参照）に限り使用できます。学生課窓口で使用許
可願を記入し、学生証を添えて申請してください。また、レクリエーション用具を利用する場合は、「備品
借用願」を記入し、学生証を添えて申請してください。
〈レクリエーション用具の貸出〉
・体育館用：卓球、バドミントン、バスケットボール、バレーボール、ソフトバレー、ドッチビー、ボッチャ等
・グラウンド用：サッカーの用具、野球およびソフトボールの用具、モルック等
●課外活動で大型バス・マイクロバスを使用する場合
　「課外活動移動用バス使用申請書」に記入し、学生課窓口へ申請してください。

　〔体育施設使用時間帯一覧〕
　  ９ ：００　　　　　　　　 １３：００　　　　　　　　 １４：３０　　　　　　　　 １６：３０　�２１ ：００

月 レクリエーション レクリエーション ク ラ ブ 活 動 ク ラ ブ 活 動

火 体 育 正 課 授 業 体 育 正 課 授 業 ク ラ ブ 活 動 ク ラ ブ 活 動

水 体 育 正 課 授 業 体 育 正 課 授 業 ク ラ ブ 活 動 ク ラ ブ 活 動

木 体 育 正 課 授 業 体 育 正 課 授 業 体 育 正 課 授 業 ク ラ ブ 活 動

金 体 育 正 課 授 業 体 育 正 課 授 業 体 育 正 課 授 業 ク ラ ブ 活 動

土 ク ラ ブ 活 動 ク ラ ブ 活 動 ク ラ ブ 活 動 ク ラ ブ 活 動

日 ク ラ ブ 活 動 ク ラ ブ 活 動 ク ラ ブ 活 動 ク ラ ブ 活 動
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●西之川キャンパス体育施設の利用
　西之川キャンパスの体育館を利用したい場合は、事前に教務課（西之川分室）へ届け出てください。ただ
し、正課授業・学内諸行事等により、使用できる時間帯には制約があります。
　また、レクリエーション用具を看護学部生用にたくさん寄贈いただきました。ぜひ、活用してください。
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トラブル対策

交通事故に遭ったら…
　毎日、どこかで痛ましい交通事故が発生しています。自分は大丈夫と思っていても、ふとしたことで起こ
してしまうことがあります。スピードの出し過ぎやスマートフォンを操作しながらの運転は絶対にやめま
しょう。
　もし、交通事故に遭ってしまったら、加害者・被害者の別なく、負傷者への対応を最優先した上で最寄り
の警察署へ届け、学生課（北方キャンパス）に連絡してください。
� 学生課　０５８４－７７－３５18（平日 ９時～１８時）

警察本部 110

大垣警察署 0584–78–0110

楽田交番 0584–74–3872

消防本部（救急車） 119

＜交通事故に関する相談窓口＞
　常設窓口：岐阜県県民生活相談センター（交通事故相談）
　　　　　　岐阜市藪田南 ５－１４－５３
　　　　　　OKBふれあい会館 １棟 ５階
　　　　　　０５８ - ２７７ - １００１
　相 談 日：月曜日～金曜日
　相談時間： ８：３０～１７：００（祝日、年末年始を除く）

悪質商法について
　２０２２年 ４ 月から成年年齢が引き下げられ、１８歳から成人扱いとなりました。成人になると一人で契約がで
きるようになるなど、世界が広がる一方、リスクに対する注意も必要です。
　例えば、保護者の同意なしで以下のような契約ができてしまいます。
・一人暮らしのためのアパートを借りる
・携帯電話を契約する
・クレジットカードを作る
・消費者金融でお金を借りる
注：飲酒、喫煙、ギャンブルなど健康面に影響がありそうなものは、これまでどおり２０歳から許可されます。
「新成人」は悪徳業者のターゲットになりやすいので特に注意！！
　言葉巧みに消費者を勧誘し、高額な商品等を売りつける悪質商法が横行し、社会的経験の浅い学生が悪質
商法の被害者になるケースが多くあります。そういったことにならないよう、毅然とした態度で慎重に対処
してください。
＜被害に遭ってしまったら…＞
　クーリングオフ制度を使いましょう。この制度は、訪問販売等で、指定商品の契約や申込をしてしまった
場合、申込書面または契約書面のいずれか早い方を受け取った日から ８日間以内なら、無条件で契約解除で
きるものです。なお、インターネットショッピングなどの通信販売での購入は、原則クーリングオフができ
ません。購入前に返品の可否と返品が可能な場合の条件を、充分に確認しましょう。
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＜悪質商法に関する相談窓口＞
「消費者ホットライン」１８８（イヤヤ）番⇨身近な消費生活相談窓口もしくは国民生活センターに繋がります。
・国民生活センター　https://www.kokusen.go.jp/　　

・岐阜県県民生活相談センター　０５８ - ２７７ - １００３（消費生活相談）
・愛知県消費生活総合センター　０５２ - ９６２ - ０９９９
・三重県消費生活センター　　　０５９ - ２２８ - ２２１２
消費者庁　https://www.caa.go.jp/　　

　消費者庁では、大人になる方に向けたいろいろな情報を公表しています。公式X（旧Twitter）、特設ペー
ジをご覧いただき、「１８歳から大人」として行動できるよう、準備していきましょう。

危機管理
　一人ひとりが危機管理への自己意識をしっかり持って行動することによって、犯罪やトラブルの被害を防
ぐことができます。もし、不安や心配事がある場合は、一人で悩まずに家族やチューターまたは学生課（北
方キャンパス）に相談してください。
１ ． 貴重品の管理
　学内においても、現金や携帯電話、パソコン、iPadなどの貴重品は、必ず身につけるか、鍵のかかるロッ
カーを利用するなど、教室等に放置することのないよう、自己管理をしてください。
２ ． 外出時の防犯対策
　遅い時間の外出はできるだけ控えましょう。特に歩きながらの携帯電話の通話・操作やイヤホンの利用は、
周囲への注意を遮断する行為であり、不審者や痴漢に狙われやすい状況を作ることになりますので、絶対に
しないでください。
　※防犯ブザーを必ず携行しましょう。
３ ． 一人暮らしの防犯対策
　施錠を必ず行い、訪問者への対応は、ドアチェーンをしたままで行うなど、安易にドアを開けないように
しましょう。その他、出かけるときは、洗濯物をできるだけ外に干さない、玄関先には、男物の履物を置く
など、女性の一人暮らしであることをなるべく知られないように工夫することも防犯対策になります。
4 ． 万引きと間違われないために
　2020年 7 月よりレジ袋が有料化され、マイバッグを持参して買い物をする機会が増えました。マイバッグ
は使用方法を誤ると万引きと誤解される場合がありますので、購入した物を入れる直前までマイバッグを広
げないなど、疑われない使用方法を心がけましょう。
５ ． 違法薬物に対する注意
　間違った情報をもとに、違法薬物や覚せい剤などを気軽に試すよう誘われたとしても、決して手を出して
はいけません。例えば、大麻は安全だと誤解していないでしょうか。大麻による人体への影響には以下のよ
うな様々な症状があります。
　♦学習能力の低下…　短期記憶障害など
　♦運動失調…　瞬時の反応が遅くなる
　♦精神障害…　統合失調症やうつ病を発症しやすくなる
　♦IQ（知能指数）の低下…　情報処理速度が下がる
　♦薬物依存…　大麻への欲求が抑えられなくなる
６ ． マッチングアプリ等での危機管理
　マッチングアプリやSNS等で不用意に知らない人と会わないよう、十分に注意しましょう。実際に会い
に行って犯罪に巻き込まれるといった報道もよく見受けられます。
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健 康 生 活

北方キャンパス保健室
●場所　　　　 ８号館 １階
●開室時間　　月～金（休日を除く）　 ９：００～１７：００
●問い合わせ　TEL（０５８４）７７－３５２２（直通）　E-mail gkuhoken＠gku.ac.jp
　充実した学生生活を送るためには、心身ともに健康であることが大切な要素です。保健室では、主に次の
ような業務を行っていますので気軽に利用してください。

保健室でできること
●ケガや病気の応急処置
　ベッド休養ができます。必要時には、医療機関を紹介します。
●健康相談
　心と身体に関する相談に応じています。必要時、学生相談室や医療機関の紹介をします。
●身長・体重・体脂肪率、血圧、体温の測定
　自由に測定できます。定期的に測定して、健康管理に役立ててください。
●視力測定・尿検査
　健康診断で所見があった場合の再検査や、視力低下など気になる場合、来室してください。
●呼気一酸化炭素濃度測定
　タバコが燃焼して生じた有害な一酸化炭素が、肺の中にどの位含まれているか測定します。
　一般に一日の喫煙本数が多くなるほど、吐き出した息の中の一酸化炭素濃度が高くなります。
　この他、ニコチン依存度テストも行っています。喫煙者の方は是非来室してください。
●アルコールパッチテスト
　自分の身体がアルコールに対して適応性があるかないか体質判定ができます。
　「飲めない体質」の人が、無理に飲まされて急性アルコール中毒になり命を失う危険もあります。
　お酒と上手に付き合うためにも、自分の体質をチェックしてみましょう。（２０分程度かかります）

西之川キャンパス保健室
　西之川キャンパス内でのケガや病気の応急対応としての利用となります。場合により、一時休養もできま
すので、身体の不調などで休養が必要な人は、相談してください。
●場所　　　　Ｄ号館 1階南側
●開室時間　　月～金（休日を除く）　 8：30～17：00

定期健康診断
　学校保健安全法に基づき、年 １回定期健康診断を実施しています。必ず受診してください。詳しい日程等
は、学内掲示・学生ポータル等でお知らせします。
　定期健康診断の目的は、病気の早期発見（スクリーニング）と、健康の維持増進の確認にあります。大学
生は、他の年代に比べて病気に罹る率も低く、一般に極めて健康な時期といわれ、健康に対する関心は薄れ
がちです。
　しかし、生活リズムや食生活の乱れ、さらに生活環境の著しい変化の影響の中で、不健康感を持っている
人が多いという現実もあります。
　定期健康診断によって、高血圧、糖尿病、高脂血症などを指摘されることも近年増加しており、また結核
の患者が発見されることもあります。若い時期に正しい生活習慣を身につけることで、メタボリックシンド
ロームなどの生活習慣病を予防することができます。自らの健康作りに定期健康診断を積極的に活用してく
ださい。
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学生定期健康診断項目
◦身体測定（身長・体重）　◦視力検査　◦血圧測定　◦尿検査（糖・蛋白）　◦胸部Ｘ線検査　◦内科診察
◦心電図（ １年次のみ）　◦血液検査（血液一般・肝機能・血中脂質・腎機能）（ １年次のみ）
◦抗体検査（小児感染症・Ｂ型肝炎）（看護学部 １年次のみ）

健康管理カード（看護学部）
　看護学部生全員に、健康管理カードを記載、提出してもらっています。健康管理カードは、学内生活及び
臨地実習で各施設に行くにあたり、体調不良等の自分の健康状態で患者さんや実習施設に迷惑をかける事態
を防ぎ、様々なリスクから自分の健康を守るためのものです。また、大学として修学環境や実習場での配慮
や対策に役立てます。なお、記載された内容は、個人情報保護法を遵守した取扱を徹底し、他の目的には決
して使用しませんので、安心してください。また、記載しづらい項目や相談したい事項等がある場合は、気
軽にチューターに伝えてください。
　そのほか、心や身体のことで悩んでいることがあったら、遠慮なく北方キャンパス保健室へ相談してくだ
さい。

予防接種について（看護学部）
　臨地実習では、様々な感染症の患者や病原菌に汚染された物品に接する機会があり、学生自身への感染や、
さらに学生から患者等への感染が起こる危険性があります。これを予防するために、次の①～③の感染症に
ついては、十分な抗体が獲得できていない場合は予防接種を実施してください。
　なお、入学時健康診断の結果とともに「抗体検査および予防接種の覚書」を配布します。臨地実習に向け
て、大学は「抗体検査および予防接種の覚書」の活用により個別の予防接種の状況を把握しています。この
用紙に血液検査の結果や実施した予防接種について記載し、接種した病院等で発行される接種証明書等の書
類とともに各自で確実に保管、管理をしてください。何か分からないことがあれば、北方キャンパスの保健
室に申し出てください。

　①小児感染症（麻疹・風疹・流行性耳下腺炎・水痘）
　・�入学時健康診断の抗体検査結果と入学前までの予防接種履歴をあわせて予防接種の必要性を判断します。
予防接種が必要な場合は学校医のさとう内科クリニックで必要回数の予防接種を受けてください。ただ
し持病等によりかかりつけ医で実施される場合は、その旨を看護学部実習委員（担当者）にお知らせく
ださい。

　②Ｂ型肝炎
　・�入学時健康診断の血液検査（HBS抗原・抗体）の結果、いずれも陰性の場合は、学校医のさとう内科ク

リニックで 3回の予防接種を受け、さらにその後、抗体検査を受けてください。なお、接種証明書およ
び抗体検査の結果を北方キャンパスの保健室に報告してください。

　③インフルエンザ
　・�毎年、流行期に入る前に各自で接種してください。
　※社会情勢により、上記①～③以外の感染症についても予防接種が必要となる場合があります。
　　その場合は、学生ポータル等で連絡します。

健康診断の結果について
　健康診断の結果は約 １か月後から学生ポータルより閲覧・ダウンロードできます。
　閲覧可能になりましたら学生ポータル・学内掲示にてお知らせしますので、必ず確認してください。精密
検査等が必要な方には、保健室から個別に連絡します。
　看護学部の「抗体検査結果」については、担当教員から直接お渡しします。
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健康診断証明書の発行
●発行期間
　 ２月に健康診断を受けた方は ４月～翌年 ３月（卒業式）まで
　 ４月に健康診断を受けた方は ５月～翌年 ３月（卒業式）まで
●申込み先
　大学様式：学生課（北方キャンパス）・教務課（西之川分室）

校医健康相談
　心や体の健康について医師に相談できる校医健康相談を年 ３回程度、実施しています。予約不要で無料で
すので、気軽にご利用ください。
●場所：北方キャンパス保健室（ 8号館 1階）

マイナ保険証又は健康保険資格確認書の携帯
　下宿生活の学生は、医療機関にかかった時手元に保険証がないと、いったん多額の医療費を支払うことに
なります。健康保険証は、令和 6年12月 2 日以降新たに発行されなくなっています。マイナンバーカードを
健康保険証として登録し、携帯してください。ケガや体調不良で医療機関を受診する際、マイナ保険証また
は健康保険資格確認書を提示しない場合は、医療費を全額自己負担で支払う必要があります。日頃から携帯
するよう心がけてください。

各種保険等の手続き
　本学では、学生生活における傷害事故に備え、全学生を対象に「学生教育研究災害傷害保険（学研災）」、
「学研災付帯賠償責任保険（付帯賠責）」に加入しています。

学生教育研究災害傷害保険（学研災）
　学研災は、正課中、学校行事中、学校施設内にいる間、学内外での課外活動中または通学中、大学施設間
移動中に被ったケガに対し、その治療日数に応じて保険金が支払われる全国規模の補償制度です。

学研災付帯賠償責任保険（付帯陪責）
　付帯賠責は、正課、学校行事、課外活動として大学が認めたインターンシップ、介護体験活動、教育・保
育・看護学実習、ボランティア活動およびその往復途中で、他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊した
りしたことにより被る法律上の損害賠償を補償します。

事故が発生したら
　保険の対象と思われる事故が発生した場合は、速やかに保健室へ報告してください。請求に必要な書類は
保健室にあります。
　学研災は、事故発生日から３０日以内に保険会社へ事故報告を行う必要があります。
【学研災の対象となる治療日数】

事故発生時の活動の種別 治療日数

正課中・学校行事中 １日～

通学中・学校施設間移動中、学校施設内にいる間（課外活動以外で） ４日～

課外活動中 １４日～

※入院加算金：いずれの活動種別においても入院 １日目から支払われます。
　また、治療日数が学研災の対象となる治療日数に満たない場合、申請により大学が保険診療の自己負担分 
（治療日数により上限あり）を補助する制度があります。（付帯学総等、他の保険で補償される場合は医療
費補助の対象となりません）。



－ 60 －

学研災付帯学生生活総合保険（付帯学総）
　学研災・付帯賠責で補償対象とならない、私的な時間帯のケガや病気をはじめ、賠償事故への補償、救援
者費用、扶養者の万が一の事故による死亡や重度後遺障害の場合の育英・学資費用などを補償する保険です。
　自宅外通学生用に、生活用動産、借家人賠償等も補償されるタイプもあります。
　※付帯学総は任意加入です。ご自分にあったタイプを選択し、個別に加入手続きをしてください。
　（詳細は、入学時にお送りしたリーフレットをご参照ください）

AED（自動体外式除細動器）
　AEDは、突然心停止状態に陥ったとき、心臓に電気ショックを与えて、正常な状態に戻すための医療機
器です。誰でも簡単に取り扱うことができますので、応急手当ができるように、学内外で開催される講習会
には積極的に参加してください。両キャンパスでは、以下の場所に設置しています。

◆北方キャンパス
2号館 1階　風除室内
第 1体育館　南入口付近
第 2体育館・食堂　北入口付近
グラウンド
野球場

◆西之川キャンパス
Ａ号館 1階　大垣女子短期大学事務局前
Ｉ号館 1階　西玄関付近　就職関係資料コーナー前
Ｋ号館 1階　体育館事務室（K102）内
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近隣の医療機関案内

【校医】

診療科 病医院名 電話（０５８４） 住所

内科 さとう内科クリニック
（佐藤貴昭医師） ８３－０７８８ 大垣市北方町４-１０３

【近隣医療機関】

診療科 病医院名 電話（０５８４） 住所

内科
井口クリニック ７７－５３５５ 大垣市領家町２-９３
近藤クリニック ８３－３９００ 大垣市林町８-８５-１

外科、整形外科（他） 松岡医院 ７３－５３９１ 大垣市林町１０-１３０７-３

整形外科

大垣整形外科 ７８－３０５８ 大垣市笠縫町４５４
大垣中央病院 ７３－０３７７ 大垣市見取町４-２
城北整形外科クリニック ８１－６５９２ 大垣市桐ヶ崎町８０
宗宮整形外科 ７４－０５０５ 大垣市東外側町２-１７

腎・泌尿器科、皮膚科 ねざさ腎泌尿器科皮膚科 ７４－０３３２ 大垣市中川町３-８３-１
皮膚科 くぼえクリニック皮フ科 ８１－１０５７ 大垣市北方町５-１-１
眼科 ほり眼科 ７３－２５１１ 大垣市北方町４-９１-１

耳鼻咽喉科 森耳鼻咽喉科医院 ７８－３３８７ 大垣市林町７-６７２
婦人科 もりレディースクラブクリニック ７４－１８８８ 大垣市河間町１-１３
歯科 日比歯科クリニック ７７－０８１４ 大垣市三津屋町５-１-６

【救急医療機関の問合せ】

問合せ先 担当地域 電話（０５８４）
救急病院案内 大垣地域 ８８－３７９９

【大垣市内の救急医療機関】

病医院名 電話（０５８４） 住所
大垣市急患医療センター（電話予約制） ７３－９０９０ 大垣市東外側町２-２４
大垣市民病院 ８１－３３４１ 大垣市南頬町４-８６
大垣徳洲会病院 ７７－６１１０ 大垣市林町６-８５-１
大垣中央病院 ７３－０３７７ 大垣市見取町４-２
大垣市歯科医師会休日診療所 ８１－６５４０ 大垣市恵比寿町南７-１-１４

※２０２6年 ２ 月時点の情報です。受診する前に電話等で確認してください。
大垣地域医療情報ネット

　　　　 ←QRコードを読み取ってください。大垣市内の医療機関が検索できます。
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学生支援室
　学生支援室は大学生活における困りごとを一緒に考え、サポートする場所です。
　自分ひとりでは出欠席や課題の管理ができないためサポートが受けたい、人間関係や自分自身がもってい
る特性について相談したい、同じような環境にいる学生同士で話し合ってみたい…など誰かの手を借りたい
と思ったときにおいでください。
　何となく不安で落ち着かないなど具体的な支援が必要でない場合でも、居場所として利用することが可能
です。予約は必要ありません。
　なお、土曜日・日曜日・国民の祝日、夏期・冬期・春期休暇は閉室します。
●場　所： ８号館 １階
●開室日：授業日（ただし祝日授業日は閉室）
●開室時間：１０：００～１７：００
●問い合わせ：TEL ０５８４-７７-３５５５　siensitu＠gku.ac.jp

学生相談室
　学生相談室では、カウンセラー（公認心理師・臨床心理士）がみなさんの大学生活での心配ごと、不安や
悩みを解決するためのお手伝いをしています。
　勉強や成績のこと、将来の進路のこと、友人関係や異性関係、家族のこと、課外活動やアルバイトのこと、
自分の性格やこころの健康など、どんなささいなことでもかまいません。また、自分についてもっと知りた
い方のために、各種の心理テストも実施しています。もちろんプライバシーは守りますし、相談は無料です
ので、どうぞ気軽に学生相談室をご利用ください。
●利用の仕方
　みなさんが安心して話をすることができるように予約制になっています。予約をするには、大学のホーム
ページにある予約申し込みフォームを使うか、電話・メールで申し込みすることができます。また、保健室
を通して予約することもできます。 １人、週に １回３０分から １時間くらいまで時間をとれます。毎週、継続
して相談することも可能です。ひとりでも、友達や家族と一緒に来てもかまいません。
　なお、土曜日・日曜日・祝日、夏期・冬期・春期休暇は閉室します。
●場　所：１０号館 １階西（１０-１０１号室）
●�開室曜日・時間：都合により変更になる事がありますので、学生課の窓口や掲示板または、パンフレット、
大学ホームページ等で確認してください。
●問い合わせ：TEL･FAX ０５８４-７７-３５２０　soudan＠gku.ac.jp

合理的配慮について
　大学における合理的配慮とは、障がいや病気をもつ学生が他の学生と平等に教育を受ける権利を享受でき
るよう、大学が必要かつ適切な変更や調整を行うことです。これは状況に応じて個別に必要とされるもので
あり、かつ大学に対して過度の負担を課さない配慮のことです。
　合理的配慮の申請の主体は学生本人です。
　まず学生本人からの申請に基づいて申請内容を整理し、その後大学が提供できる配慮の内容について事前
に協議を行います。
　合理的配慮を希望される方は、下記相談窓口へお問い合わせください。
【問い合わせ先】　保健室　　　0584-77-3522　　メール　gkuhoken@gku.ac.jp
　　　　　　　　　学生相談室　0584-77-3520　　メール　soudan@gku.ac.jp
　　　　　　　　　学生支援室　0584-77-3555　　メール　siensitu@gku.ac.jp
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ハラスメント防止・対策について

●ハラスメントとは、
　地位や力関係の優位に立つものが、下位のものに対して行う、身体的、精神的、性的な侵害行為、暴力を
さします。その言動に接した人が、不快に感じたり、不利益を受けた、侵害されたと感じたりしたら「ハラ
スメント」になります。
●ハラスメントとは、
　相手の尊厳を傷つける人権侵害行為です。
　岐阜協立大学では、ハラスメントについてガイドラインを整備し、ホームページなどで公開しています。
セクシュアルハラスメント
１ ． 地位利用・対価型
　地位や立場を利用して、あなたの望まない性的な言動を迫られること、またはそれを拒否することにより
不利益が与えられること。
２ ． 環境型
　誰かの性的な言動を不快に感じ、あなたの就学・就労環境が悪化して、そこに居づらくなること。
（例）
・講義中に先生が卑猥な冗談を言う
・セクシュアル・マイノリティをからかう
・�「男なんだから」「女のくせに」「女に学問はいらない」など、職場や教室で性別役割意識に基づく発言をす
る
・会議や合宿、部活動等で、お茶汲みや食事の支度、洗濯などを女性のみに担当させる
・相手が嫌がることをSNS上に書き込む
・断られてもしつこく連絡をしたり、交際を迫る
アカデミックハラスメント
　教育・研究上の優越した地位にある者が、その地位や職務権限を利用して、学生等（本学で教育を受ける
すべての者）または教職員に対して不適切かつ不当な言動を行い、これによって相手が就学、教育、研究、
就労及び職務遂行に関して不利益・損害をうけること。
（例）
・正当な理由なく、研究室の立ち入りを制限したり、ゼミのメーリングリストからはずす
・本人の希望に反する研究テーマなどを押しつける
・正当な理由なく、就職や留学等に必要な推薦状を書くことを拒否する
・合理的な理由もなく、指導教員が退学や留年を言い渡す
・正当な理由なく、教員が学修の成果や成績に不当に低い評価をする
・�成績評価をめぐって、学生・院生が教員に対して「単位を出さないとどうなっても知らないぞ」といった
脅し文句を言う
パワーハラスメント
　職務遂行上優位な立場にある者が、その地位や職務権限を利用して、業務の適正な範囲を超えて、本学の
学生・教職員等に対して不適切かつ不当な言動を行い、これによって相手が就労、職務遂行に関して不利
益・損害をうけること。
（例）
・一人だけを仲間はずれにする
・大勢のいるところで罵倒する
・能力や性格について不適切な発言をする
・飲み会などへの参加を無理強いする
・強制的に深夜までの部活動につきあわせる
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・部やサークルを辞めたいと意思表示をしても認めない
妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
　妊娠・出産したこと、育児休業等に関する制度又は措置の利用に関する言動により、他の者の就労環境ま
たは就学環境が害されること。
（例）
・�妊娠により立ち仕事を免除されていることを理由に「あなたばかり座って仕事をしてずるい」と仲間はず
れにする
・育児休業を申し出た男性職員に「男のくせに育休を取るなんてあり得ない」と言う
・出産に伴う休学について相談を受けた教員が「休学するなら退学してもらう」と言う
・「子供を産まないのはなぜ？」「子供を産んでこそ一人前だね」と言う
●被害者・加害者はどんな人？
　ハラスメントは、基本的にどの関係性からも生じる可能性があります。つまり誰でも被害者にも、加害者
にもなりえます。
●あなたは大丈夫ですか？
　悪意の全くない気軽な気持ちで行った行為や言動でも、相手にとっては耐えられない苦痛になっているこ
ともあります。相手の気持ちを思いやる想像力と、自らの言動を客観的に見つめ直す謙虚な気持ちを大切に
しましょう。相手が嫌がっているかも知れないと、少しでも感じたらすぐに止めて、くりかえしたり、押し
付けたりすることはしてはいけません。
　教員・職員・学生、先輩・後輩などの関係でも、人としては平等です。相手を思いやり、尊重することで、
加害者になることは回避できます。
　不幸にも被害者になってしまった場合には、一人で悩まずに、相談窓口まで申し出てください。
●被害者は悪くない
　ハラスメントの問題が表面化しにくいのは、被害者の意識の中に、「周囲に知られたら恥ずかしい」とい
う気持ちや、「今の場所（立場）にいられなくなってしまうのではないか」あるいは、他の人から「あなた
にも落ち度があったのではないか」と思われる怖さがあるためです。
　被害者は自分を責める必要は全くありません。
　他人の行為はあなたの責任ではないのです。
●被害にあったなら
あなたがハラスメントの被害にあったなら
・友人、先輩や教職員に相談しましょう
・自分を責める必要はありません。勇気を出して、すぐに相談員に連絡してください
・「いつ、何があったか」きちんとメモしておきましょう
被害を受けている人を見かけたなら
・被害にあっている現場を目撃したり、相談を受けたりしたなら、救いの手を差し伸べましょう
・被害にあっている人を励まし、一緒に付き添って相談員を訪ねましょう
●一人で悩まないで相談窓口へ！
　相手の言動で悩んでいるあなた、一人で悩まないで思い切って、ハラスメント相談員に相談してみましょ
う。
　岐阜協立大学は、ハラスメントは許さない姿勢で、相談窓口（相談員）を配置しています。
※詳細は、大学ホームページで確認してください。
　https://www.gku.ac.jp/campuslife/support/harassment.html
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災害時の対応

　２０１１年 ３ 月１１日に発生した東日本大震災や、２０24年 1 月 1 日に発生した能登半島地震は、言葉では尽くせ
ぬ甚大な被害となったことは周知のとおりです。
　この地域でも、東海地震や東南海・南海地震などの発生の切迫性が指摘されています。
　私たちに出来ることは何でしょう。
　日ごろから地震や災害に備える心構えを持つことが被害を最小限にとどめることにつながります。
　より充実した学生生活を安心して安全に過ごすため、いざという時にも冷静に行動できるよう、次の事項
をあらかじめ確認しておいてください。

災害時の連絡方法

【大学への安否連絡】
●メールによる連絡
　緊急用アドレスanpi＠gku.ac.jp宛に、以下の内容を連絡してください。
　　タイトル　「安否連絡」
　　内　　容　①氏名　②学生番号　③現在の状況等
●メールが利用できない場合は、FAX、電話又は郵便で上記 ３項目を連絡してください。
　教務課　FAX ０５８４-７７-３５１７　電話 ０５８４-７７-３５１６
　代　表　FAX ０５８４-８１-７８０７　電話 ０５８４-７７-３５１１
　〒５０３-８５５０　大垣市北方町５-５０　岐阜協立大学教務課宛
【大学からの情報・連絡】
●大学ホームページ
　https://www.gku.ac.jp　　
【家族・親戚・知人への連絡】
●災害伝言ダイヤル「 １ ７ １」
　地震などの大きな災害が起きると、多くの方が一斉に電話をかけるため、電話がつながりにくい状況にな
ります。
　そんな時は、ＮＴＴの「災害用伝言ダイヤルサービス」が稼動し、家族間の安否確認や集合場所の連絡な
どに有効に利用できるようになるので、日頃から「 １７１   」の活用を理解しておいてください。このサービ
スは、一般電話、公衆電話、携帯電話から利用できます。無料体験できる日（毎月 １日、１５日、正月三が日
の ０時～２４時ほか）もあるので、事前に試しておいてください。
　また、それぞれの携帯電話会社が提供する「災害用伝言板

4 4 4 4 4 4

」サービスもありますので、利用方法を確認し
ておいてください。
※�大学周辺などに下宿している方は、居住地の指定避難場所に一時避難した後、避難が長引く可能性のある
場合には大学へ避難する事も可能です。
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地震発生時の対応について

◎地震の揺れは長くて １分位とされています。居場所別に次のとおり行動する。
教室等で………
・慌てて飛び出さずに、机などの下に潜り込み、揺れが収まるのを待つ。
・ドア付近にいる人は、ドアを開けて出入り口を確保する。
　窓際にいる人は、窓ガラスの飛散の恐れがあるため急いで窓際から離れる。
廊下で………
・�落下物に注意しながら、カバンなどで頭を覆い、梁・柱のある場所（部屋と部屋の仕切り付近）に行き、
身を伏せる。
・近くに教室がある場合は、速やかに移動し教室の机の下に潜り込む。
図書館、ラウンジ等で………
・�転倒する恐れのあるもの（書架、自動販売機など）から離れ、机など強固なものの下に潜り込み、揺れが
収まるのを待つ。
エレベータで………
・�地震管制装置付きエレベータは、最寄りの階で停止することになっているので、そのまま揺れが収まるの
を待って避難。もし、内部に閉じ込められてしまっても慌てず救助を待つ。
屋外で………
・倒壊物や落下物のない広い場所へ急いで移動する。
◎もしもの場合は次のとおりです。
建物の下敷きになってしまったら………
・大声を出して助けを呼ぶ。身動きできる場合は、周囲の障害物をやたら動かさない。
・自力脱出が無理なときは、救助されるまで体力の消耗を防いで待つ。
建物の下敷きになっている人を発見したら………
・自分の力で救出できるかどうかを判断して、絶対無理をしないで、応援を呼ぶ。
・�倉庫やエレベータなどの内部に閉じ込められてしまったら声や音、光などの信号を発して、自分の所在を
外部の人に知らせ、あとは落ち着いて救助を待つ。
火災が発生した時は………
・�口、鼻はハンカチ、衣類の袖などで覆う。水で濡らせばなお良い。そして、煙を吸い込まないようにして、
姿勢を低く保ち、なるべく煙を避けて下層階へ脱出する。
・�廊下などの通路が煙で充満しているときは、無理をして室外へは出ず、部屋の扉を閉め、ぬらした布やガ
ムテープ等で扉などの隙間をふさいで煙が室内に入らないようにし、窓を開けて助けを呼ぶ。
・エレベータには絶対に乗らないこと。

地震発生時の心得１０か条

①まずわが身の安全を図る
　地震が発生したら、まず丈夫なテーブル、机などの下に身をかくして、しばらく様子を見る。
　手近に頭を守る物がない場合は、両手をしっかり組み、位置は頭から少し離す。
②すばやく火の始末
　揺れが大きい場合は無理をせず、揺れが収まるのを待つ。
　⑴揺れが小さい場合は、使用中のガス器具・ストーブなどを素早く消す。
　⑵ガス器具は元栓を閉め、電気器具はコンセントを抜き、ブレーカーを切る。
③火が出たらまず消火
　万一出火した場合には、大声で近隣に知らせるとともに、最寄りの火災報知ベルを鳴らし、火が天井まで
燃え移る前なら、消火器やバケツなどで初期消火をする。消火不能な場合は、ただちに部屋のドアを閉め、
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避難する。
　⑴�火災で煙が発生したら身をかがめ、水で湿らせたハンカチなどで口をふさぎ、煙を吸い込まないよう注
意して避難する。

④脱出口を確保
　地震による家の歪みで、扉が開かなくなることがあるため、揺れを感じたら、素早く玄関・窓などを開け
て非常脱出口を確保する。
⑤あわてて外に飛び出ない
　揺れが収まるのを待って、周囲の状況を確かめてから落ち着いて行動する。足元の散乱物や、頭上の落下
物に注意し、素足は厳禁で避難する。
⑥危険な場所には近寄るな
　狭い路地、塀ぎわ、ブロック塀の傍など、危険な場所にいるときは急いで離れる。
⑦避難は徒歩で、持ち物は最小限に
　自動車、自転車を使わず徒歩で避難する。また、身軽に行動できるよう荷物は必要最小限にとどめ、背負
うなどして両手をあける。家族が離れ離れになった場合の集合先、連絡方法を決めておく。
⑧協力しあって消火・救出・救護
　⑴近くで火災が発生していたり、閉じ込められている人がいたら、協力しあって消火・救助にあたる。
　⑵軽症者などの処置は、お互いに協力しあって応急救護をする。
⑨正しい情報で行動
　学内放送、テレビ、ラジオや防災機関からの情報で行動し、デマに惑わされないよう注意する。
⑩（運転中の場合）自動車は左に寄せて停車
　カーラジオの情報に注意し、勝手な走行はしない。また、走行できない場合は左に寄せて停車し、エンジ
ンを止める。車検証などの貴重品を忘れず持ち出して徒歩で避難する。

南海トラフ地震に関する情報について

　気象庁から「南海トラフ地震臨時情報」が発令された場合、登下校中は速やかに帰宅してください。在校
中はその後の発表に注意して、学内放送、教職員等の指示に従い行動してください。交通事情など詳しい情
報が確認でき次第、帰宅等の指示をします。
　「南海トラフ地震臨時情報」発令後の対応については、本学ホームページ等で確認してください。
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火災時の対応について

①大学内での火災はまず連絡を
・�大学内で火災を発見した場合は、まずは近くの人に聞こえるよう、大きな声で火災発生を連呼し知らせま
しょう。また、非常ベルが近くにある場合は、ベルを鳴らすボタンを押しましょう。
・近くの教職員や事務窓口または大学の代表電話に連絡をしましょう。
②初期消火に努める
・�初期消火の段階であれば、まずは、消火器や手近にあるものを用い消火活動を行いましょう。ただし、消
火活動を行うのは ２分程度の短い時間にしましょう。 ２分を超える場合や、天井に炎が届くような場合、
少しでも無理だと感じた場合は、速やかに避難をするようにしましょう。
③落ち着いて速やかに避難する
・�大学内で火災に遭遇した場合は、近くにいる教職員や校内放送の指示に従い、冷静に行動しましょう。近
くに教職員がいない場合は、教室や通路に表示してある避難経路に従い、速やかに避難するようにしま
しょう。
・�口を濡れたタオルやハンカチで覆い、煙を避けた低い姿勢で避難しましょう。また、階段などにある防火
扉が閉まっている場合は、脇にあるドアを開けて避難しましょう。
・一度避難をしたら、再度、火元に戻るようなことをしてはいけません。
・必要に応じて、避難器具を使用しましょう。
・逃げ遅れた人がいた場合は、速やかに、消防隊や近くの教職員に連絡しましょう。
④普段から避難経路を確認する
・普段から、避難経路や避難器具、非常階段の場所を確認するようにしましょう。

台風・水害時の対応について

①気象情報に注意する
　テレビやラジオ、新聞が伝える気象情報に注意しましょう。
②危険な場所へ近づかないように
　雨で増水した河川や側溝、水が溢れているマンホールなどには、絶対に近づかないようにしましょう。湧
水で路面との境が見えにくいため、思わぬ転落事故を起すことがあります。
③強風による飛来物に注意する
　強風により、瓦やトタン板などが飛んでくる危険性があります。風が少し弱まったとしても、吹き返しの
風などで飛来物が発生することもあります。
④早めの避難を心がける
　少しでも危険を感じたり、防災機関から指示があったら速やかに避難しましょう。

一時避難場所および避難経路　P266～ P２84
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就職にむけて
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就職にむけて

キャリア支援の方針
　岐阜協立大学では「キャリア支援宣言」を掲げ、学生のキャリア支援を行っています。
　この宣言は学生の志望に沿うこと、その志望そのものを育てること、そして学生一人ひとりが向上心を
もって学生生活を送ることができるよう支援することを謳っています。
《岐阜協立大学キャリア支援宣言》
⑴�私達は、学生一人ひとりの声に耳を傾け、卒業時に全員が達成感と満足を覚える進路を発見できるように
支援します
⑵私達は、学生一人ひとりが、より高い理想を持ち、それを実現できるように励まし、後押しします
⑶私達は、学生一人ひとりに、その資質・能力を伸ばす手段につき情報や機会、助言を提供します
⑷私達は、学生諸君が地域で活躍できるよう努力します
⑸私達は、卒業生からの職業上の相談にもできる限り対応します
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キャリア支援について（経済学部・経営学部）

就職状況
　採用環境は、経済・政治情勢なども影響します。「情勢は変化する」ことを理解し、日々の学生生活を充
実させることが大切です。そして、企業が求める人材であれば、厳しい情勢においても就職は可能です。ど
のような人材が求められているかをつかみ、自分が適しているかどうかを分析し、自分をアピールする。こ
の一連の活動に向けて、自分を調えていくことが重要です。具体的には、例えば就職面接で必ずと言ってい
いほど聞かれる「大学時代に打ち込んだこと」「自己PR」「志望動機」の ３点について、まずは自分の言葉で
自信を持って語れるよう、早い段階からしっかりと準備しておきましょう。
⑴�クラブ活動、ボランティア、地域の活動に積極的に参加してください。企業の面接では、活動をした事実
ではなく、活動を通して何を学んだかが問われます。
⑵資格講座等を受講し、資格取得にチャレンジしてください。
⑶�企業のグローバル化が一層進み、英語、中国語を話せる人材が必要となってきています。本学の語学研修
等で語学力に磨きをかけてください。
⑷�ゼミ活動、学内ゼミナール大会でチームワーク、コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力を高
めてください。

経済学部・経営学部のキャリア支援
　 １年次からキャリア形成科目を配置し、社会人として必要とされるコミュニケーション能力、問題発見・
解決能力などの「社会人基礎力」および就職のための実践指導により「就職力」の育成を行っています。さ
らに、インターンシップによる実習と資格講座によりキャリアアップを支援しています。
　また就職活動を目前にした ３年次生については、就職支援プログラムや個別面談を実施し、就職支援を
行っています。

１ ． 進路指導　―ライフプラン・キャリア形成をバックアップします―
＜キャリア形成＞
　「キャリア形成Ⅰ～Ⅳ」を開講。 1年次から職業観を醸成し、キャリアプランに基づいた学生生活を送り、
よりよい進路選択に繋がるよう支援します。
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⑴学生と企業が共にメリットを感じ、成長を実感できる多彩なプログラム
　ジ�ョブシャドウイング…入学したばかりの初年次学生が、多様な価値観を持った社会人と触れ合う機会を
創出することで、社会の仕組みなど働くイメージを早期より持ち、大学での学びの重要性の認識や、自
身の学習計画の立案の機会とするプログラム。

　ジ�ョブ・トラベル…学内に企業の若手社員や現場で活躍する社会人を招き、実際の仕事内容やキャリア形
成のプロセスについて直接学ぶことができる授業プログラム。

　　�社会人のリアルな経験談や働く上での価値観に触れることで、学生が将来のキャリアイメージをより具
体的に描けるようにするとともに、大学での学びが社会とどのようにつながっているかを理解する機会
とする。早期段階から社会との接点を持つことで、自身の興味・関心の整理や主体的な学修姿勢の育成
につなげる。

　未�来発見インターンシップフェア…さまざまな企業が一堂に集まり、学生が業界の特徴や仕事の内容、イ
ンターンシップ情報を直接知ることができる学内キャリアイベント。

　　�若手社員との対話や企業説明を通じて、働くイメージを早期に具体化し、自身の興味・関心に合ったキャ
リアの方向性を見つける機会とする。

　　�インターンシップ参加への入口として、将来のキャリア形成や大学での学びへの意欲向上につなげるこ
とを目的とする。

⑵講義
　 ２年次生以上が受講可能な「インターンシップＡ」では、業界の知識や企業の仕組み、ビジネスマナーな
どをテーマにした講義を行います。また、受講生は聴講するだけではなく、企業を探し研究する、応募書類
を作成するなど、これら一連の作業について自ら行う事も大切です。要件を満たせば単位が認定されます。
なお、単位認定はされませんが、「インターンシップＡ」の受講ができない人でも、企業や団体のインター
ンシップに参加することは可能です。
⑶インターンシップ応募
　インターンシップ先は、公募による自主的な応募以外に、キャリア支援課で相談の上インターンシップ先
を紹介することが可能です。公募の場合、様々な応募書式や申込の締切期限が設けられることがあります。
期限をしっかり確認してスケジュール管理を行い、不明な点は早めにキャリア支援課に相談しましょう。
⑷報告
　インターンシップA受講者は、学内での成果報告会でインターンシップの内容を報告してもらいます。

２ ． 就職支援プログラム　―さまざまな就職支援をとおして、学生の就職活動を全力で支援します―
＜業界発見ゼミナール＞
　企業の人事担当者を招聘し、業界の現状、将来展望、求める人材について説明を聞く機会を設けています。
＜個別就職指導＞
　学生の希望や適性に合わせた、きめ細かな就職指導を進めるため、キャリア支援課スタッフが本学学生全
員対象のマンツーマン方式の個別就職指導を実施しています。一人ひとりの顔がわかるサポートを行ってい
ます。
＜ ３年次個別面談＞
　学生のみなさんがより満足を覚える進路を発見できるよう、キャリア支援課のスタッフと個別に面談を行
います。
＜留学生ガイダンス＞
　日本の就職活動は、留学生のみなさんの母国の就職活動とは大きく異なります。日本の就職活動の特徴や
日本の雇用システム等について説明します。
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キャリア支援について（看護学部）

１．看護専門職者としてのキャリアデザインの流れ
　キャリアデザインとは、自己の職業人生について自らが主体となって構想・設計（デザイン）し、実現
していくことです。以下に進路（就職）を決めるまでのプロセスを示します。

１ ）卒業後の進路
　職種：看護師、保健師、養護教諭二種（教職免許）
　進路：就職（医療機関、保健所・市区町村・事業所、小学校・中学校・高等学校　等）
　　　　進学（助産師課程養成学校、大学院修士課程　等）

２ ）進路（就職）を決めるまでのプロセス

そ
れ
ぞ
れ
の
進
路
へ

【 １・ ２・ ３・ ４年生】
①大学での学修を積み重ね、各学年での学びを確実にします。
②自分の実践したい看護を方向づけます。
　個性・能力、科目・専門分野への関心・適性からキャリアデザインを考えます。
　◦科目：成人看護、老年看護、母性看護、小児看護、精神看護、在宅看護、公衆衛生看護
　◦専門：急性期看護、慢性期看護、終末期看護、救急救命看護、訪問看護、がん看護
　　　　　地域看護、産業看護、学校保健　等

【 ２・ ３年生】
③就職を希望する施設をいくつか絞ります。
　◦地域：出身地・在住地
　　　　　地元・県内・市内・県外
　◦設置主体：�国立・公立・私立、専門病院・

地域中核病院・教育研究機関
　�特定施設から奨学資金を受けている場合は
④へ進みます。

④�候補施設の理念や特徴をホームページ等で
確認します。

　　�施設の理念 → 看護部の理念 → 各部署
の理念 → 個別のケアとして実践

⑤�「自分の実践したい看護」や「キャリアデ
ザイン」と合致しているか確認します。

⑥�候補施設のインターンシップや施設見学に
参加します。

【 ４年生】
⑦就職試験の準備をし、受験します。
　◦大学での学びの振り返り：
　　　看護観、臨地実習の学び
　　　�大学生活で楽しかった・苦し

かった・がんばったこと　等
　◦応募書類の作成
　◦�小論文の作成、面接での想定問
答

⑧国家資格を取得します。
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２ ．看護専門職者に向けてのキャリア支援
　看護学部では自己の能力、適性や志望に応じて卒業後の進路を主体的に選択し、社会的、職業的な自立
を図るために必要な能力を培うことができるよう、 ４年間を通じてさまざまなキャリア支援の取り組みを
しています。キャリア支援は、 １）キャリア形成に関する情報案内　 ２）キャリア形成支援　 ３）個別相
談　の ３つで構成しています。キャリア支援の一覧は表を参照してください。

１ ）キャリア形成に関する情報案内
　入学時や新年度 ４月のガイダンスにおいて、保健師教育課程の説明を含めてキャリア形成に関する情報
を案内します。
　就職・進学情報は、北方キャンパスキャリア支援課で展示してありますので、活用してください。また、
学年のTeamsでも随時配信しますので、こまめに確認して積極的に情報収集しましょう。（「 ３　就職支
援資料コーナーの活用」参照）。

２ ）キャリア形成支援
　 1年次「スタートアップ看護ゼミナール」では、これからともに学ぶ仲間とともに 1年間を通して、看
護学を学び、看護専門職者を目指すことの動機を明確にし、看護学生としての学修力を身につけ、社会人
としての基礎力につなげることを目的に取り組みます。
　 ２年次必修科目「キャリア開発演習」の授業では、看護専門職者として多様なキャリア開発の方向性が
あることを知り、自己のキャリアデザインを描くための知識や情報を得ます。
　 ３年次には実践したい看護を明確にし、卒業後の進路を方向づけて、実現に向けた準備や取り組みをし
ます。
　医療機関では、就職活動を行う看護学生を対象にインターンシップ等（職場体験学習）や就職説明会を
開催しています。 ２年次から ３年次の間にインターンシップ等に参加し、施設や部署の雰囲気を全体的に
感じるとともに、新人教育体制、福利厚生、離職率等の関心のある事柄について確認します。就職を希望
する病院の目指していることや看護の方針を聴くことができるとともに、看護現場を体験することで、病
院、病棟の雰囲気を実際に見て、感じることができます。また、就職 ２～ ３年目の先輩の生の声を聴くこ
とができますので、就職後の不安の軽減や、将来の進路のイメージを持つことができます。病院によって
は実施期間･時期・内容が異なります。申し込み方法については、病院の資料やホームページ等で確認し
てください。自身の就職についてのイメージを ３年次までの間に明確にするため、インターンシップ等に
積極的に参加して就職候補施設を絞っていきます。保健師としての採用を希望する学生のインターンシッ
プ等については、公衆衛生看護学担当教員と相談のうえ、チューターに報告してください。
　就職支援セミナー（ 3年次前期）、採用試験対策講座（ 3年次 2月頃）は、看護師、保健師、いずれの
採用試験にも対応していますので、積極的に参加して就職準備を着実に進めていきましょう。

３ ）個別相談
　病院看護学生奨学金や進路希望調査を毎年度初めに行い、動向を把握します。
　個別の進路（就職・進学）についての準備や相談は、チューター、学生キャリア支援教員、キャリア支
援課が連携して支援します。不安なことやわからないことは、まずチューターに相談してください。
チューターは学生キャリア支援教員や専門分野の教員と連携し、総合的に支援します。
　就職・進学試験の準備として、応募書類の作成、小論文・面接試験の準備に取り組みます。小論文や面
接の対策については採用試験対策講座で行いますが、個別の指導を希望する場合は、キャリア支援課、
チューターや学生キャリア支援教員に申し出てください。
　就職・進学の受験をした場合、合否・就職の有無にかかわらず、進路内定・決定報告をFormsで入力
してください。
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３ ．就職支援資料コーナーの活用
　キャリア支援課に資料コーナーがあります。求人票、過去の資料、過去問題集、就職ガイダンスの案内
など、進路に関する資料が自由に閲覧できます｡ 過去の採用試験に関する情報は、 3・ 4年次生の学年
Teamsでも配信予定です。
　就職希望先によって提出書類は異なります。履歴書が必要な場合はダウンロードして利用してください。
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キャリア支援課の利用

１ ． 情報の宝庫　積極的に利用しよう
　キャリア支援課では、最新の求人情報をはじめ、企業、病院等のパンフレット、参考図書等就職に関する
資料を揃えています。
２ ． 資料等
⑴ＧＫＵナビＧＫＵナビ（求人検索ＮＡＶＩ）
　�本学に求人票を提出した企業のデータベースで、企業等を選定したり、採用試験日等を検索したりするこ
とができます。
⑵就職活動関係資料
　�就職活動の方法、面接対策等に関する書籍、就職情報媒体各社発行の企業情報誌等があります。外国人留
学生の就職関係・医療・福祉関係・障がい学生向け資料もあります。採用試験問題集は貸し出しを行って
います。
⑶資格取得関係資料
　資格取得に関する資料があります。
⑷企業・業界研究関係資料
　会社四季報、業界研究方法、業界の動向を記した書籍等があります。

＜図書館から一言＞　図書館でも企業研究ができます。
＊�データベース「日経バリューサーチ」で、キーワード検索により、自分に合う企業や、志望企業・
業界についての情報が得られます。（図書館 ２階カウンターへどうぞ）

＊�一般的なビジネス誌だけでなく、業界に特化した雑誌（ ２階）でタイムリーな話題を拾えます。『運
輸と経済』（交通経済・経営の専門誌）、『＜週刊＞エコノミスト』（ビジネス誌）、『経済界』（経済誌）、
『＜週刊＞東洋経済』、『日経トップリーダー』、『日経トレンディ』、『日経PC２１』、『日経ビジネス』、
『月刊誌　都市問題』（地方自治の専門・学術・情報誌）等。『会社四季報』もあります。（最新号以
外は貸出可）

＊�新聞（ １階）では、一般紙の他、産業・企業情報・マーケティング情報・スポーツやレジャー産業に
特化した業界紙を置いています。

⑸大学院募集案内
　本学・他大学の大学院募集要項があります。
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履修の手引
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単　位　制

　大学での学修はすべて単位制度になっており、すべての科目に一定の単位数が定められています。単位と
は学修量を数字で表わしたもので、授業時間と自学自習の時間を含めて算定されています。授業に出席する
ということは言うまでもなく、大学では自学自習の時間に大きなウエイトが置かれることに留意してくださ
い。

〔単位の修得方法〕
履修申請　　⇒ 　授　業　　⇒ 定期試験　　⇒ 　評　価　　⇒

シラバス（本学ホーム
ページより入る）で授業
内容を調べましょう。

4

授業にしっかり出席しま
しょう。
自学自習もしっかり行い
ましょう。

4

日頃の努力に加え計画的
に試験対策を進めましょ
う。

4

良い取り組みが良い評価
につながります。
合　格＝AA,A,B,C
不合格＝D,S,K

　本学では、各授業科目の毎週 １回当たりの授業時間は、実質 １時間３０分ですが、これを制度上 ２時間とし
て計算しています。
　授業は １ヵ年、前期１５週、後期１５週、計３０週が開講されることになっています。単位数は学修時間数を基
礎として算定されますが、算定の基準は講義、実習、外国語、演習、体育実技などによってそれぞれ異なり、
本学ではこれを次のように定めています。
⑴教養に関する講義科目、外国語、学科教育各区分に属する講義科目
　毎週 １回１５週の授業は ２単位、毎週 ２回１５週の授業は ４単位、毎週 １回 １ヵ年３０週の授業は ４単位。
⑵基礎演習、演習
　毎週 １回 １ヵ年３０週の授業は ４単位。
⑶体育実技、スポーツ実習
　毎週 １回、前期又は後期１５週の授業は １単位。
⑷講義、演習、実習（技）のうち二種類以上の方法を併用した授業
　組み合わせに応じて、⑴から⑶までに規定する基準を考慮して当該科目の単位数とする。
　
　単位とは学修量を表わしますが、その学修量とは以上の授業時間数だけで算定されるものではなく、学生
の自学自習の時間も含むことになっています。

セメスター制

　セメスターとは、 １年を半年ずつ、前期と後期にわけて、 ４年間を ８セメスターとしてカリキュラムを編
成し開講するものです。短期集中的に学修することによって、学修効率があがる開講形態です。本学では学
期を原則次のように設定しています。
　　前期　 ４月 １日～ ９月17日
　　後期　 ９月18日～ ３月３１日

　 ４年間の履修展望を視野に入れ自らの目的を明確にし、卒業に必要な単位数や、各学期の履修登録可能単
位数などを考慮しながら、系統的に学修を進めるよう心掛けてください。

既修得単位の認定
　入学前に他の大学等の授業科目を履修し、修得した単位を、所定の手続きにより願い出た場合、本学の規
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程に基づき、既修得単位として認定されることがあります。認定された科目は成績表に「Ｎ（認定）」と表
示されます。
（ 1）　認定申請時期　　 ４月上旬（詳しくはお問い合わせください）
（ 2）　提出書類　　　　単位を修得した大学等の成績証明書、授業概要（シラバス等）
（ 3）　提出先　　　　　教務課（北方キャンパス）または、教務課（西之川分室）

履 修 登 録

１）履修登録とは
　「履修登録」とは、その年度に履修する科目を大学へ届け出る手続きをいいます。この手続きを行わなけ
れば、授業に出席し、試験を受けても、単位は認定されません。次の説明にしたがって、自らの責任で確実
に行ってください。
　履修登録に関連する事務連絡は、Webサイト「学生ポータル」にて行います。また、当該サイトの「お
知らせ」には、履修登録に関する事務連絡を始めとした、様々な重要な連絡が掲載されますので、 １日 １回
は必ず確認してください。

２ ）履修登録の流れ

①履修ガイダンス（ １年次のみ）

②履修科目の検討→P８4

③履修登録→P８4
・�一部、定員設定のある科目があります。
・定員設定のある科目で受講が決定した科目・予め登録されている科目の削除・変更は一切できません。
・他学部・他学科科目の履修申請は上記、履修登録期間・修正期間に教務課窓口で行ってください。
・�累積GPAが３．３以上の者は、修正期間に教務課窓口で申請することによって、登録可能単位数の上限を超えて登録す
ることができます（各学期＋ ２単位）。（経済学部・経営学部）

④履修科目の確認
・履修申請の確認は、学生ポータルからできます。
・�スマートフォンが故障した等の理由で、履修申請の確認ができない場合は、履修申請確認期間が始まり次第、速やかに、
その旨教務課に申し出て下さい。（教務課窓口にて、印刷した履修確認表をお渡します。）

⑤履修登録完了

（看護学部）
履修登録の年間上限単位数について（CAP制）
　看護学部の学生が各年次において履修登録できる年間上限単位数は、48単位です。各年次の必修科目、選
択必修科目、選択科目の必要単位数は、各年次で確実に取得し、次年次の上限単位数に影響することのない
ようにしてください。
　ただし、次の場合は、48単位を超えて履修することを認めることがあります。
　①　前学期までの累積GPAが3．3以上
　②　卒業要件上、当該年度での選択必修科目、選択科目（教養）の単位修得が必須
　③　保健師教育課程希望者で、選択必修科目、選択科目（教養）の単位修得が必須
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　　前述の場合であっても、48単位を超える履修が認められるのは、 2単位まで（年間合計50単位）です。
　�　なお、前述の記②③に該当する場合は、必要不可欠な単位数のみとなります。年間上限単位数を超えて
の履修は、各科目の学修を深める負荷も大きくなりますから、前述の記②③に該当する状況は可能な限り
回避するよう、科目の選択を十分検討してください。
３ ）履修科目の検討
　【Step １ 】自分の学年で必ず履修しなければならない科目を確認する。
　【Step ２ 】単位を修得できなかった必修科目、選択必修科目を優先的に履修するよう計画する。
　【Step ３ 】�開講科目一覧の最低必要単位数を卒業までにクリアできるよう、前期・後期の時間割表に照ら

して選択科目を決め、履修登録する。
・�教員免許・社会福祉士・その他の資格取得を希望する場合は、オリエンテーション期間に行われるそれぞ
れのガイダンスに出席するとともに、本誌の「就職・資格取得支援科目／自由科目について」「資格につ
いて」を読み、必要に応じて履修科目を調整します。
※�時間割表、履修登録関係の書類は、 １年次前期は入学式やガイダンスで配付、 １年次後期以降は、Web
にてお知らせします。

履修上の留意事項について
①　�学則、履修規則および事実と異なる登録、履修上の指示に従わない登録、単位を修得済みである
科目の登録、同一時限内の重複登録、その他、登録不備や登録間違いは、すべて無効となります
ので、十分注意してください。

②　�前期の履修登録時に、その年度の履修予定科目を十分に確認しておいてください。分野によっては、
後期に開講科目がない場合があるため、単位取得状況により、卒業時期が遅れる可能性があります。

③　申込結果により、履修希望者が少ない科目は、開講しないことがあります。
④　�一部の科目で、履修に際して特定の授業科目の修得が条件となるなど、履修上の条件がある場合
がありますので、シラバスでよく確認してください。

⑤　外国語（英語・中国語）は、変更できません。

４）授業への出席
・�授業が始まったら、履修登録が未完了でも、履修予定の授業に出席してください。第 １回目の授業では、
テキスト購入の指示や、履修ルールの説明など、重要なガイダンスがあります。また、一部の科目（体育
実技Ａ・Ｂ等）では、種目の決定や履修者の選考なども行われますので、注意してください。
５ ）定員設定のある科目の登録
・�使用施設や授業内容の関係で定員設定がある科目については、履修登録期間終了後に抽選を行います。な
お、定員設定のある科目で受講が決定した科目の取消・変更は一切できませんので、十分注意してくださ
い。
６ ）履修登録（「学生ポータル」で行います。）
　【手順】
　　①�スマートフォンまたはPCで、岐阜協立大学ホームページの［MENU］→［在学生専用］→［学生ポー

タル］より進む。
　　②「学生ポータル」のログイン画面が表示されるので、学籍番号、パスワードを入力する。
　　　※ログイン時に必要な初期パスワードは、入学式後に行われるガイダンスでお知らせします。
　　　※�「学生ポータル」は、履修登録情報や成績情報等、極めて重要な個人情報を扱うサイトです。初期

パスワードのままになっている場合は、「学生ポータル」の［個人設定変更］→［パスワードの変
更］から、パスワードを変更してください。

　　　※�履修確認通知や休講連絡等、様々な重要な情報が、メールで送られてきますので、「学生ポータル」
の［個人設定変更］→［メールアドレスの変更］から、メールアドレスを登録してください。
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７ ）履修登録の確認
・�履修科目確認期間中に、「学生ポータル」にて履修内容を確認してください。（学生ポータルで履修登録の
確認ができない場合は、速やかに教務課に申し出てください。教務課窓口にて、履修確認表をお渡ししま
す。）登録していない科目は、授業に出席し、試験を受けても無効になりますので、十分注意してください。
・�「学生ポータル」で、履修登録した科目がすべて登録されているか、科目の取り忘れはないか、エラー
メッセージは表示されていないかを確認し、問題があれば、至急、教務課窓口に申し出てください。なお、
期間内に手続きの無い場合は、登録内容に関わらず、同期間終了時に履修登録が確定します。
8 ）他学部他学科の科目履修（看護学部）
　他学部が開講する授業科目の履修を希望する場合、所定の手続により履修登録期間中に申請し、その学部
長の許可を得る必要があります。ただし、他学部授業科目の履修により修得した単位は、卒業要件には含ま
れません。
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授　　　業

●授業時間帯
　北方キャンパス
　第 １時限　 ９：１０～１０：４０　　第 ２時限　１０：５０～１２：２０　　第 ３時限　１３：００～１４：３０
　第 ４時限　１４：４０～１６：１０　　第 ５時限　１６：２０～１７：５０　　第 ６時限　１８：００～１９：３０
　西之川キャンパス
　第 １時限　 ９：００～１０：３０　　第 ２時限　１０：４０～１２：１０　　第 ３時限　１３：００～１４：３０
　第 ４時限　１４：４０～１６：１０　　第 ５時限　１６：２０～１７：５０

●出席
　履修している授業科目の単位を修得するためには、その授業科目の授業回数の ３分の ２以上の出席を必要
とします。原則として授業回数１５回の科目の場合では、公欠を除く欠席が ５回を超えると成績評価はなされ
ません。（「失格」の取り扱いとなります。）また体育科目については、公欠を除く欠席が ３回を超えると「失
格」の取り扱いとなります。
　これらの要件は必要最低限の条件の一つにすぎませんので、すべての授業に出席するよう努めてください。
また、単位の修得によって何らかの資格の取得が可能になる科目などは、欠席についてさらに厳格に取り扱
う場合がありますので、シラバスなどでよく確認してください。
（看護学部）
　専門基礎科目、専門科目、発展科目については、公欠を含むすべての欠席が授業回数の ３分の １を超えな
いことが必須です。

●公欠
　下表に該当する場合は、自己都合の欠席とは区別し「公欠」として扱いますので、所定の手続きをしてく
ださい。公欠とは、欠席扱いとしない（出席を必要とする日数に算入しない）措置であり、出席扱いとする
ものではありません。公欠した場合、その旨を授業担当の各先生方へ必ず報告し、欠席時に配布された資料
などを受け取ってください。ただし、公欠は全１５回の講義は ５回まで、全３０回の講義は１０回まで（通年の場
合は前学期、後学期それぞれ ５回まで）とします。

事由 添付書類 用紙 取扱
忌引き（本人との関係による） 会葬礼状 公欠届

（事由発生後
１ 週間以内
に提出） 教務課

学校保健安全法施行規則第１８条に規程された感染症 医療機関発行の証明書等
天災（原則 ２週間まで） 自治体発行の証明書
交通機関の事故・ストライキ 交通機関発行の証明書
裁判員に指名 公的な証明書

公欠願
（事由発生前
に提出）

教職及び社会福祉士の資格取得に必要な単位認定を
伴う実習の事前訪問 （書類は不要です）

大学が認める公式戦・行事 開催要項・パンフレット等 学生課

公欠 授業総回数 出席必要回数
一般　（欠席回数） 体育　（欠席回数）

0回 15回 10回　（ 5回） 12回　（ 3回）
1回 14回 10回　（ 4回） 12回　（ 2回）
2回 13回 9 回　（ 4回） 11回　（ 2回）
3回 12回 8 回　（ 4回） 10回　（ 2回）
4回 11回 8 回　（ 3回） 9回　（ 2回）
5回 10回 7 回　（ 3回） 8回　（ 2回）

　※（欠席回数）は、「失格」の取り扱いとならない限界の回数
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　　　一般＝授業総回数の 3分の 2以上の出席が必要
　　　体育＝授業総回数の 5分の 4以上の出席が必要
　【事例】�公欠 3回の場合は、授業総回数が12回となる。12回の授業総回数に対して、一般科目であれば、

3分の 2以上の出席が必要となるため、12回×（ 2 / 3 ）≒ 8回の出席が必要となる。公欠を除
く欠席回数が 4回までは失格とならないが、 5回を超えると失格となる。

（看護学部）
　ただし、公欠であっても全15回の講義は ５回、全３０回の講義は１０回（通年の場合は前期、後期それぞれ ５
回まで）を超えることはできません。

●欠席
　病気・けが、就職試験など、公欠事由に含まれない事由により授業に出席しない場合は、原則、欠席とし
て取り扱われます。
　病気・けがなどで授業に出られない期間が ２週間以上になる場合は、医療機関の診断書（原本）を添えて
「欠席届」を教務課へ提出してください。担当の教員に連絡します。なお、 ２週間未満の欠席については、
教務課からの取次ぎは行いませんので、次回出席時に担当の教員に申し出てください。

●休講
　授業担当者の事情で休講する場合、あるいは以下のような場合は休講となります。大学の休講に関する公
式発表は、掲示および「学生ポータル」で行います。

◦�暴風警報または暴風雪警報・特別警報（種類不問）が岐阜・西濃地域に発令中の場合は休講となり
ます。大雨警報の場合は、休講とはなりません。

　①午前 ６時３０分時点で発令中は、 １・ ２時限目休講
　②�午前 ６時３０分を過ぎて発令された場合は、発令時点から休講、または実習を中止
　③午前１０時３０分までに解除された場合は、 ３時限目から通常授業とし、または１３時から実習開始
　④午前１０時３０分時点で発令中の場合は、 ３～ ５時限目を休講、 １日実習を中止
　⑤午後 ３時時点で発令中の場合は、 ６時限目以降を休講
◦�大雪など、上の事情によらない場合でも、講義を行うことが困難と認められるときは、授業を休講
することがあります。

◦その他、大規模な災害が発生した場合は、学生ポータル、SNS、大学ホームページでお知らせします。

●自然休講
　授業開始後30分を経過しても担当者が教室に来ない場合は、自然休講となります。

●補講
　休講した授業科目については、所定期間などに補講を実施します。
　補講の実施は学生ポータル及び掲示板により連絡しますが、担当教員の指示で補講日以外に実施される場
合もありますので注意してください。

●出席確認
　授業での出席確認の方法は、科目によって異なります。Webによる出席管理システムを利用する方法や、
出席カードを配付する方法等のほか、点呼により出席をとる場合があります。
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学生のための受講心得

　本学において授業をうける際の「受講心得」として次のようなものがあります。静穏な雰囲気のなかで快
適な授業が受けられるように学生の皆さん、教職員、大学全体で協力していきましょう。

１ ． 授業選択について
　卒業要件をよく理解したうえで、自分の将来設計、興味をよく考え、必ずシラバスで授業内容等を確認し
てから授業選択しましょう。安易な「単位目当て」で授業を選ぶことの無いように注意してください。そし
て選択した授業には必ず毎回出席し、途中で単位放棄することの無いようにしましょう。

２ ． 学習態度のマナーについて
⑴　「私語の厳禁」
　�　授業中の「私語」は、真面目に授業を受けようとしている学生にとっては大いに迷惑です。教員から注
意をするよう要望していますが、再度の注意にもかかわらず止まない場合には「退席」を命じたりするこ
ともあります。最低のマナーとして他人に迷惑をかけることの無いようにしましょう。
⑵　「遅刻と無断の途中退席の厳禁」
　�　遅刻をする学生が多い場合には、授業の緊張感が薄れたり、他の学生の集中力が切れたりします。また
無断の「途中退席」も緊張感ややる気を失わせます。途中退席の場合は教員から「許可」を取ったうえで
退席してください。
⑶　「よそ事の厳禁」
　�　授業に関わりの無い行為を慎んでください。たとえば、スマートフォンで遊ぶ、メールをする、他の本
を読む、平然と眠るなどは「教室の雰囲気」を壊すことになります。これらはある意味で「授業への参加
を拒否」している行為として見なされても仕方がありません。著しい場合には「退席」を命じることもあ
ります。なお「授業そのものに不満」がある場合には、授業後に当該の教員や教務課に要望を申し入れて
ください。
⑷　「代返・代書の厳禁」
　�　真面目に授業を受け、課題をこなしている学生にとっては、出席の代返、レポートなどの代書は不正で
あり「自分達を欺くもの」として映ります。これらが発覚した場合には「行った者、頼んだ者」の両者に
単位が認定されないことがあります。
⑸　「教員指示の遵守」
　�　授業中は、教員の指示に従うようにしましょう。必要に応じた座席の移動やグループ作業での役割を行
わないなどがあると、全体の授業運営に支障をきたすことになります。積極的に授業参加するようにしま
しょう。
⑹　「試験・レポートでの不正行為の厳禁」
　�　本学では不正行為が発覚した場合には当該期履修科目の無効、謹慎、奨学金受給生の場合にはその停止、
などの罰則規定があります。ひとときの「出来心」でも取り返しがつきません。不正行為により有意義で
あるべき学生生活を台無しにしないようにしましょう。
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オンライン授業における禁止事項とマナー・エチケット

　岐阜協立大学では、Microsoft Teamsを利用してオンラインの授業を実施する場合があります。また、一
部ではZoomを用いる場合もあります。これに伴う禁止事項とマナー／エチケットについて説明します。な
お、本学webサイト上の「オンライン授業のルールについて」もご参照ください。

■禁止事項
・配布されたMicrosoft Teamsのアカウントを自分自身以外の人に使用させること。
・�Zoomを利用している場合には、そのURL／ミーティングID／パスワードを自分自身以外の人に使用さ
せること。
・オンライン授業の映像や音声を、撮影／録音すること、ソーシャルメディアにアップすること。
・�授業の資料等を複製／再配布したりソーシャルメディアにアップしたりすること、資料へのリンクURL
を自分以外の人が参照できるようにすること（配信される資料には「著作権」があることに留意してくだ
さい）。

■オンライン授業でのマナー／エチケット
　自宅に居ても授業に出席しているという意識を持って、真剣な態度で臨むようにしてください。そのため
には、次の点に気を付けてください。
・雑音等が授業の妨げにならないよう、静かな環境を確保する。
・ビデオは常にオフとする。
・マイクは通常オフとし、発言する時のみミュートを解除する。
・学生から画面共有の機能を使って資料を提示することはしない。
・その他、担当教員から指示があった場合はそれに従ってください。
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生成AIに関するガイドライン

1 . はじめに
　ChatGPTをはじめとした生成AIの利用は、教育や研究において大きな可能性を秘めていますが、同時に
倫理的な問題やリスクも伴います。岐阜協立大学としては、生成AIの適切な利用を促進するとともに、学
生や教職員がその利点を最大限に活用し、使いこなすことも重要であると考えます。
　そのために、以下の通りガイドラインを作成し、基本原則・注意点を理解した上で、課題解決のためのツー
ルの一つとして、有効活用することを推奨します。

2 ． 目的
　本ガイドラインは、生成AI（例：ChatGPT、Copilot、Geminiなど）の教育活動における適切な利用を促
進し、学術的誠実性と倫理を守ることを目的とします。

3 . 生成AIの基本原則
　本学では、下記の通り生成AIの基本原則を示します。
　 １ �）利用目的と透明性の確保：生成AIの利用目的や方法を明確にし、利用者に対して透明性を保つ。
　 ２ �）倫理的配慮と人権尊重：生成AIの利用が倫理的に適切であることを確認し、人権の尊重やプライバ
シーの保護、差別の回避といった基本的な倫理原則を尊重する。

　 ３ �）出力内容の検証と責任ある活用：生成AIによる情報生成はあくまで補助的手段であり、その内容の
正確性、信頼性、適切性を自ら検証し、誤用や誤解を招かないよう十分に注意を払う。

4． 推奨される活用方法
＜学生＞
　〇�レポートや論文の構成案の作成やアイデア出し（生成AIを利用して得た内容を提出物に含める場合は、
その旨を明記する）

　〇難解な概念の補足説明や要約
　〇英文の文法チェックや表現の改善
　〇プログラミングや数式の学習補助
＜教員＞
　〇講義資料やシラバスの草案作成
　〇学生へのフィードバック文の下書き
　〇教材の例題作成やクイズ生成
　〇多様な学習スタイルに対応する補助教材の作成
　
5． 禁止事項（利用が認められないケース）
＜学生＞
　〇�学術不正行為：課題の回答やレポート、論文の全文を生成AIに作成させ、そのまま提出することや、
試験中の生成AIの使用（論文内に生成AIが作成した文をそのまま使用する場合は引用扱いとし、出典
を明記する）

　〇プライバシーとセキュリティの侵害：他者の個人情報や機密情報をAIに入力すること
　〇倫理的に問題のある利用：差別的・攻撃的・不適切な内容の生成
　〇その他、基本原則に反する生成AIの乱用
＜教員＞
　〇個人情報・機密情報の入力：学生の個人情報を含むデータをAIに入力すること
　〇AI出力の無検証利用：生成AIの出力を無検証で教材や評価に使用すること
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　〇学生の学修成果を損なう利用：AIを使って学生のレポートや発言を自動的に評価すること
　〇�著作権侵害の可能性がある利用：AIが生成したコンテンツに既存の著作物が含まれている可能性があ
るものを、無断で教材として使用すること（特に資料を公開する場合）

6 ． 継続的な見直し
　生成AI技術は急速に進化しており、それに伴って新たな活用法や倫理的課題も顕在化しています。
　本学では、こうした変化に柔軟に対応するため、本ガイドラインを継続的に改善・更新されるべきと考え
ます。
・�フィードバックの収集：生成AIの利用に関する教職員や学生からの意見・課題等を収集し、ガイドライ
ンの改善に役立てる。
・�最新情報の反映：生成AI技術の進展や新たな倫理的課題に対応するため、ガイドラインを継続的に見直し、
最新の情報を反映する。
　このような不断の見直しを通じて、生成AIの適切かつ効果的な活用を大学全体で推進し、教育・研究の
質的向上に資する環境整備を図っていきます。

（参考）
・文部科学省「大学・高専における生成AIの教学面の取扱いについて（周知）」令和 5年 7月13日
・�文部科学省「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン（Ver. 2.0）」令和 6年12
月26日



－ 92 －

試　　　験

●試験
　夏期休暇前に前期試験、春期休暇前に後期試験を実施します。試験時間割表は、前期は ７月上旬、後期は
１２月中旬に大学ホームページと学生ポータルと掲示板に掲載予定です。

●追試験
　病気、鉄道事故その他不慮の災害または就職試験等やむを得ないと認められる事情によって定期試験を受
験できなかった場合、追試験の受験を願い出たとき、これを許可されることがあります。許可者については、
大学ホームページに掲載します。
　なお、追試験を欠席した学生に対して再度の試験は行いません。
　願出期間　当該科目試験日の前後 １週間以内
　願出書類　①追試験受験願
　　　　　　②欠席理由の証明書
　提 出 先　教務課

理由 証明書 試験料
病気・負傷等、医師が受験に耐えられないと
判断したもの
※学校感染症を除く

医師の診断書 0円

学校感染症（インフルエンザ・新型コロナウ
イルス感染症等） 医師の診断書又は本学所定様式の証明書 0円

交通機関の遅延 交通機関発行の証明書 0円
交通事故（通学時のみ） 警察署発行の事故証明 0円

就職活動・インターンシップ 就職試験受験を証明する資料・インターン
シップ（ 5日以上）参加を証明する資料 2,200円

インターンシップA・B受講者 大学・受入先との協定書等の写し 0円
忌引き（三親等以内） 会葬礼状等 0円
災害 自治体発行の証明書 0円
裁判員に指名 公的な証明書 0円
その他 大学が特別に認めた証明 0円
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●再試験
　不合格（Ｄ判定）となった科目について、所定の期日までに所定の様式により再試験受験を願い出たときは、
それぞれの学期の開講科目について、前期 8単位以内、後期 8単位以内で再試験の受験を許可されることが
あります（看護学部は上限なし）。科目等履修生・交換留学生等にあっても、再試験を受験することができます。
　再試験受験料は、 1科目につき、２，000円です。
　なお、再試験を欠席した学生に対して再度の試験は行いません。
※再試験対象者と再試験対象科目については大学ホームページに掲載します。

●不正行為

　大学における試験は、各自の一定期間における学習の成果を検証するための一つの手段です。従って、
問われるのはみなさんの学習内容の理解度・到達度となります。
　受験にあたっては不正な手段・方法に頼らず、公明正大に持てる力を発揮してください。

　次の行為は不正行為となります。
　 １ ． カンニングペーパーおよびこれに類するものを所持・使用すること。
　 ２ ． 氏名を偽って受験すること。（代替受験）
　 ３ ． 答案用紙を交換すること。
　 ４ ． 机上等に受験科目の内容を記入すること。
　 ５ ． 他人の答案をのぞき見ること。および自分の答案を見せたりすること。
　 ６ ． 他人から解答の指示を受けたり、他人に指示を与えたりすること。
　 ７ ． 許可されたもの以外を参照したり、参照物を貸し借りすること。
　 ８ ． ノートPC・タブレット端末・スマートフォン・ウェアラブル端末・参照許可されていないものを机

上に置くこと。
　 9 ． その他、不正の事実が歴然とした行為。

　不正行為を行った者に対しては、学生番号を掲示のうえ、学則２３条および学生懲戒規程に基づいて処分します。
【経済学部・経営学部】
　試験中の当該科目を含めた直近 ３科目（定期試験扱いのレポート科目を含む）が無効となります。
【看護学部】
　当該学期の開講科目すべての履修が無効となることがあります。
【奨学金・学費減免】

種類 処分内容
日本学生支援機構奨学金 １ヵ月間の停止
高等教育の修学支援新制度 １ヵ月間の停止

岐阜協立大学奨学金 受給資格停止、以後出願不可
当該年度に給付を受けた奨学金の返還

外国人留学生学習奨励費 給付停止、以後再出願不可
岐阜協立大学私費外国人留学生奨学金 受給資格停止、以後出願不可

看護学部奨学生 受給資格停止、以後採用しない
当該年度に受けた奨学金全額返還

学費減免 当該学期分の学費減免措置の停止

※追試験及び再試験時の不正行為については下記のとおりとします。
　追試験及び再試験において不正行為を行った者は、追試験及び再試験で受験した科目全てを無効とします。
なお、奨学金及び学費減免の取り扱いは上記と同様です。
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成　　　績

①学業成績は１００点満点とし、６０点以上が合格、６０点に満たないと不合格になります。
　履修した科目の評価は、シラバスの「成績評価」欄で示すとおり、筆記試験、論文・レポート、実技テス
ト等担当教員の指定した方法によります。通年科目で前・後期とも試験が行われる科目については、前・後
期試験とも受験した者に限り評価します。

〔得点と評価〕
１００～９０点　 ＡＡ
８９～８０点　 Ａ　　　　

合　格（単位修得）
７９～７０点　 Ｂ
６９～６０点　 Ｃ
５９点以下　 Ｄ　　　
試験欠席　 Ｋ　　　　不合格
失　　格　 Ｓ
 無効（休学） Ｍ　　　　※GPAの算定対象外

②学期末または学年末の得点により合格した科目の単位を認定します。

③成績について
　学生ポータルから各自で確認してください。成績開示の時期については、試験時間割と同時に配布する「試
験に関する注意」を確認してください。
　
④成績評価に関する問い合わせについて
　成績評価基準及びシラバスに定める成績評価方法に照らし、成績評価について、具体的な根拠に基づく確
認事項がある場合には、「成績に関する問い合わせ願」を提出することができます。定められた期日までに
教務課に提出してください。この期日を過ぎた場合、問い合わせは一切受け付けられません。
　なお、この問い合わせは、成績評価の確認を依頼するためのものであり、教員に対して評価への異議また
は再考を申し出るものではありません。
　以下のような理由による「成績に関する問い合わせ願」の提出は受け付けることができません。
１ ． 評価の再考を求めるもの
２ ． 他の履修者と対比のうえ不満を訴えるもの
３ ． 具体的な問い合わせ内容の記載のないもの
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成績評価「Ｓ（失格）」について
　以下の者は、当該科目担当者の判断に基づき当該科目の成績評価を「失格」とします。

①　出席が講義回数の ３分の ２に満たない者
　�　公欠を除く欠席が講義回数の ３分の １を超えた者は、定期試験を受験しても「Ｓ（失格）」となり
単位が修得できません。授業を休むと授業内容が理解できないので、休んだ後は、担当教員の指導を
受けてください。なお体育科目においては、 ５分の １を超えた者は、「Ｓ（失格）」となります。

②　成績評価に必要なレポート等を提出しなかった者
　�　与えられた課題は必ず取り組み、期限内に提出してください。期限を過ぎると評価されず、出席回
数を満たしていても「Ｓ（失格）」となります。

③　不正行為をした者
　・�出席カードを不正入手したり悪用したと判断できる者は「Ｓ（失格）」となります。また、これら
の行為に協力した学生も「Ｓ（失格）」となる場合があります。

　・�他人のレポートを書き写したり、データをコピーした場合は不正行為とみなされます。協力した学
生も不正行為とみなされます。

④　その他
　・携帯電話の使用や飲食など学習意欲がないとみられる場合
　・私語や途中入退室など担当教員や他の学生に迷惑をかける場合
　・当該科目担当教員の必要な指示に従わなかった場合

※①②の場合は、成績表に「失格」を表記することにより通告します。
※�③④の場合は、担当教員及び教務委員会が本人に対して失格を伝えます。学生は、異議があれば失格の連
絡後 １週間以内に異議申し立てを行うことができます。異議申し立てがあった場合は、担当教員、学生、
教務委員会の三者で事実確認を行います。失格確定後、教務委員会は本人に対して（内容によっては保証
人にも）事実経過を報告します。悪質な場合は懲戒処分（訓告、停学、退学）となることがあります。

ＧＰＡについて
　学生の学習意欲を高めるとともに、適切な学修指導に資することを目的として、グレードポイントアベ
レージ（以下「ＧＰＡ」という）を算出する制度を定めています。
　「ＧＰＡ」とは、各授業科目の成績得点（満点を１００点、合格最低点を６０点とした尺度）について、次の
式により求めた値（グレードポイント。以下「ＧＰ」という）を付与して算出する履修科目の成績平均値を
いいます。
ＧＰの算出方法
　ＧＰ＝（得点－５２）/１０　（ただし、成績得点＜６０＝０．０とする）
ＧＰＡの算出方法
　学期ＧＰＡ＝（当該学期の履修科目のＧＰ×当該科目の単位数）の総和／当該学期の履修総単位数
　年度ＧＰＡ＝（当該年度の履修科目のＧＰ×当該科目の単位数）の総和／当該年度の履修総単位数
　累積ＧＰＡ＝（全在学期間の履修科目のＧＰ×当該科目の単位数）の総和／全在学期間の履修総単位数

　また、ＧＰＡの算出の対象科目は、卒業要件に算出される全ての科目であり、次に挙げるものです。ただ
し、本学以外で修得した単位および資格取得による単位認定は除きます。
⑴単位が認定された科目
⑵不合格（評価＝Ｄ）となった科目
⑶�履修を届け出たが、定期テストを欠席（評語＝Ｋ）した、もしくは、定期テストの受験資格なし等（評価
＝Ｓ）に該当して、単位認定がされなかった科目
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※ ５段階の評価でなされた成績評価をＧＰに換算する場合は、成績の評価を、次の成績得点に読み替えます。

評価 評価内容 成績得点
ＡＡ 到達目標をほぼ完全に達成している 95
Ａ 到達目標を相応に達成している 85
Ｂ 到達目標を相応に達成しているが、不十分な点がある 75
Ｃ 到達目標の最低限は満たしている 65
Ｄ 到達目標の最低限を満たしていない －

退学勧告について
　直前の学期のGPAが ４期連続して１．０未満の場合、演習指導教員による面談で「警告」を行い、「警告」
を受けた直後の学期のGPAが１．０未満となった場合、演習指導教員と学部長の面談で「退学勧告」を行う場
合があります。なお、休学や健康上の理由等から、やむを得ずGPAの数値基準を満たすことができなかっ
た場合は、上記の期から除外します。

保健師教育課程（看護学部）について
　保健師教育課程は、保健師国家試験受験資格を取得するための選択課程です。保健師教育課程を修了した
学生は、看護師国家試験受験資格に加え、保健師国家試験の受験資格が得られます。
　保健師国家試験受験資格に必要な科目の履修は 1年次前期から始まります。履修を希望する可能性がある
学生は計画的に履修してください。保健師教育課程の履修にあたっての追加費用は発生しませんが、教科書
や実習費用が追加で必要となります。
１）保健師教育課程を選択する上で求められる姿勢
　�　看護師教育課程の履修と並行して進みますので、保健師を志望する動機とともに、計画性と自主的に学
修を進める積極性、十分な自己健康管理能力が求められます。
２）ガイダンス・履修相談について
　�　保健師教育課程の履修については、適宜ガイダンスを設けます。選抜試験申請書の提出に関する説明は
2年次に行いますので、履修を希望する学生は必ず受けてください。

　�　保健師教育課程の履修に関する相談は、公衆衛生看護学担当教員が随時受け付けています。
３）履修時期と履修科目
　�　保健師教育課程は、 2年次後期に「疫学Ⅱ」を履修したのち、選抜試験に合格した学生が、保健師国家
試験受験に必要な科目を卒業までに履修していきます。 3年次前期から講義が始まり、 4年次前期に「公
衆衛生看護学実習」を行います。
　�　保健師教育課程を選択する学生は、卒業要件の129単位に加え、「公衆衛生看護学」に配置されている
6科目14単位以上を修得する必要があります。
４）養護教諭二種免許の取得を希望する際の注意点
　�　養護教諭二種の取得（114ページ）を希望する場合は、以下の教養科目を履修する必要があります。 1
年次に履修してください。
　⑴「体育実技Ａ・Ｂ」または「健康とスポーツ」を 2単位
　⑵「日本国憲法」を 2単位
５）選抜申請要件
　　 2年次後期に実施する選抜試験の受験は、次の 2つの条件をすべて満たしていることが条件です。
　⑴ 2年次後期に開講される「疫学Ⅱ」を履修していること
　⑵ 2年次後期までの必修科目、および選択必修科目すべての単位を修得していること
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６）選抜方法、選抜基準
　�　選抜試験申請書を提出した学生に対して、小論文および面接による試験を行い、別に定める評価基準に
基づいて、選考します。選抜試験の結果発表は 2年次後期終了後に行います。
７）選抜定員
　　選抜試験で基準点をみたす上位20名以内を選抜します。
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データサイエンス副専攻

　副専攻は、多様な科目からテーマに合致する授業科目を一つのまとまりを持った学問領域として体系的に
構成し、主体的な学びの機会を提供するものです。
　データサイエンスは、デジタル社会の「読み・書き・そろばん」と言われ、統計学やIT、数学、経営学
などさまざまな研究分野から成り立つ学問です。私たちは、社会生活のすべてのシーンでデータを使ってい
ます。この先も人工知能（AI）の助けを借りながら、社会活動のすべてがデータとして蓄積され、瞬時に
解析され、問題があればそれを発見し、対処していく必要があるでしょう。データサイエンスを扱うには、
理系の情報などの知見が必要ですが、人文社会系の学問も重要視されています。データサイエンス副専攻は、
文理融合を軸とし、これからの社会でよりニーズが高まるデータサイエンスのスキルを身につけることで、
さまざまなキャリアへの道を切り拓くことができます。

⑴　データサイエンス副専攻 学修の目的
1 ． 学部を問わず、卒業後の社会で必要とされるデータサイエンスの活用の基礎力を育成すること。
2 ． データサイエンスの進歩による社会の変化、技術の革新に対応する柔軟な力を養うこと。

⑵　データサイエンス副専攻の学修により期待される人物像
【経済学部】
現実の経済社会が直面する課題解決のための立案・評価には、証拠（エビデンス）に基づく政策立案
（EBPM：evidence-based policy making）が必要です。経済統計をはじめとする様々な客観的データを適
切に読み取り、経済理論にもとづいてデータを分析することで、課題の現状と解決の可能性を探っていくこ
とが可能となります。近年、データについての適切な読み取り方、分析の考え方・方法などは、経済・経営・
看護などの専門分野・研究対象に関わらず「データサイエンス」の理解と能力として共通化してきています。
経済学部の副専攻「データサイエンス」では、経済学の論理的・実証的な考え方に加えて、「データサイエ
ンス」の知識・技術の基本を習得し、データにもとづく様々な議論・検証に参加できる能力をもった人材の
育成を目指します。

【経営学部】
DX（デジタルトランスフォーメーション）推進のベースとなるのは、「データサイエンス」の素養であり、
それを担う専門家であるデータサイエンティストは、現代でもっとも需要が高い職業の一つとされています。
もちろんデータサイエンティストに必要とされる知識やスキルは、理系の技術のみならず、ビジネス・スキ
ルとデータ分析能力も必要になってきます。経営学部の副専攻「データサイエンス」では、データ分析能力
を持ったビジネス・パーソンを目指します。

【看護学部】
現代医療では、客観的エビデンスに基づくケアが常に求められています。看護の専門職は、対象個人のニー
ズを捉えて直接ケアする能力とともに、社会の人々が健康を維持・増進したり、疾病からの回復支援や悪化
させず共存していくための看護支援を創造する責務を担っています。看護学部副専攻「データサイエンス」
では、どのような援助がどのような事象をどの程度改善し、対象となる人々により効果的な看護を提供し得
るのか、データ解析が看護の本質の追究にもたらす意義の理解や、既存のデータを看護活動に応用できる基
礎的能力を備えた人材を育成します。

⑶　副専攻の修了要件等
　データサイエンス副専攻を修了するためには、所属する学部・学科が定める卒業の要件を充足した上で、
中級・上級科目 2単位を含む12単位以上を修得する必要があります。副専攻を修了した者には、副専攻修了
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証を交付します。交付を希望する者は、所定の手続きを教務課で行わなければなりません。

⑷　履修手続
　データサイエンス副専攻の対象科目のうち、所属する学部・学科において開設されている科目を履修する
場合、通常の手続きにより履修登録を行うものとする。
　所属する学部・学科に開設されていないデータサイエンス副専攻の対象科目を履修しようとする者は、授
業科目担当者の許可を得なければならない。

⑸　データサイエンス副専攻　教育課程〔2023年度以降入学者に適用〕

区分 科目名 単位 開講年次 開講する学部・学科

入門

情報リテラシーA ２ １ 全学部全学科
情報リテラシーB ２ １ 全学部全学科
統計学 ２ １ 全学部全学科
数学 ２ １ 全学部全学科
経済データ論 ２ １ 経済学部経済学科
特別講義
（データサイエンス関係科目）

２ １
経済学部経済学科・公共政策学科
経営学部スポーツ経営学科・経営情報学科

中級

経済統計論 ２ ２ 経済学部経済学科・公共政策学科
計量経済分析 ２ ２ 経済学部経済学科

ビジネス表計算 ２ ２
経済学部経済学科
経営学部スポーツ経営学科・経営情報学科

データ科学 ２ ２ 経営学部スポーツ経営学科・経営情報学科
データ分析Ⅰ ２ ２ 経営学部経営情報学科
医療情報統計学 ２ ２ 看護学部看護学科
医療情報統計学演習 ２ ２ 看護学部看護学科
特別講義
（データサイエンス関係科目）

２ １
経済学部経済学科・公共政策学科
経営学部スポーツ経営学科・経営情報学科

上級

データ分析Ⅱ ２ ３ 経営学部経営情報学科
データ解析 ２ ３ 経営学部経営情報学科
特別講義
（データサイエンス関係科目）

２ １
経済学部経済学科・公共政策学科
経営学部スポーツ経営学科・経営情報学科
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データサイエンス カリキュラムマップ　経済学科
入門科目(講義) 中級科目(Excel) 上級科目(Excel & SPSS)

学科
後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

赤字は必修科目
太字 ：主専攻科目(人文科学系) 細字 ：他学部他学科科目(人文科学系)

太字 ：主専攻科目(理工系) 細字 ：他学部他学科科目(理工系)

専門科目
3年次 4年次

教養または専門科目

データ解析データ分析Ⅰ

統計学

数学

経済学科

データ分析Ⅱ

1年次
前期

経済データ論

2年次

経済統計論

ビジネス表計算

情報リテラシーA

情報リテラシーB

データ科学

計量経済分析

医療情報統計学

医療情報統計学演習

データサイエンス カリキュラムマップ　公共政策学科
入門科目(講義) 中級科目(Excel) 上級科目(Excel & SPSS)

学科
後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

赤字は必修科目
太字 ：主専攻科目(人文科学系) 細字 ：他学部他学科科目(人文科学系)

太字 ：主専攻科目(理工系) 細字 ：他学部他学科科目(理工系)

前期

データ分析Ⅰ データ分析Ⅱ データ解析

教養または専門科目 専門科目
1年次 2年次 3年次 4年次

情報リテラシーA

データ科学
医療情報統計学

医療情報統計学演習

統計学

公共政策
学科

計量経済分析
情報リテラシーB

ビジネス表計算

数学

経済データ論 経済統計論
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データサイエンス カリキュラムマップ　経営情報学科
入門科目(講義) 中級科目(Excel) 上級科目(Excel & SPSS)

学科
後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

赤字は必修科目
太字 ：主専攻科目(人文科学系) 細字 ：他学部他学科科目(人文科学系)

太字 ：主専攻科目(理工系) 細字 ：他学部他学科科目(理工系)

前期

経済統計論経済データ論統計学

数学

教養または専門科目 専門科目
1年次 2年次 3年次 4年次

経営情報
学科

計量経済分析

情報リテラシーA

情報リテラシーB

ビジネス表計算

データ科学

データ分析Ⅱ データ解析

医療情報統計学

医療情報統計学演習

データ分析Ⅰ

データサイエンス カリキュラムマップ　スポーツ経営学科
入門科目(講義) 中級科目(Excel) 上級科目(Excel & SPSS)

学科
後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

赤字は必修科目
太字 ：主専攻科目(人文科学系) 細字 ：他学部他学科科目(人文科学系)

太字 ：主専攻科目(理工系) 細字 ：他学部他学科科目(理工系)

経済データ論 経済統計論

教養または専門科目 専門科目
1年次 2年次 3年次 4年次

前期

数学

統計学

スポーツ
経営学科

計量経済分析

情報リテラシーA

情報リテラシーB

ビジネス表計算

データ科学

データ分析Ⅰ データ分析Ⅱ データ解析

医療情報統計学

医療情報統計学演習
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データサイエンス カリキュラムマップ 看護学科
入門科目(講義) 中級科目(Excel) 上級科目(Excel & SPSS)

学科
期後期前期後期前期後期前期後

赤字は必修科目
太字 )系学科文人(目科科学他部学他：字細)系学科文人(目科攻専主：

太字 )系工理(目科科学他部学他：字細)系工理(目科攻専主：

前期

数学

統計学 経済データ論 経済統計論

教養または専門科目 専門科目
次年4次年3次年2次年1

看護学科

計量経済分析

情報リテラシーA

情報リテラシーB

ビジネス表計算

データ科学

データ分析Ⅱ データ解析

医療情報統計学

医療情報統計学演習

データ分析Ⅰ
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就職・資格取得支援科目／自由科目について

　「就職・資格取得支援科目」・「自由科目」は、学生が主体的に学ぶ意欲を評価することを目的として、多
様な学修成果を単位認定するものです。これらはあくまでも希望にしたがって履修するものですが、自己啓
発の機会ととらえ、積極的に取り組んでください。

１ 　教職課程科目・社会福祉士課程科目
　教職課程科目および社会福祉士課程科目は、「就職・資格取得支援科目」の区分で認定されます。詳細は、
「教員養成課程履修要項」、「社会福祉士課程履修要項」のページで確認してください。
　社会福祉士課程科目は、当該課程の履修を申し込んだ者に限り受講できます。入学年度や学科により受講
できないこともありますので注意してください。

２ 　資格自己研修
　在学中に次に掲げる各実務検定試験に合格した場合、一定水準以上の学修をおさめたものとして単位を認
定します。
１）単位を認定することができる学修（次ページの表）
２）手続方法
　　�　在学中に １）の実務検定試験などに合格した場合は、合格証書等の原本を持参して、「単位認定申請
書」を教務課に提出してください。

３）申請期間
　毎年 ７月末（卒業年次生は ８月末）までの申請・・・前期末に認定
　毎年 １月末（卒業年次生は ２月末）までの申請・・・後期末に認定
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学修の種類 検定主催者 認定科目 単位 備　　考

英語に関する各検定試験

検定英語（ａ― １） 2 CEFR B 1（別表参照、以下同じ）

検定英語（ａ― ２） 2 CEFR B 2

検定英語（ａ― ３） 2 CEFR C 1 以上

中国語に関する各検定試験

検定中国語（ａ― １） 2 CEFR A 1

検定中国語（ａ― ２） 2 CEFR A 2

検定中国語（ａ― ３） 2 CEFR B 1 以上

日本語能力検定 １級
（公財）日本国際教育支援
協会
（独）国際交流基金

検定日本語（ｎ― １） 2

日本漢字能力検定 ２級
（公財）日本漢字能力検定
協会

検定漢字（ ３） 2

日本漢字能力検定準 １級 検定漢字（ ４） 2

日本漢字能力検定 １級 検定漢字（ ５） 2

日商簿記検定試験 ３級

日本商工会議所

日商簿記検定 ３級 2 検定試験対応科目：「簿記入門」
「初級簿記」

日商簿記検定試験 ２級 日商簿記検定 ２級 2 検定試験対応科目：「中級簿記Ⅰ・
Ⅱ」「原価計算Ⅰ・Ⅱ」「簿記演習」

日商簿記検定試験 １級 日商簿記検定 １級 2

ITパスポート試験

（独）情報処理推進機構

ＩＴパスポート 2

情報セキュリティマネジメント試験 情報セキュリティマネジメント 4

基本情報技術者試験 基本情報技術者 4

3 級ファイナンシャル・プランニ
ング技能検定

（一社）金融財政事情研究
会 ファイナンシャル・プランナーⅠ 2 検定試験対応科目：「金融リテラ

シー」
2級ファイナンシャル・プランニ
ング技能検定

（一社）金融財政事情研究
会 ファイナンシャル・プランナーⅢ 2

リテールマーケティング（販売士）
２級 日本商工会議所

販売士（ 1） 2

リテールマーケティング（販売士）
１級 販売士（ 2） 2

経済学検定試験Ｂランク

日本経済学教育協会

経済学検定（ 1） 2

経済学検定試験Ｂ+ランク 経済学検定（ 2） 2

経済学検定試験Ａランク 経済学検定（ 3） 2

マネジメント検定試験Ⅲ級 （一社）日本経営協会 経営学検定初級 2 検定試験対応科目：「経営学」

岐阜県コミュニティ診断士 コミュニティ診断士 1 「まちづくり実践論」を受講し、実習
と試験を受けて合格すると資格取得

各種スポーツ指導者等 別表3．の認定科目 別表3．から１２単位の範囲内で認定

介護福祉士 （公財）社会福祉振興・試
験センター 介護福祉士 4

ビジネス能力検定ジョブパス ２級 （一財）職業教育・キャリ
ア教育財団

ビジネス能力検定 ２級 2

ビジネス能力検定ジョブパス １級 ビジネス能力検定 １級 2

MOS Word（一般）

Microsoft

MOS Word（一般） 1

MOS Excel（一般） MOS Excel（一般） 1

MOS PowerPoint（一般） MOS PowerPoint（一般） 1

Webクリエイター能力認定試験
（スタンダード） サーティファイ Web利

用・技術認定委員会

Webクリエイター
（スタンダード） 2

Webクリエイター能力認定試験
（エキスパート）

Webクリエイター
（エキスパート） 2

統計検定 １級「統計数理」

（一財）統計質保証推進協
会

統計検定 １級「統計数理」 2

統計検定 １級「統計応用」 統計検定 １級「統計応用」 2

統計検定準 １級 統計検定準 １級 2

統計検定 ２級 統計検定 ２級 2

※入学後、自己研鑽で取得した資格に限る。

※語学に関する資格は、母語とする者を除く。
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別表１． 英語　CEFRと各資格・検定試験との対照表

CEFR ケンブリッジ
英語検定

実用英語
技能検定 GTEC IELTS TEAP TEAP 

CBT
TOEFL 
iBT

TOEIC 
L&R

C 2 200〜 8.5〜9.0 6 950〜990

C 1 180〜199 1 級
2304～3299 1350～1400 7.0〜8.0 375〜400 800 5 ～5.5 870〜949

B 2 160〜179 準 1 級
1980～2599 1180～1349 5.5〜6.5 309〜374 600〜795 4 ～4.5 740〜869

B 1 140〜159

2 級
1728～2299
準 2級プラス
1950～2500

930～1179 4.5〜5.4 225〜308 420〜595 3 ～3.5 550〜739

A 2 120〜139

準 2級プラス
1550～1949
準 2 級
1400～1949

680～929 4.0〜4.5 135〜224 235〜415 2 ～2.5 421〜549

A 1 100〜119 3 級
1400～1699 206～679 1 ～1.5 120〜420

ケンブリッジ英語検定：ケンブリッジ大学英語検定機構主催
実用英語技能検定：公益財団法人日本英語検定協会主催
GTEC：ベネッセコーポレーション・Berlitz Corporation・ELS Educational Services主催
IELTS：ブリティッシュ・カウンシル、ケンブリッジ大学英語検定機構、IELTS Australia主催
TEAP，TEAP CBT：公益財団法人日本英語検定協会主催
TOEFL iBT：試験作成はETS、日本事務局はETS Japan
TOEIC L&R：一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会主催
備　考：�CEFR（Common European Framework of Reference for Languages : Learning, teaching, 

assessment：外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠）について
　　　　�CEFRは、語学シラバスやカリキュラムの手引きの作成、学習指導教材の編集、外国語運用能力の

評価のために、透明性が高く、分かりやすい、包括的な基盤を提供するものとして、２０年以上にわ
たる研究を経て、２００１年に欧州評議会が発表した。

別表２． 中国語　CEFRと各資格・検定試験との対照表

CEFR 中国語検定 HSK
C ２ １ 級
C １ 準 １ 級 ６ 級１８０点以上
B ２ ２ 級 ５ 級１８０点以上
B １ ３ 級 ４ 級
A ２ ４ 級 ３ 級
A １ 準 ４ 級 ２ 級

中国語検定：一般財団法人日本中国語検定協会主催
H S K：中国政府教育部孔子学院総部／国家漢弁主催の漢語水平考試（Hanyu Shuiping Kaoshi）
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別表3．「各種スポーツ指導者等」

学 修 の 種 類 認　定　科　目 単位 備　　　　考

各種コーチ 1・各種コーチ 2 （注 1） コーチⅠ 2

（公財）日本スポーツ協会

各種コーチ 3・各種コーチ 4 （注 1） コーチⅡ 2

各種教師 （注 1） 教師 2

スポーツプログラマー スポーツプログラマー 2

ジュニアスポーツ指導員 ジュニアスポーツ指導員 2

アシスタントマネジャー アシスタントマネジャー 2

サッカー指導員（Ｃ級）（注 2） サッカーＣ級コーチ 2
（公財）日本サッカー協会

サッカー指導員（Ｂ級）　 サッカーＢ級コーチ 2

レクリエーション・インストラクター（注 3） レクリエーションインストラクター 2

（公財）日本レクリエーション協会
スポーツ・レクリエーション指導者（注 4） スポーツレクリエーション指導者 2

レクリエーション・コーディネーター レクリエーションコーディネーター 2

福祉レクリエーションワーカー 福祉レクリエーションワーカー 2

中級パラスポーツ指導員 パラスポーツ指導員 2 （公財）日本パラスポーツ協会

トレーニング指導者 トレーニング指導者 2 日本トレーニング指導者協会

フィットネスクラブ・マネジメント技能士 フィットネスクラブ・マネジメント技能士 2 日本フィットネス産業協会

（注 １）「各種コーチ １・各種コーチ ２」、「各種コーチ ３・各種コーチ ４」および「各種教師」はそれぞれ １種目まで認定する。
（注 ２）�サッカー指導員Ｃ級取得者で本学授業科目を基礎として資格を取得した者について「サッカーＣ級コーチ」の単位を認定しない。
（注 ３）�レクリエーション・インストラクター取得者で本学授業科目を基礎として取得した者について「レクリエーションインストラク

ター」の単位を認定しない。
（注 ４）�スポーツ・レクリエーション指導者取得者で本学授業科目を基礎として取得した者について「スポーツレクリエーション指導者」

の単位を認定しない。

3 　公務員講座
　公務員講座の各科目は、後述する（P119）PAC講座の公務員コース・教員コースのカリキュラムに含ま
れます。
　「教養講座数学」は、公務員を目指す人が試験対策として一般知識を身につけるためのもので、「教養講
座論文・専門記述」は、公務員コースを目指す人のための試験対策講座です。
　

授業科目 単位数 開講年次 備考
公務員基礎講座Ⅰ 2 3 文章理解・資料解釈
公務員基礎講座Ⅱ 2 3 数的処理
公務員基礎講座Ⅲ 2 3 政治
教養講座数学 2 2
教養講座論文・専門記述 2 3
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4 　他学部・他学科科目
　所属する学部、学科以外の開講科目を履修することができます。他学部・他学科科目は各学期の登録可能
単位数に含まれます。
１）次の条件に合う科目は他学部・他学科科目の履修申請をすることができます。
　・自分と同じ入学年度の他学部・他学科生に開講され、自分の学年以下に配当されている。
　・所属学科で類似科目を開講していない。
　・人数制限のある科目の場合は受け入れ人数に余裕がある。
２）手続期間　前・後期とも履修登録・修正期間と同じ。
３）手続方法　教務課にある「他学部・他学科科目履修願」を提出し、許可発表を確認してから受講する。

5 　他大学科目
　他の大学または短期大学等において修得した単位は、資格自己研修により認定された単位を含め、６０単位
を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したとみなすことができます（学則第２７条）。本
学への転・編入学前に修得した単位、本学協定大学への留学中に修得した単位、「ネットワーク大学コンソー
シアム岐阜」の「単位互換科目」の履修により修得した単位などがこれにあたります。
　他大学などで履修したい科目があり、本学での単位認定を希望する場合は、あらかじめ教務課窓口で相談
してください。

「ネットワーク大学コンソーシアム岐阜」が開講する「単位互換科目」について
　岐阜県内の大学等が参画する「ネットワーク大学コンソーシアム岐阜」が開講する「単位互換科目」を履修し、単位を
修得すれば、本学の単位として認定されます。

【県内２5大学・短大等が提供する単位互換科目】
・受講料は無料です。ただし、実習費等が必要となる科目や受講者が制限（女子のみなど）される科目があります。
・この制度のもとで登録する単位数は、所属学部で年次別に定められている登録可能単位数に含まれます。
・�他大学等で履修した授業科目名または授業内容、および単位数が本学開設授業科目と同一のものとみなされた場合、本
学授業科目において単位認定を受けられることがあります。
・�本学開設授業科目にない授業内容で、教育上有益と判断された授業科目については「自由科目群」で単位認定を受ける
ことができます。
１）出願方法
　履修登録の修正期間までに教務課にご相談ください。
２）受講方法
　受講方法は、対面授業・eラーニングの ２方式があります。
　eラーニングを実施している科目は学内や自宅のパソコンで随時受講できます。
　（本学が提供する単位互換科目は、原則として対面授業での受講となります）
【共同授業】
「ネットワーク大学コンソーシアム岐阜」が開講する「共同授業」は、外部の著名講師を交えた大学の講義を、対面授業・
eラーニングの ２方式により提供するもので、「コンソーシアム特殊講義Ａ・Ｂ」として ４単位まで認定されます。「コ
ンソーシアム特殊講義Ａ・Ｂ」は、各学期の履修登録可能単位数に含まれます。（出願・受講方法の詳細は、教務課で確
認してください。）

　共同授業及び単位互換科目の詳細（単位互換科目一覧、科目開設大学など）については、
　「ネットワーク大学コンソーシアム岐阜」のWebページhttps://www.gifu-uc.jpで確認してください。

【放送大学が提供する単位互換科目】
・受講料は １科目（ ２単位）１１，０００円です。
・この制度のもとで登録する単位数は、所属学部で年次別に定められている履修登録可能単位数に含まれます。
・出願・受講方法の詳細は、教務課で確認してください。
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資格について

　本学で開講されている科目を履修し、単位を修得することによって教育職員免許状取得をはじめ様々な資
格を得るための道が開かれています。自分の興味・関心・将来の夢にあわせて様々な講義を聞き、たくさん
の単位を修得することにより、変化の激しい時代に可能性を広げていくことができます。自分の将来像を思
い描きながら、計画的に履修するように心がけましょう。
　※資格についての情報は２０２6年 ３ 月現在のものです。詳細は、関連ホームページなどで必ず確認してくだ
さい。

Ⅰ　本学の科目の単位を修得することにより取得できる資格
　　◎学科を卒業すれば取得できる
　　○定められた科目を履修すれば取得できる
　　△他学部・他学科の定められた科目を履修すれば取得できる（予め教務課に届出が必要です。P83・107参照）

学部 経済学部 経営学部

学科
資格名

経　　済 公共政策
スポーツ
経　　営

経営情報

教育職員免許状
（取得できる教科と免許の
種類・右記以外も可　注 １）

中学校教諭一種 社会○ 社会○ 保健体育○

高等学校教諭一種 公民○
商業○

公民○
福祉○

保健体育○
商業○

商業○
情報○

レクリエーション・インストラクター △ △ ○ △

スポーツ・レクリエーション指導者 ○

初級パラスポーツ指導員 △ △ ○ △

日本サッカー協会公認指導者（Ｃ級） ○

スポーツコーチングリーダー ○

社会福祉士　国家試験受験資格 ○

社会福祉主事　任用資格　注 ２ ○ ○ ○ ○

児童指導員　任用資格　注 ２ ○ ◎（社会福祉士課程） ○ ○

児童福祉司　任用資格　注 ２ ○（社会福祉士課程）

知的障害者福祉司　任用資格　注 ２ ○

注�１ ：他学部・他学科の科目を履修することにより、他学科で挙がっている資格を取得できる
ことがあります。
注�２ ：任用資格は、公務員として採用された後で、特定の業務に任用されるときに必要となる
資格で、任用されて初めてその資格を名乗ることができます。「資格取得手続き」はありま
せん。任用資格は、大学などで必要な科目を履修すれば取得できる場合がほとんどで、公務
員としてその仕事に就いて初めて活かすことができます。

　看護学部の卒業要件となる科目を履修し、単位を修得することによって看護師国家試験受験資格を取得す
ることができます。
　保健師教育課程履修者は、卒業要件となる科目の単位修得に加え、保健師教育課程の単位を修得すること
により保健師国家試験受験資格を取得できます。また、保健師免許取得後に養護教諭二種や第一種衛生管理
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者の資格を申請によって取得することができます。ただし、養護教諭二種は、卒業要件や保健師教育課程の
科目外にも履修が必要な科目がありますので、資格取得を希望する人は確実に履修してください。

資　格　名 取得の可否

看護師国家試験受験資格 〇
保健師国家試験受験資格 〇（履修者のみ）
養護教諭二種　＊ 1 〇（履修者のみ）
第一種衛生管理者　＊ 2 〇（履修者のみ）

　＊ 1　保健師免許取得後、各自治体の教育委員会に必要書類を提出することで取得できます。
　＊ 2　保健師免許取得後、各自治体の労働基準監督署に必要書類を提出することで取得できます。

◯単：就職・資格取得支援科目群で単位認定される資格
◯講：本学のキャリア支援課で資格講座・検定試験直前対策講座がある資格

資格名称 教育職員免許状（中学校教諭一種免許状、高等学校教諭一種免許状）　〈都道府県教育委員会〉

資格の説明 公立の高等学校、中学校の教員になるには各都道府県および政令指定都市が実施する採用試
験に合格しなければならないが、採用試験を受けるためには高等学校教諭免許、中学校教諭
免許が必要となる。高等学校教諭、中学校教諭には専門科目があり、取得した免許に記載さ
れた科目を教える。その他、学校行事、生徒指導、進路指導などを通して子どもたちを育成
する、やりがいと責任のある仕事。

取得方法 所定の単位を修得して卒業すると得られる。詳細は「教員養成課程」（P123～）参照。

取得後の
進路・職業

高等学校の教員、中学校の教員、民間の教育関連企業

資格名称 レクリエーション・インストラクター　〈公的資格〉

認定機関 （公財）日本レクリエーション協会

資格の説明 さまざまな遊びのメニューと、技術を持ち、楽しさの体験を多くの人に提供する「レクリエー
ション」に興味・関心を持つ人の入門的な資格。

取得方法 次の条件を満たした後、後期の所定期間に教務課にて申請手続きをする。（申請時に資格登
録費用が必要で、資格取得後も登録費用が必要。）
①～④の条件を全て満たすこと
①必修科目
「生涯スポーツ論」（この資格の詳細について、授業中に説明があります。）
②以下から ２科目
「レクリエーション演習」「体育実技Ａ（レク・スポーツ）」「体育実技Ｂ（レク・スポーツ）」
③以下から １科目
「教育実習・教育実習指導Ⅰ（またはⅡ）」「ソーシャルワーク実習Ⅰ（またはⅡ）」「インター
ンシップＡ」など。
④【事業参加】を ２回以上
日本レク協会、都道府県レク協会、市区町村レク協会加盟種目団体等の関係する事業に参加
する。

取得後の
進路・職業

コミュニケーション能力を高めることができるので、教職や福祉関係に限らず、さまざまな
職種への就職に有効。



－ 110 －

資格名称 スポーツ・レクリエーション指導者　〈公的資格〉

認定機関 （公財）日本レクリエーション協会

資格の説明 スポーツを活用したレクリエーション活動を通じて、運動に親しんでいない人たちを含め、
だれもがスポーツ・レクリエーションを継続的に楽しめる場をクリエイトする。

取得方法 「レクリエーション・インストラクター」の取得要件に加え、「レクリエーション演習」の
単位を修得し、申請をすることで取得可能。

取得後の
進路・職業

教育や福祉、スポーツ、地域づくりなど、様々な場面での活用が可能。

資格名称 初級パラスポーツ指導員　〈民間資格〉

認定機関 （公財）日本パラスポーツ協会（「パラリンピック」を開催している団体）

資格の説明 障がい者の障がい内容に基づいた活動上の健康や安全管理を重視し、スポーツの喜びや楽しさを
理解させる活動を行う。特に初心者に対してスポーツとの出会いの機会を作ることが重要な業務。

取得方法 「障害者スポーツ演習」を修得後、教務課にて必要な申請手続きを行う。申請時期は掲示で
周知する。（申請時に申請手数料が必要で、資格取得後も毎年登録料が必要）

取得後の
進路・職業

この資格を取得し、この分野でのボランティア活動を経て、障がい者スポーツセンターでの
就職などに有効。

資格名称 日本サッカー協会　公認指導者（C級）　〈公的資格〉

認定機関 （公財）日本サッカー協会（JFA）

資格の説明 最上位は公認Ｓ級コーチ、以下Ａ級～Ｄ級が存在する。Ｃ級、Ｄ級は、主に（ジュニアユー
ス＝中学生）、（ジュニア＝小学生）などの普及・育成活動（少年少女サッカー教室など）の
指導員として活動する。Ｄ級は初心指導者を対象としているので、サッカー選手経験者はＣ
級から受講することが多い。
Ｃ級の講習内容は、⑴基礎理論（講義）１３時間⑵実技２２時間⑶指導実践 ６時間⑷筆記テスト
１時間⑸通信教育 ８時間

取得方法 「サッカーＣ級コーチ演習」（ 1年次開講）のシラバス参照

取得後の
進路・職業

JFAに登録後は、登録指導者の専用サイト「JFAコミュニティ」が利用でき、「コーチ・
スクエア」を通じて指導者を求めているチームを探すことができる。

資格名称 スポーツコーチングリーダー　〈公的資格〉

認定機関 （公財）日本スポーツ協会

資格の説明 地域におけるスポーツグループやサークル等において、上位資格者を補佐する者として、基
礎的なスポーツ指導や運営にあたるための資格。

取得方法 スポーツ経営学科の学生は、所定の科目（「コーチング論」「スポーツ原論」「スポーツ科学概
論」）の単位を全て修得し、検定試験に合格することで資格取得できる。さらに「トレーニ
ング論」「地域スポーツ論」の単位を修得し、検定試験に合格することで共通科目Ⅲ修了と
なる。

取得後の
進路・職業

・地域のスポーツグループやサークル等
・�卒業後に各自で専門科目の講習を受け、検定試験に合格することにより、ジュニアスポー
ツ指導員、競技別指導者資格（コーチ １）の資格取得ができる。
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資格名称 アシスタントマネジャー　〈公的資格〉

認定機関 （公財）日本スポーツ協会

資格の説明 総合型地域スポーツクラブ等において、クラブ会員が充実したクラブライフを送ることがで
きるよう、クラブマネジャーを補佐し、クラブマネジメントの諸活動をサポートするための
資格。

取得方法 所定の科目（「スポーツ経営論」「スポーツクラブ経営論」）の単位を全て修得し、検定試験
に合格することで資格取得できる。

取得後の
進路・職業

総合型地域スポーツクラブ等

資格名称 キャンプインストラクター　〈民間資格〉

認定機関 （公財）日本キャンプ協会

資格の説明 キャンパーと直に接しながら、プログラム等の指導を行う。

取得方法 本学スポーツ経営学科開講科目である「野外活動（キャンプ）」を修得し、申請することに
より資格取得できる。

取得後の
進路・職業

アウトドアに関する仕事、キャンプを運営する施設など

資格名称 トレーニング指導者　〈民間資格〉

認定機関 日本トレーニング指導者協会

資格の説明 対象や目的に応じて、科学的根拠に基づく適切な運動プログラムを作成・指導するために必
要な知識を習得したことを証明するものであり、スポーツ選手や一般人を対象としたトレー
ニング指導の専門家として活動するための基礎資格。

取得方法 以下のすべての科目の単位を修得することにより、認定試験の受験資格が得られる。
「スポーツ科学概論」、「生理学・運動生理学」、「スポーツ心理学」、「トレーニング論」、「ト
レーニング演習（フィジカル）」

取得後の
進路・職業

チーム専属のトレーニングコーチ、アスリートのパーソナルトレーナー、フィットネスクラ
ブの運動指導者、学校の教員として部活動の指導

資格名称 社会福祉士　国家試験受験資格　〈国家資格〉

資格の説明 身体上もしくは精神上の障がいがある人、または環境上の理由により日常生活を営むことに
支障がある人の福祉に関する相談に応じ、適切な助言、指導、その他の援助を行う。

取得方法 公共政策学科の学生のみ取得可能。本学の社会福祉士課程を履修し必要な単位を修得すると、
社会福祉士国家試験受験資格を得ることができる。
詳細は「社会福祉士課程履修要項」（P157～）。

取得後の
進路・職業

福祉事務所、都道府県等の社会福祉部門担当、福祉施設や児童相談所、医療機関等で相談業
務にあたる。
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資格名称 社会福祉主事　任用資格　P108　注 ２

資格の説明 行政機関や福祉施設で保護や援助が必要な人に、相談や指導・援助を行う福祉関係の仕事の
採用条件とされることが多い。
「社会福祉主事任用資格証明書」発行可（教務課）

取得方法 以下から ３科目以上修得する。
「社会福祉の原理と政策Ⅰ・社会福祉の原理と政策Ⅱ」、「ソーシャルワークの基盤と専門
職Ⅰ・ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅱ（専門）・ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ・ソー
シャルワークの理論と方法Ⅱ・ソーシャルワークの理論と方法Ⅲ（専門）・ソーシャルワー
クの理論と方法Ⅳ（専門）」、「地域調査法」、「福祉サービスの組織と経営」、「社会保障
論Ⅰ・Ⅱ」、「児童・家庭福祉論」、「障害者福祉論」、「高齢者福祉論」、「地域福祉と包括
的支援体制Ⅰ・Ⅱ」、「法学」、「経済学」、「経済政策」、「心理学」、「社会学」、「倫理学」、
「医学一般」、「介護概論」、「民法」、「行政法」
「　」内の科目は全て履修して、 １科目とカウントする。
「地域福祉と包括的支援体制Ⅰ・Ⅱ」、「社会政策・労働経済論」については、どちらか １
科目でよい。両科目取得しても １科目とカウントする。

取得後の
進路・職業

福祉事務所のケースワーカー、社会福祉施設の指導員、社会福祉協議会の社会福祉活動専門
員など。

資格名称 児童指導員　任用資格　P108　注 ２

資格の説明 養護施設において児童の年齢、個性に応じた心身の発達をサポートし、主として生活、学習
の指導を行い、問題や障がいのある児童が社会に適応していくための手助けをする。
「児童指導員任用資格証明書」発行可（教務課）

取得方法 公共政策学科（社会福祉士課程）を修了すること、他学科、他コースの者は教員免許状を取
得すること等。

取得後の
進路・職業

公立や民間の児童養護施設、母子生活支援施設、児童自立支援施設、福祉型・医療型障害児
入所施設、児童発達支援事業、医療型児童発達支援事業など。

資格名称 児童福祉司　任用資格　P108　注 ２

資格の説明 児童相談所長の命を受け、児童の保護、その他児童の福祉に関する事項について相談に応じ、
専門的技術に基づいて必要な指導を行う等児童の福祉の増進に努める。社会福祉に対する世
間の関心が高まり、児童相談所への相談件数は増加傾向にある。児童福祉司の役割は今後ま
すます重要視されると考えられる。

取得方法 公共政策学科（社会福祉士課程）を修了し、厚生労働省令で定める指定施設において １年以
上実務経験を積む等。

取得後の
進路・職業

公務員試験に合格し、全国に約２００ヶ所ある児童相談所に配属されれば児童福祉司を名乗る
ことができる。

資格名称 知的障害者福祉司　任用資格　P108　注 ２

資格の説明 知的障害者の福祉に関する相談に応じ、また福祉事務所の所員に対して技術的指導を行う。
業務は幅広く、やりがいのある仕事。
「知的障害者福祉司任用資格証明書」発行可（教務課）

取得方法 厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修得して卒業する等。

取得後の
進路・職業

主な職場は、知的障害者更生施設、福祉事務所など。



－ 113 －

Ⅱ　本学の教育課程の中で、資格取得を支援するもの

資格名称 日商簿記検定試験 ２級単、日商簿記検定試験 ３級単講　〈公的資格〉

認定機関 日本商工会議所

資格の説明 簿記の知識は、経理事務や、財務会計部門に限らず、現在や将来の利益を計る財務諸表や企
業会計の法規を理解し、経営管理・経営分析を行うための基礎技能。

取得方法 授業科目の「簿記入門」「初級簿記」は ３級、「中級簿記Ⅰ・Ⅱ」「原価計算Ⅰ・Ⅱ」は ２級
に対応。これから簿記の勉強を始める場合は、「簿記入門」「初級簿記」から受講すること。

取得後の
進路・職業

この技能は、事業収支の分析や企画書の作成などさまざまなビジネスシーンで活用できる。
多くの企業が採用や人事異動の判断に活用し、取得を奨励している。

資格名称 消費生活相談員　 〈公的資格〉

認定機関 �独国民生活センター（内閣総理大臣認可）

資格の説明 国民生活センターや消費生活センターで消費生活に関する相談等にあたるための能力や資質
を公的に評価する資格。関連科目を履修しておくと受験に有利。

取得方法 試験の詳細はhttp : //www.kokusen.go.jp/

関連科目 経済学

取得後の
進路・職業

全国の消費者生活センターの専門相談員として、消費生活相談窓口を受け持ち、相談業務を
行う。資格認定の有効期間は ５年間。所定の手続きにより更新可能。

資格名称 競技別指導者資格、スポーツプログラマー単　〈公的資格〉

認定機関 （公財）日本スポーツ協会

資格の説明 ジュニアスポーツ指導員：地域スポーツクラブ等で、幼・少年期の子どもたちに遊びを通し
た身体づくり、動きづくりの指導を行う。
スポーツプログラマー：主として青年期以降の全ての人に対し、地域スポーツクラブなどに
おいて、フィットネスの維持や向上のための指導・助言を行う。
指導員、上級指導員：地域スポーツクラブや学校、商業スポーツ施設等で、競技別の専門的
な指導を行う。

取得方法 スポーツ経営学科の学生は、卒業により、財団法人日本スポーツ協会の公認スポーツ指導者
資格要件の「共通科目Ⅰ」＋「共通科目Ⅱ」が免除される。
卒業後、各自で「専門科目」の講習を受け合格することにより資格取得できる。指導者、上
級指導者の資格は、競技団体別に専門科目の受講条件や実施方法等が異なるので、詳細は各
中央競技団体へ確認のこと。

関連科目 スポーツ経営学科の各専門科目

取得後の
進路・職業

ボランティアとしてのスポーツ指導者といった意味合いが強いが、スポーツクラブなどへの
就職の際にも役立つ資格。取得後は、上級の資格へステップアップすることも可能。
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資格名称 看護師国家試験受験資格　〈国家資格〉

資格の説明 看護師は、傷病者や妊産婦の療養上の世話や診療の補助を行う医療専門職です。
“人を看る”という看護師独自の視点で観察や判断をし、対象者の生命と健康的な生活を支
えています。
病院だけではなく、様々な場所で生活する対象者の心理面も含めた援助を行うのが主な仕事
です。医療チームの一員として、専門的な知識、技術に基づいて対象者のケアや診療の介助
をします。

取得方法 所定の単位を修得して卒業（見込可）すると国家試験を受験することができます。

取得後の
進路

看護師国家試験に合格し、住所地を管轄する保健所を通して免許申請を行い、厚生労働省の
有資格者籍簿への登録により看護師資格を取得します。臨床経験を積み、所定の教育を受け
ることにより、より専門性の高い認定看護師や専門看護師などへの道も選択できます。病院
や診療所などの医療機関の他に、訪問看護ステーションや福祉関連施設など、活躍の場はます
ます広がっています。

資格名称 保健師国家試験受験資格　〈国家資格〉	�  ※保健師教育課程履修者のみ

資格の説明 保健師は、人々が健康な生活を送れるように保健活動を行う医療専門職です。保健所・保健
センターなどの公的機関で乳幼児健診・母親学級、生活習慣病予防対策や各種検診を行うな
ど、地域住民の健康づくりが主な仕事です。高齢者などの自宅療養者の家庭訪問や介護予防
の取り組み、企業に勤め、働く人たちの健康相談や健診結果に基づいた保健指導・環境調整
も行います。

取得方法 所定の単位を修得して卒業（見込可）すると国家試験を受験することができます。

取得後の
進路

保健師国家試験に合格し、住所地を管轄する保健所を通して免許申請を行い、厚生労働省の
有資格者籍簿への登録により保健師資格を取得します。ただし、看護師国家試験に合格して
いない場合は、保健師国家試験に合格しても、看護師国家試験に合格するまで保健師の免許
申請はできません。活躍の場は、市町村や都道府県など行政機関の他、学校や企業などに広
がりつつあります。

資格名称 養護教諭二種　〈免許資格〉� ※保健師教育課程履修者で、養護教諭二種の資格取得に必要な科目を単位修得した場合のみ

資格の説明 学校におけるすべての教育活動を通して、ヘルスプロモーションの理念に基づく健康教育と
健康管理によって子どもの発育・発達の支援を行う特別な免許を持つ教育職員です。
一種免許と二種免許は、学ぶ期間・必要な取得単位数などの違いがあります。

取得方法 保健師免許取得後、各自治体の教育委員会に必要書類を提出することで取得できます。養護
教諭として公立校の教員になるには、養護教諭の資格を取得した後に各自治体が実施する採
用試験に合格することが必要です。

取得後の
進路

小学校、中学校、高等学校の教員
＊通信制大学等で必要な単位を修得することで一種免許を取得することも可能です。

資格名称 第一種衛生管理者　〈免許資格〉	�  ※保健師教育課程履修者のみ

資格の説明 労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の衛生全般の管理を役割としま
す。
第一種衛生管理者はすべての業種において衛生管理を行うことができます。第二種衛生管理
者は有害業務と関連の少ない業種に限られています。

取得方法 保健師免許取得後、各自治体の労働基準監督署に必要書類を提出することで取得できます。

取得後の
進路 企業等に看護職として就職する場合に必要となります。



－ 115 －

資格名称 岐阜県コミュニティ診断士単　〈民間資格〉

資格の説明 岐阜県コミュニティ診断士は、地域コミュニティの現状について調査・分析を行い、それに
より明らかとなった諸課題について、地域住民、自治・地縁組織、NPO、企業など地域の様々
な主体と協働して、その解決・改善に取り組み、地域コミュニティの再生・活性化を推進す
るコミュニティの専門家である。

取得方法 「まちづくり実践論」を受講し、レポートを提出し合格する。その後所定の実習講座を修了・
試験に合格すると認定される。

取得後の
進路・職業

県内市町村や県、NPO法人等の派遣要請を受け、福祉・環境・交通・住宅・環境保全・男
女共同参画など多方面にわたる地域の諸課題の解決や、市町村合併後の住民自治のまちづく
りの推進等のために、地域住民、町内会・自治会、NPO等など協力・連携し活動を行う。
（有償の場合もあるが、多くはボランティアとして活動する。）

資格名称 リテールマーケティング（販売士） ２級以上単講　〈公的資格〉

資格の説明 販売士は激動する流通業界で勝ち抜くための必須の資格・検定であり、「流通業界で唯一の
公的資格」として社会的にも高い信頼と評価を得ている。
３級：売場の販売員のレベル。販売員として最も重要な接客マナーや販売技術といった接客
業務に関する知識が身につく。
２級：売場の管理者クラスのレベル。店舗管理に不可欠な従業員の育成や指導、仕入や在庫
の管理といった知識が身につく。
受験者数は年々増加しており、小売業従事者だけではなく、製造業や卸売業、サービス業、
さらには流通業界への就職を目指している学生にまで広がっており、「販売士」として流通
業界の各分野で活躍している。

取得方法 「リテールマネジメントⅡ」を受講する（販売士 2級を目指す）。検定合格に向けて、直前
に対策講座も開講する。検定は、本学で受験することができる。（詳細はキャリア支援課へ）

取得後の
進路・職業

デパート、専門店、スーパーなど、大規模小売店の販売員及び売場責任者や店長、一般小売
店の経営者及び従業員、製造業、サービス業、卸売業などの販売業務担当者

資格名称 3級ファイナンシャル・プランニング技能士単　〈国家資格〉

認定機関 日本FP協会、一般社団法人金融財政事情研究会

資格の説明 人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方
法を「ファイナンシャル・プランニング」という。ファイナンシャル・プランニングには、
家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知
識が必要となる。これらの知識を備え、相談者の夢や目標がかなうように一緒に考え、サ
ポートする専門家が、FP（ファイナンシャル・プランナー）である。

関連科目 金融リテラシー

取得方法 下記団体が実施する検定試験に合格する。

資格の詳細 日本FP協会　https://www.jafp.or.jp/
一般社団法人金融財政事情研究会　https://www.kinzai.or.jp/fp

取得後の
進路・職業

金融業、不動産業、保険業、税理士事務所など
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資格名称 MOS（Microsoft Office Specialist）講　Word365・Excel365・PowerPoint365

認定機関 Microsoft

資格の説明 MOSとは、Microsoftが出しているOffice製品（Word・Excel・PowerPoint）についてどの
程度使いこなすことができるのかを判定する資格である。
試験では、各アプリケーションの持つ機能を一つ一つ理解し、操作できるかが問われる。
一般企業における資料作成業務などの流れに沿った形式で出題されるため、実践力が身に付
く。

関連科目 「情報リテラシーＢ」

取得方法 資格の詳細　https://mos.odyssey-com.co.jp/
本学にて、MOS（Word・Excel・PowerPoint）の対策講座を開講する。（詳細はキャリア支
援課へ）

取得後の
進路・職業

Word、Excel、PowerPointの利用スキルを証明することができるため、さまざまな職種への
就職に有利となる。

資格名称 情報処理技術者試験　ITパスポート単　〈国家資格〉

認定機関 独立行政法人情報処理推進機構

資格の説明 ITパスポートは、ITを利活用するすべての社会人・これから社会人となる学生が備えてお
くべきITに関する基礎的な知識が証明できる国家試験である。
具体的には、新しい技術（AI、ビッグデータ、IoT など）や新しい手法（アジャイルなど）
の概要に関する知識をはじめ、経営全般（経営戦略、マーケティング、財務、法務など）の
知識、IT（セキュリティ、ネットワークなど）の知識、プロジェクトマネジメントの知識な
ど幅広い分野の総合的知識を問う試験である。

関連科目 「情報科学基礎」「情報システム」「情報マネジメント」

取得方法 ITパスポート試験に合格する。

資格の詳細 https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/index.html

取得後の
進路・職業

職業人が共通に備えておくべき情報技術に関する基礎的な知識をもち、情報技術に携わる業
務に就くか、担当業務に対して情報技術を活用していこうとする者。

資格名称 情報処理技術者試験　基本情報技術者単　〈国家資格〉

認定機関 独立行政法人情報処理推進機構

資格の説明 基本情報技術者はITエンジニアの登竜門とも呼ばれており、基本情報技術者試験に合格す
ることは、エンジニアとして企業で働くための第一歩となる。この試験に合格することで、
ITに関連する基本的な知識・技術を身につけていることの証明となる。

関連科目 経営情報学科の各専門科目

資格の詳細 https://www.jitec.ipa.go.jp/1_11seido/fe.html

取得後の
進路・職業

プログラマー、システムエンジニア、アプリケーションエンジニア、サーバーエンジニアな
ど
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「岐阜県コミュニティ診断士」資格取得について

　岐阜県と本学では、安全に安心して暮らせるまちづくり、地域コミュニティづくりの専門的人材を養成す
るため、「岐阜県コミュニティ診断士」の資格認定制度を創設しました。この資格を取得できる大学は本学
のみです。もちろん他県でも、この資格を活かす道はあります。本格的な高齢社会の到来を前に、市民が主
役のまちづくりを推進する専門資格「岐阜県コミュニティ診断士」を取得しましょう。

「岐阜県コミュニティ診断士」とは
　「岐阜県コミュニティ診断士」とは、小学校区程度の広さを持つ地域コミュニティを対象として、福祉、
環境、男女共同参画、交通、防犯、防災などに関わる諸問題を、行政や町内会・自治会、NPO組織などか
ら依頼を受けて、住民と住民のコミュニケーションの機会をつくりながら、様々な問題の原因や解決の糸口
を探り提案する「住民とともに活動するまちづくりの専門資格」です。
　この資格を取得した人は、まちづくりや地域コミュニティづくりの市民専門家として岐阜県や本学に人材
登録され、県や本学が積極的にPRし、取得した資格を活かすお手伝いをします。また、岐阜県内はもちろ
ん、他県の民間企業や福祉施設、市町村の求めに対しても積極的に資格取得者を紹介します。
　また、ボランティア活動や特定非営利活動法人（NPO法人）の活動に携わる場合にも、大いに活かすこ
とのできる専門資格です。岐阜県知事と岐阜協立大学長が共同認証する資格制度は、本学独自のものです。
さらに、この資格の技能を高めたい人は全国学会「コミュニティ政策学会」の会員になることもできます。

「岐阜県コミュニティ診断士」を取得するには
　ネットワーク大学コンソーシアム共同授業「まちづくり実践論」を修了した者が、さらに「実習講座」を
受講・修了し、資格認定試験に合格して初めて診断士資格を取得することができます。

「まちづくり実践論」とは
　地域社会における豊富なまちづくり活動やコミュニティ活動の実践事例を紹介し、かつ最新のNPO論、
コミュニティ論を学び、NPOと行政やNPOとコミュニティの協働によるまちづくりの実践的技能の修得を
めざす講義です。
　毎回の課題に対して１０回以上のレポート提出により成績評価を行います。合格者に対しては ２単位が認定
されます。

「実習講座」とは
　講義、フィールドワーク、ワークショップを ３日間にわたって行います。以下過去の講座内容等は、次の
通りです。
　　⑴　講義
　　　　〔テーマ〕�「コミュニティ診断士の役割と活動」・「コミュニティの基本的分析と創造的住民参加の

手法」
　　⑵　フィールドワーク
　　　　〔テーマ〕「大垣市中心市街地の魅力と課題、都心コミュニティ再生の方向を探る」
　　⑶　ワークショップ
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資格認定試験とは
　筆記試験、グループ討論試験合計１００点満点中６０点以上合格
　　⑴　筆記試験（５０点）
　　　　〔形　　式〕小論文 ２～ ３題を出題し、回答を求める
　　　　〔時　　間〕６０分
　　⑵　グループ討論（５０点）
　　　　〔形　　式〕グループ単位で面接を行い、学習の成果を確認する
　　　　〔時　　間〕 １グループ１０～１５分
　　※�１０月中旬～１１月中旬に「実習講座」「資格認定試験」を行う予定です。日程は決定次第、ホームペー

ジに掲載します。

「岐阜県コミュニティ診断士」の資格認定者の単位認定について
　この資格を取得した本学学生には、 １単位が認定されます。したがって、まちづくり実践論を受講して合
格修了し、かつ診断士の資格を修得すれば合計 ３単位を得ることができます。
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課外講座（公務員コース）について

⑴PAC（公務員コース）とは？
　公務員をめざす学生を支援するために本学で開発されたプログラムです。PAC（＝Program for 
Advanced Careerの略）は「発展職業プログラム」を意味し、特に公務員試験対策のための学習支援プロ
グラムです。難関といわれる試験に合格し、夢をかなえるために、進んで受講して実力をつけましょう。

PAC講座の特長

①�公務員を目指す人に特に有効な講座です。（一般企業を視野に入れている人も、基礎的な教養を身に
つけるチャンスです。）

②�基礎から専門へ、段階を追ったカリキュラム編成です。PAC講座は、正課の授業と課外講座の ２種類で
構成されています。
③プログラムは １年次生からスタートします。課外講座は、 ２年次まで無料です。
④ ３年次からは専門業者による対策講座（有料）が始まります。
⑤課外講座も登録が必要です。別途、案内する日程で各自登録してください。
⑥�公務員を目指す人は、教員やPAC支援室スタッフから、勉学方法や学習上の悩み、受験手続きなど
に関するサポートが受けられます。

⑵公務員コースの詳細
　「公務員」は大きく分類すると、「地方公務員」と「国家公務員」に分かれます。
　「地方公務員」には、私たちに身近な市役所職員、広域的な組織である都道府県職員があり、それぞれ採
用試験が行われます。警察官は都道府県単位で、消防士は原則として市町村単位（例外：東京のみ東京消防
庁、大垣市などは広域消防組織）でそれぞれの仕事に特化した採用試験が行われます。これ以外に、市役所
や都道府県では、社会福祉士の資格を要件とした福祉職の募集も行われます。
　「国家公務員」は、国家総合職（旧国家Ⅰ種）、国家一般職（旧国家Ⅱ種）のように試験区分を分けて採
用試験が実施されます。国家総合職は、全国単位での採用であるのに対し、国家一般職は、原則として東海
地区や東海北陸地区などの地域ブロック単位での採用であることから、転勤の範囲は限られ、地元に近いと
ころで勤務することが可能となります。専門職として、国税専門官、財務専門官、労働基準監督官などの採
用試験も行われます。
　公務員試験では、地方公務員のうち、警察官や消防士の試験、および市役所の一部の試験では、この講座
で言う「教養部門」の科目だけの出題ですが、それ以外では「専門部門」の科目も出題されます。公務員試
験のために勉強しなければならないことはたくさんありますが、このコースでは、 １～ ２年次で基礎学力を
養成し、 ３～ ４年次で公務員試験に特化した対策を行うことにより、順次、対策を行うことができます。なお、
福祉職を受験する場合、通常、この講座の「教養部門」＋社会福祉関連の専門科目の対策が必要になります。
　公務員への就職を希望する学生は、PAC講座カリキュラム表を参照し、公務員コースの科目を順次、登録・
受講してください。
　各科目の受講に際しては各種の制限等がありますので、登録の際、最初の授業での注意事項に留意してく
ださい。

⑶PAC支援室
　PAC支援室では、卒業後、主に公務員になることを目指している学生の学習支援をしています。本学の
学生であれば誰でも利用することができます。支援室には専属のスタッフが在室し、相談を受けています。
学習上の悩み、計画の立て方など、なんでも相談してください。
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板
示
掲

板
示
掲

機械室

PCコーナーラウンジ

ミニホール

エレベーター

　売店
女子WC

身障者用WC

男子WC

身障者用WC

学びラウンジ
PAC支援室

PAC学習室
8号館 3Ｆ
月～土曜日

※３Ｆ以上は、教員の研究室エリアです。
室内は勿論、階段や廊下でも静穏な環
境の保持に努めてください。

WC （経済学部教員研究室）

PAC学習室 （経済学部教員研究室）

9 ：00～21：00

PAC支援室
3号館 1Ｆ
原則 9時00分～15時00分
（13時～14時及び土曜日・
日曜日・祝日は休務）
※夏期・春期休暇中は休務
※詳細はPAC支援室前の掲示にて確認

⑷２０２6年度 課外講座（公務員コース）カリキュラム表
１ 回の授業は９０分。網掛けは課外講座。

公務員コース

学年 種類 科目名 授業回数（９０分） 定期試験（６０分） 授業内容

１年 教養対策

PAC公務員入門 14 1

基礎から中級レベル
PAC数学再入門 14 1

PAC基礎数学 14 1

PAC経済学分野 14 1

２ 年 教養対策

PAC法律分野 14 1

中級から実践試験対策

PAC教養国語 14 1

PAC教養数学 14 1

教養講座数学 14 1

PAC社会科学Ⅰ（政治・経済） 14 1

PAC社会科学Ⅱ（地理・歴史） 14 1

PAC自然科学（理科） 14 1
【公務員コース】
　　＜合格基準＞　正課科目：「Ｃ」以上　　　課外科目：５０点以上
◆単位認定
　　「教養講座数学」は、各学科の開講科目一覧における「就職・資格取得支援科目」の「公務員講座」の単位として認定されます。

公務員コース

学年 種類 科目名 授業回数（９０分） 定期試験（６０分） 授業内容

３年

基礎対策

公務員基礎講座Ⅰ 14 1 文章理解・資料解釈

公務員基礎講座Ⅱ 14 1 数的処理

公務員基礎講座Ⅲ 14 1 政治

専門対策（基礎） PAC公務員対策講座Ⅰ 30 基礎 ６科目＋試験対策

論文対策 教養講座論文・専門記述 14 1 論文試験対策

４年 直前対策 PAC公務員対策講座Ⅱ 20 教養科目＋試験対策
※�「PAC公務員対策講座Ⅰ」は有料（２１，０００円）です。
※�「PAC公務員対策講座Ⅱ」は有料（２１，０００円）です。なお、「PAC公務員対策講座Ⅱ」のうち、教養科目（10コマ）のみを受講する場合は10，５００
円です。
◆単位認定
　・�「公務員基礎講座Ⅰ」、「公務員基礎講座Ⅱ」、「公務員基礎講座Ⅲ」、「教養講座論文・専門記述」は、各学科の開講科目一覧における「就職・資
格取得支援科目」の「公務員講座」の単位として認定されます。
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課外講座（教員コース）について

⑴教育コースとは？
　教員は都道府県立、市町村立の小中高に属する公立学校の職員と私立学校の教員に分かれます。前者は毎
年夏に試験が行われますが、倍率は比較的高めです。公立・私立にかかわらず、教員になるためには教員免
許状が必要ですので本学で取得することが前提です。このコースでは教員となるための基礎力と専門に関わ
る試験対策の学習をしていきます。各段階をきちんと習得することでステップアップしていきましょう。教
員試験に関しての詳しいことは教務課にご相談ください。
　教員コースの科目は、次ページの課外講座（教員コース）カリキュラム表で示すように教員になるための
基礎力養成としての教養部門と専門養成の専門部門から構成されています。教職を希望する学生は登録を推
奨します。
　教職課程科目の受講に際しては各種の制限等がありますので、教職課程ガイダンスや本冊子の「教職課程
履修要項」で十分確認してください。

＜図書館から一言＞　図書館（ ２階）で、教職志望の皆さんに役立つ雑誌を読むことができます。
『教育』、『季刊教育法』、『生活指導』、『体育科教育』、『体育の科学』、『たのしい体育・スポーツ』等
があります。　（最新号以外は貸出可）

⑵教職センター室
　教員を目指している学生は、教職センター室（3307・3308教室）を利用することができますので、是非活
用してください。

教職センター室
3号館 3Ｆ

避難経路

３３０５

３２１５

１階

掲
示
板

掲
示
板

２階

　　

３３０１ ３３０２ ３３０３

３２１２

３２０１

３２１１

３２０２

３２１３

３２０３

３２１４

３３１２３３１１ ３３１３ ３３１５３３１４ ３３１６

機械室

３３０６ ３３０７ ３３０８

３２１８

３２０４

３２１６

３２０５

３２１７
WC

３２０６

３３１８３３１７ ３３１９
WC

３３２０

吹抜

吹抜吹抜

PCコーナーラウンジ

ミニホール

エレベーター

エレベーター

３３０４

エレベーター

コンビニ
女子WC

身障者用WC

男子WC

身障者用WC

学びラウンジ
PAC支援室

教職センター室

⑶２０２6年度 課外講座（教員コース）
　オンデマンドでの対策講座を用意しています。
　詳細は別途お知らせします。
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教員養成課程（教職課程）履修要項
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教職課程年間予定表

行事

１年 ２年 ３年 ４年

４月

●教職課程ガイダンス
●教職課程履修申込書提出

●教職課程ガイダンス
●教職課程履修申込書提出
●�体育授業インターンシップ
ガイダンス

●教育実習手続きガイダンス
●教育実習申込書提出

●�体育授業インターンシップ
ガイダンス
●教育実習直前ガイダンス
●教育実習料納入

●�体育授業インターンシップ
ガイダンス

５ 月

●教育実習内諾依頼 ■�介護等体験ガイダンス（中
一種「保健体育」取得希望
者のみ）

６ 月

■介護等体験事前指導 ●教員採用試験直前面接指導

７ 月

■�介護等体験実習料納入
■�介護等体験（ ６月～ ２ 月ま
での間で計 ７日間）

８ 月

●教員採用 ２次試験対策講座

９ 月
●�教育実習（ 9月～11月頃に
実施）

１０月

１１月

●教職課程OB・OG座談会
●教職課程報告会

●教職課程OB・OG座談会
●教職課程報告会

●教職課程OB・OG座談会
●中学校一日研修会
●教職課程報告会

●教職課程OB・OG座談会
●�教育職員免許状一括申請説
明会
●免許状申請書等提出

１２月

●�教育実習事後指導（教育実
習報告会）

１ 月

２ 月

３ 月

●�教育職員免許状交付（卒業
式）

※ ２年次から体育授業インターンシップを履修する事ができます。
※�３ 年次「■介護等体験」は、中一種「保健体育」取得希望者および佛教大学教育協定校併修生小学校教諭 1種免許状取得プログラム履
修生が対象となります。
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取得できる免許状

経済学部　経済学科 ・中学校教諭　　一種免許状　　　社　　会
・高等学校教諭　一種免許状　　　公　　民
・高等学校教諭　一種免許状　　　商　　業

経済学部　公共政策学科 ・中学校教諭　　一種免許状　　　社　　会
・高等学校教諭　一種免許状　　　公　　民
・高等学校教諭　一種免許状　　　福　　祉

経営学部　スポーツ経営学科 ・中学校教諭　　一種免許状　　　保健体育
・高等学校教諭　一種免許状　　　保健体育
・高等学校教諭　一種免許状　　　商　　業

経営学部　経営情報学科 ・高等学校教諭　一種免許状　　　商　　業
・高等学校教諭　一種免許状　　　情　　報

※�複数の免許状を取得するのは可能ですが、その場合修得しなければならない単位数が増えます。 １つの科
目の単位を落としただけでも ４年間で複数の免許を取得することができなくなる可能性がありますので、
１年次から計画的な履修登録、単位修得を心がけてください。

※�「協定校通信教育課程教員免許状取得プログラム」を活用することで、下記の免許状の取得も可能です。
その場合、別途申込が必要です。
・小学校教諭一種免許状（佛教大学）
・小学校教諭二種免許状（佛教大学）
・特別支援学校教諭一種免許状（星槎大学）

教育職員免許状を取得するための資格
　本学教職課程の履修により教育職員免許状を取得するには、次の条件を充足しなければなりません。
①免許種別に指定している「教科に関する科目」及び「教職に関する科目」の単位を修得すること。
②免許の種別にかかわらず次の単位をすべて修得すること。
・「日本国憲法（ ２単位）」
・「体育実技Ａ・Ｂ（ ２単位）」（※経済学部については「健康とスポーツ（ 2単位）」でも可）
・「英語Ⅰ（ ２単位）」
・「情報リテラシーＡ（ ２単位）」
③�小学校教諭一種免許状、小学校教諭二種免許状、中学校教諭一種免許状を取得しようとする場合は、 ３年
次に「介護等体験」を行うこと。 （P134参照）



－ 126 －

　教職課程科目

授業科目 単位 開講
年次 備考

教職総論 2 1
教育原理 2 1
教育制度論 2 2
学習・発達論 2 1
特別ニーズ教育論 2 2
教育課程論 2 2
公民科教育法Ⅰ 2 2
公民科教育法Ⅱ 2 2
地理歴史科教育法Ⅰ 2 2
地理歴史科教育法Ⅱ 2 2
商業科教育法Ⅰ 2 2
商業科教育法Ⅱ 2 2
情報科教育法Ⅰ 2 2
情報科教育法Ⅱ 2 2
福祉科教育法Ⅰ 2 2
福祉科教育法Ⅱ 2 2
保健体育科教育法Ⅰ 2 2
保健体育科教育法Ⅱ 2 2
保健体育科教育法Ⅲ 2 3
保健体育科教育法Ⅳ 2 3
道徳教育論 2 2
特別活動及び総合的な学習の
時間の指導法

2 2

教育の方法及び技術
（ICT活用を含む）

2 2

生徒指導論（進路指導を含む） 2 2
教育相談 2 2
教職総合演習 4 3 ３ 年次に履修
教育実習・教育実習指導Ⅰ
（事前・事後指導を含む）

3 3 3 年次に履修

教育実習・教育実習指導Ⅱ 2 3 3 年次に履修
教職実践演習 2 4 ４ 年次に履修
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 教科及び教科の指導法に関する科目
　「教科及び教科の指導法に関する科目」の多くは、卒業に必要な科目単位に併用できます。
　なお、本学で開講される教科に関する科目のうち、免許法に定められた単位数を超えて修得された単位数
は、免許法における「大学が独自に設定する科目」に充てられます。

経済学部　経済学科

高等学校教諭一種免許状「公民」
（次表に示す本学開講科目より必修科目１８単位及び選択科目１２単位以上）

施行規則に定める科目区分等 開　講　科　目
科目区分 各科目に含めることが必要な事項 必修科目及び単位数 選択科目及び単位数

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

「法律学（国際法を含む。）、政
治学（国際政治を含む。）」

政治学
法学
国際政治論

２
２
２

民法
商法

２
２

「社会学、経済学（国際経済を
含む。）」

経済学
社会学
国際経済論

２
２
２

金融システム論
財政システム論
社会保障論Ⅰ
社会保障論Ⅱ
経済政策
日本経済論
地域経済論
社会政策

2
2
2
２
2
２
２
２

「哲学、倫理学、宗教学、心理
学」

倫理学 2 哲学
心理学

２
２

教科及び教科の指導法に関する科目
における複数の事項を合わせた内容
に係る科目
各教科の指導法（情報通信技術の活
用を含む。）

公民科教育法Ⅰ
公民科教育法Ⅱ

２
２

●単位数　・教員の免許状取得のための必修科目（選択必修科目の単位数を含む）　　　　 １８単位
　　　　　・教員の免許状取得のための選択科目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２単位

高等学校教諭一種免許状「商業」
（次表に示す本学開講科目より必修科目２２単位及び選択科目 ８単位以上）

施行規則に定める科目区分等 開　講　科　目
科目区分 各科目に含めることが必要な事項 必修科目及び単位数 選択科目及び単位数

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

商業の関係科目

商法
マーケティング論
ビジネス表計算
簿記入門
初級簿記
会計学総論
財務会計

２
２
２
２
２
２
２

情報リテラシーＢ
経済統計論
金融システム論
財政システム論
中小企業論
証券市場論
情報技術史
中級簿記Ⅰ
中級簿記Ⅱ

２
2
2
2
２
２
２
２
２

職業指導 職業指導 4
教科及び教科の指導法に関する科目
における複数の事項を合わせた内容
に係る科目
各教科の指導法（情報通信技術の活
用を含む。）

商業科教育法Ⅰ
商業科教育法Ⅱ

２
２

●単位数　・教員の免許状取得のための必修科目（選択必修科目の単位数を含む）　　　　 ２２単位
　　　　　・教員の免許状取得のための選択科目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ８単位
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4 4

中学校教諭一種免許状「社会」
（次表に示す本学開講科目より必修科目26単位及び選択科目 2単位以上）

施行規則に定める科目区分等 開　講　科　目
科目区分 各科目に含めることが必要な事項 必修科目及び単位数 選択科目及び単位数

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

日本史・外国史 日本史
外国史

2
2

地理学（地誌を含む） 地理学（地誌含む） 2

「法律学、政治学」 政治学 2 法学
国際政治論

2
2

「社会学、経済学」

経済学
社会学

2
2

社会保障論Ⅰ
社会保障論Ⅱ
社会政策
地域経済論
金融システム論
財政システム論
経済政策
日本経済論
国際経済論

2
2
2
2
2
2
2
2
2

「哲学、倫理学、宗教学」
哲学
倫理学
宗教学

2
2
2

教科及び教科の指導法に関する科目
における複数の事項を合わせた内容
に係る科目
各教科の指導法（情報通信技術の活
用を含む。）

公民科教育法Ⅰ
公民科教育法Ⅱ
地理歴史科教育法Ⅰ
地理歴史科教育法Ⅱ

2
2
2
2

●単位数　・教員の免許状取得のための必修科目（選択必修科目の単位数を含む）　　　　 26単位
　　　　　・教員の免許状取得のための選択科目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2単位
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経済学部　公共政策学科

高等学校教諭一種免許状「公民」
（次表に示す本学開講科目より必修科目１８単位及び選択科目１２単位以上）

施行規則に定める科目区分等 開　講　科　目
科目区分 各科目に含めることが必要な事項 必修科目及び単位数 選択科目及び単位数

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

「法律学（国際法を含む。）、政
治学（国際政治を含む。）」

政治学
法学
国際政治論

２
２
２

民法
商法

２
２

「社会学、経済学（国際経済を
含む。）」

経済学
社会学
国際経済論

２
２
２

社会保障論Ⅰ
社会保障論Ⅱ
社会政策
地域経済論
金融システム論
経済政策
日本経済論

2
２
２
2
2
２
２

「哲学、倫理学、宗教学、心理
学」

倫理学 2 哲学
心理学

２
２

教科及び教科の指導法に関する科目
における複数の事項を合わせた内容
に係る科目
各教科の指導法（情報通信技術の活
用を含む。）

公民科教育法Ⅰ
公民科教育法Ⅱ

２
２

●単位数　・教員の免許状取得のための必修科目（選択必修科目の単位数を含む）　　　　 １８単位
　　　　　・教員の免許状取得のための選択科目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２単位

高等学校教諭一種免許状「福祉」
（次表に示す本学開講科目より必修科目２９単位及び選択科目 １単位以上）

施行規則に定める科目区分等 開　講　科　目
科目区分 各科目に含めることが必要な事項 必修科目及び単位数 選択科目及び単位数

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

社会福祉学（職業指導を含む。）
社会福祉の原理と政策Ⅰ
社会福祉の原理と政策Ⅱ

２
２

社会保障論Ⅰ
社会保障論Ⅱ
貧困に対する支援

2
２
2

高齢者福祉・児童福祉・障害者
福祉

高齢者福祉論
障害者福祉論
児童・家庭福祉論

２
２
２

権利擁護を支える法制度 2

社会福祉援助技術 ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ
ソーシャルワークの理論と方法Ⅱ

２
２

福祉サービスの組織と経営
地域福祉と包括的支援体制Ⅰ

２
２

介護理論・介護技術 介護概論 2 健康実践論 2
社会福祉総合実習（社会福祉援
助実習及び社会福祉施設等にお
ける介護実習を含む。）

ソーシャルワーク演習Ⅰ
ソーシャルワーク実習Ⅰ
ソーシャルワーク実習指導Ⅰ

２
１
２

人体構造に関する理解・日常生
活行動に関する理解

医学一般 2

加齢に関する理解・障害に関す
る理解

障害の理解 2

教科及び教科の指導法に関する科目
における複数の事項を合わせた内容
に係る科目
各教科の指導法（情報通信技術の活
用を含む。）

福祉科教育法Ⅰ
福祉科教育法Ⅱ

２
２

●単位数　・教員の免許状取得のための必修科目（選択必修科目の単位数を含む）　　　　 ２９単位
　　　　　・教員の免許状取得のための選択科目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １単位
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4 4

中学校教諭一種免許状「社会」
（次表に示す本学開講科目より必修科目26単位及び選択科目 2単位以上）

施行規則に定める科目区分等 開　講　科　目
科目区分 各科目に含めることが必要な事項 必修科目及び単位数 選択科目及び単位数

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

日本史・外国史 日本史
外国史

2
2

地理学（地誌を含む） 地理学（地誌含む） 2

「法律学、政治学」 政治学 2 法学
国際政治論

2
2

「社会学、経済学」

経済学
社会学

2
2

社会保障論Ⅰ
社会保障論Ⅱ
社会政策
地域経済論
金融システム論
財政システム論
経済政策
日本経済論
国際経済論

2
2
2
2
2
2
2
2
2

「哲学、倫理学、宗教学」
哲学
倫理学
宗教学

2
2
2

教科及び教科の指導法に関する科目
における複数の事項を合わせた内容
に係る科目
各教科の指導法（情報通信技術の活
用を含む。）

公民科教育法Ⅰ
公民科教育法Ⅱ
地理歴史科教育法Ⅰ
地理歴史科教育法Ⅱ

2
2
2
2

●単位数　・教員の免許状取得のための必修科目（選択必修科目の単位数を含む）　　　　 26単位
　　　　　・教員の免許状取得のための選択科目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2単位
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経営学部　スポーツ経営学科

中学校教諭一種免許状「保健体育」
高等学校教諭一種免許状「保健体育」
（次表に示す本学開講科目より中一種免必修科目２７単位及び選択科目 １単位以上、高一種免必修科目２３単位及び選択科目 ７単位以上）

施行規則に定める科目区分等 開　講　科　目
科目区分 各科目に含めることが必要な事項 必修科目及び単位数 選択科目及び単位数

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

体育実技

体つくり運動
陸上競技
器械運動
水泳
柔道
ダンス
ソフトボール
バレーボール
サッカー
バスケットボール

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

野外活動 1

「体育原理、体育心理学、体育
経営管理学、体育社会学、体育
史」及び運動学（運動方法学を
含む。）

スポーツ原論
運動学・運動方法学

２
２

健康とスポーツ
スポーツ経営論
地域スポーツ論
コーチング論
スポーツマーケティング
スポーツ産業論
スポーツ社会学
スポーツ行政
体育経営管理学
生涯スポーツ論
スポーツ心理学
スポーツ史
スポーツバイオメカニクス
スポーツ栄養学
レクリエーション演習
トレーニング演習
障害者スポーツ演習
コーチング演習

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

生理学（運動生理学を含む。） 生理学・運動生理学 2

衛生学及び公衆衛生学 衛生学・公衆衛生学 2

学校保健（小児保健、精神保健、
学校安全及び救急処置を含む。）

学校保健（救急処置含む） 2

教科及び教科の指導法に関する科目
における複数の事項を合わせた内容
に係る科目

各教科の指導法（情報通信技術の活
用を含む。）

保健体育科教育法Ⅰ
保健体育科教育法Ⅱ
保健体育科教育法Ⅲ
保健体育科教育法Ⅳ

２
２
２
２ ｝中一種免のみ

●単位数　・教員の免許状取得のための必修科目（選択必修科目の単位数を含む）　　 中一種免 ２７単位／高一種免 ２３単位
　　　　　・教員の免許状取得のための選択科目　　　　　　　　　　　　　　　  　中一種免  １ 単位／高一種免  ７ 単位

高等学校教諭一種免許状「商業」
（次表に示す本学開講科目より必修科目２２単位及び選択科目 ８単位以上）

施行規則に定める科目区分等 開　講　科　目
科目区分 各科目に含めることが必要な事項 必修科目及び単位数 選択科目及び単位数
教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

商業の関係科目

商法
経営学
経営戦略論
マーケティング論
簿記入門
初級簿記
ビジネス表計算

２
２
２
２
２
２
２

情報リテラシーＢ
現代企業論
中小企業論
国際経営論
中級簿記Ⅰ
中級簿記Ⅱ
会計学総論
財務会計
管理会計
情報技術史

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

職業指導 職業指導 4

教科及び教科の指導法に関する科目
における複数の事項を合わせた内容
に係る科目

各教科の指導法（情報通信技術の活
用を含む。）

商業科教育法Ⅰ
商業科教育法Ⅱ

２
２

●単位数　・教員の免許状取得のための必修科目（選択必修科目の単位数を含む）　　　　 ２２単位
　　　　　・教員の免許状取得のための選択科目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ８単位

いずれか １科目
１単位｝
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経営学部　経営情報学科

高等学校教諭一種免許状「商業」
（次表に示す本学開講科目より必修科目２２単位及び選択科目 ８単位以上）

施行規則に定める科目区分等 開　講　科　目
科目区分 各科目に含めることが必要な事項 必修科目及び単位数 選択科目及び単位数

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

商業の関係科目

商法
経営学
経営戦略論
マーケティング論
簿記入門
初級簿記
ビジネス表計算

２
２
２
２
２
２
２

現代企業論
中小企業論
国際経営論
中級簿記Ⅰ
中級簿記Ⅱ
会計学総論
財務会計
管理会計
情報技術史
情報科学基礎

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

職業指導 職業指導 4
教科及び教科の指導法に関する科目
における複数の事項を合わせた内容
に係る科目
各教科の指導法（情報通信技術の活
用を含む。）

商業科教育法Ⅰ
商業科教育法Ⅱ

２
２

●単位数　・教員の免許状取得のための必修科目（選択必修科目の単位数を含む）　　　　 ２２単位
　　　　　・教員の免許状取得のための選択科目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ８単位

高等学校教諭一種免許状「情報」
（次表に示す本学開講科目より必修科目２０単位及び選択科目１０単位以上）

施行規則に定める科目区分等 開　講　科　目
科目区分 各科目に含めることが必要な事項 必修科目及び単位数 選択科目及び単位数

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

情報社会（職業に関する内容を
含む）・情報倫理

情報と社会
情報と職業

2
2

情報管理
情報技術史
情報通信戦略

2
２
２

コンピュータ・情報処理
情報科学基礎
アルゴリズムとデータ構造

２
２

情報リテラシーＢ
プログラミングⅠ
プログラミングⅡ

２
２
２

情報システム
情報システム設計 4 データ分析Ⅰ

情報システム
データベース

２
２
２

情報通信ネットワーク 情報ネットワークⅠ 2 情報ネットワークⅡ 2

マルチメディア表現・マルチメ
ディア技術

Web制作Ⅰ 2 Web制作Ⅱ
グラフィックデザインⅠ
グラフィックデザインⅡ

２
２
２

教科及び教科の指導法に関する科目
における複数の事項を合わせた内容
に係る科目
各教科の指導法（情報通信技術の活
用を含む。）

情報科教育法Ⅰ
情報科教育法Ⅱ

２
２

●単位数　・教員の免許状取得のための必修科目（選択必修科目の単位数を含む）　　　　 ２０単位
　　　　　・教員の免許状取得のための選択科目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０単位
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教育の基礎的理解に関する科目

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

教育実践に関する科目
１ ． 「教職に関する科目」は、免許状の種類により次表に示す科目を全て修得しなければなりません。
　�　ただし、「教科教育法」については後述の「履修上の注意④」に、「教育実習・教育実習指導Ⅰ・Ⅱ」
については「履修上の注意①・②」によることとします。なお、「教職に関する科目」は各免許状に共通
に適用されます。
２ �． 多くの「教職に関する科目」の履修は ２年次より始まります。ただし、「教職総論」「教育原理」は １年
次から、「教職総合演習」、「教育実習・教育実習指導Ⅰ・Ⅱ」は 3年次で履修します。
３ ． 「教職に関する科目」は、「就職・資格取得支援科目」に含まれます。

免許法に定められた必要単位数 本学開講科目 本学で修得を
必要とする単位数欄 科目 各科目に含めることが必要な事項 単位数 中学校教諭 単位数 高等学校教諭 単位数

第三欄

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

教育の理念並びに教育に関する歴
史及び思想

10

教育原理 2 教育原理 2

１２単位

教職の意義及び教員の役割・職務
内容（チーム学校運営への対応を
含む。）

教職総論 2 教職総論 2

教育に関する社会的、制度的又は
経営的事項（学校と地域との連携
及び学校安全への対応を含む。）

教育制度論 2 教育制度論 2

幼児、児童及び生徒の心身の発達
及び学習の過程

学習・発達論 2 学習・発達論 2

特別の支援を必要とする幼児、児
童及び生徒に対する理解

特別ニーズ教育論 2 特別ニーズ教育論 2

教育課程の意義及び編成の方法
（カリキュラム・マネジメントを
含む。）

教育課程論 2 教育課程論 2

第四欄 道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
法
及
び
生
徒
指
導
、

教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

道徳の理論及び指導法

中一種１０
高一種 ８

道徳教育論 2 中一種必修

中一種１０単位
高一種 ８単位

総合的な学習の時間の指導法

特別活動の指導法

特別活動及び総合的な
学習の時間の指導法

2 特別活動及び総合的な
学習の時間の指導法

2

教育の方法及び技術

情報通信技術を活用した教育の理
論及び方法

教育の方法及び技術
（ICT活用を含む）

2 教育の方法及び技術
（ICT活用を含む）

2

生徒指導の理論及び方法 生徒指導論（進路指導
を含む）

2 生徒指導論（進路指導
を含む）

2

進路指導及びキャリア教育の理論
及び方法

教育相談（カウンセリングに関す
る基礎的な知識を含む。）の理論
及び方法

教育相談 2 教育相談 2

第五欄 教
育
実
践
に
関
す
る
科
目

教育実習

中一種 ７
高一種 ５

教育実習・教育実習指
導Ⅰ（事前・事後指導
を含む）

教育実習・教育実習指
導Ⅱ

３

２

教育実習・教育実習指
導Ⅰ（事前・事後指導
を含む）

3

中一種 ７単位
高一種 ５単位

教職実践演習 教職実践演習 2 教職実践演習 2

計　　　中学「保健体育」２７
　　　　高校「公民」「商業」「情報」「福祉」「保健体育」２３

中学「社会」「保健体育」 29 高校「公民」「商業」「情
報」「保健体育」

25

※上表以外に「教職総合演習」（大学が独自に設定する科目・ ３年次に履修）を必ず修得しなければなりませ
ん。（通年・ ４単位科目）
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履修上の注意
①�「道徳教育論」、「教育実習・教育実習指導Ⅱ」は、中学校教諭一種免許状「社会」「保健体育」を取得し
ようとする者の必修科目です。
②�「教育実習・教育実習指導Ⅰ・Ⅱ」を履修する者は、原則として、 ２年次終了までに「教職総論」「教育原
理」「教育制度論」「学習・発達論」「教科教育法Ⅰ・Ⅱ」の単位を修得していなければなりません。
③「教職総合演習」は、 ２年次終了までに下記の条件を満たしていないと履修することができません。
　・「教職総論」と「教育原理」の単位を修得していること
　・教職センター運営委員会が別途定める資格
　※上記の履修要件不足で「教職総合演習」を ３年次で履修できなかった場合、 ４年次で履修してください。
④希望する免許の種類により下表で示す科目の単位を修得しなければなりません。

免許状の種類 科目

高等学校教諭一種免許状 免許状の種類ごとに定められている「教科教育法Ⅰ・Ⅱ」

中学校教諭一種免許状 「保健体育」：「保健体育科教育法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」
※�「保健体育科教育法Ⅰ」が未修得の場合でも、「保健体育科教育法Ⅱ」は
履修できますが、「保健体育科教育法Ⅰ・Ⅱ」が未修得の場合は、「保健
体育科教育法Ⅲ・Ⅳ」の履修はできません。

⑤以下の科目については、漏れのないよう計画的に履修してください。
⑥複数免許取得も十分可能です。計画的、系統的な単位修得を心がけてください。

教育実習について
①�中学校教諭一種免許状を取得しようとする者は ５単位分の実習（ 3年次で「教育実習・教育実習指導Ⅰ」
３単位、「教育実習・教育実習指導Ⅱ」２単位を履修）を、高等学校教諭一種免許状を取得しようとする
者は ３単位分の実習（ ４年次で「教育実習・教育実習指導Ⅰ」３単位を履修）を行わなければなりません。
　・いずれの科目も事前・事後指導を含みます。
②教育実習を履修しようとする者は、 2年次初めに実習校へ教育実習の申し込みをしなければなりません。
③�教育実習を履修しようとする者は、 2年次より始まる教育実習関連行事に参加しなければなりません。
　・「教職総合演習」の初回の講義で ３年次ガイダンスを行います。
④教育実習を履修しようとする者は、「教育実習料」を納めなければなりません。

介護等体験について
①�小学校教諭一種免許状、小学校教諭二種免許状、中学校教諭一種免許状を取得しようとする者は、卒業ま
でに、法律で指定されている社会福祉施設 ５日、特別支援学校 ２日以上の介護等体験が義務づけられてい
ます。
②�岐阜県教育委員会および岐阜県社会福祉協議会の協力を得て体験先施設・学校を紹介します。 ３年次に行
われる事前のガイダンスには必ず参加してください。
③�介護等体験に参加しようとする者は、事前に健康診断、場合によっては細菌検査や麻疹抗体検査を受けな
ければなりません（自己負担）。
④�介護等体験に参加しようとする者は、「介護等体験実習料」を納めなければなりません。さらに、交通費、
宿泊費、食費等は別途自己負担となります。
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体育授業インターンシップ
●体育授業インターンシップとは
　�　保健体育科教員をめざす学生が小・中学校の教育現場に出向き、保健体育授業の補助活動を行いま
す。この活動によって、子どもを見る目を養い、授業づくりへの理解を深めるとともに、高度な職業
観、責任感、問題意識をもつことを目的にしています。２００７年度に発足したこの制度は、大学の正課
授業の一環として設定し、学内での事前・事後指導・中間報告会（インターンシップ学生相互による
活動経験の交流と反省等）を含め所定のインターンシップを修了した学生には、単位認定（ ２単位）
を行います。

　�　この活動は、大学の講義・保健体育科教育法で学ぶ内容を、教育現場で確認する意味を持ちます。
また、教育実習に行く前に、教育現場の雰囲気、子どもの実態、指導のコツなどを修得するチャンス
でもあります。

●参加対象学生について
　�　経営学部スポーツ経営学科に在籍し、中・高の保健体育科教員免許取得をめざす ２年次以上の教職
課程履修者で、 １年次において「教職総論」「教育原理」いずれかの単位を修得できている者とします。

　　希望者のなかから、明確な動機をもち、誠実に取り組むことができる者を学内で選考します。
　�　なお、受入校での活動開始に先立って、学内で事前指導（インターンシップの意義やマナー等）を
受けることが条件となります。

●活動期間と内容について
　�　原則として ６月以降の特定曜日（午前あるいは午後）に、同じ学校で継続的に活動を行います。活
動時間は合計２８時間程度とします。活動に入る授業や時間帯についての詳細は、受入校と学生で調整
します。

　�　活動の内容は、保健体育科の授業の補助全般です。用具の準備、計測等の補助、演示、個別指導へ
の対応などです。 １日の活動終了後には日誌をまとめます。また、活動期間中に教員が受入校を訪問
して活動状況の確認を行います。

●活動の流れ（予定）

４ 月上旬

５月～

６月～
１０月
１２月
１ 月
２ 月

募集説明会（オリエンテーション期間中に実施）
選考（学内面接・書類選考）
事前指導
受入校との打ち合わせ
活動開始
中間報告会
活動終了
活動報告会・事後指導
単位認定
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課外体育インターンシップ
●課外体育インターンシップとは
　�　保健体育科教員や、課外活動の指導者をめざす学生が小・中学校の教育現場に出向き、課外体育の
指導（運動部活動等）の補助を行います。この活動によって、子どもを見る目や指導方法に関する理
解を深めることをめざします。２００８年度に発足したこの制度は、大学の正課授業の一環として設定し、
学内での事前・事後指導・中間報告会（インターンシップ学生相互による活動経験の交流と反省等）を
含め所定のインターンシップを修了した学生には、単位認定（ ２単位）を行います。

　�　プロ野球選手会による高校生を対象にした技術指導シンポジウム（「夢の向こうに」）や、日本陸連
「キッズアスリートプログラム」に見られるように、今日のトップ・アスリートには、自分の持って
いる技術をより多くの人に還元することが求められています。課外体育インターンシップを通して、
そのようなアスリートとしての自覚も深めて欲しいと考えています。

●参加対象学生について
　�　本科目の履修にあたっては、派遣中学校への派遣責任が生じるため以下の条件をよく理解して受講
すること

　・�経営学部スポーツ経営学科に在籍し、保健体育教員免許状を取得希望者で部活動の指導を強く志ざ
している者

　・卒業後の進路として、スポーツ指導者としての活動を強く志している者
　・�卒業後、社会人として働きながら、地域の学校等の課外活動における指導者として活動する事を強
く志ざしている者

　�　希望者のなかから、明確な動機をもち、誠実に取り組むことができる者を学内で選考します。活動
を行う部活動に現在所属していること（あるいは過去に所属していたこと）、また、受入校での活動
開始に先立って、学内で事前指導（インターンシップの意義やマナー等）を受けることが条件となり
ます。

●活動期間と内容について
　�　 ５ 月から活動を開始します。体育授業インターンシップと同様、毎週特定曜日に活動を行い、活動
時間は合計２８時間程度とします。活動に入る曜日や時間帯についての詳細は、受入校と学生で調整し
ます（状況に応じて、夏期休暇中に活動することもあります）。

　�　活動の内容は、課外体育指導に関わる用具の準備、計測等の補助、演示、個別指導への対応などで
す。担当教員の立ち会いのもとで活動し、 １日の活動終了後には日誌をまとめます。
　　活動期間中に教員が受入校を訪問して、活動状況の確認を行います。

●活動の流れ（予定）

４ 月上旬
４月中旬
４月下旬
５月上旬

１０月
１２月
１ 月
２ 月

募集説明会（オリエンテーション期間中に実施）
選考（学内面接・書類選考）
事前指導
受入校との打ち合わせ
活動開始（ゴールデンウィーク明け）
中間報告会
活動終了
活動報告会・事後指導
単位認定
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経済学部　経済学科　カリキュラムマップ・ナンバリング

　学科のＤＰ①：　経済の基礎（経済学の系統的・体系的な学修を通じて広い視野を身に付ける）
　学科のＤＰ②：　経済の理解と応用・思考力（経済学を通じて世界の動きを見通す力とその応用力と思考力を身に付ける）

区　　　　　　　　分 授業科目 単位 開講年次 科目の到達目標
学科のDP① 学科のDP②

科目のナンバー
経済の基礎 経済の応用・思考力

基礎教育科目群

基礎科目

基礎演習 4 1 ① ○ SEM101
情報リテラシーＡ 2 1 ① ○ INF101
英語Ⅰ 2 1 ① ○ ENG101
中国語Ⅰ 2 1 ① ○ CHI101
英語Ⅱ 2 1 ① ○ ENG102
中国語Ⅱ 2 1 ① ○ CHI102

教養科目

情報リテラシーＢ 2 1 ① ○ INF102
文章表現法 2 1 ① ○ GNR101
日本国憲法 2 1 ① ○ GNR102
社会と公法 2 1 ① ○ GNR103
民法 2 1 ① ○ GNR104
商法 2 2 ① ○ GNR201
生物学 2 1 ① ○ GNR105
統計学 2 1 ① ○ GNR106
数学 2 1 ① ○ GNR107
文学 2 1 ① ○ GNR108
哲学 2 1 ① ○ GNR109
倫理学 2 1 ① ○ GNR110
心理学 2 1 ① ○ GNR111
宗教学 2 1 ① ○ GNR112
医学一般 2 1 ① ○ GNR113
ジェンダー論 2 1 ① ○ GNR114
健康とスポーツ 2 1 ① ○ GNR115
日本史 2 1 ① ○ GNR116
外国史 2 1 ① ○ GNR117
地理学（地誌を含む） 2 1 ① ○ GNR118
日本のことばと文化 2 1 ① ○ GNR119
体育実技Ａ 1 1 ① ○ PYE101
体育実技Ｂ 1 1 ① ○ PYE102

外国語

言語文化概論A 2 2 ① ○ FOR201
言語文化概論B 2 2 ① ○ FOR202
言語文化概論C 2 2 ① ○ FOR203
英語表現Ⅰ 2 1 ① ○ FOR101
英語表現Ⅱ 2 1 ① ○ FOR102
ビジネスイングリッシュⅠ 2 1 ① ○ FOR103
ビジネスイングリッシュⅡ 2 2 ① ○ FOR204
中国語会話Ⅰ 2 1 ① ○ FOR104
中国語会話Ⅱ 2 1 ① ○ FOR105
応用中国語 2 2 ① ○ FOR205
海外語学研修 4 1 ① ○ FOR106

留学生語学

日本語コミュニケーションＡ 2 1 ① ○ JPE103
日本語コミュニケーションＢ 2 1 ① ○ JPE104
日本語Ⅰ 2 1 ① ○ JPE101
日本語Ⅱ 2 1 ① ○ JPE102
日本語Ⅲ 2 2 ① ○ JPE201
日本語検定 2 2 ① ○ JPE202

専門教育科目

経済学部基礎

社会科学入門 2 1 ① ○ PUB101
経済学 2 1 ①② ○ ○ ECO101
経済データ論 2 1 ② ○ ECO102
政治学 2 1 ① ○ PUB102
法学 2 1 ① ○ PUB103
社会学 2 1 ① ○ PUB104
まちづくり実践論 2 1 ② ○ AST101
社会福祉の原理と政策Ⅰ 2 1 ① ○ SOW101
健康実践論 2 1 ② ○ SOW102
ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅰ 2 1 ② ○ SOW103
情報とグローバル化 2 2 ① ○ ECO201

ALCコア

地域調査法 2 1 ② ○ ECO103
地域フィールドワーク 2 1 ② ○ AST102
コミュニティサービスラーニング 2 2 ② ○ SOW201
ファシリテーション論 2 1 ② ○ SOW104
岐阜地域研究 2 1 ② ○ AST103
財政と社会 2 2 ① ○ PUB201

経済学科コア科目

経済原論Ⅰ 2 2 ①② ○ ○ ECO202
経済原論Ⅱ 2 2 ①② ○ ○ ECO203
マクロ経済学Ⅰ 2 2 ①② ○ ○ ECO204
マクロ経済学Ⅱ 2 2 ①② ○ ○ ECO205
ミクロ経済学Ⅰ 2 2 ①② ○ ○ ECO206
ミクロ経済学Ⅱ 2 2 ①② ○ ○ ECO207
経済政策 2 2 ② ○ PUB202
金融システム論 2 2 ② ○ ECO208
財政システム論 2 2 ② ○ ECO209
社会保障論Ⅰ 2 2 ② ○ PUB203
社会保障論Ⅱ 2 2 ② ○ PUB204
産業論 2 2 ② ○ ECO210
経済統計論 2 2 ② ○ ECO211
計量経済分析 2 2 ② ○ ECO212
経済学史 2 2 ①② ○ ○ ECO213
日本経済史概説 2 2 ② ○ ECO214
西洋経済史 2 2 ①② ○ ○ ECO215
アジア経済史 2 2 ①② ○ ○ ECO216
比較経済史 2 2 ② ○ ECO217
日本経済論 2 2 ② ○ ECO218
国際経済論 2 2 ② ○ ECO219
開発経済論 2 2 ② ○ ECO220
地域経済論 2 2 ② ○ ECO221
地方財政論 2 2 ② ○ ECO222
農業経済論 2 2 ② ○ ECO223
証券市場論 2 2 ② ○ ECO224
国際金融論 2 2 ② ○ ECO225
社会政策 2 2 ② ○ PUB205
海外地域研究A 2 2 ② ○ ECO226
海外地域研究B 2 2 ② ○ ECO227
海外地域研究C 2 2 ② ○ ECO228
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専門教育科目

学部展開科目

行政法 2 2 ① ○ PUB206
行政学 2 2 ① ○ PUB207
公共政策論 2 2 ① ○ PUB208
公共政策実践論 2 2 ② ○ PUB209
環境政策 2 2 ② ○ PUB210
都市政策 2 2 ② ○ PUB211
地方自治論 2 2 ② ○ PUB212
地域再生論 2 2 ② ○ PUB213
災害支援論 2 2 ② ○ PUB214
国際政治論 2 2 ② ○ PUB215
警察・消防論 2 2 ② ○ PUB216
現代公務員論 2 2 ② ○ PUB217
公務員総合演習基礎 2 1 ① ○ PUB105
公務員総合演習Ⅰ 2 2 ② ○ PUB218
公務員総合演習Ⅱ 2 2 ② ○ PUB219
公務員総合演習Ⅲ 2 3 ② ○ PUB301
公務員総合演習Ⅳ 2 3 ② ○ PUB302
公務員総合演習Ⅴ 2 4 ② ○ PUB401

企業・業界研究

現代企業論 2 1 ② ○ ADM101
マーケティング論 2 1 ② ○ ADM102
金融リテラシー 2 1 ① ○ ACC101
簿記入門 2 1 ① ○ ACC102
初級簿記 2 1 ① ○ ACC103
中級簿記Ⅰ 2 2 ② ○ ACC201
中級簿記Ⅱ 2 2 ② ○ ACC202
会計学総論 2 2 ② ○ ACC203
財務会計 2 2 ② ○ ACC204
経営学総論 2 2 ① ○ ADM201
経営戦略論 2 2 ② ○ ADM202
経営組織論 2 2 ② ○ ADM203
ビジネス表計算 2 2 ② ○ INF201
情報技術史 2 2 ② ○ INF202
中小企業論 2 3 ② ○ ADM301
企業・業界研究Ⅰ 2 2 ② ○ ADM214
企業・業界研究Ⅱ 2 2 ② ○ ADM215
公務総合研究Ⅰ 2 2 ① ○ PUB220
公務総合研究Ⅱ 2 3 ② ○ PUB303
公務総合研究Ⅲ 2 3 ② ○ PUB304
公務総合研究Ⅳ 2 4 ② ○ PUB402
総合アドバンスト演習Ⅰ 2 3 ② ○ PUB305
総合アドバンスト演習Ⅱ 2 4 ② ○ PUB403

演習
演習Ⅰ 4 2 ② ○ SEM201
演習Ⅱ 4 3 ② ○ SEM301
演習Ⅲ 4 4 ② ○ SEM401

就職・資格取得支援科目群

キャリア形成Ⅰ 2 1 OTH101
キャリア形成Ⅱ 2 2 OTH201
キャリア形成Ⅲ 2 3 OTH301
キャリア形成Ⅳ 2 3 OTH302
インターンシップＡ 2 2 OTH202
インターンシップＢ 2 2 OTH203
職業指導 4 2 EDU201
教職課程科目 ＊ 1 EDU101
社会福祉士課程科目 ＊ 1 OTH102
資格自己研修 ＊ 1 OTH103
公務員講座 ＊ 2 OTH204

自由科目

特別講義 ＊ 1 OTH104
コンソーシアム特殊講義Ａ 2 1 OTH105
コンソーシアム特殊講義Ｂ 2 1 OTH106
特別演習A 2 1 OTH107
特別演習B 2 1 OTH108
他学部・他学科科目 ＊ 1 OTH109
他大学科目 ＊ 1 OTH110

１ ．番号付与の原則
・番号を見てすぐにイメージできるよう、番号はアルファベット 3文字と数字 3文字から構成しています。
・科目分類を示すアルファベット（ 3文字）は、学問領域を示し、学部、学科、専攻を示すものではありません。

２ ．科目レベルについて
・下記の通り配当年次の番号を記載しています。

１００番台　　 １年次配当
２００番台　　 ２年次配当
３００番台　　 ３年次配当
４００番台　　 ４年次配当

ナンバリング科目分類一覧
基礎教養 GNR

語学
英語 ENG
中国語 CHI
外国語 FOR

体育 体育 PYE
留学生 日本語教育 JPE
地域研究 地域研究 AST
経済系 経済学 ECO

公共系 公共マネジメント PUB
社会と生活 SOC

福祉系 ソーシャルワーク SOW

経営系 経営学 ADM
会計・税務 ACC

情報メディア系 情報 INF

その他
教職 EDU
卒業研究・ゼミナール SEM
その他 OTH
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経済学部　公共政策学科　カリキュラムマップ・ナンバリング

　学科のＤＰ①：　公共政策の理解（公共政策の専門的な知識を系統的・体系的に身に付ける）
　学科のＤＰ②：　公共政策の企画力・実践力（人々の協力及び社会と自然という共生という地域づくりの理念を深く理解し実践できる）

区　　　　　　　　分 授業科目 単位 開講年次 科目の到達目標
学科のDP① 学科のDP②

科目のナンバー
公共政策の理解 公共政策の

企画力・実践力

基礎教育科目群

基礎科目

基礎演習 4 1 ① ○ SEM101
情報リテラシーＡ 2 1 ① ○ INF101
英語Ⅰ 2 1 ① ○ ENG101
中国語Ⅰ 2 1 ① ○ CHI101
英語Ⅱ 2 1 ① ○ ENG102
中国語Ⅱ 2 1 ① ○ CHI102

教養科目

情報リテラシーＢ 2 1 ① ○ INF102
文章表現法 2 1 ① ○ GNR101
日本国憲法 2 1 ① ○ GNR102
社会と公法 2 1 ① ○ GNR103
民法 2 1 ① ○ GNR104
商法 2 2 ① ○ GNR201
生物学 2 1 ① ○ GNR105
統計学 2 1 ① ○ GNR106
数学 2 1 ① ○ GNR107
文学 2 1 ① ○ GNR108
哲学 2 1 ① ○ GNR109
倫理学 2 1 ① ○ GNR110
心理学 2 1 ① ○ GNR111
宗教学 2 1 ① ○ GNR112
医学一般 2 1 ① ○ GNR113
ジェンダー論 2 1 ① ○ GNR114
健康とスポーツ 2 1 ① ○ GNR115
日本史 2 1 ① ○ GNR116
外国史 2 1 ① ○ GNR117
地理学（地誌を含む） 2 1 ① ○ GNR118
日本のことばと文化 2 1 ① ○ GNR119
体育実技Ａ 1 1 ① ○ PYE101
体育実技Ｂ 1 1 ① ○ PYE102

外国語

言語文化概論A 2 2 ① ○ FOR201
言語文化概論B 2 2 ① ○ FOR202
言語文化概論C 2 2 ① ○ FOR203
英語表現Ⅰ 2 1 ① ○ FOR101
英語表現Ⅱ 2 1 ① ○ FOR102
ビジネスイングリッシュⅠ 2 1 ① ○ FOR103
ビジネスイングリッシュⅡ 2 2 ① ○ FOR204
中国語会話Ⅰ 2 1 ① ○ FOR104
中国語会話Ⅱ 2 1 ① ○ FOR105
応用中国語 2 2 ① ○ FOR205
海外語学研修 4 1 ① ○ FOR106

留学生語学

日本語コミュニケーションＡ 2 1 ① ○ JPE103
日本語コミュニケーションＢ 2 1 ① ○ JPE104
日本語Ⅰ 2 1 ① ○ JPE101
日本語Ⅱ 2 1 ① ○ JPE102
日本語Ⅲ 2 2 ① ○ JPE201
日本語検定 2 2 ① ○ JPE202

専門教育科目

経済学部基礎

社会科学入門 2 1 ① ○ PUB101
経済学 2 1 ①② ○ ○ ECO101
経済データ論 2 1 ② ○ ECO102
政治学 2 1 ① ○ PUB102
法学 2 1 ① ○ PUB103
社会学 2 1 ① ○ PUB104
まちづくり実践論 2 1 ② ○ AST101
社会福祉の原理と政策Ⅰ 2 1 ① ○ SOW101
健康実践論 2 1 ② ○ SOW102
ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅰ 2 1 ② ○ SOW103
情報とグローバル化 2 2 ① ○ ECO201

ALCコア

地域調査法 2 1 ② ○ ECO103
地域フィールドワーク 2 1 ② ○ AST102
コミュニティサービスラーニング 2 2 ② ○ SOW201
ファシリテーション論 2 1 ② ○ SOW104
岐阜地域研究 2 1 ② ○ AST103
財政と社会 2 2 ① ○ PUB201

公共政策学科コア科目

公共政策論 2 2 ① ○ PUB208
行政学 2 2 ① ○ PUB207
行政法 2 2 ① ○ PUB206
財政システム論 2 2 ② ○ ECO209
社会保障論Ⅰ 2 2 ② ○ PUB203
社会保障論Ⅱ 2 2 ② ○ PUB204
公共政策実践論 2 2 ② ○ PUB209
環境政策 2 2 ② ○ PUB210
都市政策 2 2 ② ○ PUB211
地方自治論 2 2 ② ○ PUB212
地域再生論 2 2 ② ○ PUB213
災害支援論 2 2 ② ○ PUB214
国際政治論 2 2 ② ○ PUB215
警察・消防論 2 2 ② ○ PUB216
現代公務員論 2 2 ② ○ PUB217
公務員総合演習基礎 2 1 ① ○ PUB105
公務員総合演習Ⅰ 2 2 ② ○ PUB218
公務員総合演習Ⅱ 2 2 ② ○ PUB219
公務員総合演習Ⅲ 2 3 ② ○ PUB301
公務員総合演習Ⅳ 2 3 ② ○ PUB302
公務員総合演習Ⅴ 2 4 ② ○ PUB401

社会福祉士コア科目

社会福祉の原理と政策Ⅱ 2 2 ② ○ SOW202
障害の理解 2 2 ② ○ SOW203
介護概論 2 2 ② ○ SOW204
高齢者福祉論 2 2 ② ○ SOW205
障害者福祉論 2 2 ② ○ SOW206
児童・家庭福祉論 2 2 ② ○ SOW207
貧困に対する支援 2 2 ② ○ SOW208
地域福祉と包括的支援体制Ⅰ 2 2 ② ○ SOW209
地域福祉と包括的支援体制Ⅱ 2 2 ② ○ SOW210
保健医療と福祉 2 2 ② ○ SOW211
福祉サービスの組織と経営 2 2 ② ○ SOW212
刑事司法と福祉 2 2 ② ○ SOW213
権利擁護を支える法制度 2 2 ② ○ SOW214
ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅱ（専門） 2 2 ② ○ SOW215
ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ 2 2 ② ○ SOW216
ソーシャルワークの理論と方法Ⅱ 2 2 ② ○ SOW217
ソーシャルワークの理論と方法Ⅲ（専門） 2 2 ② ○ SOW218
ソーシャルワークの理論と方法Ⅳ（専門） 2 2 ② ○ SOW219



－ 141 －

専門教育科目

学部展開科目

経済原論Ⅰ 2 2 ①② ○ ○ ECO202
経済原論Ⅱ 2 2 ①② ○ ○ ECO203
マクロ経済学Ⅰ 2 2 ①② ○ ○ ECO204
マクロ経済学Ⅱ 2 2 ①② ○ ○ ECO205
ミクロ経済学Ⅰ 2 2 ①② ○ ○ ECO206
ミクロ経済学Ⅱ 2 2 ①② ○ ○ ECO207
経済政策 2 2 ② ○ PUB202
金融システム論 2 2 ② ○ ECO208
産業論 2 2 ② ○ ECO210
経済統計論 2 2 ② ○ ECO211
計量経済分析 2 2 ② ○ ECO212
経済学史 2 2 ①② ○ ○ ECO213
日本経済史概説 2 2 ② ○ ECO214
西洋経済史 2 2 ①② ○ ○ ECO215
アジア経済史 2 2 ①② ○ ○ ECO216
比較経済史 2 2 ② ○ ECO217
日本経済論 2 2 ② ○ ECO218
国際経済論 2 2 ② ○ ECO219
開発経済論 2 2 ② ○ ECO220
地域経済論 2 2 ② ○ ECO221
地方財政論 2 2 ② ○ ECO222
農業経済論 2 2 ② ○ ECO223
証券市場論 2 2 ② ○ ECO224
国際金融論 2 2 ② ○ ECO225
社会政策 2 2 ② ○ PUB205
海外地域研究A 2 2 ② ○ ECO226
海外地域研究B 2 2 ② ○ ECO227
海外地域研究C 2 2 ② ○ ECO228

企業・業界研究

現代企業論 2 1 ② ○ ADM101
マーケティング論 2 1 ② ○ ADM102
金融リテラシー 2 1 ① ○ ACC101
簿記入門 2 1 ① ○ ACC102
初級簿記 2 1 ① ○ ACC103
中級簿記Ⅰ 2 2 ② ○ ACC201
中級簿記Ⅱ 2 2 ② ○ ACC202
会計学総論 2 2 ② ○ ACC203
財務会計 2 2 ② ○ ACC204
経営学総論 2 2 ① ○ ADM201
経営戦略論 2 2 ② ○ ADM202
経営組織論 2 2 ② ○ ADM203
ビジネス表計算 2 2 ② ○ INF201
情報技術史 2 2 ② ○ INF202
中小企業論 2 3 ② ○ ADM301
企業・業界研究Ⅰ 2 2 ② ○ ADM214
企業・業界研究Ⅱ 2 2 ② ○ ADM215
公務総合研究Ⅰ 2 2 ① ○ PUB220
公務総合研究Ⅱ 2 3 ② ○ PUB303
公務総合研究Ⅲ 2 3 ② ○ PUB304
公務総合研究Ⅳ 2 4 ② ○ PUB402
総合アドバンスト演習Ⅰ 2 3 ② ○ PUB305
総合アドバンスト演習Ⅱ 2 4 ② ○ PUB403

演習
演習Ⅰ 4 2 ② ○ SEM201
演習Ⅱ 4 3 ② ○ SEM301
演習Ⅲ 4 4 ② ○ SEM401

就職・資格取得支援科目群

キャリア形成Ⅰ 2 1 OTH101
キャリア形成Ⅱ 2 2 OTH201
キャリア形成Ⅲ 2 3 OTH301
キャリア形成Ⅳ 2 3 OTH302
インターンシップＡ 2 2 OTH202
インターンシップＢ 2 2 OTH203
職業指導 4 2 EDU201
教職課程科目 ＊ 1 EDU101
社会福祉士課程科目 ＊ 1 OTH102
資格自己研修 ＊ 1 OTH103
公務員講座 ＊ 2 OTH204

自由科目

特別講義 ＊ 1 OTH104
コンソーシアム特殊講義Ａ 2 1 OTH105
コンソーシアム特殊講義Ｂ 2 1 OTH106
特別演習A 2 1 OTH107
特別演習B 2 1 OTH108
他学部・他学科科目 ＊ 1 OTH109
他大学科目 ＊ 1 OTH110

１ ．番号付与の原則
・番号を見てすぐにイメージできるよう、番号はアルファベット ３文字と数字 ３文字から構成しています。
・科目分類を示すアルファベット（ ３文字）は、学問領域を示し、学部、学科、専攻を示すものではありません。

２ ．科目レベルについて
・下記の通り配当年次の番号を記載しています。

１００番台　　 １年次配当
２００番台　　 ２年次配当
３００番台　　 ３年次配当
４００番台　　 ４年次配当

ナンバリング科目分類一覧
基礎教養 GNR

語学
英語 ENG
中国語 CHI
外国語 FOR

体育 体育 PYE
留学生 日本語教育 JPE
地域研究 地域研究 AST
経済系 経済学 ECO

公共系 公共マネジメント PUB
社会と生活 SOC

福祉系 ソーシャルワーク SOW

経営系 経営学 ADM
会計・税務 ACC

情報メディア系 情報 INF

その他
教職 EDU
卒業研究・ゼミナール SEM
その他 OTH
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経済学部卒業要件・卒業見込証明書発行要件

１．卒業要件
　⑴　 ４年以上の在学（学則第 ４条、第 ５条）
　⑵　所定の授業科目及び単位数を修得（学則第 ５条、第２７条）
　　�　次のページ以降に該当する学科・入学年度の「開講科目一覧表」のとおり、区分ごとの卒業に必要な
授業科目及び単位数を全て修得し、合計１２４単位を修得してください。

　　※「演習Ⅲ」では、卒業論文の提出が必須となります。

２ ．卒業見込証明書の発行
　「卒業見込証明書」は、その年度に卒業できる可能性があることを証明する書類です。就職活動などの際
に、企業などから提出を求められることがあります。
　発行時期ごとに発行要件を全て満たしている人に発行されます。

発行時期 発行要件

４年次の ４月以降
３年次終了までに
・「演習Ⅰ」を修得している。
・卒業に必要な科目８７単位以上を修得している。

４年次の
後期履修登録終了後

卒業年次の前期終了時までに
・「演習Ⅰ」を修得している。
・卒業に必要な科目９８単位以上を修得している。
・後期に卒業必要単位を登録している。
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経済学科・開講科目一覧（２０２6年度以降入学生）
区分 授業科目 単位 開講

年次
卒業に必要な
単位数

基
礎
教
育
科
目

基
礎
科
目

基礎演習 4 1 　 4 単位
情報リテラシーA 2 1 　 2 単位
英語Ⅰ
中国語Ⅰ

2
2

1
1

�
�
�
2 単位

英語Ⅱ
中国語Ⅱ

2
2

1
1

�
�
�
2 単位

教
養
科
目

情報リテラシーB
文章表現法
日本国憲法
社会と公法
民法
商法
生物学
統計学
数学
文学
哲学
倫理学
心理学
宗教学
医学一般
ジェンダー論
健康とスポーツ
日本史
外国史
地理学（地誌含む）
日本のことばと文化
体育実技Ａ
体育実技Ｂ

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12単位

外
国
語

言語文化概論A
言語文化概論B
言語文化概論C
英語表現Ⅰ
英語表現Ⅱ
ビジネスイングリッシュⅠ
ビジネスイングリッシュⅡ
中国語会話Ⅰ
中国語会話Ⅱ
応用中国語
海外語学研修

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4

2
2
2
1
1
1
2
1
1
2
1

2 単位

留
学
生
語
学

日本語コミュニケーションＡ
日本語コミュニケーションＢ
日本語Ⅰ
日本語Ⅱ
日本語Ⅲ

2
2
2
2
2

1
1
1
1
2

10単位
（備考１参照）

日本語検定 2 2

専
門
教
育
科
目

経
済
学
部
基
礎

社会科学入門
経済学
経済データ論
政治学
法学
社会学
まちづくり実践論
社会福祉の原理と政策Ⅰ
健康実践論
ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅰ
情報とグローバル化

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

10単位

Ａ
Ｌ
Ｃ
コ
ア

地域調査法
地域フィールドワーク
コミュニティサービスラーニング
ファシリテーション論
岐阜地域研究
財政と社会

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
2

4 単位

経
済
学
科
コ
ア
科
目

経済原論Ⅰ
経済原論Ⅱ
マクロ経済学Ⅰ
マクロ経済学Ⅱ
ミクロ経済学Ⅰ
ミクロ経済学Ⅱ

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

6 単位

　4
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40単位

経済政策
金融システム論
財政システム論
社会保障論Ⅰ
社会保障論Ⅱ
産業論
経済統計論
計量経済分析
経済学史
日本経済史概説
西洋経済史
アジア経済史
比較経済史
日本経済論
国際経済論
開発経済論
地域経済論
地方財政論
農業経済論
証券市場論
国際金融論
社会政策
海外地域研究A
海外地域研究Ｂ
海外地域研究Ｃ

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

18単位

�
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
�
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
�
�
―
―
―
―
―
�
―
―
―
―
―
�
�
―
―
�
―
―
�

�
―
―
―
―
―
�
―
―
―
―
―
�
�
―
―
�
―
―
�
�
―
―
�
―
―
�

�
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
�
―
―
―
―
―
―

�
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
�
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
�

区分 授業科目 単位 開講
年次

卒業に必要な
単位数

専
門
教
育
科
目

学
部
展
開
科
目

行政法
行政学
公共政策論
公共政策実践論
環境政策
都市政策
地方自治論
地域再生論
災害支援論
国際政治論
警察・消防論
現代公務員論
公務員総合演習基礎
公務員総合演習Ⅰ
公務員総合演習Ⅱ
公務員総合演習Ⅲ
公務員総合演習Ⅳ
公務員総合演習Ⅴ

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
3
3
4

　
� 　

企
業
・
業
界
研
究

現代企業論
マーケティング論
金融リテラシー
簿記入門
初級簿記
中級簿記Ⅰ
中級簿記Ⅱ
会計学総論
財務会計
経営学総論
経営戦略論
経営組織論
ビジネス表計算
情報技術史
中小企業論
企業・業界研究Ⅰ
企業・業界研究Ⅱ
公務総合研究Ⅰ
公務総合研究Ⅱ
公務総合研究Ⅲ
公務総合研究Ⅳ
総合アドバンスト演習Ⅰ
総合アドバンスト演習Ⅱ

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
3
3
4
3
4

4 単位

演
習
演習Ⅰ
演習Ⅱ
演習Ⅲ

4
4
4

2
3
4

12単位

就
職
・
資
格
支
援
取
得
科
目

キャリア形成Ⅰ
キャリア形成Ⅱ
キャリア形成Ⅲ
キャリア形成Ⅳ
インターンシップA
インターンシップＢ
職業指導
教職課程科目
資格自己研修
公務員講座

2
2
2
2
2
2
4
＊
＊
＊

1
2
3
3
2
2
2
1
1
2

6 単位

自
由
科
目

特別講義
コンソーシアム特殊講義A
コンソーシアム特殊講義B
特別演習A
特別演習B
他学部・他学科科目
他大学科目

＊
2
2
2
2
＊
＊

1
1
1
1
1
1
1

合計 基礎科目10単位、教養科目12単位、外国語 2単位、専門教育科目70単位、就
職・資格取得支援科目6単位、全体から24単位（合計124単位）

【備考】
1．�外国人留学生については、「日本語Ⅰ」を「英語Ⅰ・中国語Ⅰ」の、「日本語Ⅱ」を「英
語Ⅱ・中国語Ⅱ」の、「日本語Ⅲ」を「外国語」群の、それぞれ卒業必要単位とする。ま
た、「日本語コミュニケーションA」「日本語コミュニケーションB」を「教養科目」群の
卒業必要単位のうち 4単位とする。

2.�＊の科目は、それぞれ複数科目を履修することができる。資格自己研修に係る単位認定
については、別に定める。

3.「特別演習Ａ・Ｂ」は、短期留学生のみ受講できる。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
�

�
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
�
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
�
�
―

�
―

�
�
―
―
―
―
�
―
―
―
―
�

〈就職・資格取得支援科目群〉
　公務員講座

授業科目 単位数 開講年次
教養講座数学 2 2
教養講座論文・専門記述 2 3
公務員基礎講座Ⅰ 2 3
公務員基礎講座Ⅱ 2 3
公務員基礎講座Ⅲ 2 3
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公共政策学科・開講科目一覧（２０２6年度以降入学生）

〈就職・資格取得支援科目群〉
　公務員講座

授業科目 単位数 開講年次
教養講座数学 2 2
教養講座論文・専門記述 2 3
公務員基礎講座Ⅰ 2 3
公務員基礎講座Ⅱ 2 3
公務員基礎講座Ⅲ 2 3

区分 授業科目 単位 開講
年次

卒業に必要な
単位数

基
礎
教
育
科
目

基
礎
科
目

基礎演習 4 1 　 4 単位
情報リテラシーA 2 1 　 2 単位
英語Ⅰ
中国語Ⅰ

2
2

1
1

�
�
�
2 単位

英語Ⅱ
中国語Ⅱ

2
2

1
1

�
�
�
2 単位

教
養
科
目

情報リテラシーB
文章表現法
日本国憲法
社会と公法
民法
商法
生物学
統計学
数学
文学
哲学
倫理学
心理学
宗教学
医学一般
ジェンダー論
健康とスポーツ
日本史
外国史
地理学（地誌含む）
日本のことばと文化
体育実技Ａ
体育実技Ｂ

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12単位

外
国
語

言語文化概論A
言語文化概論B
言語文化概論C
英語表現Ⅰ
英語表現Ⅱ
ビジネスイングリッシュⅠ
ビジネスイングリッシュⅡ
中国語会話Ⅰ
中国語会話Ⅱ
応用中国語
海外語学研修

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4

2
2
2
1
1
1
2
1
1
2
1

2 単位

留
学
生
語
学

日本語コミュニケーションＡ
日本語コミュニケーションＢ
日本語Ⅰ
日本語Ⅱ
日本語Ⅲ

2
2
2
2
2

1
1
1
1
2

10単位

日本語検定 2 2

専
門
教
育
科
目

経
済
学
部
基
礎

社会科学入門
経済学
経済データ論
政治学
法学
社会学
まちづくり実践論
社会福祉の原理と政策Ⅰ
健康実践論
ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅰ
情報とグローバル化

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

10単位

Ａ
Ｌ
Ｃ
コ
ア

地域調査法
地域フィールドワーク
コミュニティサービスラーニング
ファシリテーション論
岐阜地域研究
財政と社会

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
2

4 単位

公
共
政
策
学
科
コ
ア
科
目

公共政策論
行政学
行政法
財政システム論
社会保障論Ⅰ
社会保障論Ⅱ

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

6 単位

　

公共政策実践論
環境政策
都市政策
社会政策
地方財政論
地方自治論
地域再生論
災害支援論
国際政治論
警察・消防論
現代公務員論
公務員総合演習基礎
公務員総合演習Ⅰ
公務員総合演習Ⅱ
公務員総合演習Ⅲ
公務員総合演習Ⅳ
公務員総合演習Ⅴ

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
3
3
4
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区分 授業科目 単位 開講
年次

卒業に必要な
単位数

専
門
教
育
科
目

社
会
福
祉
士
コ
ア
科
目

社会福祉の原理と政策Ⅱ
障害の理解
介護概論
高齢者福祉論
障害者福祉論
児童・家庭福祉論
貧困に対する支援
地域福祉と包括的支援体制Ⅰ
地域福祉と包括的支援体制Ⅱ
保健医療と福祉
福祉サービスの組織と経営
刑事司法と福祉
権利擁護を支える法制度
ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅱ（専門）
ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ
ソーシャルワークの理論と方法Ⅱ
ソーシャルワークの理論と方法Ⅲ（専門）
ソーシャルワークの理論と方法Ⅳ（専門）

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

18単位

40単位

学
部
展
開
科
目

経済原論Ⅰ
経済原論Ⅱ
経済政策
マクロ経済学Ⅰ
マクロ経済学Ⅱ
ミクロ経済学Ⅰ
ミクロ経済学Ⅱ
金融システム論
産業論
経済統計論
計量経済分析
経済学史
日本経済史概説
西洋経済史
アジア経済史
比較経済史
日本経済論
国際経済論
開発経済論
地域経済論
農業経済論
証券市場論
国際金融論
海外地域研究A
海外地域研究Ｂ
海外地域研究Ｃ

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

企
業
・
業
界
研
究

現代企業論
マーケティング論
金融リテラシー
簿記入門
初級簿記
中級簿記Ⅰ
中級簿記Ⅱ
会計学総論
財務会計
経営学総論
経営戦略論
経営組織論
ビジネス表計算
情報技術史
中小企業論
企業・業界研究Ⅰ
企業・業界研究Ⅱ
公務総合研究Ⅰ
公務総合研究Ⅱ
公務総合研究Ⅲ
公務総合研究Ⅳ
総合アドバンスト演習Ⅰ
総合アドバンスト演習Ⅱ
社会福祉士演習Ⅰ
社会福祉士演習Ⅱ

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
3
3
4
3
4
3
4

4 単位

演
習
演習Ⅰ
演習Ⅱ
演習Ⅲ

4
4
4

2
3
4

12単位

就
職
・
資
格
支
援
取
得
科
目

キャリア形成Ⅰ
キャリア形成Ⅱ
キャリア形成Ⅲ
キャリア形成Ⅳ
インターンシップA
インターンシップＢ
教職課程科目
社会福祉士課程科目
資格自己研修
公務員講座

2
2
2
2
2
2
＊
＊
＊
＊

1
2
3
3
2
2
1
1
1
2

6 単位以上

自
由
科
目

特別講義
コンソーシアム特殊講義A
コンソーシアム特殊講義B
特別演習A
特別演習B
他学部・他学科科目
他大学科目

＊
2
2
2
2
＊
＊

1
1
1
1
1
1
1

合計 基礎科目10単位、教養科目12単位、外国語 2単位、専門教育科目70単位、
就職・資格取得支援科目 6単位、全体から24単位（合計124単位）

【備考】
1．�外国人留学生については、「日本語Ⅰ」を「英語Ⅰ・中国語Ⅰ」の、「日本語Ⅱ」を「英
語Ⅱ・中国語Ⅱ」の、「日本語Ⅲ」を「外国語」群の、それぞれ卒業必要単位とする。ま
た、「日本語コミュニケーションA」「日本語コミュニケーションB」を「教養科目」群の
卒業必要単位のうち 4単位とする。

2.�＊の科目は、それぞれ複数科目を履修することができる。資格自己研修に係る単位認定
については、別に定める。

3.「特別演習Ａ・Ｂ」は、短期留学生のみ受講できる。
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 社会福祉士の受験資格を得るための授業科目
授業科目 単位数 開講年次 備考

医学一般 2 1
心理学 2 1

4

社会学 2 1
4

社会福祉の原理と政策Ⅰ　 2 1
4

社会福祉の原理と政策Ⅱ　 2 2
4

社会保障論Ⅰ 2 2
4

社会保障論Ⅱ 2 2
4

権利擁護を支える法制度　 2 3
4

地域福祉と包括的支援体制Ⅰ　 2 2
4

地域福祉と包括的支援体制Ⅱ　 2 2
4

高齢者福祉論 2 2
4

障害者福祉論 2 2
4

児童・家庭福祉論　 2 2
4

貧困に対する支援　 2 2
4

保健医療と福祉　 2 2
4

刑事司法と福祉 2 3
4

ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅰ　 2 1
4

ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅱ（専門） 2 2
4

ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ　 2 2
4

ソーシャルワークの理論と方法Ⅱ　 2 2
4

ソーシャルワークの理論と方法Ⅲ（専門） 2 2
4

ソーシャルワークの理論と方法Ⅳ（専門） 2 2
4

地域調査法 2 1
4

福祉サービスの組織と経営 2 3
4

ソーシャルワーク演習Ⅰ 2 2
4

ソーシャルワーク演習Ⅱ（専門）　 2 2
4

ソーシャルワーク演習Ⅲ（専門）　 2 2
4

ソーシャルワーク演習Ⅳ（専門）　 2 3
4

ソーシャルワーク演習Ⅴ（専門）　 2 3
4

ソーシャルワーク実習指導Ⅰ 2 2
4

ソーシャルワーク実習指導Ⅱ 2 3
ソーシャルワーク実習指導Ⅲ 2 3
ソーシャルワーク実習Ⅰ 1 2
ソーシャルワーク実習Ⅱ　 3 3
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　経済学部（２０２6年度入学生）履修方法

Ⅰ　成績評価について 

　すべての科目で出席確認（または代替するテスト）を行います。出席が講義回数の ３分の ２に満たない場
合は失格となります。
　どのような方法で成績が評価されるのかということについては、Webシラバスで確認してください。

Ⅱ　履修方法について 

　各学期に履修登録できる単位数は２４単位以内です。制限の範囲内で、自分の興味や関心、卒業要件等を考
慮して履修する科目を決定します。
※「基礎演習」などの通年科目は、その単位数の半分を各学期の単位数に算入します。
※累積GPAが３．３以上の者は、登録可能単位数の上限を超えて登録することができます（各学期＋ ２単位）。
※�「海外語学研修」、「インターンシップＡ」、「インターンシップＢ」、「教職科目」（教育の基礎的理解に関する科目等）、「資
格自己研修科目」、「社会福祉士課程科目」（ソーシャルワーク実習指導Ⅰ～Ⅲ、ソーシャルワーク実習Ⅰ・Ⅱ）については、
登録可能単位数に含めません。

第 １年次の履修方法

　 １年次生には、オリエンテーション期間中に履修ガイダンスを実施します。履修登録についてよく理解で
きない部分については、この時間に質問しましょう。

Step１ 　 １年次で必ず履修しなければならない科目を確認する

　次ページの科目は １年次生全員が履修しなければならない科目です。あらかじめ入学式に配付された「履
修確認表」で登録状況を確認してください。

Step２ 　選択科目を決め、履修登録をする

①�「Step １ 」について、すでに登録されている時間帯を確認します。次に空いている時間に開講されている
１年次開講科目の中から、履修したい科目を選択します。

　・ ２年次以上に開講されている科目は履修できません。
　・�前期、後期それぞれ登録可能単位２４単位の中から、上記の必ず履修しなければならない科目の単位を減
じ、残りの単位の範囲内で自由に選択して履修することができます。

　・各区分で卒業に必要な単位数が定められていますので、計画的に履修してください。
　・�選択にあたっては、Webシラバスと時間割表を参照し、年間計画を立てた上で、当該学期に履修する
科目を決定します。

②履修登録期間内に学生ポータルよりWeb履修登録を行います。
③�講義が開始されたら自分で選択しようと考えている授業に出席します。第 １回目の授業から出席をとりま
す。
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科　目　名 単位数 経済学部

「基礎演習」

４単位
（登録単位数は前・
後期各 ２単位で計
算）

大学での学び方や大学生活の送り方などの必要な情報やア
ドバイスを受け、学生間、担当教員との交流を図りながら
すすめます。＜必修科目＞

「情報リテラシーＡ」 前期　 ２単位 割り当てられた時間帯で履修します。＜必修科目＞

「英語Ⅰ」または「中国語Ⅰ」 前期　 ２単位

入学前の希望に基づき既に登録されています。「英語Ⅰ」
はプレイスメントテストによってクラス分けを行います。
ポータルで自分のクラス（担当者）を確認して、それぞれ
の授業に出席してください。なお、決定した語学の種類を
途中で変更することはできません。
＜必修科目＞

「英語Ⅱ」または「中国語Ⅱ」 後期　 ２単位
入学前の希望に基づき既に登録されていますので、割り当
てられた時間帯で履修します。なお、外国語Ⅰと同一の外
国語しか選択できません。＜必修科目＞

「キャリア形成Ⅰ」 通年　 ２単位 基礎学力の向上と就職対策を目的としています。
割り当てられた時間帯で履修します。

＊�留学生は、学科ごとの開講科目一覧で示す「基礎科目」内の「外国語Ⅰ・Ⅱ」4単位、「教養科目」4単位、「外国語」2
単位に代えて「留学生語学」の区分の科目を受講してください。

第 2年次以降の履修方法

Step１ 　各年次で必ず履修しなければならない科目を確認する

＜ ２年次から履修する必修科目、選択必修科目＞
①「演習Ⅰ」： 1年次冬に募集を行い、所属を決定します。（必修科目）
②選択必修科目の履修
【経済学科】
・�「経済原論Ⅰ」「経済原論Ⅱ」「マクロ経済学Ⅰ」「マクロ経済学Ⅱ」「ミクロ経済学Ⅰ」「ミクロ経済学Ⅱ」か
ら 3科目 6単位以上を修得する必要があります。
【公共政策学科】
・�「公共政策論」「行政学」「行政法」「財政システム論」「社会保障論Ⅰ」「社会保障論Ⅱ」から 3科目 6単位以
上を修得する必要があります。
③「キャリア形成Ⅱ」は、就職活動を支援することを目的とする科目です。（登録済）
④�社会福祉士課程の履修を希望する者は、「社会福祉士課程履修要項」のページをよく読み、必要科目を優
先的に履修しましょう。【公共政策学科のみ】
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Step２ 　単位を修得できなかった必修科目、選択必修科目を再度履修する

①必修科目の再履修
・「基礎演習」、「情報リテラシーA」、「外国語」、「演習Ⅰ」、「演習Ⅱ」
②選択必修科目の再履修
【経済学科】
・�「経済原論Ⅰ」「経済原論Ⅱ」「マクロ経済学Ⅰ」「マクロ経済学Ⅱ」「ミクロ経済学Ⅰ」「ミクロ経済学Ⅱ」か
ら 3科目 6単位以上を修得する必要があります。
【公共政策学科】
・�「公共政策論」「行政学」「行政法」「財政システム論」「社会保障論Ⅰ」「社会保障論Ⅱ」から 3科目 6単位以
上を修得する必要があります。
＜ ３年次から履修する科目＞
③「キャリア形成Ⅲ」は、就職活動を支援することを目的とする科目です。（登録済）

Step３ 　選択する科目を決め、履修登録をする

①�Step １ 、Step ２ の科目が開講される時間割を確認し、空いている時間に開講されている科目から、各自
が選択したコースにある科目を優先して履修します。Webシラバスと時間割表を参照し、年間計画を立
てた上で、当該学期に履修する科目を決定してください。

②履修登録期間に学生ポータルよりWeb履修登録を行います。
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経済学部のコースとプログラム等について

　経済学部では、幅広い視野のもとで経済や社会現象の本質を捉える洞察力を備え、経済社会や地域づくり
の新たな担い手となる地域に有為の人材を育成することを教育目的として二年次学科選択制を導入し、「経
済・ビジネスコース」（経済学科）、「公務員養成コース」「社会福祉士養成コース」（公共政策学科）の 3つの
コースを設定しています。
　また、各コース（各学科）では、アクティブラーニングやインターンシップなどにより学びを深めていく
ことができます。

Ⅰ．経済学部の 3つのコースについて
１．経済・ビジネスコース
　― 幅広く経済のしくみを学び、一般企業やビジネス業界で活躍する！ ―
　 1年次は経済学部生として学科の枠を超えて経済、社会、政治、歴史、文化など幅広い分野の学び、 2年
次より経済分野の専門的な学びを踏まえ、経済学部の就職先として伝統的かつ憧れる学生も多い金融業をは
じめ、上場企業や地元企業へ就職するキャリアイメージを明確にしていきます。

２ ．公務員養成コース
　― 地域に貢献する公務員になりたい！ ―
　 1年次は経済学部生として学科の枠を超えて経済、社会、政治、歴史、文化など幅広い分野の学び、 2年
次より公共政策に関わる科目を中心に専門的な学びを踏まえ、県庁・市役所・町役場などの自治体職員や警
察・消防など公務員を目指すイメージを明確化していきます。

３ ．社会福祉士養成コース
　― 社会福祉士国家資格を取得したい！ ―
　経済学部としての社会福祉士課程設置は全国的にもユニークですが、その特徴を活かし、 1年次は経済学
部生として学科の枠を超えて幅広く経済、社会、政治、歴史、文化など幅広い分野の学び、 2年次より社会
福祉士国家資格取得に向けて専門的な学びを深めていきます。公務員（福祉職）や社会福祉協議会、福祉施
設職員、NPO職員などをめざします。

Ⅱ．経済学部のプログラム（教職課程含む）等について
　経済学部では、すでに示した 3つのコースに加え、さらに学びに対する高い意欲を学生のために次のプロ
グラムを準備しています。
１ ． アドバンスト・プログラム
　 3年次から「総合アドバンスト演習Ⅰ・Ⅱ」を開設し、競争率の高い試験の突破を目指す学生はコースを
超えた少人数の演習授業も受講可能とし、大手の優良企業、大規模な地域金融機関等、専門試験がある自治
体職員、社会福祉士合格が必須条件の就職先など対応します。

２ ． 教職課程（社会科教育等）
　経済学や社会のしくみを学ぶ経済学部の強みを生かし、中学校（社会）、高校（公民）、高校（商業）［経
済学科］、高校（福祉）［公共政策学科］の教員免許状が取得できます。また、大学連携協定によって小学校
や特別支援学校の教員免許状の取得についても独自の報奨金制度によってサポートします。
※　�但し、履修の関係上、全ての免許状が取得できるわけではなく校種や免許状の種類に留意する必要があ
ります。詳細は、本履修要項の教職課程のページで確認してください。
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２ 年次学科選択制について

　経済学部では、2026年度より 2年次学科選択制（レイト・スぺシャライゼーション）を導入します。
　このしくみの特徴は、従来、大学入学試験の段階で志望する学科を確定させておかなければならない大学
が多い中で、大学入学後に一定程度の基礎的な科目を履修した後に、関心のある分野やキャリアイメージを
明確にしていくことができるというところにあります。
　つまり、入学時点で進路や学びたい分野がはっきりしていなくても、時間をかけて学びながら吟味する機
会を得ることができるということです。このことによって、入学時点でのキャリアイメージとのミスマッチ
を防ぐことができるようになります。
　経済学部では、すでに紹介したように、「経済・ビジネスコース」、「公務員養成コース」「社会福祉士養
成コース」の 3つのコースを準備しています。
　 1年次は、「教養科目」「経済学部基礎」群の中から、幅広く履修し、 2年次以降は学科ごとの選択必修
を含めた履修になります。
　「経済・ビジネスコース」を志望する学生は経済学科、「公務員養成コース」「社会福祉士養成コース」
を志望する学生は公共政策学科を選択することになりますが、各学科ごとに選択必修科目があります。一方
で、経済学部全体としては、必修科目を極力減らし、選択の幅を広げるカリキュラム構成となっています。

2 学科選択制における学科希望の偏りが出た場合について
　2026年度より 2学科選択制の導入にともない、学科希望に偏りが出た場合については、次の対応とします。
①　�経済学科90名、公共政策学科40名を基本とし、経済学科100名、公共政策学科50名以上になる見込みの

場合は、GPA（ 1年前期）による選抜を行う。
②　�但し、①の条件により選考に漏れた者の中で社会福祉士課程を強く希望する場合は、社会福祉士課程担
当教員により面接を行い総合的に判断する。
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経済学部の地域実践型アクティブラーニング（ALC）について

　経済学部では、「地域実践型アクティブラーニング」の推進を学部教育の中心的なテーマとして掲げてい 
ます。「地域実践型アクティブラーニング」とは、講義等で得た専門に関する知識をもとに、地域・社会の
課題を発見し、解決策を考え、提案・行動し、再び理論的な考察にまで結びつけることによって、専門知識
の学びと実践的な体験学習による学び（経験知）の循環を生み出しながら、地域・社会に貢献する人材とし
て成長していくための教育・学習の手法のことです。英語表記は“Active Learning that Links Classroom- 
based Theory with Community-based Experience”とし、その頭文字を取って「ALC」と表現しています。
読み方は“アルク”です。“歩く”を想起する語感になっています。
　この手法では、社会や経済の本質を見極めるための「幅広く客観的に視る力」、「分析する力」、「当事者
に共感する力」を学び身に付けていきます。
　現代社会の課題は多岐に渡り、また、SDGs（持続可能な社会）や多文化共生社会の実現が求められている
中、問題の中心にいる当事者に共感することや多様な社会問題をとらえていくきっかけとして、私たちが
「自分ごと」として実感を伴いやすくイメージを共有しやすい身近な地域を対象とすることで体験や経験を
通じた学び（経験知）を得て、そこから概念を一般化することで他地域や社会全般に応用するための可能性
や方法論を追求するという段階を踏むことが可能になります。
　なお、実践的な活動・調査研究に際しては、正規の授業科目である演習や実習のほか、課外活動（まちづ
くりを中心に活動している「マイスター倶楽部」や財政問題を中心とした自治体の諸問題に関する分析や研
究・実践を行っている「自治体財政研究会」）とも連動して進めていきます。
　学びの循環を通じて得られる、課題発見力、情報収集・分析力、問題解決力、コミュニケーション力等は、
皆さんが社会人となって活躍する様々な場面において役立つことになるでしょう。専門科目の知識の積み重
ねは、知識欲や自己効力感（目標に対し必ず達成できるという自信）を高め、課外活動等とも連動した実践
的な活動後の学外の関係機関からの評価を得ること等からは自己有用感（地域や社会に貢献できているとい
う実感）を高めることができます。
　皆さんの関心や高めたい力によって学びの循環は多様に形づくることができます。実践調査や研究を踏ま
えて知識を豊かに吸収し、将来の進路についての視野を広げ、社会人として身に着けておくべきスキルを高
め、地域や社会の持続的な発展に貢献する人材として幅広い分野で活躍できるよう、成長していきましょう。
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専門科目の講義等を通じて
知識を蓄積

情報収集
地域課題の発見・分析
課題解決に向けた仮説立て
（情報収集・分析力）
（課題発見力）

調査・研究結果から
理論的な考察
（論理的思考力）

改善策・解決策を提案・実践
（問題解決力）

（コミュニケーション力）

【 ALC で身に付ける力 】 

 

幅広く客観的に視る力 

分析する力 

当事者と共感する力 

【地域実践型アクティブラーニング】 

 

Active Learning that Links 
 Classroom-based  Theory with 
 Community-based Experience 
 

 

講義等で得た専門に関する知識
をもとに、地域・社会の課題を発
見し、解決策を考え、提案・行動し、
再び理論的な考察にまで結びつけ
ることによって、専門知識の学び
と実践的な体験学習による学び
（経験知）の循環を生み出します。 

ALC コア科目（例） 
 

［1 年次］ 
・地域調査法 
・地域フィールドワーク 
・コミュニティサービスラーニング 
・ファシリテーション論 
・岐阜地域研究 

 
［2 年次］ 
・財政と社会 

実践学習（課外） 
 
【マイスター倶楽部】 
 マイスター倶楽部は、大垣というま

ち、岐阜という地域をどう活性化して
いくのか、その課題に岐阜協立大学の
学生、地域の多くの方々が一体となっ

て取り組む協働の拠点としての機能
を果たしています。 
 

【自治体財政研究会】 
市町村との地域連携協定のもと、地

域の財政や政策に関する統計分析や

ヒアリング調査を行い、自治体職員の
方々と議論を重ねています。自治体の
役職者・職員の方々に研究成果を報

告するほか、地域の課題解決に向けて
ボランティア活動や住民の方々とのワ
ークショップにも参加しています。 

 
 

 
 

 

 

 

 

学部で履修する科目例 
・基礎演習 
・英語Ⅰ・Ⅱ 
・中国語Ⅰ・Ⅱ 
・数学 
・まちづくり実践論 
・社会福祉の原理と政策Ⅰ・Ⅱ 
・健康実践論 
・行政学 
・行政法 
・財政システム論 
・社会保障論Ⅰ・Ⅱ 
・都市政策 
・地域再生 
・警察・消防論 
・現代公務員論 
・公務員総合演習Ⅰ～Ⅴ 
・地域福祉と包括的支援体制Ⅰ・Ⅱ 
・経済原論Ⅰ・Ⅱ 
・マクロ経済学Ⅰ・Ⅱ 
・ミクロ経済学Ⅰ・Ⅱ 
・金融システム論 
・日本経済史概説 
・日本経済論 
・国際経済論 
・地域経済論 
・中小企業論 
・企業・業界研究Ⅰ・Ⅱ 
・演習Ⅰ～Ⅲ 
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・
中

小
企

業
論

 

・
公

務
総

合
研
究

Ⅰ
 

・
公

務
総

合
研
究

Ⅱ
 

・
キ
ャ
リ
ア
形

成
Ⅱ

 

・
演

習
Ⅱ

 

・
社

会
政

策
 

・
地

方
財

政
論

 

・
地

方
自

治
論

 

・
地

域
再

生
論

 

・
災

害
支

援
論

 

・
公

務
員

総
合
演

習
Ⅲ
・
Ⅳ

 

・
高

齢
者

福
祉
論

 

・
障

害
者

福
祉
論

 

・
児

童
・
家
庭

福
祉
論

 

・
地

域
経

済
論

 

・
公

務
総

合
研
究

Ⅲ
・
Ⅳ

 

 ・
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

A
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経
済
学
部

 
履
修
モ
デ
ル

 
【社

会
福
祉
士
養
成
コ
ー
ス
／
公
共
政
策
学
科
】 

 

1
年
次
は
経
済
学

部
生

と
し
て
学

科
の

枠
を
超
え
て
幅
広

く
学

び
、
2

年
次

よ
り
社

会
福

祉
士

国
家

試
験

受
験

資
格

取
得

の
科

目
が

本
格

的
に
始

ま
り
ま
す
。
 

 1
年
次
（1

年
次
は
学
部
共
通
） 

2
年
次

 
3

年
次

 
4

年
次

 
（
4

2
単

位
程

度
） 

 【
一

般
教

養
科
目

例
】 

 【
経

済
学

部
基
礎

】 

・
社

会
科

学
入
門

 
・
経

済
デ
ー
タ
論

 
・
政

治
学

 

・
法

学
 

・
社

会
学

 
・
ま
ち
づ
く
り
実
践

論
 

・
社

会
福

祉
の
原

理
と
政

策
Ⅰ

 
・
健

康
実

践
論

 
・
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の

基
盤
と
専

門
職
Ⅰ

 

・
情

報
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化

 
 【
A

L
C

コ
ア
】 

・
地

域
調

査
法

 
・
地

域
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

 
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
ー
ビ
ス
ラ
ー
ニ
ン
グ

 

・
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
論

 
・
岐

阜
地

域
研
究

 
  

 [
選

択
必
修

（3
科
目

か
ら
１
科

目
）
]
 

・
社

会
保

障
論
Ⅰ

 

  ・
演

習
Ⅰ

 

・
社

会
福

祉
の
原

理
と
政

策
Ⅱ

 

・
社

会
保

障
論
Ⅱ

 

・
地

域
福

祉
と
包

括
的
支

援
体
制

Ⅰ
 

・
地

域
福

祉
と
包

括
的
支

援
体
制

Ⅱ
 

・
高

齢
者

福
祉
論

 

・
障

害
者

福
祉
論

 

・
児

童
・
家
庭

福
祉
論

 

・
貧

困
に
対
す
る
支

援
 

・
保

健
医

療
と
福

祉
 

・
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の

基
盤
と
専

門
職
Ⅱ

 

・
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の

理
論
と
方

法
Ⅰ

 

・
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の

理
論
と
方

法
Ⅱ

 

・
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の

理
論
と
方

法
Ⅲ

（専
門

） 

・
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の

理
論
と
方

法
Ⅳ

（専
門

） 

・
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
演

習
Ⅰ

 

・
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
演

習
Ⅱ
（
専
門

） 

・
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
演

習
Ⅲ
（
専
門

） 

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
実

習
指

導
Ⅰ

 

 な
ど

 
 

 ・
演

習
Ⅱ

 

・
権

利
擁

護
を
支

え
る
法
制

度
 

・
刑

事
司

法
と
福

祉

 
・
福

祉
サ
ー
ビ
ス
の

組
織

と
経
営

 

・
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
演

習
Ⅳ
（
専
門

） 

・
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
演

習
Ⅴ
（
専
門

） 

・
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
実

習
指
導

Ⅱ
 

・
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
実

習
指
導

Ⅲ
 

・
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
実

習
Ⅱ

 

・
社

会
福

祉
士
演

習
Ⅰ

 

 【
ア
ド
バ
ン
ス
ト
・プ

ロ
グ
ラ
ム
】 

・
総

合
ア
ド
バ
ン
ス
ト
演
習

Ⅰ
 

 演
習

Ⅲ
 

社
会

福
祉
士

演
習
Ⅱ

 

 【
ア
ド
バ
ン
ス
ト
・プ

ロ
グ
ラ
ム
】 

総
合

ア
ド
バ
ン
ス
ト
演
習

Ⅱ
 

 <
予
想
さ
れ
る
進
路
＞
公

務
員

（
福

祉
職

）
、
医

療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、
社

会
福

祉
協

議
会

職
員

、
社

会
福

祉
施

設
職

員
、
福

祉
系

N
P

O
、
各

種
団

体
職

員
等

。
 

・
行

政
学

 

・
行

政
法

 
・
情

報
リ
テ
ラ
シ
ー

A
・B

 

・
英

語
Ⅰ

・Ⅱ
 

・
中

国
語

Ⅰ
・
Ⅱ

 
・
日

本
国

憲
法

 

・
民

法
 

・
商

法
 

・
数

学
 

・
文

学
 

・
心

理
学

 
・
体

育
実

技
A
・B

 

・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
論

 
・
金

融
リ
テ
ラ
シ
ー

 
・
キ
ャ
リ
ア
形

成
Ⅰ

 



－ 156 －

経
済
学
部

 
履
修
系
統
図

 
 
経
済
学
科
／
公
共
政
策
学
科

 

 1
年
次

 
2

年
次

 
3

年
次

 
4

年
次

 

 幅
広

く
社
会

の
し
く
み
（
一
般
教
養
科
目
）
、
経
済
学
、
関
連
領

域
、
に
関

わ
る
科
目
を
学
ぶ
。
【
基
礎
教
育
科
目
・
専
門
教
育
科

目
の

1
部

】 
 

 

  

 演
習
Ⅲ
で
大
学
生
活
の
集
大
成

 

※
履
修
系
統
図
は
、
履
修
の
体
系
の
概
要
を
示
し
た
も
の
で
資
格
取
得
要
件
・卒

業
要
件
と
は
異
な
り
ま
す
。
資
格
取
得
要
件
・卒

業
要
件
に
つ
い
て
は
各
自
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。 

【
一

般
教

養
科
目
例
】 

 ・
日

本
国

憲
法

 

・
民

法

 

・
商

法

 

・
数

学

 

・
文

学

  

・
心

理
学

 
  
な
ど

 
 【
経

済
学

部
基
礎
】 

 ・
社

会
科

学
入
門

 
・
経

済
デ
ー
タ
論

 
・
政

治
学

 
・
法

学
 

・
社

会
学

 
・
ま
ち
づ
く
り
実
践
論

 
・
社

会
福

祉
の
原
理
と
政
策
Ⅰ

 
・
健

康
実

践
論

 
・
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
基
盤
と
専
門
職
Ⅰ

 
・
情

報
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化

 
 【
A

L
C

コ
ア
】 

 ・
地

域
調

査
法

 
・
地

域
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

 
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
ー
ビ
ス
ラ
ー
ニ
ン
グ

 
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
論

 
・
岐

阜
地

域
研
究

 

 

【
経
済
・
ビ
ジ
ネ
ス
コ
ー
ス
（
経
済
学
科
）
】 

 [
選

択
必

修
（
3

科
目

か
ら
１
科

目
）]

 
 ・
経

済
原

論
Ⅰ

 
・
マ
ク
ロ
経

済
学

Ⅰ
 

・
ミ
ク
ロ
経

済
学
Ⅰ

 

    【
公
務
員
養
成
コ
ー
ス
（
公
共
政
策
学
科
）
】 

 [
選

択
必

修
（
3

科
目

か
ら

1
科

目
選
択
）
] 

 ・
行

政
学

 
・
行

政
法

 
・
社

会
保

障
論
Ⅰ

 
 ・
財

政
と
社

会
【
A

L
C

コ
ア
】 

 
 【
社
会
福
祉
士
養
成
コ
ー
ス
（
公
共
政
策
学
科
）
】 

 [
選

択
必

修
（
3

科
目

か
ら

1
科

目
選
択
）
] 

 ・
行

政
学

 
・
行

政
法

 
・
社

会
保

障
論
Ⅰ

 
 ・
社

会
福

祉
士
国

家
試
験

受
験
資

格
取
得

の
た
め
の
必

修
科
目

 
・
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
演

習
Ⅰ

、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
演
習

Ⅱ
～
Ⅳ

（専
門
） 

・
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
実

習
 
な
ど

 

1
年

次
の
学

び
を
踏

ま
え
、
2

年
次

に
学
科

を
選
択

し
、
コ
ー
ス
（学

科
）
ご
と
に
専
門
科
目
を
履
修
【
学
部
展
開
科
目
】 

 

【
演
習
Ⅲ
】

 
卒
業
論
文
作
成
等

 

【
学

科
の

枠
を
超
え
て
受
講
で
き
る
科
目
例
】 

 

企
業
・業

界
研
究
Ⅰ
・
Ⅱ

 

公
務
総
合
研
究
Ⅰ
～
Ⅳ

 

総
合
ア
ド
バ
ン
ス
ト
演
習

 

 

な
ど

 

・
英

語
Ⅰ
・
Ⅱ

・
中

国
語

Ⅰ
・
Ⅱ

 



社会福祉士課程履修要項
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１ ．社会福祉士の仕事とは
　社会福祉士は、「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づく国家資格です。社会福祉士以外の者がこの資格
を名乗ることはできません。これを名称独占といいます。
　病気や障がいによって、生活が困難になった人の相談援助や、高齢者・障がい者・母子などの地域生活の
生活支援を専門的に行う人をソーシャルワーカーといいます。つまり、社会福祉士は、ソーシャルワーカー
の国家資格なのです。
　社会福祉の仕事やその資格は数多くあります。また、相談援助についても必ずしも社会福祉士資格を必要
とはしません。しかし、最近は、こうした資格を持っていることを条件にしている福祉関係職場が増えてき
ています。特に、地域包括支援センターや、福祉施設の生活相談員、病院等の医療ソーシャルワーカーでは
社会福祉士の資格が必要とされています。社会福祉士には「地域共生社会の実現に向けて求められる、複合
化・複雑化した課題を受け止める多機関の協働による包括的な相談支援体制や地域住民等が主体的に地域課
題を把握して解決を試みる体制の構築に必要なソーシャルワークの機能」（「ソーシャルワーク専門職である
社会福祉士に求められる役割等について」平成３０年 ３ 月２７日、社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委
員会報告書）を発揮することが求められています。
　実際には、どのような仕事があるのでしょうか。大きく分けると、次のようになります。
①社会福祉法に基づく地域福祉機関
　福祉事務所・社会福祉協議会
②行政関係
　児童相談所・女性相談所（女性センター）　等
③社会福祉法に基づく社会福祉法人が経営する社会福祉施設
　特別養護老人ホーム・障がい者支援施設・障がい者福祉サービスを行う施設（NPO法人を含む）
　児童養護施設・母子生活支援施設（母子寮）　等
④介護保険事業所
　介護老人保健施設・デイサービスセンター　等
⑤病院
　総合病院・リハビリテーション病院　等
⑥NPOや民間事業
　障害者自立センター・配偶者からの暴力などによる緊急一時保護施設（DVシェルター）
　地域活動支援センター・グループホーム・権利擁護事業・第三者評価事業　等

２ ．社会福祉士を目指そう
　社会福祉士になるには、大学で社会福祉士課程を選択履修し、指定された全ての科目を修得して、さらに
国家試験に合格する必要があります。
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３ ．社会福祉士課程に関する学びの全体像
　社会福祉士になるために指定された科目群は下図の関係にあります。これらの科目のうち「ソーシャルワー
クの方法及び実践の理解（４８０時間）」の科目群を除き、全て国家試験で出題されるものです。
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４ ．社会福祉士課程履修の流れ
　社会福祉士国家試験の受験資格を得るためには、下表の履修科目のうち「社会福祉士演習Ⅰ～Ⅳ」を除き、
すべての修得が必要です。
開
講
年
次

履修科目 実習の準備 科目修得
チェック

１
年
次

医学一般 ・�社会福祉士課程の履修申込手続き
をすること（注）社会学

心理学
社会福祉の原理と政策Ⅰ

＊ １ ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅰ
地域調査法

4

社会福祉の原理と政策Ⅱ
4

２
年
次

社会保障論Ⅰ ・実習施設に事前訪問すること
・�「ソーシャルワーク実習Ⅰ実習料」
（20，０００円）を納入すること。

２年次以降に単位修得すること。な
お、志望する実習施設に合致した科
目を優先的に履修することが望まし
い。

4

社会保障論Ⅱ
4

地域福祉と包括的支援体制Ⅰ
地域福祉と包括的支援体制Ⅱ
高齢者福祉論
障害者福祉論
児童・家庭福祉論
貧困に対する支援
保健医療と福祉

＊ ２ ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅱ（専門）
＊ ２ ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ
＊ ３ ソーシャルワークの理論と方法Ⅱ
＊ ４ ソーシャルワークの理論と方法Ⅲ（専門）

ソーシャルワークの理論と方法Ⅳ（専門）
ソーシャルワーク演習Ⅰ
ソーシャルワーク演習Ⅱ（専門）
ソーシャルワーク演習Ⅲ（専門）

＊ ２ ソーシャルワーク実習指導Ⅰ
ソーシャルワーク実習Ⅰ

３
年
次

権利擁護を支える法制度 ・実習施設に事前訪問すること
・�「ソーシャルワーク実習指導Ⅲ」
で行う実習報告会に向けて準備し
参加すること
・�「ソーシャルワーク実習Ⅱ実習料」
（５5，０００円）を納入すること

刑事司法と福祉
福祉サービスの組織と経営
ソーシャルワーク演習Ⅳ（専門）
ソーシャルワーク演習Ⅴ（専門）
ソーシャルワーク実習指導Ⅱ

＊ ４ ソーシャルワーク実習指導Ⅲ
ソーシャルワーク実習Ⅱ

４
年
次

社会福祉士演習Ⅰ
社会福祉士演習Ⅱ

　＊ １の科目は「ソーシャルワーク実習Ⅰ」を履修するため単位修得しておくもの
　＊ ２の科目は「ソーシャルワーク実習Ⅰ」を行うため履修登録しておくもの
　＊�３ の科目は「ソーシャルワーク実習指導Ⅱ」及び「ソーシャルワーク実習Ⅱ」を履修するために単位修
得しておくもの

　＊�４ の科目は「ソーシャルワーク実習指導Ⅱ」及び「ソーシャルワーク実習Ⅱ」を履修する年度の後期に
履修登録しておくもの

　（注�）社会福祉士課程の履修申込の手続きは、 ２年次、または単位取得科目によっては ３年次からの申込
み可能。但し、「ソーシャルワーク実習Ⅰ」を履修希望する前年度までに「ソーシャルワークの基盤
と専門職Ⅰ」の単位修得がない場合は、所定の手続きを経なければ当該年度の「ソーシャルワーク実
習Ⅰ」を履修することができない。

　　　�　なお、 ２年次に「ソーシャルワーク実習Ⅰ」または ３年次に「ソーシャルワーク実習Ⅱ」を単位修
得することができなかった者は、それぞれ次の学年次に履修することができる。実習料の納付は指定
の期日までに終えること。

�
―
―
―
―
―
�
―
―
―
―
―
�
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５ ．ソーシャルワーク実習
　ソーシャルワーク実習は、「異なる機関・事業所の ２カ所以上で行うこととし、 １つの機関・事業所にお
いて以下の要件を含めた１８０時間以上の実習を必須」とされています。つまり「ソーシャルワーク実習Ⅰ」
ではＡ福祉施設で６０時間、「ソーシャルワーク実習Ⅱ」ではＢ福祉施設で１８０時間、計２４０時間を福祉施設等
で実習することが必要です。
　ソーシャルワーク実習では「 １つの機関・事業所において、一定期間以上継続して実習を行う中で、支援
計画の作成、実施、評価といったソーシャルワークの一連の過程を網羅的に実践すること」とともに「実習
機関・事業所と、複数の機関・事業所や地域との関係性を含めた、総合的かつ包括的な支援について実践的
に学ぶ実習とすること」が求められます。
　また、介護福祉士や精神保健福祉士の資格を所持している者は、一部「実習時間の免除」（６０時間）ができ
ます。その際、「ソーシャルワーク実習Ⅰ免除申請」の提出が必要です。ただし、「ソーシャルワーク実習
指導Ⅰ」の履修は必要となります。
　
　下図を参考にしてください。

実習例 １　施設・事業所の機能が異なる場合

実習例 ２　精神保健福祉士（ソーシャルワーク実習）・介護福祉士（介護実習）を履修済みの場合
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2
0

2
6
年

度
　

経
営

学
部

（
会

計
・

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

分
野

）
履

修
系

統
図

入
門

科
目

基
幹

科
目

発
展

科
目

年
次

学
期

　
　

「
簿

記
入

門
」

前
提

　
「

中
級

簿
記

Ⅰ
」

前
提

　
　

「
初

級
簿

記
」

前
提

　
「

原
価

計
算

Ⅰ
」

前
提

　
「

会
計

学
総

論
」

前
提

　
　

　
　

「
簿

記
入

門
」

前
提

４
年

次

前
期

後
期

前
期

後
期

前
期

1
年

次
2
年

次
３

年
次

後
期

通
年

会 計 ・ フ イ ナ ン ス 分 野 留 学 生会 計 ・ フ イ ナ ン ス 分 野

「
簿

記
入

門
」

前
提

「
簿

記
入

門
」

前
提

「
簿

記
入

門
」

前
提

「
簿

記
入

門
」

前
提

「
簿

記
入

門
」

前
提

　
　

「
簿

記
入

門
」

前
提

簿
記

入
門

金
融

リ
テ

ラ
シ

ー

原
価

計
算

Ⅱ

簿
記

演
習

管
理

会
計

卒
業

論
文

作
成

原
価

計
算

Ⅰ

会
計

学
総

論

初
級

簿
記

中
級

簿
記
Ⅰ

中
級

簿
記

Ⅱ

税
務

会
計

財
務

会
計

経
営

財
務

論

◎
■

■
□ □

□ □

□

簿
記

入
門

初
級

簿
記

◎
■

■

国
際

会
計
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年
次

学
期

デ
ジ

タ
ル

活
用

Ⅱ

デ
ジ

タ
ル

活
用

Ⅰ
（

前
提

）

前
期

と
後

期
の

両
方

で
開

講
前

期
と

後
期

の
両

方
で

開
講

デ
ジ

タ
ル

活
用

Ⅰ

ビ
ジ

ネ
ス

表
計

算
■

情
報

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

Ⅰ
（

前
提

）

プ
ロ

グ
ラ

ミ
ン

グ
Ⅰ

（
前

提
）

プ
ロ

グ
ラ

ミ
ン

グ
Ⅱ

（
前

提
）

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

△

プ
ロ

グ
ラ

ミ
ン

グ
Ⅱ

（
前

提
）

●
情

報
リ

テ
ラ

シ
ー

A

〇
プ

ロ
グ

ラ
ミ

ン
グ

Ⅰ
△

ア
ル

ゴ
リ

ズ
ム

と
デ

ー
タ

構
造

▲

W
e
b
制

作
Ⅰ

（
前

提
）

2
0

2
6
年

度
　

経
営

学
部

（
情

報
分

野
）

履
修

系
統

図

1
年

次
2
年

次
３

年
次

情 報 分 野

情
報

と
社

会
▲

情
報

と
職

業
▲

情
報

技
術

史
△

情
報

通
信

戦
略

△

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
メ

デ
ィ

ア
論

グ
ラ

フ
ィ

ッ
ク

デ
ザ

イ
ン

Ⅰ
△

４
年

次

前
期

後
期

前
期

後
期

前
期

後
期

通
年

情
報

リ
テ

ラ
シ

ー
A

（
前

提
）

情
報

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

Ⅱ
△

情
報

管
理

△

W
e
b
制

作
II△

ビ
ジ

ネ
ス

表
計

算
■

デ
ー

タ
分

析
Ⅰ

△

プ
ロ

グ
ラ

ミ
ン

グ
Ⅰ

（
前

提
）

情
報

リ
テ

ラ
シ

ー
A

（
前

提
）

デ
ー

タ
科

学

情
報

リ
テ

ラ
シ

ー
B
△

W
e
b
制

作
Ⅰ

▲

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

（
済

望
）

（
平

望
）

卒
業

論
文

作
成

映
像

制
作

（
済

望
）

映
像

制
作

ア
ニ

メ
ー

シ
ョ

ン
制

作

情
報

シ
ス

テ
ム

設
計

▲

デ
ー

タ
分

析
Ⅱ

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

ビ
ジ

ネ
ス

プ
ロ

セ
ス

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

デ
ー

タ
分

析
Ⅰ

（
前

提
）

デ
ー

タ
解

析

デ
ー

タ
科

学
（

済
望

）

デ
ー

タ
分

析
Ⅰ

・
Ⅱ

（
済

望
）

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

（
済

望
）

グ
ラ

フ
ィ

ッ
ク

デ
ザ

イ
ン

Ⅱ
（

済
望

）

ア
ル

ゴ
リ

ズ
ム

と
デ

ー
タ

構
造

（
済

望
）

グ
ラ

フ
ィ

ッ
ク

デ
ザ

イ
ン

Ⅱ
△

情
報

デ
ザ

イ
ン

（
済

望
）

グ
ラ

フ
ィ

ッ
ク

デ
ザ

イ
ン

Ⅰ
（

済
望

）

●
情

報
科

学
基

礎
▲

□
●

情
報

シ
ス

テ
ム

△
情

報
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
Ⅰ

▲

プ
ロ

グ
ラ

ミ
ン

グ
Ⅱ

△

●
情

報
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
△

情
報

デ
ザ

イ
ン

入
門

科
目

基
幹

科
目

発
展

科
目

◎
：

経
営

学
部

必
修

科
目

：
経

営
学

部
履

修
必

修
科

目

●
：

経
営

情
報

学
科

必
修

科
目

〇
：

経
営

情
報

学
科

履
修

必
修

科
目

■
：

「
高

等
学

校
教

諭
1
種

（
商

業
）

」
必

修
科

目

□
：

「
高

等
学

校
教

諭
1
種

（
商

業
）

」
選

択
科

目

▲
：

「
高

等
学

校
教

諭
1
種

（
情

報
）

」
必

修
科

目

△
：

「
高

等
学

校
教

諭
1
種

（
情

報
）

」
選

択
科

目
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年
次

学
期

●
情

報
科

学
基

礎
▲

□
●

情
報

シ
ス

テ
ム

△

プ
ロ

グ
ラ

ミ
ン

グ
Ⅱ

△

情
報

リ
テ

ラ
シ

ー
A
・

B
（

前
提

）

●
情

報
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
△

グ
ラ

フ
ィ

ッ
ク

デ
ザ

イ
ン

Ⅱ
△

情
報

デ
ザ

イ
ン

（
済

望
）

グ
ラ

フ
ィ

ッ
ク

デ
ザ

イ
ン

Ⅰ
（

済
望

）

☆
情

報
デ

ザ
イ

ン

情
報

リ
テ

ラ
シ

ー
A
（

前
提

）

情
報

管
理

△

W
e
b
制

作
II△

☆
ビ

ジ
ネ

ス
表

計
算

■

デ
ー

タ
分

析
Ⅰ

△

プ
ロ

グ
ラ

ミ
ン

グ
Ⅰ

（
前

提
）

情
報

リ
テ

ラ
シ

ー
A
（

前
提

）

デ
ー

タ
科

学

〇
情

報
リ

テ
ラ

シ
ー

B
△

W
e
b
制

作
Ⅰ

▲

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

（
済

望
）

（
平

望
）

デ
ー

タ
分

析
Ⅱ

デ
ー

タ
分

析
Ⅰ

（
前

提
）

デ
ー

タ
解

析

前
期

後
期

前
期

後
期

前
期

2
0

2
6
年

度
　

経
営

学
部

（
情

報
分

野
_
留

学
生

）
履

修
系

統
図

1
年

次
2
年

次
３

年
次

情 報 分 野 留 学 生

☆
情

報
と

社
会

▲
☆

情
報

と
職

業
▲

☆
情

報
技

術
史

△
☆

情
報

通
信

戦
略

△

☆
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

メ
デ

ィ
ア

論

グ
ラ

フ
ィ

ッ
ク

デ
ザ

イ
ン

Ⅰ
△

情
報

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

Ⅰ
（

前
提

）

プ
ロ

グ
ラ

ミ
ン

グ
Ⅰ

（
前

提
）

プ
ロ

グ
ラ

ミ
ン

グ
Ⅱ

（
前

提
）

前
期

と
後

期
の

両
方

で
開

講

☆
ビ

ジ
ネ

ス
表

計
算

■
●

情
報

リ
テ

ラ
シ

ー
A

プ
ロ

グ
ラ

ミ
ン

グ
Ⅰ

△
ア

ル
ゴ

リ
ズ

ム
と

デ
ー

タ
構

造
▲

前
期

と
後

期
の

両
方

で
開

講

４
年

次

後
期

☆
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト

映
像

制
作

☆
情

報
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
Ⅰ

▲

卒
業

論
文

作
成

デ
ー

タ
科

学
（

済
望

）

デ
ー

タ
分

析
Ⅰ

・
Ⅱ

（
済

望
）

グ
ラ

フ
ィ

ッ
ク

デ
ザ

イ
ン

Ⅱ
（

済
望

）

デ
ジ

タ
ル

活
用

Ⅰ

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

△

プ
ロ

グ
ラ

ミ
ン

グ
Ⅰ

（
前

提
）

後
期

前
期

映
像

制
作

（
済

望
）

ア
ニ

メ
ー

シ
ョ

ン
制

作

☆
情

報
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
Ⅱ

△

ビ
ジ

ネ
ス

プ
ロ

セ
ス

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

デ
ジ

タ
ル

活
用

Ⅰ
（

前
提

）

情
報

シ
ス

テ
ム

設
計

▲

ア
ル

ゴ
リ

ズ
ム

と
デ

ー
タ

構
造

（
済

望
）

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

（
済

望
）

デ
ジ

タ
ル

活
用

Ⅱ

W
e
b
制

作
Ⅰ

（
前

提
）

入
門

科
目

基
幹

科
目

発
展

科
目
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経営学部　経営情報学科

履修モデル
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Ａ
．

エ
ン

ジ
ニ

ア

【
学

び
の

特
徴

】
　

現
代

の
ビ

ジ
ネ

ス
で

必
要

不
可

欠
な

 A
I、

Io
T、

ロ
ボ

ッ
ト

、
ク

ラ
ウ

ド
、

ビ
ッ

グ
デ

ー
タ

な
ど

の
デ

ジ
タ

ル
テ

ク
ノ

ロ
ジ

ー
を

活
用

で
き

る
知

識
や

能
力

の
習

得
を

目
指

し
ま

す
。

ま
た

、
デ

ジ
タ

ル
テ

ク
ノ

ロ
ジ

ー
と

デ
ジ

タ
ル

・
ビ

ジ
ネ

ス
モ

デ
ル

を
用

い
て

組
織

を
変

革
さ

せ
、

事
業

の
継

続
と

新
規

事
業

を
共

創
す

る
手

法
を

学
修

し
ま

す
。

さ
ら

に
、

専
門

性
が

高
い

ク
リ

エ
イ

テ
ィ

ブ
な

ア
プ

リ
ケ

ー
シ

ョ
ン

を
開

発
す

る
能

力
を

養
い

ま
す

。

【
目

標
と

す
る

姿
】

　
経

営
戦

略
や

事
業

戦
略

を
理

解
し

た
上

で
、

業
務

プ
ロ

セ
ス

改
善

、
コ

ス
ト

削
減

、
組

織
変

革
な

ど
に

最
適

な
仕

組
み

を
検

討
し

、
シ

ス
テ

ム
や

ア
プ

リ
ケ

ー
シ

ョ
ン

の
開

発
や

提
案

が
で

き
る

エ
ン

ジ
ニ

ア
を

目
指

し
ま

す
。

【
目

標
と

す
る

職
種

】
　

シ
ス

テ
ム

エ
ン

ジ
ニ

ア
：

顧
客

の
要

望
か

ら
情

報
シ

ス
テ

ム
の

仕
様

書
や

設
計

書
を

作
成

す
る

　
プ

ロ
グ

ラ
マ

ー
：

仕
様

書
や

設
計

書
を

も
と

に
情

報
シ

ス
テ

ム
が

正
し

く
動

作
す

る
よ

う
に

プ
ロ

グ
ラ

ミ
ン

グ
す

る

科
目

の
種

類
１

年
次

（
前

期
）

１
年

次
（

後
期

）
２

年
次

（
前

期
）

２
年

次
（

後
期

）
３

年
次

（
前

期
）

３
年

次
（

後
期

）
４

年
次

（
前

期
）

４
年

次
（

後
期

）
モ

デ
ル

単
位

数
卒

業
要

件
単

位
数

区
分

必
修

/選
択

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

基
礎

教
育

科
目

a）

基
礎

科
目

（
語

学
）

必
修

基
礎

演
習

2
基

礎
演

習
2

4
4

情
報

リ
テ

ラ
シ

ー
Ａ

2
2

2

選
択

0
4

教
養

科
目

選
択

0
12

外
国

語
選

択
0

2

体
育

必
修

体
育

実
技

A
1

体
育

実
技

B
1

2
2

専
門

教
育

科
目

必
修

必
修

経
営

学
2

2
2

経
営

分
野

選
択

現
代

企
業

論
2

経
営

戦
略

論
経

営
組

織
論

経
営

管
理

論

2 2 2

生
産

管
理

論
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
経

営
2 2

12

56
会

計
・

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

分
野

選
択

簿
記

入
門

金
融

リ
テ

ラ
シ

ー
2 2

ビ
ジ

ネ
ス

表
計

算
2

情
報

管
理

2
8

情
報

分
野

選
択

情
報

科
学

基
礎

プ
ロ

グ
ラ

ミ
ン

グ
Ⅰ

情
報

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

2 2 2

情
報

デ
ザ

イ
ン

情
報

シ
ス

テ
ム

プ
ロ

グ
ラ

ミ
ン

グ
Ⅱ

情
報

リ
テ

ラ
シ

ー
B

2 2 2 2

情
報

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

Ⅰ
ア

ル
ゴ

リ
ズ

ム
と

デ
ー

タ
構

造
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
W

eb
制

作
Ⅰ

2 2 2 2

情
報

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

Ⅱ
W

eb
制

作
Ⅱ

デ
ジ

タ
ル

活
用

Ⅰ

2 2 2

情
報

シ
ス

テ
ム

設
計

デ
ジ

タ
ル

活
用

Ⅱ
4 2

34

演
習

必
修

演
習

Ⅰ
2

演
習

Ⅰ
2

演
習

Ⅱ
2

演
習

Ⅱ
2

演
習

Ⅲ
2

演
習

Ⅲ
2

12
12

就
職

・
資

格
取

得
支

援
科

目
選

択
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅰ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅲ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅳ

2
6

6

自
由

科
目

22

単
位

数
計

19
13

12
16

14
4

2
2

82
124



ａ
）

留
学

生
は

別
途
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Ｂ
．

デ
ザ

イ
ナ

ー

【
学

び
の

特
徴

】
　

様
々

な
ビ

ジ
ネ

ス
に

お
け

る
デ

ザ
イ

ン
の

効
果

的
な

活
用

方
法

を
考

案
で

き
る

知
識

や
能

力
の

習
得

を
目

指
し

ま
す

。
ま

た
、

デ
ザ

イ
ン

的
な

思
考

を
経

営
に

活
用

し
、

企
業

の
ブ

ラ
ン

ド
力

や
イ

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン

力
を

向
上

さ
せ

る
手

法
を

学
修

し
ま

す
。

さ
ら

に
、

多
様

な
デ

ジ
タ

ル
メ

デ
ィ

ア
を

駆
使

し
た

マ
ー

ケ
テ

ィ
ン

グ
を

構
築

す
る

能
力

を
養

い
ま

す
。

【
目

標
と

す
る

姿
】

　
様

々
な

組
織

の
広

告
・

宣
伝

・
広

報
部

門
で

活
躍

す
る

デ
ィ

レ
ク

タ
ー

を
目

指
し

ま
す

。
ま

た
、

情
報

通
信

産
業

や
広

告
業

の
企

業
で

ス
ペ

シ
ャ

リ
ス

ト
を

目
指

す
道

も
あ

り
ま

す
。

【
目

標
と

す
る

職
種

】
　

ク
リ

エ
イ

テ
ィ

ブ
デ

ィ
レ

ク
タ

ー
：

デ
ジ

タ
ル

コ
ン

テ
ン

ツ
の

制
作

に
お

け
る

、
デ

ザ
イ

ン
、

コ
ピ

ー
ラ

イ
テ

ィ
ン

グ
、

写
真

、
イ

ラ
ス

ト
な

ど
の

ク
リ

エ
イ

テ
ィ

ブ
全

般
に

渡
り

指
揮

す
る

　
ア

ー
ト

デ
ィ

レ
ク

タ
ー

：
ビ

ジ
ュ

ア
ル

コ
ン

セ
プ

ト
を

デ
ザ

イ
ナ

ー
や

フ
ォ

ト
グ

ラ
フ

ァ
ー

、
イ

ラ
ス

ト
レ

ー
タ

ー
に

伝
え

、
制

作
物

の
ク

オ
リ

テ
ィ

ー
と

方
向

性
を

調
整

す
る

　
デ

ザ
イ

ナ
ー

、
フ

ォ
ト

グ
ラ

フ
ァ

ー
、

イ
ラ

ス
ト

レ
ー

タ
ー

：
Ill

us
tra

to
rや

P
ho

to
sh

op
な

ど
の

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

を
駆

使
し

て
、

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

や
動

画
な

ど
デ

ジ
タ

ル
コ

ン
テ

ン
ツ

を
制

作
す

る

科
目

の
種

類
１

年
次

（
前

期
）

１
年

次
（

後
期

）
２

年
次

（
前

期
）

２
年

次
（

後
期

）
３

年
次

（
前

期
）

３
年

次
（

後
期

）
４

年
次

（
前

期
）

４
年

次
（

後
期

）
モ

デ
ル

単
位

数
卒

業
要

件
単

位
数

区
分

必
修

/選
択

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

基
礎

教
育

科
目

a）

基
礎

科
目

（
語

学
）

必
修

基
礎

演
習

2
基

礎
演

習
2

4
4

情
報

リ
テ

ラ
シ

ー
Ａ

2
2

2

選
択

0
4

教
養

科
目

選
択

0
12

外
国

語
選

択
0

2

体
育

必
修

体
育

実
技

A
1

体
育

実
技

B
1

2
2

専
門

教
育

科
目

必
修

必
修

経
営

学
2

2
2

経
営

分
野

選
択

現
代

企
業

論
マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

論
2 2

消
費

者
行

動
論

2
経

営
戦

略
論

経
営

組
織

論
経

営
管

理
論

2 2 2

コ
ン

テ
ン

ツ
ビ

ジ
ネ

ス
論

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

経
営

2 2
リ

ス
ク

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

2
1 8

56
会

計
・

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

分
野

選
択

簿
記

入
門

金
融

リ
テ

ラ
シ

ー
2 2

情
報

管
理

2
6

情
報

分
野

選
択

情
報

科
学

基
礎

プ
ロ

グ
ラ

ミ
ン

グ
Ⅰ

情
報

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

2 2 2

情
報

デ
ザ

イ
ン

情
報

シ
ス

テ
ム

プ
ロ

グ
ラ

ミ
ン

グ
Ⅱ

情
報

リ
テ

ラ
シ

ー
B

2 2 2 2

グ
ラ

フ
ィ

ッ
ク

デ
ザ

イ
ン

Ⅰ
情

報
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
Ⅰ

ア
ル

ゴ
リ

ズ
ム

と
デ

ー
タ

構
造

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

W
eb

制
作

Ⅰ

2 2 2 2 2

グ
ラ

フ
ィ

ッ
ク

デ
ザ

イ
ン

Ⅱ
情

報
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
Ⅱ

W
eb

制
作

Ⅱ

2 2 2

映
像

制
作

2
ア

ニ
メ

ー
シ

ョ
ン

制
作

2

34

演
習

必
修

演
習

Ⅰ
2

演
習

Ⅰ
2

演
習

Ⅱ
2

演
習

Ⅱ
2

演
習

Ⅲ
2

演
習

Ⅲ
2

12
12

就
職

・
資

格
取

得
支

援
科

目
選

択
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅰ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅲ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅳ

2
6

6

自
由

科
目

22

単
位

数
計

19
15

14
16

10
8

2
2

86
124
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Ｃ
．

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

【
学

び
の

特
徴

】
　

今
ま

で
に

無
い

製
品

や
サ

ー
ビ

ス
を

創
る

上
で

大
切

な
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
や

予
算

、
人

員
な

ど
の

計
画

を
立

て
、

状
況

に
合

わ
せ

て
調

整
を

す
る

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

管
理

運
営

で
き

る
知

識
や

能
力

の
習

得
を

目
指

し
ま

す
。

ま
た

、
問

題
発

生
時

に
原

因
を

想
像

し
、

的
確

な
分

析
に

よ
り

理
想

的
な

打
開

策
を

考
え

る
手

法
を

学
修

し
ま

す
。

さ
ら

に
、

様
々

な
業

界
内

に
お

け
る

動
向

や
 IT

 ソ
リ

ュ
ー

シ
ョ

ン
全

般
の

最
新

情
報

を
収

集
す

る
能

力
を

養
い

ま
す

。

【
目

標
と

す
る

姿
】

　
あ

ら
ゆ

る
業

界
に

お
い

て
ビ

ジ
ネ

ス
キ

ー
パ

ー
ソ

ン
と

し
て

活
躍

す
る

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

や
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

を
目

指
し

ま
す

。
ま

た
、

情
報

通
信

産
業

の
企

業
で

ス
ペ

シ
ャ

リ
ス

ト
を

目
指

す
道

も
あ

り
ま

す
。

【
目

標
と

す
る

職
種

】
　

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

マ
ネ

ー
ジ

ャ
：

新
し

い
サ

ー
ビ

ス
や

製
品

を
創

り
だ

す
た

め
の

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

を
円

滑
に

推
進

さ
せ

る
役

割
を

担
う

　
ビ

ジ
ネ

ス
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

、
シ

ス
テ

ム
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

：
顧

客
の

業
務

内
容

に
お

け
る

問
題

点
と

そ
の

原
因

を
分

析
し

て
必

要
な

情
報

シ
ス

テ
ム

や
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
を

提
案

す
る

科
目

の
種

類
１

年
次

（
前

期
）

１
年

次
（

後
期

）
２

年
次

（
前

期
）

２
年

次
（

後
期

）
３

年
次

（
前

期
）

３
年

次
（

後
期

）
４

年
次

（
前

期
）

４
年

次
（

後
期

）
モ

デ
ル

単
位

数
卒

業
要

件
単

位
数

区
分

必
修

/選
択

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

基
礎

教
育

科
目

a）

基
礎

科
目

（
語

学
）

必
修

基
礎

演
習

2
基

礎
演

習
2

4
4

情
報

リ
テ

ラ
シ

ー
Ａ

2
2

2

選
択

0
4

教
養

科
目

選
択

0
10

外
国

語
選

択
0

4

体
育

必
修

体
育

実
技

A
1

体
育

実
技

B
1

2
2

専
門

教
育

科
目

必
修

必
修

経
営

学
2

2
2

経
営

分
野

選
択

現
代

企
業

論
マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

論
2 2

消
費

者
行

動
論

2
経

営
戦

略
論

経
営

組
織

論
経

営
管

理
論

2 2 2

人
材

育
成

論
生

産
管

理
論

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

経
営

2 2 2

国
際

経
営

論
中

小
企

業
論

リ
ス

ク
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト

2 2 2
24

56
会

計
・

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

分
野

選
択

簿
記

入
門

金
融

リ
テ

ラ
シ

ー
2 2

初
級

簿
記

2
会

計
学

総
論

原
価

計
算

Ⅰ
経

営
財

務
論

ビ
ジ

ネ
ス

表
計

算

2 2 2 2

情
報

管
理

2

16

情
報

分
野

選
択

情
報

科
学

基
礎

プ
ロ

グ
ラ

ミ
ン

グ
Ⅰ

情
報

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

2 2 2

情
報

デ
ザ

イ
ン

情
報

シ
ス

テ
ム

プ
ロ

グ
ラ

ミ
ン

グ
Ⅱ

情
報

リ
テ

ラ
シ

ー
B

2 2 2 2

情
報

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

Ⅰ
ア

ル
ゴ

リ
ズ

ム
と

デ
ー

タ
構

造
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
W

eb
制

作
Ⅰ

2 2 2 2

情
報

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

Ⅱ
2

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

2
ビ

ジ
ネ

ス
プ

ロ
セ

ス
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
2

28

演
習

必
修

演
習

Ⅰ
2

演
習

Ⅰ
2

演
習

Ⅱ
2

演
習

Ⅱ
2

演
習

Ⅲ
2

演
習

Ⅲ
2

12
12

就
職

・
資

格
取

得
支

援
科

目
選

択
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅰ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅲ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅳ

2
6

6

自
由

科
目

22

単
位

数
計

19
17

20
12

12
12

2
2

96
124
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Ｄ
．

会
計

職
、

経
理

職

【
学

び
の

特
徴

】
　

様
々

な
会

計
情

報
の

意
味

を
適

切
に

理
解

し
、

企
業

活
動

の
色

々
な

領
域

に
活

用
で

き
る

力
や

、
財

務
諸

表
か

ら
企

業
の

経
営

状
況

や
将

来
性

を
推

測
す

る
知

識
や

能
力

の
習

得
を

目
指

し
ま

す
。

ま
た

、
ビ

ジ
ネ

ス
で

戦
略

を
考

え
た

り
、

物
事

を
決

定
し

た
り

す
る

と
き

に
、

有
益

な
情

報
を

引
き

出
し

、
企

業
活

動
に

活
か

す
に

は
ど

の
よ

う
な

方
法

が
あ

る
の

か
、

と
い

っ
た

企
業

活
動

に
貢

献
で

き
る

デ
ー

タ
収

集
と

分
析

方
法

に
つ

い
て

学
び

ま
す

。

【
目

標
と

す
る

姿
】

　
企

業
の

経
理

や
経

営
企

画
部

門
な

ど
で

活
躍

す
る

ビ
ジ

ネ
ス

キ
ー

パ
ー

ソ
ン

と
し

て
の

会
計

プ
ロ

フ
ェ

ッ
シ

ョ
ン

や
、

商
品

の
開

発
・

生
産

・
販

売
、

さ
ら

に
は

顧
客

と
の

関
係

管
理

な
ど

、
企

業
の

活
動

の
あ

ら
ゆ

る
情

報
を

活
用

で
き

る
人

材
を

目
指

し
ま

す
。

【
目

標
と

す
る

職
種

】
　

企
業

な
ど

で
活

躍
す

る
財

務
や

経
理

等
に

関
連

す
る

会
計

プ
ロ

フ
ェ

ッ
シ

ョ
ン

や
、

会
計

ソ
フ

ト
を

カ
ス

タ
マ

イ
ズ

し
た

り
会

計
D

X
を

活
用

で
き

る
人

材

科
目

の
種

類
１

年
次

（
前

期
）

１
年

次
（

後
期

）
２

年
次

（
前

期
）

２
年

次
（

後
期

）
３

年
次

（
前

期
）

３
年

次
（

後
期

）
４

年
次

（
前

期
）

４
年

次
（

後
期

）
モ

デ
ル

単
位

数
卒

業
要

件
単

位
数

区
分

必
修

/選
択

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

基
礎

教
育

科
目

a）

基
礎

科
目

（
語

学
）

必
修

基
礎

演
習

2
基

礎
演

習
2

4
4

情
報

リ
テ

ラ
シ

ー
Ａ

2
2

2

選
択

0
4

教
養

科
目

選
択

0
10

外
国

語
選

択
0

4

体
育

必
修

体
育

実
技

A
1

体
育

実
技

B
1

2
2

専
門

教
育

科
目

必
修

必
修

経
営

学
2

2
2

経
営

分
野

選
択

現
代

企
業

論
2

経
営

戦
略

論
経

営
組

織
論

経
営

管
理

論

2 2 2
8

56

会
計

・
フ

ァ
イ

ナ
ン

ス
分

野
選

択

簿
記

入
門

2
初

級
簿

記
金

融
リ

テ
ラ

シ
ー

2 2
中

級
簿

記
Ⅰ

原
価

計
算

Ⅰ
会

計
学

総
論

経
営

財
務

論

2 2 2 2

中
級

簿
記

Ⅱ
原

価
計

算
Ⅱ

財
務

会
計

2 2 2

管
理

会
計

税
務

会
計

2 2
24

情
報

分
野

選
択

情
報

科
学

基
礎

プ
ロ

グ
ラ

ミ
ン

グ
Ⅰ

情
報

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

2 2 2

情
報

シ
ス

テ
ム

プ
ロ

グ
ラ

ミ
ン

グ
Ⅱ

情
報

リ
テ

ラ
シ

ー
B

2 2 2

情
報

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

Ⅰ
ア

ル
ゴ

リ
ズ

ム
と

デ
ー

タ
構

造
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
W

eb
制

作
Ⅰ

ビ
ジ

ネ
ス

表
計

算
デ

ー
タ

科
学

2 2 2 2 2 2

デ
ー

タ
分

析
Ⅰ

2
デ

ー
タ

分
析

Ⅱ
2

デ
ー

タ
解

析
2

30

演
習

必
修

演
習

Ⅰ
2

演
習

Ⅰ
2

演
習

Ⅱ
2

演
習

Ⅱ
2

演
習

Ⅲ
2

演
習

Ⅲ
2

12
12

就
職

・
資

格
取

得
支

援
科

目
選

択
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅰ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅲ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅳ

2
6

6

自
由

科
目

22

単
位

数
計

17
15

22
16

6
10

2
2

90
124
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Ｅ
．

公
務

員

【
学

び
の

特
徴

】
　

国
税

専
門

官
と

は
、

国
税

に
関

わ
る

調
査

・
始

動
を

執
行

す
る

国
家

公
務

員
で

す
。

国
税

専
門

官
に

な
る

た
め

に
は

、
国

税
専

門
官

採
用

試
験

に
合

格
し

な
け

れ
ば

な
り

ま
せ

ん
。

国
税

専
門

官
採

用
試

験
に

は
、

民
法

・
商

法
、

会
計

学
（

簿
記

を
含

む
）

の
必

須
科

目
に

、
憲

法
・

行
政

法
、

経
済

学
、

経
営

学
、

政
治

学
、

情
報

数
学

、
情

報
工

学
な

ど
選

択
科

目
が

あ
り

ま
す

。
本

履
修

モ
デ

ル
は

、
こ

れ
ら

試
験

科
目

を
中

心
に

構
成

し
、

合
格

に
必

要
な

知
識

を
学

ぶ
こ

と
を

特
徴

と
し

て
い

ま
す

。
ま

た
、

大
学

院
進

学
を

視
野

に
、

税
に

関
わ

る
問

題
を

よ
り

深
く

研
究

す
る

た
め

の
履

修
モ

デ
ル

と
も

な
っ

て
い

ま
す

。

【
目

標
と

す
る

姿
】

　
税

金
の

ス
ペ

シ
ャ

リ
ス

ト
で

あ
る

国
税

専
門

官
（

国
税

調
査

官
、

国
税

徴
収

官
、

国
税

査
察

官
）

に
ふ

さ
わ

し
い

、
法

学
、

経
営

学
、

会
計

学
な

ど
の

専
門

知
識

と
、

公
務

員
と

し
て

の
高

い
倫

理
観

を
備

え
る

こ
と

を
目

標
と

し
ま

す
。

【
目

標
と

す
る

職
種

】
　

国
の

財
源

と
な

る
税

金
が

正
し

く
納

め
ら

れ
て

い
る

か
調

査
を

行
う

国
税

専
門

官
　

教
材

や
学

校
施

設
の

管
理

や
学

籍
管

理
な

ど
学

校
を

運
営

す
る

た
め

の
支

援
業

務
を

行
う

学
校

事
務

科
目

の
種

類
１

年
次

（
前

期
）

１
年

次
（

後
期

）
２

年
次

（
前

期
）

２
年

次
（

後
期

）
３

年
次

（
前

期
）

３
年

次
（

後
期

）
４

年
次

（
前

期
）

４
年

次
（

後
期

）
モ

デ
ル

単
位

数
卒

業
要

件
単

位
数

区
分

必
修

/選
択

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

基
礎

教
育

科
目

a）

基
礎

科
目

（
語

学
）

必
修

基
礎

演
習

2
基

礎
演

習
2

4
4

情
報

リ
テ

ラ
シ

ー
Ａ

2
2

2

選
択

0
4

教
養

科
目

選
択

経
済

学
法

学
日

本
国

憲
法

2 2 2

数
学

民
法

2 2
商

法
2

12
10

外
国

語
選

択
0

4

体
育

必
修

体
育

実
技

A
1

体
育

実
技

B
1

2
2

専
門

教
育

科
目

必
修

必
修

経
営

学
2

2
2

経
営

分
野

選
択

現
代

企
業

論
2

経
営

戦
略

論
経

営
組

織
論

経
営

管
理

論

2 2 2
8

56
会

計
・

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

分
野

選
択

簿
記

入
門

2
初

級
簿

記
金

融
リ

テ
ラ

シ
ー

2 2
中

級
簿

記
Ⅰ

会
計

学
総

論
原

価
計

算
Ⅰ

経
営

財
務

論

2 2 2 2

中
級

簿
記

Ⅱ
原

価
計

算
Ⅱ

財
務

会
計

2 2 2

簿
記

演
習

国
際

会
計

2 2
管

理
会

計
税

務
会

計
2 2

28

情
報

分
野

選
択

情
報

科
学

基
礎

プ
ロ

グ
ラ

ミ
ン

グ
Ⅰ

情
報

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

2 2 2

情
報

シ
ス

テ
ム

2
情

報
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
Ⅰ

W
eb

制
作

Ⅰ
2 2

情
報

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

Ⅱ
2

14

演
習

必
修

演
習

Ⅰ
2

演
習

Ⅰ
2

演
習

Ⅱ
2

演
習

Ⅱ
2

演
習

Ⅲ
2

演
習

Ⅲ
2

12
12

就
職

・
資

格
取

得
支

援
科

目
選

択
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅰ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅲ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅳ

2
6

6

自
由

科
目

22

単
位

数
計

23
15

16
16

8
8

2
2

90
124
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Ｆ
．

会
計

専
門

職

【
学

び
の

特
徴

】
　

様
々

な
会

計
情

報
の

意
味

を
適

切
に

理
解

し
、

企
業

活
動

の
色

々
な

領
域

に
活

用
で

き
る

力
や

、
財

務
諸

表
か

ら
企

業
の

経
営

状
況

や
将

来
性

を
推

測
す

る
知

識
や

能
力

の
習

得
を

目
指

し
ま

す
。

簿
記

な
ど

の
各

種
資

格
取

得
に

結
び

つ
く

科
目

が
充

実
し

て
い

る
た

め
、

社
会

に
出

て
役

立
つ

知
識

と
能

力
が

身
に

つ
き

ま
す

。

【
目

標
と

す
る

姿
】

　
ビ

ジ
ネ

ス
キ

ー
パ

ー
ソ

ン
と

し
て

活
躍

す
る

会
計

プ
ロ

フ
ェ

ッ
シ

ョ
ン

を
目

指
し

ま
す

。
ま

た
、

医
師

、
薬

剤
師

や
弁

護
士

な
ど

高
度

な
職

業
は

大
学

院
も

含
め

た
６

年
間

の
高

等
教

育
を

受
け

る
こ

と
が

一
般

的
に

な
っ

て
い

る
中

で
、

税
務

会
計

も
含

め
た

会
計

学
に

特
化

し
た

大
学

院
へ

の
進

学
も

目
指

し
ま

す
。

【
目

標
と

す
る

職
種

】
　

税
理

士
、

公
認

会
計

士
、

企
業

な
ど

で
活

躍
す

る
財

務
や

経
理

等
に

関
連

す
る

高
度

な
会

計
プ

ロ
フ

ェ
ッ

シ
ョ

ン

科
目

の
種

類
１

年
次

（
前

期
）

１
年

次
（

後
期

）
２

年
次

（
前

期
）

２
年

次
（

後
期

）
３

年
次

（
前

期
）

３
年

次
（

後
期

）
４

年
次

（
前

期
）

４
年

次
（

後
期

）
モ

デ
ル

単
位

数
卒

業
要

件
単

位
数

区
分

必
修

/選
択

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

基
礎

教
育

科
目

a）

基
礎

科
目

（
語

学
）

必
修

基
礎

演
習

2
基

礎
演

習
2

4
4

情
報

リ
テ

ラ
シ

ー
Ａ

2
2

2

選
択

0
4

教
養

科
目

選
択

民
法

2
商

法
2

4
10

外
国

語
選

択
0

4

体
育

必
修

体
育

実
技

A
1

体
育

実
技

B
1

2
2

専
門

教
育

科
目

必
修

必
修

経
営

学
2

2
2

経
営

分
野

選
択

現
代

企
業

論
2

経
営

戦
略

論
経

営
管

理
論

経
営

組
織

論

2 2 2
8

56
会

計
・

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

分
野

選
択

簿
記

入
門

2
初

級
簿

記
金

融
リ

テ
ラ

シ
ー

2 2
中

級
簿

記
Ⅰ

原
価

計
算

Ⅰ
会

計
学

総
論

経
営

財
務

論

2 2 2 2

中
級

簿
記

Ⅱ
原

価
計

算
Ⅱ

財
務

会
計

2 2 2

簿
記

演
習

国
際

会
計

2 2
管

理
会

計
税

務
会

計
2 2

28

情
報

分
野

選
択

情
報

科
学

基
礎

プ
ロ

グ
ラ

ミ
ン

グ
Ⅰ

情
報

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

2 2 2

情
報

シ
ス

テ
ム

2
W

eb
制

作
Ⅰ

ビ
ジ

ネ
ス

表
計

算
デ

ー
タ

科
学

2 2 2

デ
ー

タ
分

析
Ⅰ

2
デ

ー
タ

分
析

Ⅱ
2

1 8

演
習

必
修

演
習

Ⅰ
2

演
習

Ⅰ
2

演
習

Ⅱ
2

演
習

Ⅱ
2

演
習

Ⅲ
2

演
習

Ⅲ
2

12
12

就
職

・
資

格
取

得
支

援
科

目
選

択
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅰ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅲ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅳ

2
6

6

自
由

科
目

22

単
位

数
計

17
13

18
16

10
8

2
2
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Ｇ
．

経
営

者

【
学

び
の

特
徴

】
　

経
営

学
、

マ
ー

ケ
テ

ィ
ン

グ
、

会
計

学
の

基
本

的
な

知
識

の
習

得
の

み
な

ら
ず

、
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
検

定
3

級
、

リ
テ

ー
ル

マ
ー

ケ
テ

ィ
ン

グ
検

定
2

・
3

級
（

販
売

士
検

定
2

・
3

級
）

の
合

格
を

目
標

に
、

営
業

職
や

販
売

職
と

し
て

活
躍

す
る

た
め

の
知

識
を

学
ぶ

こ
と

を
特

徴
と

し
て

い
ま

す
。

【
目

標
と

す
る

姿
】

　
民

間
企

業
の

営
業

職
や

販
売

職
の

み
な

ら
ず

、
民

間
・

自
治

体
等

の
様

々
な

セ
ク

シ
ョ

ン
に

お
い

て
、

将
来

キ
ー

パ
ー

ソ
ン

と
し

て
活

躍
す

る
の

に
有

益
な

資
質

を
備

え
る

こ
と

を
目

標
と

し
て

い
ま

す
。

【
目

標
と

す
る

職
種

】
　

販
売

を
中

心
と

し
た

実
店

舗
を

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

し
て

売
上

や
サ

ー
ビ

ス
の

改
善

に
取

り
組

む
リ

テ
ー

ル
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
　

電
子

商
取

引
の

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

を
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
し

て
売

上
や

サ
ー

ビ
ス

の
改

善
に

取
り

組
む

ネ
ッ

ト
シ

ョ
ッ

プ
の

経
営

者

科
目

の
種

類
１

年
次

（
前

期
）

１
年

次
（

後
期

）
２

年
次

（
前

期
）

２
年

次
（

後
期

）
３

年
次

（
前

期
）

３
年

次
（

後
期

）
４

年
次

（
前

期
）

４
年

次
（

後
期

）
モ

デ
ル

単
位

数
卒

業
要

件
単

位
数

区
分

必
修

/選
択

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

基
礎

教
育

科
目

a）

基
礎

科
目

（
語

学
）

必
修

基
礎

演
習

2
基

礎
演

習
2

4
4

情
報

リ
テ

ラ
シ

ー
Ａ

2
2

2

選
択

0
4

教
養

科
目

選
択

経
済

学
2

民
法

2
商

法
2

6
10

外
国

語
選

択
4

体
育

必
修

体
育

実
技

A
1

体
育

実
技

B
1

2
2

専
門

教
育

科
目

必
修

必
修

経
営

学
2

2
2

経
営

分
野

選
択

現
代

企
業

論
マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

論
リ

テ
ー

ル
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
Ⅰ

2 2 2

消
費

者
行

動
論

リ
テ

ー
ル

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

Ⅱ
リ

テ
ー

ル
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
Ⅲ

2 4 2

経
営

戦
略

論
経

営
管

理
論

経
営

組
織

論

2 2 2

人
材

育
成

論
2

中
小

企
業

論
リ

ス
ク

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

2 2
2 6

56
会

計
・

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

分
野

選
択

簿
記

入
門

2
初

級
簿

記
金

融
リ

テ
ラ

シ
ー

2 2
中

級
簿

記
Ⅰ

原
価

計
算

Ⅰ
会

計
学

総
論

経
営

財
務

論

2 2 2 2

中
級

簿
記

Ⅱ
原

価
計

算
Ⅱ

財
務

会
計

2 2 2
20

情
報

分
野

選
択

情
報

科
学

基
礎

プ
ロ

グ
ラ

ミ
ン

グ
Ⅰ

情
報

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

2 2 2

情
報

デ
ザ

イ
ン

情
報

シ
ス

テ
ム

情
報

リ
テ

ラ
シ

ー
B

2 2 2

W
eb

制
作

Ⅰ
2

14

演
習

必
修

演
習

Ⅰ
2

演
習

Ⅰ
2

演
習

Ⅱ
2

演
習

Ⅱ
2

演
習

Ⅲ
2

演
習

Ⅲ
2

12
12

就
職

・
資

格
取

得
支

援
科

目
選

択
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅰ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅲ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅳ

2
6

6

自
由

科
目

22

単
位

数
計

19
21

22
14

6
8

2
2

94
124
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Ａ
．

ス
ポ

ー
ツ

指
導

者

【
学

び
の

特
徴

】
選

手
を

指
導

す
る

方
法

に
つ

い
て

ス
ポ

ー
ツ

科
学

を
中

心
に

学
ぶ

と
と

も
に

、
チ

ー
ム

を
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
す

る
た

め
の

組
織

の
経

営
に

つ
い

て
も

学
び

ま
す

。
日

本
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
指

導
者

認
定

資
格

の
合

格
を

目
標

と
し

ま
す

。

【
目

標
と

す
る

姿
】

科
学

的
知

見
に

基
づ

い
た

競
技

指
導

、
体

力
向

上
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
の

指
導

等
が

で
き

る
コ

ー
チ

、
ト

レ
ー

ナ
ー

を
目

指
し

ま
す

。

【
目

標
と

す
る

職
種

】
監

督
、

コ
ー

チ
、

ト
レ

ー
ナ

ー
な

ど
の

ス
ポ

ー
ツ

指
導

者

科
目

の
種

類
１

年
次

（
前

期
）

１
年

次
（

後
期

）
２

年
次

（
前

期
）

２
年

次
（

後
期

）
３

年
次

（
前

期
）

３
年

次
（

後
期

）
４

年
次

（
前

期
）

４
年

次
（

後
期

）
モ

デ
ル

単
位

数
卒

業
要

件
単

位
数

区
分

必
修

/選
択

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

基
礎

教
育

科
目

a）

基
礎

科
目

（
語

学
）

必
修

基
礎

演
習

2
基

礎
演

習
2

4
4

情
報

リ
テ

ラ
シ

ー
Ａ

2
2

2

選
択

0
4

教
養

科
目

選
択

0
12

外
国

語
選

択
0

2

体
育

必
修

体
育

実
技

A
1

体
育

実
技

B
1

2
2

専
門

教
育

科
目

必
修

必
修

経
営

学
ス

ポ
ー

ツ
原

論
2 2

ス
ポ

ー
ツ

経
営

論
2

6
6

経
営

分
野

選
択

現
代

企
業

論
マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

論
2 2

経
営

戦
略

論
経

営
組

織
論

経
営

管
理

論

2 2 2

人
材

育
成

論
2

リ
ス

ク
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
2

1 8
24

会
計

・
フ

ァ
イ

ナ
ン

ス
分

野
選

択
簿

記
入

門
2

初
級

簿
記

2

情
報

分
野

選
択

0

ス
ポ

ー
ツ

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

分
野

選
択

地
域

ス
ポ

ー
ツ

論
2

ス
ポ

ー
ツ

組
織

論
2

ス
ポ

ー
ツ

マ
ー

ケ
テ

ィ
ン

グ
2

24
24

ス
ポ

ー
ツ

科
学

・
教

育
分

野
選

択
コ

ー
チ

ン
グ

論
2

ス
ポ

ー
ツ

科
学

概
論

2
生

理
学

・
運

動
生

理
学

運
動

学
・

運
動

方
法

学
ス

ポ
ー

ツ
心

理
学

2 2 2

ス
ポ

ー
ツ

バ
イ

オ
メ

カ
ニ

ク
ス

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

論
ス

ポ
ー

ツ
栄

養
学

2 2 2

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

演
習（

フ
ィ

ジ
カ

ル
）

2

ス
ポ

ー
ツ

実
習

選
択

1 2 1

演
習

必
修

演
習

Ⅰ
2

演
習

Ⅰ
2

演
習

Ⅱ
2

演
習

Ⅱ
2

演
習

Ⅲ
2

演
習

Ⅲ
2

12
12

就
職

・
資

格
取

得
支

援
科

目
選

択
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅰ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅱ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅲ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅳ

2
8

6

自
由

科
目

22

単
位

数
計

15
13

12
18

8
6

2
2

76
124
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Ｂ
．

ス
ポ

ー
ツ

ク
ラ

ブ

【
学

び
の

特
徴

】
イ

ン
ス

ト
ラ

ク
タ

ー
に

な
る

た
め

の
ス

ポ
ー

ツ
科

学
の

知
識

、
ス

ポ
ー

ツ
ク

ラ
ブ

経
営

の
知

識
を

学
び

ま
す

。
ま

た
将

来
管

理
職

に
就

い
た

際
に

必
要

と
な

る
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
に

関
す

る
知

識
も

学
び

ま
す

。

【
目

標
と

す
る

姿
】

科
学

的
知

見
に

基
づ

い
た

運
動

指
導

が
で

き
る

イ
ン

ス
ト

ラ
ク

タ
ー

を
目

指
す

と
と

も
に

、
指

導
だ

け
で

な
く

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

も
で

き
る

人
材

を
目

指
し

ま
す

。

【
目

標
と

す
る

職
種

】
ジ

ム
、

ス
イ

ミ
ン

グ
、

ス
タ

ジ
オ

で
の

イ
ン

ス
ト

ラ
ク

タ
ー

お
よ

び
ス

ポ
ー

ツ
ク

ラ
ブ

の
経

営
者

科
目

の
種

類
１

年
次

（
前

期
）

１
年

次
（

後
期

）
２

年
次

（
前

期
）

２
年

次
（

後
期

）
３

年
次

（
前

期
）

３
年

次
（

後
期

）
４

年
次

（
前

期
）

４
年

次
（

後
期

）
モ

デ
ル

単
位

数
卒

業
要

件
単

位
数

区
分

必
修

/選
択

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

基
礎

教
育

科
目

a）

基
礎

科
目

（
語

学
）

必
修

基
礎

演
習

2
基

礎
演

習
2

4
4

情
報

リ
テ

ラ
シ

ー
Ａ

2
2

2

選
択

0
4

教
養

科
目

選
択

民
法

2
2

12

外
国

語
選

択
0

2

体
育

必
修

体
育

実
技

A
1

体
育

実
技

B
1

2
2

専
門

教
育

科
目

必
修

必
修

経
営

学
ス

ポ
ー

ツ
原

論
2 2

ス
ポ

ー
ツ

経
営

論
2

6
6

経
営

分
野

選
択

現
代

企
業

論
マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

論
リ

テ
ー

ル
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
Ⅰ

2 2 2

消
費

者
行

動
論

2
経

営
戦

略
論

経
営

組
織

論
経

営
管

理
論

2 2 2

人
材

育
成

論
2

リ
ス

ク
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
2

1 8

24
会

計
・

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

分
野

選
択

簿
記

入
門

2
初

級
簿

記
2

中
級

簿
記

Ⅰ
2

中
級

簿
記

Ⅱ
2

8

情
報

分
野

選
択

0

ス
ポ

ー
ツ

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

分
野

選
択

ス
ポ

ー
ツ

産
業

論
地

域
ス

ポ
ー

ツ
論

2 2
ス

ポ
ー

ツ
組

織
論

2
レ

ジ
ャ

ー
産

業
論

ス
ポ

ー
ツ

マ
ー

ケ
テ

ィ
ン

グ
2 2

ス
ポ

ー
ツ

ク
ラ

ブ
経

営
論

2

28
24

ス
ポ

ー
ツ

科
学

・
教

育
分

野
選

択
生

涯
ス

ポ
ー

ツ
論

コ
ー

チ
ン

グ
論

2 2
ス

ポ
ー

ツ
科

学
概

論
2

生
理

学
・

運
動

生
理

学
運

動
学

・
運

動
方

法
学

2 2
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
論

ス
ポ

ー
ツ

心
理

学
2 2

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

演
習（

フ
ィ

ジ
カ

ル
）

2

ス
ポ

ー
ツ

実
習

選
択

0
1

水
泳

ダ
ン

ス
1 1

2
2

0
1

演
習

必
修

演
習

Ⅰ
2

演
習

Ⅰ
2

演
習

Ⅱ
2

演
習

Ⅱ
2

演
習

Ⅲ
2

演
習

Ⅲ
2

12
12

就
職

・
資

格
取

得
支

援
科

目
選

択
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅰ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅱ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅲ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅳ

2
8

6

自
由

科
目

22

単
位

数
計

17
19

16
20

10
6

2
2

92
124
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Ｃ
．

ス
ポ

ー
ツ

メ
ー

カ
ー

【
学

び
の

特
徴

】
比

較
的

大
き

な
企

業
が

多
い

ス
ポ

ー
ツ

メ
ー

カ
ー

で
働

く
た

め
に

経
営

学
全

般
を

学
び

ま
す

。
ス

ポ
ー

ツ
用

品
の

企
画

開
発

の
た

め
に

人
の

体
に

関
わ

る
ス

ポ
ー

ツ
科

学
に

つ
い

て
も

学
び

ま
す

。

【
目

標
と

す
る

姿
】

ス
ポ

ー
ツ

用
品

の
企

画
開

発
お

よ
び

営
業

に
か

か
わ

る
ビ

ジ
ネ

ス
パ

ー
ソ

ン
を

目
指

し
ま

す
。

【
目

標
と

す
る

職
種

】
ス

ポ
ー

ツ
用

品
を

扱
う

メ
ー

カ
ー

の
営

業
職

、
開

発
職

科
目

の
種

類
１

年
次

（
前

期
）

１
年

次
（

後
期

）
２

年
次

（
前

期
）

２
年

次
（

後
期

）
３

年
次

（
前

期
）

３
年

次
（

後
期

）
４

年
次

（
前

期
）

４
年

次
（

後
期

）
モ

デ
ル

単
位

数
卒

業
要

件
単

位
数

区
分

必
修

/選
択

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

基
礎

教
育

科
目

a）

基
礎

科
目

（
語

学
）

必
修

基
礎

演
習

2
基

礎
演

習
2

4
4

情
報

リ
テ

ラ
シ

ー
Ａ

2
2

2

選
択

0
4

教
養

科
目

選
択

情
報

リ
テ

ラ
シ

ー
Ｂ

数
学

2 2
商

法
2

6
12

外
国

語
選

択
0

2

体
育

必
修

体
育

実
技

A
1

体
育

実
技

B
1

2
2

専
門

教
育

科
目

必
修

必
修

経
営

学
ス

ポ
ー

ツ
原

論
2 2

ス
ポ

ー
ツ

経
営

論
2

6
6

経
営

分
野

選
択

現
代

企
業

論
マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

論
リ

テ
ー

ル
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
Ⅰ

2 2 2

消
費

者
行

動
論

リ
テ

ー
ル

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

Ⅱ
2 4

経
営

戦
略

論
経

営
管

理
論

経
営

組
織

論

2 2 2

人
材

育
成

論
生

産
管

理
論

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

経
営

2 2 2

国
際

経
営

論
中

小
企

業
論

リ
ス

ク
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト

2 2 2
30

24
会

計
・

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

分
野

選
択

簿
記

入
門

2
初

級
簿

記
2

会
計

学
総

論
原

価
計

算
Ⅰ

2 2
原

価
計

算
Ⅱ

2
1 0

情
報

分
野

選
択

0

ス
ポ

ー
ツ

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

分
野

選
択

ス
ポ

ー
ツ

産
業

論
2

レ
ジ

ャ
ー

産
業

論
ス

ポ
ー

ツ
マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

ス
ポ

ー
ツ

社
会

学

2 2 2
1 6

24

分
野

ス
ポ

ー
ツ

科
学

・
教

育
選

択
ス

ポ
ー

ツ
科

学
概

論
2

生
理

学
・

運
動

生
理

学
2

ス
ポ

ー
ツ

バ
イ

オ
メ

カ
ニ

ク
ス

ス
ポ

ー
ツ

栄
養

学
2 2

ス
ポ

ー
ツ

実
習

選
択

0
1

0
2

0
1

演
習

必
修

演
習

Ⅰ
2

演
習

Ⅰ
2

演
習

Ⅱ
2

演
習

Ⅱ
2

演
習

Ⅲ
2

演
習

Ⅲ
2

12
12

就
職

・
資

格
取

得
支

援
科

目
選

択
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅰ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅱ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅲ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅳ

2
8

6

自
由

科
目

22

単
位

数
計

13
19

18
22

10
10

2
2

96
124
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Ｄ
．

ス
ポ

ー
ツ

イ
ベ

ン
ト

・
ツ

ア
ー

【
学

び
の

特
徴

】
イ

ベ
ン

ト
や

ツ
ア

ー
を

企
画

す
る

た
め

に
ス

ポ
ー

ツ
の

産
業

と
経

営
学

の
関

連
に

つ
い

て
学

び
ま

す
。

ま
た

行
政

や
地

域
と

の
か

か
わ

り
に

つ
い

て
も

学
び

ま
す

。

【
目

標
と

す
る

姿
】

ス
ポ

ー
ツ

の
価

値
を

深
く

理
解

し
ス

ポ
ー

ツ
の

楽
し

さ
を

伝
え

る
イ

ベ
ン

ト
プ

ラ
ン

ナ
ー

、
ツ

ア
ー

プ
ラ

ン
ナ

ー
を

目
指

し
ま

す
。

【
目

標
と

す
る

職
種

】
イ

ベ
ン

ト
企

画
会

社
や

広
告

代
理

店
等

で
ス

ポ
ー

ツ
イ

ベ
ン

ト
の

企
画

運
営

を
行

う
イ

ベ
ン

ト
プ

ラ
ン

ナ
ー

、
旅

行
代

理
店

で
ス

ポ
ー

ツ
関

連
ツ

ア
ー

の
企

画
運

営
を

行
う

ツ
ア

ー
プ

ラ
ン

ナ
ー

科
目

の
種

類
１

年
次

（
前

期
）

１
年

次
（

後
期

）
２

年
次

（
前

期
）

２
年

次
（

後
期

）
３

年
次

（
前

期
）

３
年

次
（

後
期

）
４

年
次

（
前

期
）

４
年

次
（

後
期

）
モ

デ
ル

単
位

数
卒

業
要

件
単

位
数

区
分

必
修

/選
択

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

基
礎

教
育

科
目

a）

基
礎

科
目

（
語

学
）

必
修

基
礎

演
習

2
基

礎
演

習
2

4
4

情
報

リ
テ

ラ
シ

ー
Ａ

2
2

2

選
択

0
4

教
養

科
目

選
択

経
済

学
2

情
報

リ
テ

ラ
シ

ー
Ｂ

環
境

論
2 2

6
12

外
国

語
選

択
0

2

体
育

必
修

体
育

実
技

A
1

体
育

実
技

B
1

2
2

専
門

教
育

科
目

必
修

必
修

経
営

学
ス

ポ
ー

ツ
原

論
2 2

ス
ポ

ー
ツ

経
営

論
2

6
6

経
営

分
野

選
択

現
代

企
業

論
マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

論
リ

テ
ー

ル
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
Ⅰ

2 2 2

消
費

者
行

動
論

2
経

営
戦

略
論

経
営

組
織

論
経

営
管

理
論

2 2 2

人
材

育
成

論
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
経

営
2 2

リ
ス

ク
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
2

2 0

24
会

計
・

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

分
野

選
択

簿
記

入
門

2
初

級
簿

記
2

4

情
報

分
野

選
択

ビ
ジ

ネ
ス

表
計

算
2

2

ス
ポ

ー
ツ

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

分
野

選
択

ス
ポ

ー
ツ

産
業

論
地

域
ス

ポ
ー

ツ
論

2 2
レ

ジ
ャ

ー
産

業
論

ス
ポ

ー
ツ

マ
ー

ケ
テ

ィ
ン

グ
ス

ポ
ー

ツ
メ

デ
ィ

ア
論

ス
ポ

ー
ツ

社
会

学

2 2 2 2

ス
ポ

ー
ツ

行
政

2

18
24

ス
ポ

ー
ツ

科
学

・
教

育
分

野
選

択
生

涯
ス

ポ
ー

ツ
論

2
ス

ポ
ー

ツ
心

理
学

2

ス
ポ

ー
ツ

実
習

選
択

1 2 1

演
習

必
修

演
習

Ⅰ
2

演
習

Ⅰ
2

演
習

Ⅱ
2

演
習

Ⅱ
2

演
習

Ⅲ
2

演
習

Ⅲ
2

12
12

就
職

・
資

格
取

得
支

援
科

目
選

択
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅰ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅱ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅲ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅳ

2
8

6

自
由

科
目

22

単
位

数
計

17
19

8
20

10
6

2
2

84
124
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Ｅ
．

ス
ポ

ー
ツ

メ
デ

ィ
ア

【
学

び
の

特
徴

】
ス

ポ
ー

ツ
の

情
報

を
発

信
す

る
た

め
に

ス
ポ

ー
ツ

の
産

業
と

経
営

学
全

般
を

学
び

ま
す

。
ス

ポ
ー

ツ
に

関
す

る
幅

広
い

知
識

が
必

要
な

た
め

ス
ポ

ー
ツ

科
学

に
つ

い
て

も
学

び
ま

す
。

【
目

標
と

す
る

姿
】

ス
ポ

ー
ツ

の
価

値
を

深
く

理
解

し
ス

ポ
ー

ツ
の

魅
力

を
発

信
す

る
人

材
を

目
指

し
ま

す
。

【
目

標
と

す
る

職
種

】
テ

レ
ビ

制
作

会
社

、
新

聞
雑

誌
記

者
、

ジ
ャ

ー
ナ

リ
ス

ト

科
目

の
種

類
１

年
次

（
前

期
）

１
年

次
（

後
期

）
２

年
次

（
前

期
）

２
年

次
（

後
期

）
３

年
次

（
前

期
）

３
年

次
（

後
期

）
４

年
次

（
前

期
）

４
年

次
（

後
期

）
モ

デ
ル

単
位

数
卒

業
要

件
単

位
数

区
分

必
修

/選
択

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

基
礎

教
育

科
目

a）

基
礎

科
目

（
語

学
）

必
修

基
礎

演
習

2
基

礎
演

習
2

4
4

情
報

リ
テ

ラ
シ

ー
Ａ

2
2

2

選
択

0
4

教
養

科
目

選
択

文
章

表
現

法
経

済
学

2 2
情

報
リ

テ
ラ

シ
ー

Ｂ
政

治
学

心
理

学

2 2 2
10

12

外
国

語
選

択
0

2

体
育

必
修

体
育

実
技

A
1

体
育

実
技

B
1

2
2

専
門

教
育

科
目

必
修

必
修

経
営

学
ス

ポ
ー

ツ
原

論
2 2

ス
ポ

ー
ツ

経
営

論
2

6
6

経
営

分
野

選
択

現
代

企
業

論
マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

論
リ

テ
ー

ル
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
Ⅰ

2 2 2

消
費

者
行

動
論

リ
テ

ー
ル

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

Ⅱ
2 4

経
営

戦
略

論
経

営
管

理
論

経
営

組
織

論

2 2 2

人
材

育
成

論
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
経

営
2 2

リ
ス

ク
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
2

24

24
会

計
・

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

分
野

選
択

簿
記

入
門

2
初

級
簿

記
2

会
計

学
総

論
2

6

情
報

分
野

選
択

情
報

と
社

会
2

2

ス
ポ

ー
ツ

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

分
野

選
択

ス
ポ

ー
ツ

産
業

論
地

域
ス

ポ
ー

ツ
論

2 2
レ

ジ
ャ

ー
産

業
論

ス
ポ

ー
ツ

マ
ー

ケ
テ

ィ
ン

グ
ス

ポ
ー

ツ
メ

デ
ィ

ア
論

ス
ポ

ー
ツ

社
会

学

2 2 2 2
1 6

24

ス
ポ

ー
ツ

科
学

・
教

育
分

野
選

択
運

動
学

・
運

動
方

法
学

2
ス

ポ
ー

ツ
心

理
学

2

ス
ポ

ー
ツ

実
習

選
択

0
1

0
2

0
1

演
習

必
修

演
習

Ⅰ
2

演
習

Ⅰ
2

演
習

Ⅱ
2

演
習

Ⅱ
2

演
習

Ⅲ
2

演
習

Ⅲ
2

12
12

就
職

・
資

格
取

得
支

援
科

目
選

択
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅰ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅱ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅲ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅳ

2
8

6

自
由

科
目

22

単
位

数
計

19
21

14
20

8
6

2
2

92
124



ａ
）

留
学

生
は

別
途

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

※
斜

体
は

必
修

科
目

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

※
　

　
は

経
営

学
部

共
通

の
基

本
科

目



－ 185 －

Ｆ
．

ス
ポ

ー
ツ

用
品

販
売

【
学

び
の

特
徴

】
販

売
に

必
要

な
リ

テ
ー

ル
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
を

中
心

に
経

営
学

を
幅

広
く

学
び

ま
す

。
ま

た
適

切
な

ス
ポ

ー
ツ

用
品

を
選

択
す

る
た

め
に

ス
ポ

ー
ツ

科
学

に
つ

い
て

も
学

び
ま

す
。

【
目

標
と

す
る

姿
】

ス
ポ

ー
ツ

の
価

値
を

深
く

理
解

し
顧

客
の

ニ
ー

ズ
に

合
わ

せ
て

適
切

な
商

品
を

販
売

で
き

る
人

材
を

目
指

し
ま

す
。

【
目

標
と

す
る

職
種

】
ス

ポ
ー

ツ
用

品
店

に
お

い
て

店
舗

を
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
し

て
売

上
や

サ
ー

ビ
ス

の
改

善
に

取
り

組
む

リ
テ

ー
ル

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

科
目

の
種

類
１

年
次

（
前

期
）

１
年

次
（

後
期

）
２

年
次

（
前

期
）

２
年

次
（

後
期

）
３

年
次

（
前

期
）

３
年

次
（

後
期

）
４

年
次

（
前

期
）

４
年

次
（

後
期

）
モ

デ
ル

単
位

数
卒

業
要

件
単

位
数

区
分

必
修

/選
択

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

基
礎

教
育

科
目

a）

基
礎

科
目

（
語

学
）

必
修

基
礎

演
習

2
基

礎
演

習
2

4
4

情
報

リ
テ

ラ
シ

ー
Ａ

2
2

2

選
択

0
4

教
養

科
目

選
択

経
済

学
2

情
報

リ
テ

ラ
シ

ー
Ｂ

民
法

2 2
商

法
2

8
12

外
国

語
選

択
0

2

体
育

必
修

体
育

実
技

A
1

体
育

実
技

B
1

2
2

専
門

教
育

科
目

必
修

必
修

経
営

学
ス

ポ
ー

ツ
原

論
2 2

ス
ポ

ー
ツ

経
営

論
2

6
6

経
営

分
野

選
択

現
代

企
業

論
マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

論
リ

テ
ー

ル
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
Ⅰ

2 2 2

消
費

者
行

動
論

リ
テ

ー
ル

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

Ⅱ
リ

テ
ー

ル
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
Ⅲ

2 4 2

経
営

戦
略

論
経

営
組

織
論

経
営

管
理

論

2 2 2

人
材

育
成

論
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
経

営
2 2

リ
ス

ク
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
2

2 6

24
会

計
・

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

分
野

選
択

簿
記

入
門

2
初

級
簿

記
2

中
級

簿
記

Ⅰ
2

中
級

簿
記

Ⅱ
2

8

情
報

分
野

選
択

ビ
ジ

ネ
ス

表
計

算
2

2

ス
ポ

ー
ツ

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

分
野

選
択

ス
ポ

ー
ツ

産
業

論
2

ス
ポ

ー
ツ

組
織

論
2

レ
ジ

ャ
ー

産
業

論
ス

ポ
ー

ツ
マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

2 2
8

24

ス
ポ

ー
ツ

科
学

・
教

育
分

野
選

択

ス
ポ

ー
ツ

実
習

選
択

0
1

0
2

0
1

演
習

必
修

演
習

Ⅰ
2

演
習

Ⅰ
2

演
習

Ⅱ
2

演
習

Ⅱ
2

演
習

Ⅲ
2

演
習

Ⅲ
2

12
12

就
職

・
資

格
取

得
支

援
科

目
選

択
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅰ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅱ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅲ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅳ

2
8

6

自
由

科
目

22

単
位

数
計

15
17

18
18

8
6

2
2

86
124
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G
.自

治
体

・
競

技
団

体
・

N
P

O
職

員

【
学

び
の

特
徴

】
ス

ポ
ー

ツ
産

業
の

在
り

方
や

振
興

の
方

法
を

中
心

に
学

び
ま

す
。

幅
広

く
ス

ポ
ー

ツ
や

経
営

の
知

識
を

学
び

ま
す

。

【
目

標
と

す
る

姿
】

ス
ポ

ー
ツ

関
連

施
設

の
運

営
、

ス
ポ

ー
ツ

イ
ベ

ン
ト

の
企

画
な

ど
自

治
体

職
員

の
中

で
も

ス
ポ

ー
ツ

分
野

で
活

躍
で

き
る

人
材

を
目

指
し

ま
す

。
ま

た
競

技
団

体
や

N
P

O
な

ど
に

お
い

て
ス

ポ
ー

ツ
振

興
に

か
か

わ
る

人
材

を
目

指
し

ま
す

。

【
目

標
と

す
る

職
種

】
都

道
府

県
お

よ
び

市
町

村
の

自
治

体
職

員
、

競
技

団
体

職
員

、
N

P
O

職
員

科
目

の
種

類
１

年
次

（
前

期
）

１
年

次
（

後
期

）
２

年
次

（
前

期
）

２
年

次
（

後
期

）
３

年
次

（
前

期
）

３
年

次
（

後
期

）
４

年
次

（
前

期
）

４
年

次
（

後
期

）
モ

デ
ル

単
位

数
卒

業
要

件
単

位
数

区
分

必
修

/選
択

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

基
礎

教
育

科
目

a）

基
礎

科
目

（
語

学
）

必
修

基
礎

演
習

2
基

礎
演

習
2

4
4

情
報

リ
テ

ラ
シ

ー
Ａ

2
2

2

選
択

0
4

教
養

科
目

選
択

社
会

と
公

法

社
会

学

2 2

経
済

学
政

治
学

情
報

リ
テ

ラ
シ

ー
B

2 2 2

10
12

外
国

語
選

択
0

2

体
育

必
修

体
育

実
技

A
1

体
育

実
技

B
1

2
2

専
門

教
育

科
目

必
修

必
修

経
営

学
ス

ポ
ー

ツ
原

論
2 2

ス
ポ

ー
ツ

経
営

論
2

6
6

経
営

分
野

選
択

現
代

企
業

論
マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

論
リ

テ
ー

ル
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
Ⅰ

2 2 2

経
営

戦
略

論
経

営
組

織
論

経
営

管
理

論

2 2 2

人
材

育
成

論
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
経

営
2 2

リ
ス

ク
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
2

1 8

24
会

計
・

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

分
野

選
択

簿
記

入
門

2
初

級
簿

記
2

4

情
報

分
野

選
択

情
報

と
社

会
2

2

ス
ポ

ー
ツ

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

分
野

選
択

ス
ポ

ー
ツ

産
業

論
地

域
ス

ポ
ー

ツ
論

2 2
ス

ポ
ー

ツ
組

織
論

2
レ

ジ
ャ

ー
産

業
論

ス
ポ

ー
ツ

マ
ー

ケ
テ

ィ
ン

グ
ス

ポ
ー

ツ
社

会
学

2 2 2

ス
ポ

ー
ツ

ク
ラ

ブ
経

営
論

ス
ポ

ー
ツ

行
政

2 2
18

24

ス
ポ

ー
ツ

科
学

・
教

育
分

野
選

択
生

涯
ス

ポ
ー

ツ
論

2

ス
ポ

ー
ツ

実
習

選
択

0
1

0
2

0
1

演
習

必
修

演
習

Ⅰ
2

演
習

Ⅰ
2

演
習

Ⅱ
2

演
習

Ⅱ
2

演
習

Ⅲ
2

演
習

Ⅲ
2

12
12

就
職

・
資

格
取

得
支

援
科

目
選

択
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅰ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅱ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅲ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅳ

2
8

6

自
由

科
目

22

単
位

数
計

21
21

6
16

12
6

2
2

86
124
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Ｈ
．

消
防

・
警

察

【
学

び
の

特
徴

】
自

ら
の

身
体

を
鍛

え
る

方
法

と
と

も
に

効
率

的
な

組
織

運
営

を
行

う
た

め
に

経
営

学
、

ス
ポ

ー
ツ

科
学

を
幅

広
く

学
び

ま
す

。

【
目

標
と

す
る

姿
】

科
学

的
な

知
見

を
も

と
に

事
件

事
故

に
対

応
で

き
る

消
防

官
、

警
察

官
を

目
指

し
ま

す
。

【
目

標
と

す
る

職
種

】
消

防
士

　
警

察
官 科

目
の

種
類

１
年

次
（

前
期

）
１

年
次

（
後

期
）

２
年

次
（

前
期

）
２

年
次

（
後

期
）

３
年

次
（

前
期

）
３

年
次

（
後

期
）

４
年

次
（

前
期

）
４

年
次

（
後

期
）

モ
デ

ル
単

位
数

卒
業

要
件

単
位

数
区

分
必

修
/選

択
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位

基
礎

教
育

科
目

a）

基
礎

科
目

（
語

学
）

必
修

基
礎

演
習

2
基

礎
演

習
2

4
4

情
報

リ
テ

ラ
シ

ー
Ａ

2
2

2

選
択

0
4

教
養

科
目

選
択

法
学

日
本

国
憲

法
2 2

政
治

学
2

6
12

外
国

語
選

択
0

2

体
育

必
修

体
育

実
技

A
1

体
育

実
技

B
1

2
2

専
門

教
育

科
目

必
修

必
修

経
営

学
ス

ポ
ー

ツ
原

論
2 2

ス
ポ

ー
ツ

経
営

論
2

6
6

経
営

分
野

選
択

現
代

企
業

論
マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

論
2 2

経
営

戦
略

論
経

営
組

織
論

経
営

管
理

論

2 2 2

人
材

育
成

論
2

リ
ス

ク
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
2

14

24
会

計
・

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

分
野

選
択

簿
記

入
門

2
初

級
簿

記
2

4

情
報

分
野

選
択

情
報

と
社

会
2

2

ス
ポ

ー
ツ

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

分
野

選
択

地
域

ス
ポ

ー
ツ

論
2

レ
ジ

ャ
ー

産
業

論
ス

ポ
ー

ツ
社

会
学

2 2
ス

ポ
ー

ツ
行

政
2

20
24

ス
ポ

ー
ツ

科
学

・
教

育
分

野
選

択
生

涯
ス

ポ
ー

ツ
論

2
ス

ポ
ー

ツ
科

学
概

論
2

生
理

学
・

運
動

生
理

学
2

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

論
ス

ポ
ー

ツ
栄

養
学

ス
ポ

ー
ツ

心
理

学

2 2 2

ス
ポ

ー
ツ

実
習

選
択

器
械

運
動

1
1

1

柔
道

1
1

2

0
1

演
習

必
修

演
習

Ⅰ
2

演
習

Ⅰ
2

演
習

Ⅱ
2

演
習

Ⅱ
2

演
習

Ⅲ
2

演
習

Ⅲ
2

12
12

就
職

・
資

格
取

得
支

援
科

目
選

択
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅰ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅱ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅲ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅳ

2
8

6

自
由

科
目

22

単
位

数
計

21
15

8
20

8
6

2
2

82
124
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I.
ス

ポ
ー

ツ
関

連
企

業
以

外
の

民
間

企
業

【
学

び
の

特
徴

】
民

間
企

業
で

必
要

と
さ

れ
る

経
営

関
連

科
目

を
幅

広
く

学
び

、
ス

ポ
ー

ツ
マ

イ
ン

ド
を

兼
ね

備
え

た
ビ

ジ
ネ

ス
パ

ー
ソ

ン
を

育
成

し
ま

す
。

一
般

企
業

で
活

躍
が

期
待

さ
れ

る
、

活
力

あ
る

人
材

の
育

成
を

目
標

と
し

ま
す

。
ま

た
様

々
な

業
界

内
に

お
け

る
動

向
に

つ
い

て
最

新
情

報
を

収
集

す
る

能
力

を
養

い
ま

す
。

【
目

標
と

す
る

姿
】

あ
ら

ゆ
る

業
界

に
お

い
て

幅
広

く
活

躍
す

る
ビ

ジ
ネ

ス
パ

ー
ソ

ン
を

目
指

し
ま

す
。

【
目

標
と

す
る

職
種

】
（

ス
ポ

ー
ツ

関
連

企
業

以
外

の
）

民
間

企
業

に
お

け
る

営
業

職
、

販
売

職
、

企
画

開
発

職

科
目

の
種

類
１

年
次

（
前

期
）

１
年

次
（

後
期

）
２

年
次

（
前

期
）

２
年

次
（

後
期

）
３

年
次

（
前

期
）

３
年

次
（

後
期

）
４

年
次

（
前

期
）

４
年

次
（

後
期

）
モ

デ
ル

単
位

数
卒

業
要

件
単

位
数

区
分

必
修

/選
択

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

科
目

名
単

位
科

目
名

単
位

基
礎

教
育

科
目

a）

基
礎

科
目

（
語

学
）

必
修

基
礎

演
習

2
基

礎
演

習
2

4
4

情
報

リ
テ

ラ
シ

ー
Ａ

2
2

2

選
択

0
4

教
養

科
目

選
択

経
済

学
2

情
報

リ
テ

ラ
シ

ー
Ｂ

民
法

2 2
商

法
2

8
12

外
国

語
選

択
0

2

体
育

必
修

体
育

実
技

A
1

体
育

実
技

B
1

2
2

専
門

教
育

科
目

必
修

必
修

経
営

学
ス

ポ
ー

ツ
原

論
2 2

ス
ポ

ー
ツ

経
営

論
2

6
6

経
営

分
野

選
択

現
代

企
業

論
マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

論
リ

テ
ー

ル
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
Ⅰ

2 2 2

消
費

者
行

動
論

リ
テ

ー
ル

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

Ⅱ
2 4

経
営

戦
略

論
経

営
組

織
論

経
営

管
理

論

2 2 2

人
材

育
成

論
生

産
管

理
論

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

経
営

2 2 2

国
際

経
営

論
中

小
企

業
論

リ
ス

ク
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト

2 2 2
30

24
会

計
・

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

分
野

選
択

簿
記

入
門

2
初

級
簿

記
金

融
リ

テ
ラ

シ
ー

2 2
中

級
簿

記
Ⅰ

原
価

計
算

Ⅰ
会

計
学

総
論

2 2 2

中
級

簿
記

Ⅱ
原

価
計

算
Ⅱ

2 2
1 6

情
報

分
野

選
択

ビ
ジ

ネ
ス

表
計

算
2

2

ス
ポ

ー
ツ

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

分
野

選
択

ス
ポ

ー
ツ

産
業

論
2

2
24

ス
ポ

ー
ツ

科
学

・
教

育
分

野
選

択

ス
ポ

ー
ツ

実
習

選
択

0
1

0
2

0
1

演
習

必
修

演
習

Ⅰ
2

演
習

Ⅰ
2

演
習

Ⅱ
2

演
習

Ⅱ
2

演
習

Ⅲ
2

演
習

Ⅲ
2

12
12

就
職

・
資

格
取

得
支

援
科

目
選

択
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅰ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅱ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅲ

2
キ

ャ
リ

ア
形

成
Ⅳ

2
8

6

自
由

科
目

22

単
位

数
計

15
19

20
14

10
10

2
2

92
124
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経営学部　経営情報学科　カリキュラムマップ・ナンバリング

　学科のDP①：　経営の力（経営活動の計画・実行・評価に関する専門能力を習得している）
　学科のDP②：　企画力・表現力（実践的能力やデジタルメディア時代に即応した企画力・表現力・技能を理解している）
　学科のDP③：　情報技術の理解（経営効率化のために情報技術を活用できる実践的能力を習得している）
　学科のDP④：　演習研究論文の完成（演習研究論文の審査に合格している）

区　　　　　　　　分 授業科目 単位 開講
年次

科目の
到達目標

学科の
DP①

学科の
DP②

学科の
DP③

学科の
DP④ 科目の

ナンバー経営の力 企画力・
表現力

情報技術
の理解

卒業研究
の達成

基礎教育科目

基礎科目

基礎演習 4 1 ①②③ 〇 〇 〇 SEM101
情報リテラシーＡ 2 1 ①②③ 〇 〇 〇 INF101
英語Ⅰ 2 1 ① 〇 ENG101
中国語Ⅰ 2 1 ① 〇 CHI101
英語Ⅱ 2 1 ① 〇 ENG102
中国語Ⅱ 2 1 ① 〇 CHI102

教養科目

情報リテラシーＢ 2 1 ①②③ 〇 〇 〇 INF102
文章表現法 2 1 ① 〇 GNR101
日本国憲法 2 1 ① 〇 GNR102
社会と公法 2 1 ① 〇 GNR103
民法 2 1 ① 〇 GNR104
商法 2 2 ① 〇 GNR201
岐阜地域研究 2 1 ①②③ 〇 〇 〇 AST103
生物学 2 1 ① 〇 GNR105
統計学 2 1 ① 〇 GNR106
数学 2 1 ① 〇 GNR107
文学 2 1 ① 〇 GNR108
哲学 2 1 ① 〇 GNR109
倫理学 2 1 ① 〇 GNR110
心理学 2 1 ① 〇 GNR111
宗教学 2 1 ① 〇 GNR112
医学一般 2 1 ① 〇 GNR113
ジェンダー論 2 1 ① 〇 GNR114
健康とスポーツ 2 1 ① 〇 GNR115
日本史 2 1 ① 〇 GNR116
外国史 2 1 ① 〇 GNR117
地理学（地誌含む） 2 1 ① 〇 GNR118
日本のことばと文化 2 1 ① 〇 GNR119
経済学 2 1 ① GNR120
政治学 2 1 ① 〇 GNR121
社会学 2 1 ① 〇 GNR122
法学 2 1 ① 〇 GNR123

外国語

言語文化概論A 2 2 ① 〇 FOR201
言語文化概論B 2 2 ① 〇 FOR202
言語文化概論C 2 2 ① 〇 FOR203
英語表現Ⅰ 2 1 ① 〇 FOR101
英語表現Ⅱ 2 1 ① 〇 FOR102
ビジネスイングリッシュⅠ 2 1 ①② 〇 〇 FOR103
ビジネスイングリッシュⅡ 2 2 ①② 〇 〇 FOR204
中国語会話Ⅰ 2 1 ① 〇 FOR104
中国語会話Ⅱ 2 1 ① 〇 FOR105
応用中国語 2 2 ① 〇 FOR205
海外語学研修 4 1 ① 〇 FOR106

体育 体育実技Ａ 1 1 ① 〇 PYE101
体育実技Ｂ 1 1 ① 〇 PYE102

留学生語学

日本語Ⅰ 2 1 ① 〇 JPE101
日本語Ⅱ 2 1 ① 〇 JPE102
日本語コミュニケーションＡ 2 1 ① 〇 JPE103
日本語コミュニケーションＢ 2 1 ① 〇 JPE104
日本語Ⅲ 2 2 ① 〇 JPE201
日本語検定 2 2 ① 〇 JPE202

専門教育科目

必修

経営学 2 1 ① 〇 ADM101
情報科学基礎 2 1 ①②③ 〇 〇 〇 SYS101
情報システム 2 1 ①②③ 〇 〇 〇 SYS102
情報マネジメント 2 1 ①②③ 〇 〇 〇 SYS103

経営分野

現代企業論 2 1 ①② 〇 〇 ADM102
マーケティング論 2 1 ①② 〇 〇 ADM103
リテールマネジメントⅠ 2 1 ①② 〇 〇 ADM104
リテールマネジメントⅡ 4 2 ①② 〇 〇 ADM205
リテールマネジメントⅢ 2 2 ①② 〇 〇 ADM206
消費者行動論 2 2 ①② 〇 〇 ADM204
経営戦略論 2 2 ①② 〇 〇 ADM201
経営組織論 2 2 ①② 〇 〇 ADM203
経営管理論 2 2 ①② 〇 〇 ADM202
人材育成論 2 3 ①② 〇 〇 ADM304
生産管理論 2 3 ①② 〇 〇 ADM308
コンテンツビジネス論 2 3 ①② 〇 〇 ADM305
ネットワーク経営 2 3 ①② 〇 〇 ADM303
国際経営論 2 3 ①② 〇 〇 ADM302
中小企業論 2 3 ①② 〇 〇 ADM301
リスクマネジメント 2 3 ①② 〇 〇 ADM309

会計・ファイナンス分野

簿記入門 2 1 ①② 〇 〇 ACC102
金融リテラシー 2 1 ①② 〇 〇 ACC101
初級簿記 2 1 ①② 〇 〇 ACC103
中級簿記Ⅰ 2 2 ①② 〇 〇 ACC201
中級簿記Ⅱ 2 2 ①② 〇 〇 ACC202
原価計算Ⅰ 2 2 ①② 〇 〇 ACC205
原価計算Ⅱ 2 2 ①② 〇 〇 ACC206
会計学総論 2 2 ①② 〇 〇 ACC203
財務会計 2 2 ①② 〇 〇 ACC204
簿記演習 2 3 ①② 〇 〇 ACC304
管理会計 2 3 ①② 〇 〇 ACC301
国際会計 2 3 ①② 〇 〇 ACC302
税務会計 2 3 ①② 〇 〇 ACC303
経営財務論 2 2 ①② 〇 〇 ACC207
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専門教育科目

情報分野

情報と社会 2 1 ①② 〇 〇 INF103
情報と職業 2 1 ①② 〇 〇 INF104
情報デザイン 2 1 ①②③ 〇 〇 〇 MED103
プログラミングⅠ 2 1 ①②③ 〇 〇 〇 SYS104
プログラミングⅡ 2 1 ①②③ 〇 〇 〇 SYS105
情報技術史 2 2 ①② 〇 〇 INF203
インターネットメディア論 2 2 ①②③ 〇 〇 〇 MED201
グラフィックデザインⅠ 2 2 ①②③ 〇 〇 〇 MED202
グラフィックデザインⅡ 2 2 ①②③ 〇 〇 〇 MED203
情報ネットワークⅠ 2 2 ①②③ 〇 〇 〇 SYS204
情報ネットワークⅡ 2 2 ①②③ 〇 〇 〇 SYS205
アルゴリズムとデータ構造 2 2 ①②③ 〇 〇 〇 SYS201
データベース 2 2 ①②③ 〇 〇 〇 SYS202
Web制作Ⅰ 2 2 ①②③ 〇 〇 〇 MED204
Web制作Ⅱ 2 2 ①②③ 〇 〇 〇 MED205
デジタル活用Ⅰ 2 2 ①②③ 〇 〇 〇 SYS203
デジタル活用Ⅱ 2 3 ①②③ 〇 〇 〇 SYS301
ビジネス表計算 2 2 ①②③ 〇 〇 〇 INF202
データ科学 2 2 ①②③ 〇 〇 〇 INF205
情報管理 2 2 ①②③ 〇 〇 〇 INF201
データ分析Ⅰ 2 2 ①②③ 〇 〇 〇 INF204
データ分析Ⅱ 2 3 ①②③ 〇 〇 〇 INF301
情報通信戦略 2 3 ①②③ 〇 〇 〇 INF302
映像制作 2 3 ①②③ 〇 〇 〇 MED302
アニメーション制作 2 3 ①②③ 〇 〇 〇 MED301
プロジェクトマネジメント 2 3 ①②③ 〇 〇 〇 ADM306
ビジネスプロセスマネジメント 2 3 ①②③ 〇 〇 〇 ADM307
情報システム設計 4 3 ①②③ 〇 〇 〇 SYS302
データ解析 2 3 ①②③ 〇 〇 〇 INF303

演習
演習Ⅰ 4 2 ④ 〇 SEM201
演習Ⅱ 4 3 ④ 〇 SEM301
演習Ⅲ 4 4 ④ 〇 SEM401

就職・資格取得支援科目

キャリア形成Ⅰ 2 1 OTH101
キャリア形成Ⅱ 2 2 OTH201
キャリア形成Ⅲ 2 3 OTH301
キャリア形成Ⅳ 2 3 OTH302
インターンシップA 2 2 OTH202
インターンシップB 2 2 OTH203
職業指導 4 2 EDU201
教職課程科目 ＊ 1 EDU101
資格自己研修 ＊ 1 OTH103
公務員講座 ＊ 2 OTH204

自由科目

特別講義 ＊ 1 OTH104
コンソーシアム特殊講義Ａ 2 1 OTH105
コンソーシアム特殊講義Ｂ 2 1 OTH106
他学部・他学科科目 ＊ 1 OTH107
他大学科目 ＊ 1 OTH108

１ ．番号付与の原則
・番号を見てすぐにイメージできるよう、番号はアルファベット 3文字と数字 3文字から構成しています。
・科目分類を示すアルファベット（ 3文字）は、学問領域を示し、学部、学科、専攻を示すものではありません。

２ ．科目レベルについて
・下記の通り配当年次の番号を記載しています。

100番台　　 1年次配当
200番台　　 2年次配当
300番台　　 3年次配当
400番台　　 4年次配当

ナンバリング科目分類一覧
基礎教育 GNR

語学
英語 ENG
中国語 CHI
外国語 FOR

体育 体育 PYE
留学生 日本語教育 JPE

地域研究 地域研究 AST

経営系 経営学 ADM
会計・税務 ACC

スポーツ経営系 スポーツ SPO
スポーツ＆経営 SPB

情報メディア系
情報 INF
メディア MED
システム SYS

その他
教職 EDU
卒業研究・ゼミナール SEM
その他 OTH
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経営学部　スポーツ経営学科　カリキュラムマップ・ナンバリング

　学科のDP①：　経営の力（経営活動の計画・実行・評価に関する専門能力を習得している）
　学科のDP②：　スポーツビジネス（スポーツビジネスを理解している）
　学科のDP③：　スポーツ教育（スポーツ教育を理解している）
　学科のDP④：　演習研究論文の完成（演習研究論文の審査に合格している）

区　　　　　　　　分 授業科目 単位 開講
年次

科目の
到達目標

学科の
DP①

学科の
DP②

学科の
DP③

学科の
DP④ 科目の

ナンバー経営の力 スポーツ
ビジネス

スポーツ
教育

卒業研究
の達成

基礎教育科目

基礎科目

基礎演習 4 1 ①②③ 〇 〇 〇 SEM101
情報リテラシーＡ 2 1 ①②③ 〇 〇 〇 INF101
英語Ⅰ 2 1 ① 〇 ENG101
中国語Ⅰ 2 1 ① 〇 CHI101
英語Ⅱ 2 1 ① 〇 ENG102
中国語Ⅱ 2 1 ① 〇 CHI102

教養科目

情報リテラシーＢ 2 1 ①②③ 〇 〇 〇 INF102
文章表現法 2 1 ① 〇 GNR101
日本国憲法 2 1 ① 〇 GNR102
社会と公法 2 1 ① 〇 GNR103
民法 2 1 ① 〇 GNR104
商法 2 2 ① 〇 GNR201
岐阜地域研究 2 1 ①②③ 〇 〇 〇 AST103
生物学 2 1 ① 〇 GNR105
統計学 2 1 ① 〇 GNR106
数学 2 1 ① 〇 GNR107
文学 2 1 ① 〇 GNR108
哲学 2 1 ① 〇 GNR109
倫理学 2 1 ① 〇 GNR110
心理学 2 1 ① 〇 GNR111
宗教学 2 1 ① 〇 GNR112
医学一般 2 1 ① 〇 GNR113
ジェンダー論 2 1 ① 〇 GNR114
健康とスポーツ 2 1 ① 〇 GNR115
日本史 2 1 ① 〇 GNR116
外国史 2 1 ① 〇 GNR117
地理学（地誌含む） 2 1 ① 〇 GNR118
日本のことばと文化 2 1 ① 〇 GNR119
経済学 2 1 ① GNR120
政治学 2 1 ① 〇 GNR121
社会学 2 1 ① 〇 GNR122
法学 2 1 ① 〇 GNR123

外国語

言語文化概論A 2 2 ① 〇 FOR201
言語文化概論B 2 2 ① 〇 FOR202
言語文化概論C 2 2 ① 〇 FOR203
英語表現Ⅰ 2 1 ① 〇 FOR101
英語表現Ⅱ 2 1 ① 〇 FOR102
ビジネスイングリッシュⅠ 2 1 ①② 〇 〇 FOR103
ビジネスイングリッシュⅡ 2 2 ①② 〇 〇 FOR204
中国語会話Ⅰ 2 1 ① 〇 FOR104
中国語会話Ⅱ 2 1 ① 〇 FOR105
応用中国語 2 2 ① 〇 FOR205
海外語学研修 4 1 ① 〇 FOR106

体育 体育実技Ａ 1 1 ① 〇 PYE101
体育実技Ｂ 1 1 ① 〇 PYE102

留学生語学

日本語Ⅰ 2 1 ① 〇 JPE101
日本語Ⅱ 2 1 ① 〇 JPE102
日本語コミュニケーションＡ 2 1 ① 〇 JPE103
日本語コミュニケーションＢ 2 1 ① 〇 JPE104
日本語Ⅲ 2 2 ① 〇 JPE201
日本語検定 2 2 ① 〇 JPE202

専門教育科目

必修
経営学 2 1 ①②③ 〇 〇 〇 ADM101
スポーツ原論 2 1 ①②③ 〇 〇 〇 SPO101
スポーツ経営論 2 2 ①②③ 〇 〇 〇 SPB201

経営分野

現代企業論 2 1 ① 〇 ADM102
マーケティング論 2 1 ① 〇 ADM103
リテールマネジメントⅠ 2 1 ① 〇 ADM104
リテールマネジメントⅡ 4 2 ① 〇 ADM205
リテールマネジメントⅢ 2 2 ① 〇 ADM206
消費者行動論 2 2 ① 〇 ADM207
経営戦略論 2 2 ① 〇 ADM201
経営組織論 2 2 ① 〇 ADM203
経営管理論 2 2 ① 〇 ADM202
人材育成論 2 3 ① 〇 ADM301
生産管理論 2 3 ① 〇 ADM302
コンテンツビジネス論 2 3 ① 〇 ADM303
ネットワーク経営 2 3 ① 〇 ADM304
国際経営論 2 3 ① 〇 ADM305
中小企業論 2 3 ① 〇 ADM306
リスクマネジメント 2 3 ① 〇 ADM307

会計・ファイナンス分野

簿記入門 2 1 ① 〇 ACC102
金融リテラシー 2 1 ① 〇 ACC101
初級簿記 2 1 ① 〇 ACC103
中級簿記Ⅰ 2 2 ① 〇 ACC201
中級簿記Ⅱ 2 2 ① 〇 ACC202
原価計算Ⅰ 2 2 ① 〇 ACC205
原価計算Ⅱ 2 2 ① 〇 ACC206
会計学総論 2 2 ① 〇 ACC203
財務会計 2 2 ① 〇 ACC204
簿記演習 2 3 ① 〇 ACC304
管理会計 2 3 ① 〇 ACC301
国際会計 2 3 ① 〇 ACC302
税務会計 2 3 ① 〇 ACC303
経営財務論 2 2 ① 〇 ACC207

情報分野
情報と社会 2 1 ① 〇 INF103
情報技術史 2 2 ① 〇 INF202
ビジネス表計算 2 2 ① 〇 INF201
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専門教育科目

スポーツマネージメント分野

地域スポーツ論 2 1 ①②③ 〇 〇 〇 SPO102
スポーツボランティア 2 1 ①②③ 〇 〇 〇 SPO104
スポーツ産業論 2 1 ①②③ 〇 〇 〇 SPB101
スポーツマーケティング 2 2 ①②③ 〇 〇 〇 SPB202
スポーツ組織論 2 2 ①②③ 〇 〇 〇 SPB203
レジャー産業論 2 2 ①②③ 〇 〇 〇 SPB204
スポーツメディア論 2 2 ①②③ 〇 〇 〇 SPB205
スポーツ社会学 2 2 ①②③ 〇 〇 〇 SPB206
スポーツクラブ経営論 2 3 ①②③ 〇 〇 〇 SPB303
スポーツ行政 2 3 ①②③ 〇 〇 〇 SPB304
体育経営管理学 2 3 ①②③ 〇 〇 〇 SPB305
スポーツ経営演習Ⅰ 2 3 ①②③ 〇 〇 〇 SPB301
スポーツ経営演習Ⅱ 2 3 ①②③ 〇 〇 〇 SPB302

スポーツ科学・教育分野

コーチング論 2 1 ①②③ 〇 〇 〇 SPO103
生涯スポーツ論 2 1 ①②③ 〇 〇 〇 SPO105
スポーツ科学概論 2 1 ①②③ 〇 〇 〇 SPO106
サッカー C級コーチ演習 4 1 ①②③ 〇 〇 〇 SPO107
スポーツ心理学 2 2 ①②③ 〇 〇 〇 SPO201
スポーツ史 2 2 ①②③ 〇 〇 〇 SPO202
生理学･運動生理学 2 2 ①②③ 〇 〇 〇 SPO203
運動学･運動方法学 2 2 ①②③ 〇 〇 〇 SPO204
スポーツバイオメカニクス 2 2 ①②③ 〇 〇 〇 SPO205
スポーツ栄養学 2 2 ①②③ 〇 〇 〇 SPO206
レクリエーション演習 2 2 ①②③ 〇 〇 〇 SPO207
トレーニング論 2 2 ①②③ 〇 〇 〇 SPO208
体育授業インターンシップ 2 2 ①②③ 〇 〇 〇 SPO209
衛生学･公衆衛生学 2 2 ①②③ 〇 〇 〇 SPO210
学校保健（救急処置含む） 2 2 ①②③ 〇 〇 〇 SPO211
トレーニング演習 2 3 ①②③ 〇 〇 〇 SPO301
障害者スポーツ演習 2 3 ①②③ 〇 〇 〇 SPO302
コーチング演習 2 3 ①②③ 〇 〇 〇 SPO303
課外体育インターンシップ 2 3 ①②③ 〇 〇 〇 SPO304

スポーツ実習

体つくり運動 1 2 ②③ 〇 〇 SPO212
陸上競技 1 2 ②③ 〇 〇 SPO213
器械運動 1 2 ②③ 〇 〇 SPO214
水泳 1 2 ②③ 〇 〇 SPO215
柔道 1 2 ②③ 〇 〇 SPO216
野外活動 1 2 ②③ 〇 〇 SPO217
ダンス 1 2 ②③ 〇 〇 SPO218
ソフトボール 1 2 ②③ 〇 〇 SPO219
サッカー 1 2 ②③ 〇 〇 SPO220
バレーボール 1 2 ②③ 〇 〇 SPO221
バスケットボール 1 2 ②③ 〇 〇 SPO222

演習
演習Ⅰ 4 2 ④ 〇 SEM201
演習Ⅱ 4 3 ④ 〇 SEM301
演習Ⅲ 4 4 ④ 〇 SEM401

就職・資格取得支援科目

キャリア形成Ⅰ 2 1 OTH101
キャリア形成Ⅱ 2 2 OTH201
キャリア形成Ⅲ 2 3 OTH301
キャリア形成Ⅳ 2 3 OTH302
インターンシップA 2 2 OTH202
インターンシップB 2 2 OTH203
職業指導 4 2 EDU201
教職課程科目 ＊ 1 EDU101
資格自己研修 ＊ 1 OTH103
公務員講座 ＊ 2 OTH204

自由科目

特別講義 ＊ 1 OTH104
コンソーシアム特殊講義Ａ 2 1 OTH105
コンソーシアム特殊講義Ｂ 2 1 OTH106
他学部・他学科科目 ＊ 1 OTH107
他大学科目 ＊ 1 OTH108

１ ．番号付与の原則
・番号を見てすぐにイメージできるよう、番号はアルファベット 3文字と数字 3文字から構成しています。
・科目分類を示すアルファベット（ 3文字）は、学問領域を示し、学部、学科、専攻を示すものではありません。

２ ．科目レベルについて
・下記の通り配当年次の番号を記載しています。

100番台　　 1年次配当
200番台　　 2年次配当
300番台　　 3年次配当
400番台　　 4年次配当

ナンバリング科目分類一覧
基礎教育 GNR

語学
英語 ENG
中国語 CHI
外国語 FOR

体育 体育 PYE
留学生 日本語教育 JPE

地域研究 地域研究 AST

経営系 経営学 ADM
会計・税務 ACC

スポーツ経営系 スポーツ SPO
スポーツ＆経営 SPB

情報メディア系
情報 INF
メディア MED
システム SYS

その他
教職 EDU
卒業研究・ゼミナール SEM
その他 OTH
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経営学部卒業要件・卒業見込証明書発行要件

１ ． 卒業要件
　⑴　 ４年以上の在学（学則第 ４条、第 ５条）
　⑵　所定の授業科目及び単位数を修得（学則第 ５条、第２７条）
　　�　次のページ以降に該当する学科・入学年度の「開講科目一覧表」のとおり、区分ごとの卒業に必要な
授業科目及び単位数を全て修得し、合計１２４単位以上を修得してください。

　　※「演習Ⅲ」では、卒業論文の提出が必須となります。

２ ． 卒業見込証明書の発行
　「卒業見込証明書」は、その年度に卒業できる可能性があることを証明する書類です。就職活動などの際
に、企業などから提出を求められることがあります。
　発行時期ごとに発行要件を全て満たしている人に発行されます。

発行時期 発行要件

４年次の ４月以降
３年次終了までに
・「演習Ⅰ」を修得している。
・卒業に必要な科目８７単位以上を修得している。

４年次の
後期履修登録終了後

卒業年次の前期終了時までに
・「演習Ⅰ」を修得している。
・卒業に必要な科目９８単位以上を修得している。
・後期に卒業必要単位を登録している。
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区分 授業科目 単位 開講
年次

卒業に必要な
単位数

基
礎
教
育
科
目

基
礎
科
目

基礎演習 4 1 　 4 単位
情報リテラシーA 2 1 　 2 単位
英語Ⅰ
中国語Ⅰ

2
2

1
1

�
�
�
２ 単位

英語Ⅱ
中国語Ⅱ

2
2

1
1

�
�
�
２ 単位

教
養
科
目

情報リテラシーB
文章表現法
経済学
日本国憲法
社会と公法
民法
商法
岐阜地域研究
政治学
社会学
生物学
統計学
数学
文学
哲学
倫理学
心理学
宗教学
医学一般
ジェンダー論
健康とスポーツ
日本史
法学
外国史
地理学（地誌含む）
日本のことばと文化

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

�
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
�
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
�

１2単位

外
国
語

言語文化概論Ａ
言語文化概論Ｂ
言語文化概論Ｃ
英語表現Ⅰ
英語表現Ⅱ
ビジネスイングリッシュⅠ
ビジネスイングリッシュⅡ
中国語会話Ⅰ
中国語会話Ⅱ
応用中国語
海外語学研修

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4

2
2
2
1
1
1
2
1
1
2
1

�
―
―
―
―
―
�
―
―
―
―
―
�

2 単位

体
育

体育実技Ａ
体育実技Ｂ

1
1

1
1

�
�
�
２ 単位

留
学
生
語
学

日本語コミュニケーションＡ
日本語コミュニケーションＢ
日本語Ⅰ
日本語Ⅱ
日本語Ⅲ

2
2
2
2
2

1
1
1
1
2

�
―
―
�
―
―
�

10単位
　（備考１参照）

日本語検定 2 2

専
門
教
育
科
目

必
修

経営学
情報科学基礎
情報システム
情報マネジメント

2
2
2
2

1
1
1
1

�
―
�
―
�

８ 単位

経
営
分
野
　

現代企業論
マーケティング論
リテールマネジメントⅠ
リテールマネジメントⅡ
リテールマネジメントⅢ
消費者行動論
経営戦略論
経営組織論
経営管理論
人材育成論
生産管理論
コンテンツビジネス論
ネットワーク経営
国際経営論
中小企業論
リスクマネジメント

2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3

�
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

経営情報学科開講科目一覧（２０２6年度以降入学生）
区分 授業科目 単位 開講

年次
卒業に必要な
単位数

専
門
教
育
科
目

会
計
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
分
野

簿記入門
金融リテラシー
初級簿記
中級簿記Ⅰ
中級簿記Ⅱ
原価計算Ⅰ
原価計算Ⅱ
会計学総論
財務会計
簿記演習
管理会計
国際会計
税務会計
経営財務論

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
�
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
�

　
　５0単位

情
報
分
野
　

情報と社会
情報と職業
情報デザイン
プログラミングⅠ
プログラミングⅡ
情報技術史
インターネットメディア論
グラフィックデザインⅠ
グラフィックデザインⅡ
情報ネットワークⅠ
情報ネットワークⅡ
アルゴリズムとデータ構造
データベース
Web制作Ⅰ
Web制作Ⅱ
デジタル活用Ⅰ
デジタル活用Ⅱ
ビジネス表計算
データ科学
情報管理
データ分析Ⅰ
データ分析Ⅱ
情報通信戦略
映像制作
アニメーション制作
プロジェクトマネジメント
ビジネスプロセスマネジメント
情報システム設計
データ解析

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

演
習

演習Ⅰ
演習Ⅱ
演習Ⅲ

4
4
4

2
3
4

�
―
�
―
�
１２単位

就
職
・
資
格
取
得
支
援
科
目

キャリア形成Ⅰ
キャリア形成Ⅱ
キャリア形成Ⅲ
キャリア形成Ⅳ
インターンシップＡ
インターンシップＢ
職業指導
教職課程科目
社会福祉士課程科目
資格自己研修
公務員講座

2
2
2
2
2
2
4
＊
＊
＊
＊

1
2
3
3
2
2
2
1
1
1
2

�
―
―
―
―
―
�
―
―
―
―
―
�

６ 単位

自
由
科
目

特別講義
コンソーシアム特殊講義Ａ
コンソーシアム特殊講義Ｂ
特別演習Ａ
特別演習Ｂ
他学部・他学科科目
他大学科目

＊
2
2
2
2
＊
＊

1
1
1
1
1
1
1

合計
基礎科目10単位、教養科目12単位、外国語 2単位、体育 2単位、専門
教育科目70単位、就職・資格取得支援科目 6単位、全体から22単位（合
計124単位）

【備考】
1．�外国人留学生については、「日本語Ⅰ」を「英語Ⅰ・中国語Ⅰ」の、「日本語Ⅱ」を「英
語Ⅱ・中国語Ⅱ」の、「日本語Ⅲ」を「外国語」群の、それぞれ卒業必要単位とする。ま
た、「日本語コミュニケーションA」「日本語コミュニケーションB」を「教養科目」群の
卒業必要単位のうち 4単位とする。

2.�＊の科目は、それぞれ複数科目を履修することができる。資格自己研修に係る単位認定
については、別に定める。

3.「特別演習Ａ・Ｂ」は、短期留学生のみ受講できる。

〈就職・資格取得支援科目群〉
　公務員講座

授業科目 単位数 開講年次
教養講座数学 2 2
教養講座論文・専門記述 2 3
公務員基礎講座Ⅰ 2 3
公務員基礎講座Ⅱ 2 3
公務員基礎講座Ⅲ 2 3



－ 195 －

区分 授業科目 単位 開講
年次

卒業に必要な
単位数

基
礎
教
育
科
目

基
礎
科
目

基礎演習 4 1 　 4 単位
情報リテラシーA 2 1 　 2 単位
英語Ⅰ
中国語Ⅰ

2
2

1
1

�
�
�
２ 単位

英語Ⅱ
中国語Ⅱ

2
2

1
1

�
�
�
２ 単位

教
養
科
目

情報リテラシーB
文章表現法
経済学
日本国憲法
社会と公法
民法
商法
岐阜地域研究
政治学
社会学
生物学
統計学
数学
文学
哲学
倫理学
心理学
宗教学
医学一般
ジェンダー論
健康とスポーツ
日本史
法学
外国史
地理学（地誌含む）
日本のことばと文化

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

�
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
�
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
�

１2単位

外
国
語

言語文化概論Ａ
言語文化概論Ｂ
言語文化概論Ｃ
英語表現Ⅰ
英語表現Ⅱ
ビジネスイングリッシュⅠ
ビジネスイングリッシュⅡ
中国語会話Ⅰ
中国語会話Ⅱ
応用中国語
海外語学研修

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4

2
2
2
1
1
1
2
1
1
2
1

�
―
―
―
―
―
�
―
―
―
―
―
�

2 単位

体
育

体育実技Ａ
体育実技Ｂ

1
1

1
1

�
�
�
２ 単位

留
学
生
語
学

日本語コミュニケーションＡ
日本語コミュニケーションＢ
日本語Ⅰ
日本語Ⅱ
日本語Ⅲ

2
2
2
2
2

1
1
1
1
2

�
―
―
�
―
―
�

10単位
　（備考１参照）

日本語検定 2 2

専
門
教
育
科
目

必
修

経営学
スポーツ原論
スポーツ経営論

2
2
2

1
1
2

�―�―�
6 単位

経
営
分
野
　

現代企業論
マ－ケティング論
リテールマネジメントⅠ
リテールマネジメントⅡ
リテールマネジメントⅢ
消費者行動論
経営戦略論
経営組織論
経営管理論
人材育成論
生産管理論
コンテンツビジネス論
ネットワーク経営
国際経営論
中小企業論
リスクマネジメント

2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3

�
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

スポーツ経営学科開講科目一覧（２０２6年度以降入学生）
区分 授業科目 単位 開講

年次
卒業に必要な
単位数

専
門
教
育
科
目

会
計
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
分
野

簿記入門
金融リテラシー
初級簿記
中級簿記Ⅰ
中級簿記Ⅱ
原価計算Ⅰ
原価計算Ⅱ
会計学総論
財務会計
簿記演習
管理会計
国際会計
税務会計
経営財務論

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2

―
―
―
―
�
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
�

　
　24単位

情
報
分

野
情報と社会
情報技術史
ビジネス表計算

2
2
2

1
2
2

ス
ポ
ー
ツ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
分
野

地域スポーツ論
スポーツボランティア
スポーツ産業論
スポーツマーケティング
スポーツ組織論
レジャー産業論
スポーツメディア論
スポーツ社会学
スポーツクラブ経営論
スポーツ行政
体育経営管理学
スポーツ経営演習Ⅰ
スポーツ経営演習Ⅱ

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3

�
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
�
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
�

24単位
ス
ポ
ー
ツ
科
学
・
教
育
分
野

コーチング論
生涯スポーツ論
スポーツ科学概論
サッカーC級コーチ演習
スポーツ心理学
スポーツ史
生理学・運動生理学
運動学・運動方法学
スポーツバイオメカニクス
スポーツ栄養学
レクリエーション演習
トレーニング論
体育授業インターンシップ
衛生学・公衆衛生学
学校保健（救急処置含む）
トレーニング演習
障害者スポーツ演習
コーチング演習
課外体育インターンシップ

2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3

ス
ポ
ー
ツ
実
習

体つくり運動
陸上競技
器械運動

1
1
1

2
2
2

�―�―�
1 単位

水泳
柔道
野外活動
ダンス

1
1
1
1

2
2
2
2

�
―
�
―
�

2 単位

ソフトボール
サッカー
バレーボール
バスケットボール

1
1
1
1

2
2
2
2

�
―
�
―
�

1 単位

演
習

演習Ⅰ
演習Ⅱ
演習Ⅲ

4
4
4

2
3
4

�―�―�
12単位

就
職
・
資
格
取
得
支
援
科
目

キャリア形成Ⅰ
キャリア形成Ⅱ
キャリア形成Ⅲ
キャリア形成Ⅳ
インターンシップＡ
インターンシップＢ
職業指導
教職課程科目
社会福祉士課程科目
資格自己研修
公務員講座

2
2
2
2
2
2
4
＊
＊
＊
＊

1
2
3
3
2
2
2
1
1
1
2

�
―
―
―
―
―
�
―
―
―
―
―
�

6 単位

自
由
科
目

特別講義
コンソーシアム特殊講義Ａ
コンソーシアム特殊講義Ｂ
特別演習Ａ
特別演習Ｂ
他学部・他学科科目
他大学科目

＊
2
2
2
2
＊
＊

1
1
1
1
1
1
1

合計
基礎科目10単位、教養科目12単位、外国語 2単位、体育 2単位、専門
教育科目70単位、就職・資格取得支援科目 6単位、全体から22単位（合
計124単位）

【備考】
1.�外国人留学生については、「日本語Ⅰ」を「英語Ⅰ・中国語Ⅰ」の、「日本語Ⅱ」を「英
語Ⅱ・中国語Ⅱ」の、「日本語Ⅲ」を「外国語」群の、それぞれ卒業必要単位とする。ま
た、「日本語コミュニケーションA」「日本語コミュニケーションB」を「教養科目」群の
卒業必要単位のうち 4単位とする。

2.�＊の科目は、それぞれ複数科目を履修することができる。資格自己研修に係る単位認定
については、別に定める。

3.「特別演習Ａ・Ｂ」は、短期留学生のみ受講できる。

〈就職・資格取得支援科目群〉
　公務員講座

授業科目 単位数 開講年次
教養講座数学 2 2
教養講座論文・専門記述 2 3
公務員基礎講座Ⅰ 2 3
公務員基礎講座Ⅱ 2 3
公務員基礎講座Ⅲ 2 3
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　 経営学部（２０２6年度入学生）履修方法

Ⅰ　成績評価について 

　すべての科目で出席確認（または代替する小テスト）を行います。出席が講義回数の ３分の ２に満たない
場合は失格となります。
　どのような方法で成績が評価されるのかということについては、Webシラバスで確認してください。

Ⅱ　履修方法について 

　各学期に履修登録できる単位数は２４単位以内です。制限の範囲内で、自分の興味や関心、卒業要件等を考
慮して履修する科目を決定します。
＊「基礎演習」などの通年科目は、その単位数の半分を各学期の単位数に算入します。
＊累積GPAが３．３以上の者は、登録可能単位数の上限を超えて登録することができます（各学期＋ ２単位）。
＊�「海外語学研修」、「インターンシップＡ」、「インターンシップＢ」、「教職科目」（教職に関する科目）、「資格自己研修
科目」、「スポーツボランティア」については、登録可能単位数に含めません。

第 １ 年次の履修方法

　 １年次生には、オリエンテーション期間中に履修モデルガイダンスを実施します。履修登録についてよく
理解できない部分は、この時間に質問しましょう。

Step１ 　 １ 年次で必ず履修しなければならない科目を確認する

　次ページの科目は １年次生全員が履修しなければならない科目です。あらかじめ入学式に配付された「履
修確認表」で登録状況を確認してください。

Step２ 　選択科目を決め、履修登録をする

①�「履修確認表」で、すでに登録されている時間帯を確認します。次に空いている時間に開講されている １
年次開講科目の中から、履修したい科目を選択します。
　・ ２年次以上に開講されている科目は履修できません。
　・�前期、後期それぞれ登録可能単位２４単位の中から、上記の必ず履修しなければならない科目の単位を減
じ、残りの単位の範囲内で自由に選択して履修することができます。

　・各区分で卒業に必要な単位数が定められていますので、計画的に履修してください。
　・�選択にあたっては、Webシラバスと時間割表を参照し、年間計画を立てた上で、当該学期に履修する科
目を決定します。

②履修登録期間内に学生ポータルより履修登録を行います。
③講義が開始されたら履修登録した科目の授業に出席します。第 １回目の授業から出席をとります。
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科　目　名 単位数 経営情報学科 スポーツ経営学科

「基礎演習」

４単位
（登録単位数は前・
後期各 ２単位で計
算）

大学での学び方や大学生活の送り方などの必要な情報やア
ドバイスを受け、学生間、担当教員との交流を図りながら
すすめます。＜必修科目＞

「情報リテラシーＡ」 前期　 ２単位 割り当てられた時間帯で履修します。＜必修科目＞

「英語Ⅰ」または「中国語Ｉ」 前期　 ２単位

入学前の希望に基づき既に登録されています。なお、「英
語Ⅰ」は、プレイスメントテストによってクラス分けを行
います。ポータルで、自分のクラス（担当者）を確認して、
それぞれの授業に出席してください。なお、決定した語学
の種類を途中で変更することはできません。
＜必修科目＞

「英語Ⅱ」または「中国語Ⅱ」 後期　 ２単位

後期には、英語または中国語のいずれか １か国語のⅡを履
修します。（割り当てられた時間帯で履修します。）なお、
外国語Ｉと同一外国語しか選択できません。
＜必修科目＞

「体育実技Ａ」
「体育実技Ｂ」

前期　 １単位
後期　 １単位

割り当てられた時間帯で履修します。「体育実技Ａ」は前
期第 １回目、「体育実技Ｂ」は後期第 １回目の授業時に種
目を決定します。
種目決定しないと登録完了となりませんので注意してくだ
さい。＜必修科目＞

「経営学」 前期　 ２単位 割り当てられた時間帯で履修します。＜必修科目＞

「スポーツ原論」 前期　 ２単位
割り当てられた時間帯で履
修します。＜必修科目＞

「情報科学基礎」 前期　 ２単位
割り当てられた時間帯で履
修します。＜必修科目＞

「情報システム」 後期　 ２単位
割り当てられた時間帯で履
修します。＜必修科目＞

「情報マネジメント」 後期　 ２単位
割り当てられた時間帯で履
修します。＜必修科目＞

「キャリア形成Ｉ」 通年　 ２単位
基礎学力の向上と就職対策を目的としています。
割り当てられた時間帯で履修します。

「簿記入門」 前期　 ２単位 割り当てられた時間帯で履修します。

「プログラミングⅠ」 前期　 ２単位
割り当てられた時間帯で履
修します。

＊�留学生は、学科ごとの開講科目一覧で示す「基礎科目」内の「外国語Ⅰ・Ⅱ」4単位、「教養科目」4単位、「外国語」2
単位に代えて「留学生語学」の区分の科目を受講してください。
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第 2 年次以降の履修方法

Step１ 　各年次で必ず履修しなければならない科目を確認する

＜ ２年次から履修する必修科目、選択必修科目＞
①「スポーツ経営論」：割り当てられた時間帯で履修します。（必修科目）〈スポーツ経営学科のみ〉
②「演習Ⅰ」： １年次冬に募集を行い、所属を決定します。（必修科目）
③�「スポーツ実習」：「体つくり運動」、「陸上競技」、「器械運動」から １科目 １単位以上、「水泳」、「柔道」、
「野外活動」、「ダンス」から２科目２単位以上、「ソフトボール」、「サッカー」、「バレーボール」、「バス
ケットボール」から １科目 １単位以上を卒業までに修得する必要があります。〈スポーツ経営学科のみ〉
④「キャリア形成Ⅱ」は、就職活動を支援することを目的とする科目です。（登録済）

＜ ３年次から履修する必修科目、履修を義務付ける科目＞
①「演習Ⅱ」： ２年次冬に募集を行い所属を決定します。（必修科目）
②「キャリア形成Ⅲ」は、就職活動を支援することを目的とする科目です。（登録済）

＜ ４年次で受講する必修科目＞
①「演習Ⅲ」：「演習Ⅱ」と同じ担当者の「演習Ⅲ」で自動登録されています。（必修科目）

Step２ 　単位を修得できなかった必修科目、選択必修科目を再度履修する

①必修科目の再履修
　・「基礎演習」、「情報リテラシーＡ」、「外国語」、「体育実技Ａ・Ｂ」、「経営学」、「演習Ⅰ」、「演習Ⅱ」
　・「スポーツ原論」、「スポーツ経営論」〈スポーツ経営学科のみ〉
②選択必修科目の再履修
　・�「スポーツ実習」：「体つくり運動」、「陸上競技」、「器械運動」から １科目 １単位以上、「水泳」、「柔
道」、「野外活動」、「ダンス」から ２科目 ２単位以上、「ソフトボール」、「サッカー」、「バレーボール」、
「バスケットボール」から １科目 １単位以上を卒業までに修得する必要があります。〈スポーツ経営学
科のみ〉

Step３ 　選択する科目を決め、履修登録をする

①�Step １ 、Step ２ の科目が開講される時間割を確認します。空いている時間に開講されている科目から、
履修したい科目を選択します。Webシラバスと時間割表を参照し、年間計画を立てた上で、当該学期に
履修する科目を決定してください。

②履修登録期間に学生ポータルより履修登録を行います。



看護学部履修要項
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教育

多様な
リベラル・
アーツ教育

多様な
リベラル・
アーツ教育

高い倫理観と
豊かな人間力
高い倫理観と
豊かな人間力
教育

最新・高度な
専門的知識
と技術教育

最新・高度な
専門的知識
と技術教育

保健医療福祉の
進歩や受益者の
多様なニーズに
対応できる
看護職者

４つの教育理念

チーム医療
のための
連携教育

地域医療・

チューター制度

　この制度は、学生一人ひとりに応じた指導や助言ができるよう、学生を少人数のグループに分け、教員と
学生とが交流を行ったり個別の面談などをとおして、大学での有意義な学生生活を実現することを目的とし
ています。 

　全学生に看護学部教員のチューターがつきます。
　チューターの役割は、概ね次のとおりです。
　・チューター交流会（教員と学生との交流行事）の開催 
　・学修や学生生活に関する指導または助言 
　・国家試験対策の指導 
　・就職・進路に関しての助言 
　・不正または学生の本分に反する言動のあった学生に対する指導 
　・修学または学生生活上の問題に関し、保護者との連絡や面談 
　・学生への対応上生じる関係教職員または関係部署との連携
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看護学部

卒業判定・学位授
与に関する方針
（ディプロマ・
ポリシー）

１ .多様なリベラル・アーツ教
育に基づいた、人間に対する深
い洞察力と高い倫理観を持ち、
生命に対する尊厳及び柔軟な思
考力、徳性の涵養を身につけて
いる。（姿勢・態度）

２ .個人、家族、地域を対象に、
健康から不健康に至るあらゆる
健康レベルの人々に適切な看護
を実施できるための広い視野と
専門的知識と専門的技術を身に
つけている。（知識・理解・技能）

３ .保健・医療・福祉等の分野
において、他職種の人々と連携
してチーム医療を推進し、互い
の専門性を十分に活かすととも
に、看護をより有効的に機能さ
せ、地域社会の保健医療ニーズ
に適切に対応できる能力を身に
つけている。（関心・意欲・態度）

４ .医療者として他者の思いや考
えを理解できる力や想像力を
持って、人々の身体的・精神的
苦痛に寄り添うことができる能力、
及び人々の多様な価値観を尊重
して、自身の考えを相手に適切
に伝えるコミュニケーション能力
を身につけている。（技能・表現）

５ .専門職として自律心を持ち、
自己啓発能力と研究的態度を身
につけて、看護学を体系化し発
展させる能力を身につけている。
（思考・判断・表現）

4年次

後期 　救急・災害看護論 　救急・災害看護論 　救急・災害看護論
　総合看護論 　総合看護論 　総合看護論

前期

＊公衆衛生看護学実習（保） ＊公衆衛生看護学実習（保） ＊公衆衛生看護学実習（保） ＊公衆衛生看護学実習（保） ＊公衆衛生看護学実習（保）
＊公衆衛生看護学演習（保） ＊公衆衛生看護学演習（保） ＊公衆衛生看護学演習（保） ＊公衆衛生看護学演習（保）

　看護管理学 　看護管理学
　地域医療活動論（通年） 　地域医療活動論（通年） 　地域医療活動論（通年） 　卒業研究ゼミナール（通年）

　看護統合実習 　看護統合実習 　看護統合実習 　看護統合実習 　看護統合実習

３年次

後期

　看護研究
＊公衆衛生看護管理論（保）

＊公衆衛生看護学援助論Ⅱ（活動の展開）（保） ＊公衆衛生看護学援助論Ⅱ（活動の展開）（保） ＊公衆衛生看護学援助論Ⅱ（活動の展開）（保） ＊公衆衛生看護学援助論Ⅱ（活動の展開）（保）
＊国際看護論 ＊国際看護論

＊助産学の基礎 ＊助産学の基礎 ＊助産学の基礎
　地域・在宅看護学実習 　地域・在宅看護学実習 　地域・在宅看護学実習 　地域・在宅看護学実習 　地域・在宅看護学実習
　精神看護学実習 　精神看護学実習 　精神看護学実習 　精神看護学実習 　精神看護学実習
　小児看護学実習 　小児看護学実習 　小児看護学実習 　小児看護学実習 　小児看護学実習
　母性看護学実習 　母性看護学実習 　母性看護学実習 　母性看護学実習 　母性看護学実習
　老年看護学実習Ⅱ 　老年看護学実習Ⅱ 　老年看護学実習Ⅱ 　老年看護学実習Ⅱ 　老年看護学実習Ⅱ
　成人看護学実習Ⅱ 　成人看護学実習Ⅱ 　成人看護学実習Ⅱ 　成人看護学実習Ⅱ 　成人看護学実習Ⅱ
　成人看護学実習Ⅰ 　成人看護学実習Ⅰ 　成人看護学実習Ⅰ 　成人看護学実習Ⅰ 　成人看護学実習Ⅰ

前期

＊公衆衛生看護学援助論Ⅰ（活動の基礎）（保） ＊公衆衛生看護学援助論Ⅰ（活動の基礎）（保） ＊公衆衛生看護学援助論Ⅰ（活動の基礎）（保） ＊公衆衛生看護学援助論Ⅰ（活動の基礎）（保）
　地域・在宅看護学演習 　地域・在宅看護学演習 　地域・在宅看護学演習 　地域・在宅看護学演習
　地域・在宅看護学援助論 　地域・在宅看護学援助論 　地域・在宅看護学援助論 　地域・在宅看護学援助論
　精神看護学演習 　精神看護学演習 　精神看護学演習
　精神看護学援助論 　精神看護学援助論 　精神看護学援助論 　精神看護学援助論
　小児看護学演習 　小児看護学演習 　小児看護学演習
　小児看護学援助論 　小児看護学援助論 　小児看護学援助論 　小児看護学援助論
　母性看護学演習 　母性看護学演習 　母性看護学演習
　母性看護学援助論 　母性看護学援助論 　母性看護学援助論 　母性看護学援助論
　緩和ケア論 　緩和ケア論 　緩和ケア論 　緩和ケア論
　成人看護学演習Ⅱ 　成人看護学演習Ⅱ 　成人看護学演習Ⅱ 　成人看護学演習Ⅱ
　成人看護学演習Ⅰ 　成人看護学演習Ⅰ 　成人看護学演習Ⅰ 　成人看護学演習Ⅰ

２年次

後期

　公衆衛生看護学概論 　公衆衛生看護学概論 　公衆衛生看護学概論 　公衆衛生看護学概論
　家族看護学 　家族看護学

　地域・在宅看護学概論 　地域・在宅看護学概論 　地域・在宅看護学概論 　地域・在宅看護学概論
　精神看護学概論 　精神看護学概論 　精神看護学概論 　精神看護学概論
　小児看護学概論 　小児看護学概論 　小児看護学概論 　小児看護学概論
　母性看護学概論 　母性看護学概論 　母性看護学概論 　母性看護学概論
　老年看護学実習Ⅰ 　老年看護学実習Ⅰ 　老年看護学実習Ⅰ 　老年看護学実習Ⅰ 　老年看護学実習Ⅰ
　老年看護学演習 　老年看護学演習 　老年看護学演習 　老年看護学演習
　成人看護学援助論Ⅱ 　成人看護学援助論Ⅱ 　成人看護学援助論Ⅱ 　成人看護学援助論Ⅱ

　キャリア開発演習
　医療安全学 　医療安全学 　医療安全学

　保健医療福祉行政論
　医療経済学 　医療経済学

　疫学Ⅱ（応用編） 　疫学Ⅱ（応用編）
　疫学Ⅰ（基礎編）

　医療情報統計学演習 　医療情報統計学演習
　医療情報統計学 　医療情報統計学
　医学・看護英語Ⅱ 　医学・看護英語Ⅱ 　医学・看護英語Ⅱ

前期

　老年看護学援助論 　老年看護学援助論 　老年看護学援助論 　老年看護学援助論
　老年看護学概論 　老年看護学概論 　老年看護学概論 　老年看護学概論
　成人看護学援助論Ⅰ 　成人看護学援助論Ⅰ 　成人看護学援助論Ⅰ 　成人看護学援助論Ⅰ
　成人看護学概論 　成人看護学概論 　成人看護学概論 　成人看護学概論
　基礎看護学実習Ⅱ 　基礎看護学実習Ⅱ 　基礎看護学実習Ⅱ 　基礎看護学実習Ⅱ

　基礎看護技術論Ⅲ（診療援助技術） 　基礎看護技術論Ⅲ（診療援助技術） 　基礎看護技術論Ⅲ（診療援助技術）
　看護倫理学 　看護倫理学
　公衆衛生学 　公衆衛生学

　社会福祉概論
　臨床薬理学

＊医療ボランティア論（通年） ＊医療ボランティア論（通年）
＊環境論

１年次

後期

　基礎看護学実習Ⅰ 　基礎看護学実習Ⅰ 　基礎看護学実習Ⅰ 　基礎看護学実習Ⅰ
　医療コミュニケーション入門 　医療コミュニケーション入門 　医療コミュニケーション入門 　医療コミュニケーション入門

　フィジカルアセスメント演習 　フィジカルアセスメント演習
　看護展開論 　看護展開論

　基礎看護技術論Ⅱ（応用） 　基礎看護技術論Ⅱ（応用） 　 　基礎看護技術論Ⅱ（応用）
＊歯科衛生概論
　臨床病態学Ⅱ
　臨床病態学Ⅰ
　病理学

＊体育実技B
＊音楽療法入門
＊ジェンダー論
＊情報リテラシーB
＊数学
　医学・看護英語Ⅰ 　医学・看護英語Ⅰ 　医学・看護英語Ⅰ
　英語B

前期

　基礎看護学概論 　基礎看護学概論 　基礎看護学概論 　基礎看護学概論 　基礎看護学概論
　基礎看護技術論Ⅰ（基本） 　基礎看護技術論Ⅰ（基本） 　基礎看護技術論Ⅰ（基本）
　早期看護体験学習 　早期看護体験学習 　早期看護体験学習 　早期看護体験学習

　チーム医療論 　チーム医療論
　ヘルスプロモーション論 　ヘルスプロモーション論

＊基礎生理学
＊基礎生化学
　栄養学
　微生物学
　人体の構造と機能Ⅱ
　人体の構造と機能Ⅰ

　スタートアップ看護ゼミナール
＊体育実技A
＊健康とスポーツ
＊生物学
＊岐阜地域研究
＊家族社会学
＊社会と人権
＊日本国憲法
＊倫理学
＊心理学
＊人間関係論
　情報リテラシーA
＊統計学
　英語A

　　　　　　　　　 ＊：選択科目　　　（保）：保健師教育課程科目

看護学部のカリキュラムマップ
　カリキュラムマップとは、体系的な教育課程を明確化するため、学修成果の達成にどの授業科目が寄与す
るかを示したものです。
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前期

１年次 教養科目（総合人間科学）

体育実技Ａ

前期前期 後期

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期

２年次

３年次

後期

後期 後期
後期

前期 後期後期

後期

後期

後期後期

後期後期

後期 後期

精神看護学演習

精神看護学援助論

成人看護学実習Ⅰ

専門科目
看護の実践と展開

看護研究

発展科目

老年看護学実習Ⅱ

母性看護学演習

助産学の基礎

母性看護学援助論

小児看護学演習

小児看護学援助論

専門科目
看護の実践と展開

精神看護学概論
家族看護学

発展科目

老年看護学実習Ⅰ
老年看護学演習

老年看護学援助論
老年看護学概論

母性看護学概論

小児看護学概論

専門科目
保健師教育課程

医療情報統計学演習

環境論 医療情報統計学
医学・看護英語Ⅱ

成人看護学概論
社会福祉概論

キャリア開発演習

基礎看護学実習Ⅱ

看護倫理学

体育実技Ｂ

基礎生理学／チーム医療論
ヘルスプロモーション論／基礎生化学

病理学／歯科衛生概論

専門基礎科目

基礎看護学実習Ⅰ

専門科目
看護の基礎

……教養科目（総合人間科学）
……専門基礎科目
……専門科目看護師国家試験・保健師国家試験
……発展科目
……保健師教育課程

前期 後期

前期
看護統合実習

公衆衛生看護学実習

公衆衛生看護学演習

看護管理学 総合看護論

発展科目
看護の統合と発展

４年次

前期 後期 後期前期後期前期 後期 後期前期 前期 後期

国際看護論
母性看護学実習 小児看護学実習精神看護学実習

公衆衛生看護学概論

科目の下線は、選択科目を示す
★　１クラス定員４０名

成人看護学実習Ⅱ

★

地域医療活動論

卒業研究ゼミナール

★

救急・災害看護論

公衆衛生看護学援助論Ⅱ
（活動の展開）
公衆衛生看護管理論

前期

公衆衛生看護学援助論Ⅰ
（活動の基礎）

地域・在宅看護学実習

地域・在宅看護学演習

地域・在宅看護学援助論

緩和ケア論
成人看護学演習Ⅱ
成人看護学演習Ⅰ

地域・在宅看護学概論

医療ボランティア論

成人看護学援助論Ⅱ

成人看護学援助論Ⅰ
臨床薬理学

公衆衛生学

医療経済学
疫学Ⅱ
疫学Ⅰ
保健医療福祉行政論

基礎看護技術論Ⅲ

人間関係論／心理学／倫理学
生物学／社会と人権／家族社会学 ジェンダー論

音楽療法入門

英語Ａ★／健康とスポーツ
統計学／情報リテラシーＡ

英語Ｂ★／医学・看護英語Ⅰ★

数学／情報リテラシーＢ★ 
人体の構造と機能Ⅱ
人体の構造と機能Ⅰ／微生物学

臨床病態学Ⅱ
臨床病態学Ⅰ

栄養学
基礎看護技術論Ⅰ
基本
早期看護体験学習

基礎看護学概論

フィジカルアセスメント演習

看護展開論

基礎看護技術論Ⅱ

医療コミュニケーション入門

岐阜地域研究／日本国憲法

看護学部のカリキュラムツリー
　カリキュラムツリーとは、学修目標を達成するために、各科目の関連性や、年次配当を図示したものです。
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岐
阜
協
立
大
学
 看
護
学
部
　
卒
業
判
定
・
学
位
授
与
に
関
す
る
方
針
（
デ
ィ
プ
ロ
マ
・
ポ
リ
シ
ー
）
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク

デ
ィ
プ
ロ
マ
・
ポ
リ
シ
ー

1
～
2
年
次

2
～
3
年
次
前
期

3
年
次
修
了
時

4
年
次
修
了
時

１
　
多
様
な
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
教
育
に
基
づ
い
た
、

人
間
に
対
す
る
深
い
洞
察
力
と
高
い
倫
理
観
を

持
ち
、
生
命
に
対
す
る
尊
厳
及
び
柔
軟
な
思
考

力
、
徳
性
の
涵
養
を
身
に
つ
け
て
い
る
。（
姿

勢
・
態
度
）

□
�文
化
・
芸
術
・
語
学
・
自
然
な
ど
の
様
々

な
学
問
分
野
か
ら
、
人
々
の
暮
ら
し
を
支

え
る
文
化
や
社
会
を
知
り
、
そ
の
多
様
性

に
つ
い
て
理
解
で
き
る
。

□
�他
者
の
意
見
を
尊
重
し
て
聴
く
こ
と
が
で

き
る
。

□
�新
た
な
知
見
を
得
て
、
従
来
の
方
法
に
と

ら
わ
れ
な
い
、
柔
軟
な
発
想
や
多
角
的
な

視
点
で
物
事
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

□
自
己
の
意
見
を
表
現
す
る
と
と
も
に
他
者
の
意
見
や
方
法
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
。

□
�従
来
の
方
法
に
と
ら
わ
れ
ず
、
新
た
な
方
法
を
模
索
し
て
物
事
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き

る
。

□
�生
命
倫
理
や
人
と
し
て
の
権
利
に
つ
い
て

理
解
で
き
る
。

□
�社
会
に
お
け
る
ル
ー
ル
や
規
範
が
分
か
り
、

そ
れ
を
実
践
で
き
る
。

□
�生
命
倫
理
の
原
則
を
理
解
し
て
、
日
常
生

活
や
臨
地
の
場
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
行

動
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
。

□
�日
常
生
活
や
臨
地
の
場
に
お
い
て
ル
ー
ル

や
規
範
を
守
る
行
動
が
と
れ
る
。

□
�他
者
を
尊
重
し
、
い
た
わ
り
、
人
の
命
を

尊
重
し
た
行
動
が
と
れ
る
。

□
�ル
ー
ル
や
規
範
が
守
れ
な
か
っ
た
時
に
適

切
な
対
処
行
動
が
と
れ
る
。

□
�誰
に
で
も
ど
ん
な
状
況
に
お
い
て
も
、
他

者
を
尊
重
し
、
い
た
わ
り
な
が
ら
行
動
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

□
�自
己
の
行
動
を
振
り
返
り
、
課
題
を
認
識

し
、
自
己
を
高
め
る
取
り
組
み
が
で
き
る
。

2
　

個
人
、
家
族
、
地
域
を
対
象
に
、
健
康
か
ら
不

健
康
に
至
る
あ
ら
ゆ
る
健
康
レ
ベ
ル
の
人
々
に

適
切
な
看
護
を
実
践
で
き
る
た
め
の
広
い
視
野

と
専
門
的
知
識
と
専
門
的
技
術
を
身
に
つ
け
て

い
る
。（
知
識
・
理
解
・
技
能
）

□
�看
護
を
提
供
す
る
場
の
多
様
性
に
つ
い
て

理
解
で
き
る
。

□
�人
体
の
構
造
・
機
能
、
病
態
と
様
々
な
健

康
段
階
や
健
康
課
題
と
の
関
連
に
つ
い
て

理
解
で
き
る
。

□
�医
療
機
関
・
在
宅
・
保
健
機
関
・
福
祉
施

設
・
学
校
等
、
看
護
を
提
供
す
る
場
の
特

性
と
看
護
の
役
割
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
。

□
�看
護
の
対
象
と
な
る
人
の
発
達
段
階
や
生

活
の
場
に
応
じ
た
看
護
を
見
出
す
た
め
の

知
識
を
修
得
し
て
い
る
。

□
�様
々
な
健
康
段
階
・
健
康
課
題
や
生
活
の

場
に
応
じ
た
看
護
の
役
割
を
発
揮
す
る
た

め
の
方
法
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
。

□
�対
象
の
個
別
性
を
ふ
ま
え
て
、
個
人
、
家

族
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
看
護
に
つ
い
て
説

明
で
き
る
。

□
�災
害
時
の
健
康
危
機
に
備
え
る
た
め
の
方

法
や
安
全
な
ケ
ア
環
境
を
提
供
す
る
た
め

に
必
要
な
こ
と
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
。

□
�様
々
な
健
康
段
階
・
健
康
課
題
や
生
活
の

場
に
応
じ
た
看
護
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で

の
学
び
を
統
合
さ
せ
て
説
明
で
き
る
。

□
�安
全
で
快
適
な
療
養
生
活
を
支
援
す
る
た

め
の
看
護
技
術
の
基
本
に
つ
い
て
理
解
で

き
る
。

□
�診
療
・
治
療
に
伴
う
援
助
技
術
の
基
本
に

つ
い
て
理
解
で
き
る
。

□
�様
々
な
健
康
段
階
・
健
康
課
題
や
発
達
段

階
に
応
じ
た
看
護
技
術
の
基
本
を
修
得
し

て
い
る
。

□
�様
々
な
健
康
段
階
・
健
康
課
題
や
発
達
段

階
を
考
慮
し
て
、
対
象
に
合
っ
た
看
護
を

安
全
に
安
楽
に
実
践
す
る
た
め
の
看
護
技

術
を
修
得
し
て
い
る
。

□
�自
己
の
責
任
と
能
力
の
範
囲
を
理
解
し
た

上
で
、
正
確
な
知
識
や
適
切
な
態
度
を
統

合
さ
せ
た
看
護
技
術
を
修
得
し
て
い
る
。

□
�対
象
の
状
況
に
応
じ
て
適
切
に
実
施
で
き

る
看
護
技
術
を
修
得
し
て
い
る
。

□
�看
護
過
程
の
必
要
性
や
意
義
に
つ
い
て
理

解
で
き
る
。

□
�目
の
前
に
あ
る
問
題
や
健
康
問
題
に
対
し

て
、
そ
れ
を
引
き
起
こ
す
原
因
な
ど
そ
の

因
果
関
係
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
。

□
�看
護
過
程
を
理
解
し
、
様
々
な
健
康
段

階
・
健
康
課
題
や
発
達
段
階
に
あ
る
対
象

に
対
し
て
、
看
護
過
程
を
展
開
す
る
方
法

に
つ
い
て
理
解
で
き
る
。

□
�対
象
の
全
体
像
を
把
握
す
る
た
め
の
必
要
な
情
報
を
収
集
し
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
基
づ
く

看
護
計
画
を
立
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

□
立
案
し
た
計
画
に
基
づ
き
、
必
要
な
看
護
を
安
全
に
安
楽
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

□
実
施
し
た
看
護
に
つ
い
て
、
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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3
　

保
健
・
医
療
・
福
祉
の
分
野
に
お
い
て
、
他
職

種
の
人
々
と
連
携
し
て
チ
ー
ム
医
療
を
推
進
し
、

互
い
の
専
門
性
を
十
分
に
活
か
す
と
と
も
に
、

看
護
を
よ
り
有
効
的
に
機
能
さ
せ
、
地
域
社
会

の
保
健
医
療
ニ
ー
ズ
に
適
切
に
対
応
で
き
る
能

力
を
身
に
つ
け
て
い
る
。（
関
心
・
意
欲
・
態
度
）

□
�看
護
職
者
と
し
て
他
職
種
の
役
割
を
理
解

し
、
多
職
種
が
連
携
・
協
働
す
る
必
要
性

に
つ
い
て
理
解
で
き
る
。

□
�看
護
職
者
と
し
て
他
職
種
と
連
携
・
協
働

す
る
た
め
の
方
法
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

□
�効
果
的
な
学
修
や
よ
り
良
い
看
護
実
践
の

た
め
に
、
メ
ン
バ
ー
と
共
同
す
る
意
義
や

そ
の
方
法
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
。

□
�多
職
種
の
連
携
・
協
働
や
チ
ー
ム
医
療
を

効
果
的
に
す
る
た
め
の
具
体
的
方
法
に
つ

い
て
説
明
で
き
る
。

□
�対
象
へ
の
よ
り
良
い
看
護
実
践
の
た
め
に
、

メ
ン
バ
ー
と
共
同
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

□
�チ
ー
ム
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
を
持
ち
、

状
況
に
応
じ
た
役
割
を
適
切
に
果
た
す
こ

と
が
で
き
る
。

□
�保
健
・
医
療
・
福
祉
チ
ー
ム
が
連
携
・
協

働
す
る
た
め
の
自
己
の
課
題
に
つ
い
て
説

明
で
き
る
。

□
�保
健
・
医
療
・
福
祉
チ
ー
ム
の
機
能
と
専

門
性
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
。

□
�保
健
・
医
療
・
福
祉
チ
ー
ム
の
中
の
看
護

職
者
の
役
割
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
。

□
�看
護
職
者
と
し
て
の
責
任
あ
る
行
動
に
つ

い
て
理
解
で
き
る
。

□
�看
護
職
者
と
し
て
の
役
割
を
自
覚
し
、
責

任
あ
る
行
動
が
と
れ
る
。

□
�組
織
に
お
け
る
看
護
の
役
割
を
理
解
し
、

看
護
の
質
を
担
保
す
る
た
め
の
管
理
に
つ

い
て
理
解
で
き
る
。

□
�地
域
の
保
健
医
療
ニ
ー
ズ
を
把
握
す
る
た

め
に
、
地
域
の
多
様
性
や
ニ
ー
ズ
の
特
徴

に
つ
い
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

4
　

医
療
者
と
し
て
他
者
の
思
い
や
考
え
を
理
解
で

き
る
力
や
想
像
力
を
持
っ
て
、
人
々
の
身
体

的
・
精
神
的
苦
痛
に
寄
り
添
う
こ
と
が
で
き
る

能
力
、
及
び
人
々
の
多
様
な
価
値
観
を
尊
重
し

て
、
自
身
の
考
え
を
相
手
に
適
切
に
伝
え
る
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
身
に
つ
け
て
い
る
。

（
技
能
・
表
現
）

□
�対
象
と
の
信
頼
関
係
を
つ
く
る
た
め
に
必

要
な
看
護
職
者
の
姿
勢
に
つ
い
て
理
解
で

き
る
。

□
�看
護
倫
理
の
原
則
を
理
解
し
、
看
護
職
者

と
し
て
の
倫
理
的
責
任
に
つ
い
て
理
解
で

き
る
。

□
�対
象
に
関
心
を
持
ち
、
そ
の
状
況
を
捉
え

る
た
め
の
方
法
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
。

□
�臨
地
の
場
に
お
け
る
倫
理
的
問
題
や
そ
の

予
防
、
対
処
方
法
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
。

□
�対
象
の
多
様
な
価
値
観
や
信
条
、
生
活
背

景
を
理
解
し
、
対
象
を
尊
重
し
た
行
動
が

と
れ
る
。

□
�ど
ん
な
状
況
に
お
い
て
も
対
象
を
尊
重
し

た
行
動
を
と
り
、
対
象
と
の
信
頼
関
係
が

構
築
で
き
る
。

□
�医
療
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

相
互
関
係
に
影
響
す
る
こ
と
が
わ
か
り
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
法
の
基
本
に
つ

い
て
理
解
で
き
る
。

□
�発
達
段
階
な
ど
対
象
の
特
徴
に
応
じ
た
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
技
法
に
つ
い
て
理

解
で
き
る
。

□
�対
象
と
の
援
助
的
人
間
関
係
の
下
で
対
象

の
思
い
や
考
え
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

□
�自
己
の
考
え
を
相
手
に
適
切
に
伝
え
る
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
が
で
き

る
。

□
�コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
自
己
の

傾
向
や
課
題
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

□
�自
己
の
課
題
を
認
識
し
な
が
ら
、
様
々
な

対
象
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
こ

と
が
で
き
、
援
助
的
人
間
関
係
が
形
成
で

き
る
。

5
　

専
門
職
と
し
て
の
自
律
心
を
持
ち
、
自
己
啓
発

能
力
と
研
究
的
態
度
を
身
に
つ
け
て
、
看
護
学

を
体
系
化
し
発
展
さ
せ
る
能
力
を
身
に
つ
け
て

い
る
。（
思
考
・
判
断
・
表
現
）

□
�日
常
生
活
を
整
え
、
学
修
に
必
要
な
基
本

的
姿
勢
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。

□
�自
己
の
能
力
・
性
質
を
把
握
し
、
看
護
職

者
を
目
指
す
自
己
の
課
題
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。

□
�自
己
の
課
題
を
認
識
し
、
そ
れ
を
達
成
す

る
た
め
の
計
画
を
立
て
て
、
意
識
的
に
取

り
組
む
こ
と
が
で
き
る
。

□
�自
己
が
成
長
す
る
た
め
の
計
画
を
実
施
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

□
�実
施
し
た
こ
と
を
振
り
返
り
、
計
画
を
修

正
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
成
長
で
き
る
よ
う

取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
。

□
�経
験
し
た
出
来
事
の
意
味
や
看
護
職
者
に

な
る
自
己
の
課
題
を
見
出
し
、
成
長
で
き

る
よ
う
継
続
し
て
取
り
組
む
こ
と
が
で
き

る
。

□
�看
護
が
発
展
し
て
き
た
経
緯
を
理
解
し
、
看
護
の
専
門
性
や
今
後
、
発
展
さ
せ
て
い
く
重

要
性
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

□
�看
護
研
究
の
方
法
に
関
す
る
基
礎
的
知
識

を
修
得
し
、
看
護
研
究
に
お
け
る
倫
理
に

つ
い
て
理
解
で
き
る
。

□
�社
会
の
発
展
に
お
け
る
看
護
の
必
要
性
と

研
究
の
必
要
性
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
。

□
�よ
り
よ
い
看
護
実
践
の
た
め
の
探
求
心
を

も
ち
、
探
索
す
る
テ
ー
マ
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。

□
�看
護
研
究
方
法
の
一
連
の
流
れ
を
理
解
し
、

取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
。
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カリキュラム一覧

　 １）看護師教育課程

区　分 授業科目 配当
年次

単位数 1単位
当たりの
時間数

実時間数
履修方法
及び
卒業要件

１年次 ２年次 ３年次 ４年次
必修 選択 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

教
養
科
目
（
総
合
人
間
科
学
）

思
考
の
基
礎
と
方
法

英語A 1前 2 15 30 2（30）

25単位以上
（必修15単位、
選択10単位
以上）

（△印から
2単位以上、
選択必修）

英語B 1後 2 15 30 2（30）
医学・看護英語Ⅰ 1後 2 15 30 2（30）
医学・看護英語Ⅱ 2後 2 15 30 2（30）
統計学 １前 2 15 30 2（30）
数学 1後 2 15 30 2（30）
情報リテラシーA 1前 2 15 30 2（30）
情報リテラシーB 1後 2 15 30 2（30）
医療情報統計学 2後 2 15 30 2（30）
医療情報統計学演習 2後 1 30 30 1（30）

自
己
・
他
者
の
理
解

人間関係論　△ 1前 2 15 30 2（30）
心理学　　　△ 1前 2 15 30 2（30）
倫理学 1前 2 15 30 2（30）
ジェンダー論 1後 2 15 30 2（30）
スタートアップ看護ゼミナール 1前 2 15 30 ２（30）

生
活
と
社
会

社会と人権 1前 2 15 30 2（30）
日本国憲法 1前 2 15 30 2（30）
家族社会学 1前 2 15 30 2（30）
岐阜地域研究 1前 2 15 30 2（30）
環境論 2前 2 15 30 2（30）
生物学 1前 2 15 30 2（30）
音楽療法入門 1後 2 15 30 2（30）
医療ボランティア論 2通 2 15 30 2（30）

ス
ポ
ー
ツ

と
健
康

健康とスポーツ 1前 2 15 30 2（30）
体育実技A 1前 1 45 45 1（45）
体育実技B 1後 1 45 45 1（45）

計 15 10 － －

専
門
基
礎
科
目

人
体
と
健
康

人体の構造と機能Ⅰ 1前 2 15 30 2（30）

27単位以上
（必修26単位、
選択 1単位
以上）

人体の構造と機能Ⅱ 1前 2 15 30 2（30）
病理学 1後 1 15 15 1（15）
臨床病態学Ⅰ 1後 3 15 45 3（45）
臨床病態学Ⅱ 1後 2 15 30 2（30）
微生物学 1前 1 15 15 1（15）
栄養学 １前 2 15 30 2（30）
臨床薬理学 2前 2 15 30 2（30）
歯科衛生概論 1後 1 15 15 1（15）

環
境
と
健
康

ヘルスプロモーション論 1前 1 15 15 1（15）
社会福祉概論 2前 2 15 30 2（30）
疫学Ⅰ（基礎編） 2後 1 15 15 1（15）
疫学Ⅱ（応用編） 2後 1 15 15 1（15）
基礎生化学 1前 1 15 15 1（15）
基礎生理学 1前 1 15 15 1（15）

保
健
医
療
と
健
康

チーム医療論 1前 1 15 15 1（15）
公衆衛生学　 2前 1 15 15 1（15）
保健医療福祉行政論 2後 1 15 15 1（15）
医療経済学 2後 2 15 30 2（30）
医療安全学 2後 1 15 15 1（15）
キャリア開発演習 2後 1 30 30 1（30）
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区　分 授業科目 配当
年次

単位数 1単位
当たりの
時間数

実時間数
履修方法
及び
卒業要件

１年次 ２年次 ３年次 ４年次
必修 選択 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

専
門
科
目

看
護
の
基
礎

基
礎
看
護
学

基礎看護学概論
（看護理論を含む） 1前 2 15 30 2（30）

必修62単位
以上

早期看護体験学習 1前 1 15 15 1（15）
基礎看護技術論Ⅰ　基本 1前 1 30 30 1（30）
基礎看護技術論Ⅱ　応用 1後 1 30 30 1（30）
基礎看護技術論Ⅲ　診療援助技術 2 前 2 30 60 2（60）
看護展開論 １後 1 30 30 1（30）
フィジカルアセスメント演習 1後 1 30 30 1（30）
医療コミュニケーション入門 １後 1 15 15 1（15）
看護倫理学 2前 1 15 15 1（15）
基礎看護学実習Ⅰ 1後 1 45 45 1（45）
基礎看護学実習Ⅱ 2前 2 45 90 2（45）

看
護
の
実
践
と
展
開

成
人
看
護
学

成人看護学概論 2前 2 15 30 2（30）
成人看護学援助論Ⅰ 2前 2 15 30 2（30）
成人看護学援助論Ⅱ 2後 2 15 30 2（30）
成人看護学演習Ⅰ 3前 1 30 30 1（30）
成人看護学演習Ⅱ 3前 1 30 30 1（30）
緩和ケア論 3前 1 15 15 1（15）
成人看護学実習Ⅰ 3後 3 45 135 3（135）
成人看護学実習Ⅱ 3後 3 45 135 3（135）

老
年
看
護
学

老年看護学概論 2前 1 15 15 1（15）
老年看護学援助論 2前 2 15 30 2（30）
老年看護学演習 2後 1 30 30 1（30）
老年看護学実習Ⅰ 2後 2 45 90 2（90）
老年看護学実習Ⅱ 3後 2 45 90 2（90）

母
性
看
護
学

母性看護学概論 2後 1 15 15 1（15）
母性看護学援助論 3前 2 15 30 2（30）
母性看護学演習 3前 1 30 30 1（30）
母性看護学実習 3後 2 45 90 2（90）
助産学の基礎 3後 1 15 15 1（15）

小
児
看
護
学

小児看護学概論 2後 1 15 15 1（15）
小児看護学援助論 3前 2 15 30 2（30）
小児看護学演習 3前 1 30 30 1（30）
小児看護学実習 3後 2 45 90 2（90）

精
神
看
護
学

精神看護学概論 2後 1 15 15 1（15）
精神看護学援助論 3前 2 15 30 2（30）
精神看護学演習 3前 1 30 30 1（30）
精神看護学実習 3後 2 45 90 2（90）

地
域
看
護
学

地
域
・
在
宅
看
護
学

地域・在宅看護学概論 2後 1 15 15 1（15）
地域・在宅看護学援助論 3前 2 15 30 2（30）
地域・在宅看護学演習 3前 1 30 30 1（30）
地域・在宅看護学実習 3後 2 45 90 2（90）

公
衆
衛
生

看
護
学

公衆衛生看護学概論 2後 1 15 15 1（15）

発
展
科
目

看
護
の
統
合
と
発
展

家族看護学 2後 1 15 15 1（15）

必修15単位
以上

国際看護論 3後 1 15 15 1（15）
看護管理学
（リスクマネジメントを含む） 4前 1 30 30 １（30）

看護統合実習 4前 2 45 90 2（90）
地域医療活動論 4通 2 15 30 2（30）
総合看護論 4後 2 15 30 2（30）
救急・災害看護論 4後 2 15 30 2（30）
看護研究 3後 1 15 15 1（15）
卒業研究ゼミナール 4通 4 30 120 4（120）

計 102 6 － － 15（240） 12（255） 17（300） 18（360） 15（315） 19（765） 3（120） 4（60） 129単位

合計
「教養科目」で必修15単位、選択必修 2単位（人間関係論及び心理学のうちの 1科目）、選択科目 8単位以上、「専門
基礎科目」で必修26単位、選択科目 1単位以上、「専門科目」で必修62単位以上、「発展科目」で必修15単位以上を
修得し、合計129単位以上を修得すること。

6（150）
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　 ２）保健師教育課程

区　分 授業科目 配当
年次

単位数 1単位
当たりの
時間数

実時間数
履修方法
及び
卒業要件

１年次 ２年次 ３年次 ４年次
必修 選択 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

教
養
科
目
（
総
合
人
間
科
学
）

思
考
の
基
礎
と
方
法

英語A 1前 2 15 30 2（30）

25単位以上
（必修15単位、
選択10単位
以上）

（△印から
2単位以上、
選択必修）

英語B 1後 2 15 30 2（30）
医学・看護英語Ⅰ 1後 2 15 30 2（30）
医学・看護英語Ⅱ 2後 2 15 30 2（30）
統計学 １前 2 15 30 2（30）
数学 1後 2 15 30 2（30）
情報リテラシーA 1前 2 15 30 2（30）
情報リテラシーB 1後 2 15 30 2（30）
医療情報統計学 2後 2 15 30 2（30）
医療情報統計学演習 2後 1 30 30 1（30）

自
己
・
他
者
の
理
解

人間関係論　△ 1前 2 15 30 2（30）
心理学　　　△ 1前 2 15 30 2（30）
倫理学 1前 2 15 30 2（30）
ジェンダー論 1後 2 15 30 2（30）
スタートアップ看護ゼミナール 1前 2 15 30 ２（30）

生
活
と
社
会

社会と人権 1前 2 15 30 2（30）
日本国憲法 １前 2 15 30 2（30）
家族社会学 1前 2 15 30 2（30）
岐阜地域研究 1前 2 15 30 2（30）
環境論 2前 2 15 30 2（30）
生物学 1前 2 15 30 2（30）
音楽療法入門 1後 2 15 30 2（30）
医療ボランティア論 2通 2 15 30 2（30）

ス
ポ
ー
ツ

と
健
康

健康とスポーツ 1前 2 15 30 2（30）
体育実技A 1前 1 45 45 1（45）
体育実技B 1後 1 45 45 1（45）

計 15 10 － －

専
門
基
礎
科
目

人
体
と
健
康

人体の構造と機能Ⅰ 1前 2 15 30 2（30）

28単位以上
（必修27単位、
選択 1単位
以上）

人体の構造と機能Ⅱ 1前 2 15 30 2（30）
病理学 1後 1 15 15 1（15）
臨床病態学Ⅰ 1後 3 15 45 3（45）
臨床病態学Ⅱ 1後 2 15 30 2（30）
微生物学 1前 1 15 15 1（15）
栄養学 １前 2 15 30 2（30）
臨床薬理学 2前 2 15 30 2（30）
歯科衛生概論 1後 1 15 15 1（15）

環
境
と
健
康

ヘルスプロモーション論 1前 1 15 15 1（15）
社会福祉概論 2前 2 15 30 2（30）
疫学Ⅰ（基礎編） 2後 1 15 15 1（15）
疫学Ⅱ（応用編） 2後 1 15 15 1（15）
基礎生化学 1前 1 15 15 1（15）
基礎生理学 1前 1 15 15 1（15）

保
健
医
療
と
健
康

チーム医療論 1前 1 15 15 1（15）
公衆衛生学　 2前 1 15 15 1（15）
保健医療福祉行政論 2後 1 15 15 1（15）
医療経済学 2後 2 15 30 2（30）
医療安全学 2後 1 15 15 1（15）
キャリア開発演習 2後 1 30 30 1（30）

専
門
科
目

看
護
の
基
礎

基
礎
看
護
学

基礎看護学概論
（看護理論を含む） 1前 2 15 30 2（30）

必修75単位
以上

早期看護体験学習 1前 1 15 15 1（15）
基礎看護技術論Ⅰ　基本 1前 1 30 30 1（30）
基礎看護技術論Ⅱ　応用 1後 1 30 30 1（30）
基礎看護技術論Ⅲ　診療援助技術 2 前 2 30 60 2（60）
看護展開論 １後 1 30 30 1（30）
フィジカルアセスメント演習 1後 1 30 30 1（30）
医療コミュニケーション入門 １後 1 15 15 1（15）
看護倫理学 2前 1 15 15 1（15）
基礎看護学実習Ⅰ 1後 1 45 45 1（45）
基礎看護学実習Ⅱ 2前 2 45 90 2（45）
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区　分 授業科目 配当
年次

単位数 1単位
当たりの
時間数

実時間数
履修方法
及び
卒業要件

１年次 ２年次 ３年次 ４年次
必修 選択 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

看
護
の
実
践
と
展
開

成
人
看
護
学

成人看護学概論 2前 2 15 30 2（30）
成人看護学援助論Ⅰ 2前 2 15 30 2（30）
成人看護学援助論Ⅱ 2後 2 15 30 2（30）
成人看護学演習Ⅰ 3前 1 30 30 1（30）
成人看護学演習Ⅱ 3前 1 30 30 1（30）
緩和ケア論 3前 1 15 15 1（15）
成人看護学実習Ⅰ 3後 3 45 135 3（135）
成人看護学実習Ⅱ 3後 3 45 135 3（135）

老
年
看
護
学

老年看護学概論 2前 1 15 15 1（15）
老年看護学援助論 2前 2 15 30 2（30）
老年看護学演習 2後 1 30 30 1（30）
老年看護学実習Ⅰ 2後 2 45 90 2（90）
老年看護学実習Ⅱ 3後 2 45 90 2（90）

母
性
看
護
学

母性看護学概論 2後 1 15 15 1（15）
母性看護学援助論 3前 2 15 30 2（30）
母性看護学演習 3前 1 30 30 1（30）
母性看護学実習 3後 2 45 90 2（90）
助産学の基礎 3後 1 15 15 1（15）

小
児
看
護
学

小児看護学概論 2後 1 15 15 1（15）
小児看護学援助論 3前 2 15 30 2（30）
小児看護学演習 3前 1 30 30 1（30）
小児看護学実習 3後 2 45 90 2（90）

精
神
看
護
学

精神看護学概論 2後 1 15 15 1（15）
精神看護学援助論 3前 2 15 30 2（30）
精神看護学演習 3前 1 30 30 1（30）
精神看護学実習 3後 2 45 90 2（90）

地
域
看
護
学

地
域
・
在
宅
看
護
学

地域・在宅看護学概論 2後 1 15 15 1（15）
地域・在宅看護学援助論 3前 2 15 30 2（30）
地域・在宅看護学演習 3前 1 30 30 1（30）
地域・在宅看護学実習 3後 2 45 90 2（90）

（
保
健
師
教
育
課
程
）

公
衆
衛
生
看
護
学

公衆衛生看護学概論 2後 1 15 15 1（15）
公衆衛生看護管理論 3後 2 15 30 2（30）
公衆衛生看護学援助論Ⅰ
（活動の基礎） 3前 2 15 30 2（30）

公衆衛生看護学援助論Ⅱ
（活動の展開） 3後 2 15 30 2（30）

公衆衛生看護学演習 4前 2 30 60 2（60）
公衆衛生看護学実習 4前 5 45 225 5（225）

発
展
科
目

看
護
の
統
合
と
発
展

家族看護学 2後 1 15 15 1（15）

必修15単位
以上

国際看護論 3後 1 15 15 1（15）
看護管理学
（リスクマネジメントを含む） 4前 1 30 30 １（30）

看護統合実習 4前 2 45 90 2（90）
地域医療活動論 4通 2 15 30 2（30）
総合看護論 4後 2 15 30 2（30）
救急・災害看護論 4後 2 15 30 2（30）
看護研究 3後 1 15 15 1（15）
卒業研究ゼミナール 4通 4 30 120 4（120）

計 102 6 － － 15（240） 12（255） 17（300） 18（360） 17（345） 23（825） 10（405） 4（60） 143単位

合計

「教養科目」で必修15単位、選択必修 2単位（人間関係論及び心理学のうちの 1科目）、選択科目 8単位以上、「専門
基礎科目」で必修26単位、選択科目 1単位以上、「専門科目」で必修62単位以上、「発展科目」で必修15単位以上を
修得し、合計129単位以上を修得すること。

「保健師教育課程を選択する学生は、卒業単位の合計129単位に加え、専門基礎科目に配置されている「疫学Ⅱ」1単位、
および公衆衛生看護学に配置されている 6科目14単位（「公衆衛生看護学概論」1単位は、看護師教育課程と共通）を
修得すること。

6（150）
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履修要件

　履修とは、単位を修得するために特定の科目を学ぶことで、各授業科目の講義、演習及び実習等の授業に
出席し、授業時間外の自己学習を含めて学ぶことです。下記の表は、科目の段階的、体系的な学修を確保す
るために、先修条件となる科目を示しています。
　臨地実習においては、対象者に対して安全に援助を提供できる十分な準備状況にあることが必要です。ま
た、「看護の統合と発展」においては、卒業に相応しい基礎的能力を総括することを目指します。したがっ
て、下表の「看護学科目」については、履修要件となる指定科目の単位を修得していなければ履修すること
はできません。

看護学科目 履修時期 履修要件となる指定科目

基礎看護学実習Ⅰ 1年次後期 「基礎看護技術論Ⅰ基本」「早期看護体験学習」「基礎看護学概論」
を修得していること
「基礎看護技術論Ⅱ応用」「看護展開論」「フィジカルアセスメン
ト演習」「医療コミュニケーション入門」を修得見込であること

基礎看護学実習Ⅱ 2年次前期 「基礎看護学実習Ⅰ」「基礎看護技術論Ⅱ応用」「看護展開論」
「フィジカルアセスメント演習」「医療コミュニケーション入門」
を修得していること
「基礎看護技術論Ⅲ診療援助技術」「看護倫理学」を修得見込で
あること

老年看護学実習Ⅰ 2年次後期 「基礎看護学実習Ⅱ」「老年看護学概論」「老年看護学援助論」「老
年看護学演習」を修得していること

老年看護学実習Ⅱ 3年次後期

「基礎看護学実習Ⅱ」を修得していること
「成人看護学」「老年看護学」「母性看護学」「小児看護学」「精神
看護学」「地域・在宅看護学」の概論、援助論、演習を修得し
ていること
「老年看護学実習Ⅱ」については、「老年看護学実習Ⅰ」を修
得していること

成人看護学実習Ⅰ 3年次後期

成人看護学実習Ⅱ 3年次後期

母性看護学実習 3年次後期

小児看護学実習 3年次後期

精神看護学実習 3年次後期

地域・在宅看護学実習 3年次後期

看護研究 3年次後期 3年次後期領域実習の単位が修得見込であること

看護統合実習 4年次前期 3年次後期までの看護学実習科目の全てを修得していること

卒業研究ゼミナール 4年次通年 3年次後期までの必修科目の全てを修得見込であること

総合看護論 4年次後期 4年次前期までの必修科目の全てを修得見込であること

【保健師教育課程】
公衆衛生看護学実習

4年次前期 3年次後期までの看護学実習科目の全てを修得していること
「公衆衛生看護学実習」を除く保健師教育課程の全科目を修得
していること
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　上記の科目ごとの要件に加え、看護学実習科目の履修条件として、心身ともに健康な状態にあることが前
提となります。健康診断で指摘された心身の問題に対しては医療機関を受診し、必要に応じて予防接種や治
療を受け、自己管理ができていることが必須です。必要な受診行動をとらない場合、また診察した医師の許
可が得られない場合には、実習中止の措置をとることがあります。
　なお、実習に関する詳細については実習要綱、及び各領域の実習要項を熟読し、身体面も心理面も十分に
準備して臨んでください。

卒業要件、卒業見込証明書の発行

　 １ ）卒業要件
　本学科を卒業するためには、 4年以上（休学期間を除く）在学し、所定の授業科目を履修し、単位を修
得しなければなりません。
　各授業科目に定められた単位は、受講登録・受講した上で、試験等に合格することで修得できます。
　看護学部の卒業要件（最低修得）単位数は、教養科目で必修15単位、選択必修 2単位（「人間関係論」「心
理学」のうち 1科目）、選択で 8単位以上、専門基礎科目で必修26単位、選択 1単位以上、専門科目で必
修62単位以上、「発展科目」で必修15単位以上、合計129単位以上です。
　保健師教育課程履修者の保健師教育課程科目は卒業要件には含まれません。

　 2）卒業見込証明書の発行
　「卒業見込証明書」は、その年度に卒業できる可能性があることを証明する書類です。就職活動などの
際に、就職志望施設などから提出を求められることがあります。発行時期ごとに発行要件を全て満たして
いる人に発行されます。

発行時期 発行要件

最終学年前期
　受講登録後

1． 3年次後期までの必修科目の全ての単位を修得している。
2．卒業要件の選択科目13単位以上（選択必修科目 4単位を含む教養科目12単位以上、専門基
礎科目 1単位以上）を修得または受講している。
3． 4年次前期および通年の必修科目10単位を修得または受講している。

最終学年後期
　受講登録後

1． 4年次前期までの必修科目の全ての単位を修得している。
2．卒業要件の選択科目13単位以上（選択必修科目 4単位を含む教養科目12単位以上、専門基
礎科目 1単位以上）を修得または受講している。
3． 4年次後期および通年の必修科目 9単位（前期に引き続く通年科目 6単位を含む）を修得
または受講している。

　上記の表の要件に満たない者については、以下の取り扱いとする。
　　●�卒業要件に必要な科目のうち 3年次後期までの未修得科目が 2科目以内であり、当該年度中の修得

が十分可能であると見込まれ、学部長の許可を得た場合に発行を認める。
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履修モデル

　 １）看護師教育課程

科
目
区
分

開
講
時
期

修
得

単
位
数

1
年
次

2
年
次

3
年
次

4
年
次

前
期

単位
数

後
期

単位
数

前
期

単位
数

後
期

単位
数

前
期

単位
数

後
期

単位
数

前
期

単位
数

後
期

単位
数

教 養 科 目 （ 総 合 人 間 科 学 ）

思
考
の
基
礎
と
方
法
英
語
A

2
英
語
B

2
医
学
・
看
護
英
語
Ⅱ

2
必
修
　
15

選択
必修
　
2

選
択
　
10

統
計
学

2
医
学
・
看
護
英
語
Ⅰ

2
医
療
情
報
統
計
学

2
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
A
2
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
B
2

医
療
情
報
統
計
学
演
習

1

自
己
・
他
者
の
理
解

スタ
ート
アッ
プ看
護ゼ
ミナ
ール

2
人
間
関
係
論
△

2

生
活
と
社
会

社
会
と
人
権

2
環
境
論

2
医
療
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
論
（
通
年
）

2

専 門 基 礎 科 目

人
体
と
健
康

人
体
の
構
造
と
機
能
Ⅰ

2
病
理
学

1
臨
床
薬
理
学

2

必
修
　
26

選
択
　
1

人
体
の
構
造
と
機
能
Ⅱ

2
臨
床
病
態
学
Ⅰ

3
微
生
物
学

1
臨
床
病
態
学
Ⅱ

2
栄
養
学

2
環
境
と
健
康

ヘル
スプ
ロモ
ーシ
ョン
論
1
歯
科
衛
生
概
論

1
社
会
福
祉
概
論

2
疫
学
Ⅰ

1

保
健
医
療
と
健
康

チ
ー
ム
医
療
論

1
公
衆
衛
生
学

1
保
健
医
療
福
祉
行
政
論

1
医
療
経
済
学

2
医
療
安
全
学

1
キ
ャ
リ
ア
開
発
演
習

1

専 門 科 目

看 護 の 基 礎

基 礎 看 護 学 講 座

基
礎
看
護
学

基
礎
看
護
学
概
論

2
基
礎
看
護
技
術
論
Ⅱ

1
看
護
倫
理
学

1

必
修
　
62

早
期
看
護
体
験
学
習

1
看
護
展
開
論

1
基
礎
看
護
技
術
論
Ⅲ

2
基
礎
看
護
技
術
論
Ⅰ

1
フィ
ジカ
ルア
セス
メン
ト演
習
1
基
礎
看
護
学
実
習
Ⅱ

2
医療
コミ
ュニ
ケー
ショ
ン入
門
1

基
礎
看
護
学
実
習
Ⅰ

1
成 人 ・ 老 年 看 護 学 講 座

成
人
看
護
学

成
人
看
護
学
概
論

2
成
人
看
護
学
援
助
論
Ⅱ

2
成
人
看
護
学
演
習
Ⅰ

1
成
人
看
護
学
実
習
Ⅰ

3
成
人
看
護
学
援
助
論
Ⅰ

2
成
人
看
護
学
演
習
Ⅱ

1
成
人
看
護
学
実
習
Ⅱ

3
緩
和
ケ
ア
論

1

看 護 の 実 践 と 展 開

老
年
看
護
学

老
年
看
護
学
概
論

1
老
年
看
護
学
演
習

1
老
年
看
護
学
実
習
Ⅱ

2
老
年
看
護
学
援
助
論

2
老
年
看
護
学
実
習
Ⅰ

2
母 子 看 護 学 講 座

母
性
看
護
学

母
性
看
護
学
概
論

1
母
性
看
護
学
援
助
論

2
母
性
看
護
学
実
習

2
母
性
看
護
学
演
習

1

小
児
看
護
学

小
児
看
護
学
概
論

1
小
児
看
護
学
援
助
論

2
小
児
看
護
学
実
習

2
小
児
看
護
学
演
習

1
地 域 在 宅 ・ 精 神 看 護 学 講 座

精
神
看
護
学

精
神
看
護
学
概
論

1
精
神
看
護
学
援
助
論

2
精
神
看
護
学
実
習

2
精
神
看
護
学
演
習

1

地域
・在
宅看
護学

地
域
・
在
宅
看
護
学
概
論
1

地域
・在
宅看
護学
援助
論
2

地
域
・
在
宅
看
護
学
実
習
2

地
域
・
在
宅
看
護
学
演
習
1

公
衆
衛
生

公
衆
衛
生
看
護
学
概
論

1

発 展 科 目
看
護
の
統
合
と
発
展

家
族
看
護
学

1
看
護
研
究

1
看
護
統
合
実
習

2
総
合
看
護
論

2

必
修
　
15

国
際
看
護
論

1
地
域
医
療
活
動
論
（
通
年
）

2
看
護
管
理
学

1
救
急
・
災
害
看
護
論

2
卒
業
研
究
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
（
通
年
）

4
合
計

単
位
数

25
18

19
24

15
18

3
10

132


卒
業
要
件

12
9単
位
以
上
「
教
養
科
目
」
で
必
修
15
単
位
、
選
択
必
修
2
単
位
、
選
択
科
目
8
単
位
以
上
、
「
専
門
基
礎
科
目
」
で
必
修
26
単
位
、
選
択
1
単
位
以
上
、
「
専
門
科
目
」
で
必
修
62
単
位
、
「
発
展
科
目
」
で
必
修

15
単
位
を
修
得
し
、
合
計
12
9単
位
以
上
を
修
得
す
る
こ
と
。

看
護
学
部
　
看
護
学
科
　
履
修
モ
デ
ル
　〈
看
護
師
教
育
課
程
〉

　
概
要
：
他
職
種
と
連
携
し
て
チ
ー
ム
医
療
を
推
進
し
、
地
域
社
会
の
保
健
医
療
ニ
ー
ズ
に
適
切
に
対
応
で
き
、
地
域
医
療
の
未
来
を
担
う
看
護
師
の
育
成
を
目
指
す
。

　
想
定
さ
れ
る
進
路
：
病
院
・
診
療
所
・
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
・
地
域
医
療
包
括
セ
ン
タ
ー
に
勤
務
す
る
看
護
師

 は
選
択
必
修

 は
選
択
科
目
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　 ２）保健師教育課程
看
護
学
部
　
看
護
学
科
　
履
修
モ
デ
ル
　〈
保
健
師
教
育
課
程
〉

　
概
要
：
子
育
て
支
援
か
ら
高
齢
者
支
援
ま
で
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
全
般
に
お
け
る
地
域
医
療
活
動
や
地
域
連
携
の
中
核
を
担
う
保
健
師
の
育
成
を
目
指
す
。

　
想
定
さ
れ
る
進
路
：
保
健
所
・
保
健
セ
ン
タ
ー
・
市
区
町
村
役
場
・
産
業
・
学
校
・
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
・
地
域
医
療
包
括
セ
ン
タ
ー
に
勤
務
す
る
保
健
師

科
目
区
分

開
講
時
期

修
得

単
位
数

1
年
次

2
年
次

3
年
次

4
年
次

前
期

単位
数

後
期

単位
数

前
期

単位
数

後
期

単位
数

前
期

単位
数

後
期

単位
数

前
期

単位
数

後
期

単位
数

教 養 科 目 （ 総 合 人 間 科 学 ）

思
考
の
基
礎
と
方
法
英
語
A

2
英
語
B

2
医
学
・
看
護
英
語
Ⅱ

2
必
修
　
15

選択
必修
　
2

選
択
　
10

統
計
学

2
医
学
・
看
護
英
語
Ⅰ

2
医
療
情
報
統
計
学

2
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
A
2
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
B
2

医
療
情
報
統
計
学
演
習

1

自
己
・
他
者
の
理
解

スタ
ート
アッ
プ看
護ゼ
ミナ
ール

2
心
理
学
△

2

生
活
と
社
会

社
会
と
人
権

2
環
境
論

2
医
療
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
論
（
通
年
）

2

専 門 基 礎 科 目

人
体
と
健
康

人
体
の
構
造
と
機
能
Ⅰ

2
病
理
学

1
臨
床
薬
理
学

2

必
修
　
２７

選
択
　
1

（保
健師

必修
）

人
体
の
構
造
と
機
能
Ⅱ

2
臨
床
病
態
学
Ⅰ

3
微
生
物
学

1
臨
床
病
態
学
Ⅱ

2
栄
養
学

2

環
境
と
健
康

ヘル
スプ
ロモ
ーシ
ョン
論
1
歯
科
衛
生
概
論

1
社
会
福
祉
概
論

2
疫
学
Ⅰ

1
疫
学
Ⅱ

1

保
健
医
療
と
健
康

チ
ー
ム
医
療
論

1
公
衆
衛
生
学

1
保
健
医
療
福
祉
行
政
論

1
医
療
経
済
学

2
医
療
安
全
学

1
キ
ャ
リ
ア
開
発
演
習

1

専 門 科 目

看 護 の 基 礎

基 礎 看 護 学 講 座

基
礎
看
護
学

基
礎
看
護
学
概
論

2
基
礎
看
護
技
術
論
Ⅱ

1
看
護
倫
理
学

1

必
修
　
７５

（
保
健
師

必
修
　
13
）

早
期
看
護
体
験
学
習

1
看
護
展
開
論

1
基
礎
看
護
技
術
論
Ⅲ

2
基
礎
看
護
技
術
論
Ⅰ

1
フィ
ジカ
ルア
セス
メン
ト演
習
1
基
礎
看
護
学
実
習
Ⅱ

2
医療
コミ
ュニ
ケー
ショ
ン入
門
1

基
礎
看
護
学
実
習
Ⅰ

1
成 人 ・ 老 年 看 護 学 講 座

成
人
看
護
学

成
人
看
護
学
概
論

2
成
人
看
護
学
援
助
論
Ⅱ

2
成
人
看
護
学
演
習
Ⅰ

1
成
人
看
護
学
実
習
Ⅰ

3
成
人
看
護
学
援
助
論
Ⅰ

2
成
人
看
護
学
演
習
Ⅱ

1
成
人
看
護
学
実
習
Ⅱ

3
緩
和
ケ
ア
論

1

看 護 の 実 践 と 展 開

老
年
看
護
学

老
年
看
護
学
概
論

1
老
年
看
護
学
演
習

1
老
年
看
護
学
実
習
Ⅱ

2
老
年
看
護
学
援
助
論

2
老
年
看
護
学
実
習
Ⅰ

2
母 子 看 護 学 講 座

母
性
看
護
学

母
性
看
護
学
概
論

1
母
性
看
護
学
援
助
論

2
母
性
看
護
学
実
習

2
母
性
看
護
学
演
習

1

小
児
看
護
学

小
児
看
護
学
概
論

1
小
児
看
護
学
援
助
論

2
小
児
看
護
学
実
習

2
小
児
看
護
学
演
習

1
地 域 ・ 在 宅 ・ 精 神 看 護 学 講 座

精
神
看
護
学

精
神
看
護
学
概
論

1
精
神
看
護
学
援
助
論

2
精
神
看
護
学
実
習

2
精
神
看
護
学
演
習

1

地域
・在
宅看
護学

地
域
・
在
宅
看
護
学
概
論
1

地域
・在
宅看
護学
援助
論
2

地
域
・
在
宅
看
護
学
実
習
2

地
域
・
在
宅
看
護
学
演
習
1

公
衆
衛
生

公
衆
衛
生
看
護
学
概
論

1
公衆
衛生
看護
学援
助論
Ⅰ
2

公
衆
衛
生
看
護
管
理
論

2
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岐阜協立大学学則
（制定　昭和 ４ ２ 年 １ 月 ２ ３ 日）

　　　第 １章　総則
第 １条　本学は教育基本法及び学校教育法に従い、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究
し、地域に有為の人材を養成することを目的とする。
第 １条の ２　教育研究水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状
況について自ら点検及び評価を行う。
第 １条の ３　本学における教育研究活動等の状況について、広く周知を図ることができる方法によって積極
的に公表するものとする。
第 １条の ４　岐阜協立大学北方キャンパスを、岐阜県大垣市北方町 ５丁目 ５ ０ 番地に置く。
第 １条の ５　岐阜協立大学西之川キャンパスを、岐阜県大垣市西之川町 １丁目 １ ０ ９ 番地に置く。
第 ２条　本学は「自主創造教育」、「地域実践教育」及び「キャリア形成教育」を教育理念に掲げ、以下の
目的をもつ学部及び学科を置く。
経済学部
　経済学をはじめとする社会科学の体系的及び実践的な教育を行い、地域に有為の人材を養成するこ
とを目的とする。
経済学科
　経済学の体系的及び実践的な学修を通じて、幅広い視野のもとで現代における様々な経済問題の
本質を捉える洞察力を備え、地域社会の発展に貢献する人材の養成を目的とする。
公共政策学科
　経済学をはじめとする社会科学や政策科学、ならびに社会福祉の専門知識や技術を系統的、体系
的に学習し、協働と共生の地域社会を創造するために指導的役割を果たす人材の養成を目的とする。

経営学部
　経営学を基本として、「スポーツ」あるいは「情報」に係る理論と実践的な教育を融合的に行い、
地域に有為の人材を養成することを目的とする。
経営情報学科
　経営学、会計学、マーケティングと広告・広報メディア向けのコンテンツ制作、情報通信技術と
ソフトウェアに関する専門知識を身につけた、企業経営や地域振興に貢献しうる人材の養成を目的
とする。
スポーツ経営学科
　経営学、スポーツ経営学、スポーツ科学を複合的に学び、スポーツの振興、スポーツ産業の発展
及びスポーツ教育の充実に貢献できる人材の養成を目的とする。

看護学部
　看護学を基本として、多様なリベラル・アーツ教育を基盤とし、人間に対する深い洞察力と高い倫
理観を養成し、実践的な教育を行い、地域に有為の人材を養成することを目的とする。
看護学科
　保健・医療・福祉等の分野において、他職種の人々と連携してチーム医療を推進し、相互の専門
性を十分活かすとともに、看護をより有効的に機能させ、地域社会の保健医療ニーズに適切に対応
できる人材の養成を目的とする。

２　本学に大学院を置く。大学院学則は、これを別に定める。
３　削除
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第 ３条　本学学部の定員は次の通りとする。
　　　　　学 部　　　　 学 科　　　　　　　 入学定員　　　　　　収容定員
　　　　経済学部　　　経済学科　　　　　　　　 90  名  　　　　 　 3 6 0 名
　　　　　　　　　　　公共政策学科　　　　　　 40  名　　　　　　 1 6 0 名
　　　　経営学部　　　経営情報学科　　　　　　 7 0 名　　　　　　 2 8 0 名
　　　　　　　　　　　スポーツ経営学科　　　 150   名　　　　　　 6 00  名
　　　　看護学部　　　看護学科　　　　　　　　 8 0 名　　　　　　 320   名
第 ４条　本学学部の修業年限は ４年とし、 ８年をこえて在学することはできない。
第 ５条　前条に定める期間在学し、所定の科目を履修してその単位を修得した者に対し、学長は教授会及び
大学協議会の審議を経て卒業を認定する。
２　学長は前項により卒業の認定を受けた者に対し、次の学位を授与する。
　　　　卒業学部　　　　学 科　　　　　　　　 学 位
　　　　経済学部　　　経済学科　　　　　　　学士（経済学）
　　　　　　　　　　　公共政策学科　　　　　学士（社会学）
　　　　経営学部　　　経営情報学科　　　　　学士（経営学）
　　　　　　　　　　　スポーツ経営学科　　　学士（スポーツ経営学）
　　　　看護学部　　　看護学科　　　　　　　学士（看護学）
第 ６条　本学に事務局を置く。
第 ７条　本学に附属施設として図書館を置く。
２　本学は前項のほか、附属の研究所を置くことができる。

　　　第 ２章　通則
　（学年、学期、休業日）
第 ８条　学年は ４月 １日に始まり翌年 ３月 ３ １ 日に終る。
第 ９条　学年を次の ２学期に分ける。
　前期　 ４月　 １日より ９月 ２ ０ 日まで
　後期　 ９月 ２ １ 日より翌年 ３月 ３ １ 日まで
２　前項の学期は、事情により変更することができる。
第 １ ０ 条　休業日は次の通りとする。
　「国民の祝日に関する法律」に規定する休日及び日曜日
　開学記念日　 ５月 ４日
　春期休業　　 ３月 ２ ０ 日より ３月 ３ １ 日まで
　夏期休業　　 ８月　 １日より ９月 ２ ０ 日まで
　冬期休業　 １ ２ 月 ２ ３ 日より翌年 １月 ５日まで
２　前項の休業日は事情により変更することができる。
３　臨時の休業日については学長が定めることができる。
　（入学、退学、再入学、休学、復学、転・編入学）
第 １ １ 条　入学は毎学年の始めとする。
第 １ ２ 条　次の各号の一に該当する者は、選考のうえ学部第 １年次に入学することができる。
　（ １）高等学校を卒業した者
　（ ２ �）通常の課程による １ ２ 年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学

校教育を修了した者を含む。）
　（ ３ �）外国における学校教育による １ ２ 年の課程を修了した者、又はこれに準ずるもので文部科学大臣の

指定した者
　（ ４ �）文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外教育施設の当該課

程を修了した者
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　（ ５）文部科学大臣の指定した者
　（ ６）高等学校卒業程度認定試験規則により文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者
第 １ ３ 条　本学に入学を志願する者は、所定の手続により願い出なければならない。
第 １ ４ 条　入学選考に合格した者は、入学のために所定の手続をとらなければならない。
第 １ ５ 条　次の各号の一に該当する者が転・編入学を願い出たときは、選考のうえ、第 ２年次又は第 ３年次
にこれを許可することがある。
　（ １）大学の第 １年次又は第 ２年次を修了した者
　（ ２）短期大学、高等専門学校を卒業した者
　（ ３）その他文部科学大臣が編入学の資格を認める教育機関を卒業した者
第 １ ６ 条　他の大学へ転学を希望する者は、学長の許可を得て他の大学へ転学することができる。
第 １ ７ 条　本学第 １年次又は第 ２年次を修了した学生が、他学部へ転学部又は他学科へ転学科を願い出たと
きは、選考のうえ、学長がこれを許可することがある。
第 １ ７ 条の ２　他の大学又は短期大学等で学修することを希望する者は、学長の許可を得て留学することが
できる。
第 １ ８ 条　病気又はその他の事由により ３カ月をこえて修学を中止しようとするときは、学長の許可を得て
その学期又は学年間休学することができる。ただし、事情により更に １年以内これを延長することができ
る。
２　休学期間は、所定の在学期間に算入しない。
３　休学期間は、通算 ４年をこえることができない。
第 １ ９ 条　休学の事由が消滅して復学を希望する者は、学長の許可を得て復学することができる。
第 ２ ０ 条　病気又はその他の事由により退学を希望する者は、学長の許可を得て退学することができる。
第 ２ １ 条　退学した者が再入学を願い出たときは、審議のうえ、学長が該当年次に入学を許可することがあ
る。
　（学費）
第 ２ ２ 条　学生は授業料その他所定の学費並びに必要に応じて学費以外の納付金及び手数料を納入しなけれ
ばならない。
２　前項の学費の種類及び金額については別表第 １及び別表第 ２の通りとし、学費以外の納付金及び手数料
については別に定めるものとする。
３　休学者の学費は免除する。ただし、その休学期間にあっては、別に定める在籍料を納入しなければなら
ない。
４　所定の学費を所定の期日までに納めない者は除籍する。その除籍日付は、その学生の学費完納までの期
日とする。
　（懲戒）
第 ２ ３ 条　学生が学則に反し、その他学生の本分にもとる行為があったとき、学長は教授会及び大学協議会
の審議を経て、別に定める「岐阜協立大学学生懲戒規程」により懲戒処分を行う。
第 ２ ４ 条　削除

　　　第 ３章　教育課程、履修方法、試験
第 ２ ５ 条　削除
第 ２ ６ 条　本学学部学科の授業科目及び単位数は別表第 ３の通りとする。
第 ２ ７ 条　各学部学科において卒業の認定を受けようとする者は、別表第 ３にもとづき所定の授業科目及び
単位数を修得しなければならない。
第 ２ ７ 条の ２　本学は、教育上有益と認めるときは、本学が定めるところにより学生が他の大学又は短期大
学において履修した授業科目について修得した単位を、 ６ ０ 単位を超えない範囲で本学における授業科目
の履修により修得したものとみなすことができる。
第 ２ ７ 条の ３　本学は、教育上有益と認めるときは、新たに本学第 １年次に入学した者が入学前に大学又は
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短期大学において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含む。）
を、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
２　本学は、教育上有益と認めるときは、学生が入学する前又は入学後に行った短期大学又は高等専門学校
の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、
単位を与えることができる。
３　前第 １項及び第 ２項により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数は、第 ２ ７ 条の ２に
より修得したものとみなす単位数と合わせて ６ ０ 単位を超えないものとする。
４　本学に転・編入した者に与えることのできる単位数については別に定める。
第 ２ ７ 条の ４  本学は、教育上有益と認めるときは、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教
室等以外の場所で履修させることができる。
２  　前第 １項の規定により与えることができる単位数は、 ６ ０ 単位を超えないものとする。                                                    
第 ２ ８ 条　各学部及び学科に教育職員免許状授与の所要資格を得させるための課程（以下「教職課程」とい
う。）を置く。
２　教職課程の授業科目及び単位数のうち、教科に関する専門的事項の科目は第 ２ ６ 条別表の定めるところ
により、各教科の指導法、教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生
徒指導、教育相談等に関する科目、教育実践に関する科目、大学が独自に設定する科目は本条別表の定め
るところによる。
３　免許状を取得するための履修方法等については、別に定める。
第 ２ ８ 条の ２　社会福祉士の受験資格を得ようとする者のために社会福祉士課程を設け、別表第 ５に掲げる
授業科目を置く。
第 ２ ８ 条の ３　（介護福祉士課程科目）削除
第 ２ ８ 条の ４　（企業人育成課程科目）削除
第 ２ ８ 条の ５　公務員等を目指す者のためのキャリア教育として、別表第 ８に掲げる授業科目を置く。
第 ２ ８ 条の ６　看護学部看護学科に、看護師教育課程を設け、別表第 ３第 ５項に掲げる授業科目を置く。看
護師国家試験受験資格を取得するための履修方法等については、別に定める。
第 ２ ８ 条の ７　看護学部看護学科に、保健師教育課程を設け、別表第 ３第 ５項に掲げる授業科目を置く。保
健師国家試験受験資格を取得するための履修方法等については、別に定める。
第 ２ ９ 条　本学学部学科において教育職員免許法第 ５条及び同法施行規則に基づき所定の単位を修得した者
は次の教科の教育職員免許状を取得することができる。
　（ １）経済学部経済学科
　　「公民」高等学校教諭一種免許状
　　「商業」高等学校教諭一種免許状
　　「社会」中学校教諭一種免許状
　（ ２）経済学部公共政策学科
　　「公民」高等学校教諭一種免許状
　　「福祉」高等学校教諭一種免許状
　　「社会」中学校教諭一種免許状
　（ ３）経営学部経営情報学科
　　「商業」高等学校教諭一種免許状
　　「情報」高等学校教諭一種免許状
　（ ４）経営学部スポーツ経営学科
　　「商業」高等学校教諭一種免許状
　　「保健体育」中学校教諭一種免許状
　　「保健体育」高等学校教諭一種免許状
第 ３ ０ 条　各授業科目の単位数は、 １単位の授業科目を ４ ５ 時間の学修を必要とする内容をもって構成する
ことを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、
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次の基準により単位数を計算するものとする。
　（ １ �）講義及び演習については、 １ ５ 時間から ３ ０ 時間までの範囲で当該教授会が定める時間の授業を

もって １単位とする。
　（ ２ �）実験、実習及び実技については、 ３ ０ 時間から ４ ５ 時間までの範囲で当該教授会が定める時間の授

業をもって １単位とする。
　（ ３ �）一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行なう

場合については、その組み合わせに応じ、前二号に規定する基準を考慮して、当該教授会が定める時
間の授業をもって １単位とする。

２　前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果
を評価して単位を授与することが適切であると認められる場合には、当該教授会が単位数を定めることが
できる。
第 ３ １ 条　削除
第 ３ ２ 条　授業科目を履修した者に対しては、試験その他の方法により学業成績を評価する。
第 ３ ３ 条　学業成績は、「ＡＡ」「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」及び「Ｄ」とし、Ｃ以上をもって合格とする。
　ＡＡ　 ９ ０ 点～ １ ０ ０ 点
　　Ａ　 ８ ０ 点～　 ８ ９ 点
　　Ｂ　 ７ ０ 点～　 ７ ９ 点
　　Ｃ　 ６ ０ 点～　 ６ ９ 点
　　Ｄ　　 ０点～　 ５ ９ 点
２ 　前項によりＣ以上をもって合格した者には、その授業科目所定の単位を与える。
第 ３ ４ 条　学生が正当な理由で受験できない場合は、願い出により追試験を行うことがある。
２　不合格となった科目については、願い出により再試験を行うことがある。

　　　第 ４章　外国人留学生、委託生、科目等履修生、聴講生、特別科目等履修生及び短期留学生
第 ３ ５ 条　第 １ ２ 条に定める入学資格を有する外国人で大学において教育を受ける目的をもって入国し、本
学に入学を志願する者については、選考のうえ、外国人留学生として入学を許可するものとする。
第 ３ ６ 条　他の大学、公共機関又は法人等から委託生として推薦された者については、選考のうえ、これを
受託するものとする。
第 ３ ７ 条　授業科目の一部について履修を希望する者については、選考のうえ、科目等履修生として許可す
るものとする。
２　授業科目の一部について聴講のみを希望する（単位取得を希望しない）者については、選考のうえ、聴
講生として許可するものとする。
３　他の大学又は短期大学等との単位互換協定に基づき、授業科目の一部について履修を希望する者には、
特別科目等履修生として許可するものとする。
第 ３ ８ 条　他の大学又は短期大学等の学生が本学に留学を希望する者については、選考のうえ、短期留学生
として許可するものとする。
第 ３ ９ 条　外国人留学生には、本学則を適用する。
２　委託生、科目等履修生、聴講生、特別科目等履修生及び短期留学生には、第 ４条、第 ５条、第 ２ ７ 条か
ら第 ２ ７ 条の ３を除き、本学則を準用する。

　　　第 ５章　職員組織
第 ４ ０ 条　本学に次の職員を置く。
　学長　副学長　教授　准教授　講師　助教　助手
　事務局長　事務職員　スポーツ指導職員　技術職員
第 ４ １ 条　各学部に学部長、学生支援部に教務部長、学生部長及びキャリア支援部長、図書館に図書館長を
置く。
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　　　第 ６章　大学協議会、教授会
第 ４ ２ 条　本学に大学協議会を置く。
２　大学協議会は、学長、副学長、学部長、教務部長、学生部長、キャリア支援部長、図書館長、事務局長
及び学務部長をもって組織する。
３　大学協議会は次の事項を審議した上で、学長が第 １号、第 ３号及び第 １ １ 号を理事長に報告するものと
し、その他の各号は学長が決定する。
　（ １）教員の配置など人事に関する事項
　（ ２）学部長、研究科長の人事に関する事項
　（ ３）学部、学科、大学院、その他機関・組織の設置、廃止に関する事項
　（ ４）学部、大学院、その他学内諸機関の連絡、調整に関する事項
　（ ５）教育計画に関する事項
　（ ６）研究及び教育の条件に関する事項
　（ ７）学業評価に関する事項
　（ ８）学生の入学、再入学、転・編入学及び卒業に関する事項
　（ ９）学生の懲戒処分に関する事項
　（ １ ０ ）学生の厚生補導に関する事項
　（ １ １ ）学則の改正
　（ １ ２ ）学内諸規程の制定・改廃に関する事項
　（ １ ３ ）その他大学運営に必要な事項
４　その他、大学協議会に必要な事項は、別に定める。
第 ４ ３ 条　各学部に教授会を置く。
２　教授会は、その学部に所属する専任の教授、准教授、講師及び助教をもって組織する。
３　教授会には学部長が必要と認めたときは、所属学部以外の職員を出席させることができる。
４　教授会は、学長が決定するにあたり、次の事項について審議し、意見を述べるものとする。
　（ １）学生の入学、再入学、転・編入学、卒業及び課程の修了に関する事項
　（ ２）学位の授与に関する事項
　（ ３）学業評価に関する事項
　（ ４）教員の教育研究業績の審査（選考）など人事に関する事項
　（ ５）学部長の選挙に関する事項
　（ ６）研究及び教授に関する事項
　（ ７）教育課程の編成、履修の方法及び試験に関する事項
　（ ８）学生の懲戒処分に関する事項
　（ ９）学生の厚生補導に関する事項
　（ １ ０ ）その他学部の運営に必要な事項
５　教授会は、前項に定める事項のほかに、次の事項について審議する。
　（ １）教育研究に関する学内諸規程の制定・改廃に関する事項
　（ ２）その他教育研究に関する事項
６　その他、教授会運営に必要な事項は、別に定める。
第 ４ ４ 条　学長、学部長又は教授会が、各学部に共通する重要事項について協議する必要を認めたときは、
合同会議を開くことができる。
　　　附　則
　この学則は、昭和 ４ ２ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この学則は、昭和 ４ ３ 年 ４ 月 １ 日から実施する。
　　　附　則
　この学則は、昭和 ４ ４ 年 ４ 月 １ 日から実施する。
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　　　附　則
　この学則は、昭和 ４ ６ 年 ４ 月 １ 日から実施する。ただし、経済学部第一部経済学科において昭和 ４ ６ 年度
の卒業予定年次に在学する者については、従前の学則を適用するものとする。
　　　附　則
　この学則は、昭和 ４ ７ 年 ４ 月 １ 日から実施する。
　　　附　則
　この学則は、昭和 ５ １ 年 ４ 月 １ 日から実施する。
　　　附　則
　この学則は、昭和 ５ ４ 年 ４ 月 １ 日から実施する。ただし、昭和 ５ ４ 年度の卒業予定年次に在学する者につ
いては、従前の学則を適用するものとする。
　　　附　則
　この学則は、昭和 ５ ５ 年 ４ 月 １ 日から実施する。
　　　附　則
　この学則は、昭和 ５ ７ 年 ４ 月 １ 日から実施する。
　　　附　則
１　この学則は、昭和 ５ ８ 年 ４ 月 １ 日から実施する。
２　学則第 ３条に定める経済学部第二部経済学科（入学定員 １ ０ ０ 名）の学生募集を停止する。
　　　附　則
　この学則は、昭和 ５ ９ 年 ４ 月 １ 日から実施する。
　　　附　則
　この学則は、昭和 ６ ０ 年 ４ 月 １ 日から実施する。
　　　附　則
１　この学則は、昭和 ６ １ 年 ４ 月 １ 日から実施する。
２　昭和 ６ ０ 年度以前の入学生にあっては、従前の学則を適用するものとする。
　　　附　則
　この学則は、昭和 ６ ２ 年 ４ 月 １ 日から実施する。
　　　附　則
　この学則は、昭和 ６ ３ 年 ４ 月 １ 日から実施する。
　　　附　則
　この学則は、平成 ２年 ４月 １日から実施する。ただし、平成元年度以前の入学者については従前の学則を
適用するものとする。
　　　附　則
１　この学則は、平成 ３年 ４月 １日から実施する。ただし、第 ２ ８ 条及び第 ２ ９ 条については、平成 ２年度
入学者から適用するものとする。
２　学則第 ３条の規定にかかわらず、平成 ３年度から平成 １ １ 年度までの間、経済学部産業経営学科の入学
定員は次のとおりとする。
　　経済学部産業経営学科　 ２ ５ ０ 名
　　　附　則
　この学則は、平成 ３年 ７月 １日から実施する。
　　　附　則
　この学則は、平成 ４年 ４月 １日から実施する。
　　　附　則
１　この学則は、平成 ６年 ４月 １日から実施する。ただし、平成 ５年度以前の入学者については、従前の学
則を適用するものとする。
２　学則第 ３条の規定にかかわらず、平成 ６年度から平成 １ １ 年度までの間、経営学部産業経営学科の入学
定員を ２ ５ ０ 名とする。
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　　　附　則
　この学則は、平成 ９年 ４月 １日から実施する。ただし、平成 ８年度以前の入学者については、従前の学則
を適用するものとする。
　　　附　則
　この学則は、平成 １ ０ 年 ４ 月 １ 日から実施する。
　　　附　則
　この学則は、平成 １ １ 年 ４ 月 １ 日から実施する。ただし、平成 １ ０ 年度以前の入学者については従前の学
則を適用するものとする。
　　　附　則
１　この学則は、平成 １ ２ 年 ４ 月 １ 日から実施する。
２　学則第 ３条の規定にかかわらず、平成 １ ２ 年度から平成 １ ６ 年度までの間、経営学部産業経営学科の入
学定員を ２ ０ ０ 名とする。

　　　附　則
１　この学則は平成 １ ３ 年 ４ 月 １ 日から実施する。ただし、平成 １ ２ 年度以前の入学者については、従前の
学則を適用するものとする。
２　学則第 ３条の規定にかかわらず、平成 １ ３ 年度から平成 １ ６ 年度までの間、経営学部ビジネス戦略学科
の入学定員を ２ ０ ０ 名とする。

　　　附　則
１　この学則は、平成 １ ４ 年 ４ 月 １ 日から実施する。ただし、平成 １ ３ 年度以前の入学者については、従前
の学則を適用するものとする。
２　学則第 ３条の規定にかかわらず、平成 １ ３ 年度までの経営学部ビジネス戦略学科の入学定員を ２ ０ ０ 名
とする。
　　　附　則
　この学則は、平成 １ ５ 年 ４ 月 １ 日から実施する。
　　　附　則
　この学則は、平成 １ ６ 年 ４ 月 １ 日から実施する。
　　　附　則
　この学則は、平成 １ ６ 年 １ ０ 月 １ 日から実施する。
　　　附　則
　この学則は、平成 １ ７ 年 ４ 月 １ 日から実施する。
　　　附　則
　この学則は、平成 １ ８ 年 １ 月 １ 日から実施する。
　　　附　則
　この学則は、平成 １ ８ 年 ４ 月 １ 日から実施する。ただし、平成 １ ７ 年度以前の入学者については、従前の
学則を適用するものとする。
　　　附　則
　この学則は、平成 １ ８ 年 ６ 月 １ 日から実施する。
　　　附　則
　この学則は、平成 １ ９ 年 ４ 月 １ 日から実施する。
　　　附　則
　この学則は、平成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日から実施する。
　　　附　則
　この学則は、平成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日から実施する。
　　　附　則
　この学則は、平成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日から実施する。
　　　附　則
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　この学則は、平成 ２ ３ 年 ４ 月 １ 日から実施する。
　　　附　則
１　この学則は、平成 ２ ４ 年 ４ 月 １ 日から実施する。
２　岐阜経済大学経済学部臨床福祉コミュニティ学科は、改正後の学則第 ２条、第 ３条の規定にかかわらず
平成 ２ ４ 年 ３ 月 ３ １ 日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとす
る。
３　岐阜経済大学経済学部臨床福祉コミュニティ学科介護福祉士課程は、改正後の学則第 ２ ８ 条の ３の規定
にかかわらず平成 ２ ４ 年 ３ 月 ３ １ 日に当該学科介護福祉士課程に在学する者が当該学科に在学しなくなる
までの間、存続するものとする。
　　　附　則
　この学則は、平成 ２ ５ 年 ２ 月 １ 日から実施する。
　　　附　則
　この学則は、平成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日から実施する。
　　　附　則
　この学則は、平成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日から実施する。
　　　附　則
　この学則は、平成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日から実施する。
　　　附　則
　この学則は、平成 ２ ８ 年 ３ 月 ３ １ 日から実施する。
　　　附　則
　この学則は、平成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日から実施する。ただし、平成 ２ ８ 年度以前の入学者については、従前の
学則を適用するものとする。
　　　附　則
　この学則は、平成 ２ ９ 年 ６ 月 １ 日から実施する。
　　　附　則
　この学則は、平成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日から実施する。ただし、平成 ２ ９ 年度以前の入学者については、従前の
学則を適用するものとする。
　　　附　則（看護学部の設置、教職科目の配置区分変更）
　この学則は、平成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日から実施する。ただし、平成 ３ ０ 年度以前の入学者については、従前の
学則を適用するものとする。
　　　附　則（大学名称変更、再試験制度の変更）
　この学則は、平成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日から実施する。
　　　附　則
　この学則は、令和 ２年 ４月 １日から実施する。ただし、平成 ３ １ 年度以前の入学者については、従前の学
則を適用するものとする。
　　　附　則
　この学則は、令和 ２年 １ １ 月 １ 日から実施する。
　　　附　則
　この学則は、令和 ３年 １ １ 月 １ 日から実施する。
　　　附　則
　この学則は、令和 ３年 ４月 １日から実施する。ただし、令和 ２年度以前の入学者については、従前の学則
を適用するものとする。
　　　附　則
　この学則は、令和 ４年 ４月 １日から実施する。ただし、令和 ３年度以前の入学者については、従前の学則
を適用するものとする。
　　　附　則
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　この学則は、令和 ５年 ４月 １日から実施する。ただし、令和 ４年度以前の入学者については、 従前の学則
を適用するものとする。
（別表第 ４（第 2 8 条関係）における教職課程科目の名称変更）
　この学則は、令和 ５年 ４月 １日から実施する。ただし、令和 ４年度入学生については、第 ２年次から適用
するものとする。
　　　附　則（情報メディア学科の学科名称変更）
　この学則は、令和 ６年 ４月 １日から実施する。ただし、令和 ４年度以前の経営学部情報メディア学科の入
学者については、別表第 ３、 ４及び ８は従前の学則を適用するものとする。
　　　附　則
　この学則は、令和 ６年 ４月 １日から実施する。ただし、令和 ５年度以前の入学者については、 従前の学則
を適用するものとする。
（別表第 ４（第 2 8 条関係）における教職課程科目の開講年次変更）
　この学則は、令和 ６年 ４月 １日から実施する。ただし、令和 ４年度入学生については、第 ３年次から適用
するものとする。
　　　附　則
　この学則は、令和 7年 ４月 １日から施行する。ただし、令和 6年度以前の入学者については、 従前の学則
を適用するものとする。
　　　附　則
　この学則は、令和 8年 ４月 １日から実施する。ただし、令和 7年度以前の入学者については、 従前の学則
を適用するものとする。

別表第 １（第 ２ ２ 条関係）経済学部・経営学部学費　　（単位　円）
4

区　分 学　費 年　額
4

経済学部
　　経済学科
　　公共政策学科
経営学部
　　経営情報学科

入 学 料
（入学時のみ） 200   , 000 

授 業 料 6 00  , 000 
教 育 充 実 費 410   , 000 

計 1 , 210   , 000 

経営学部
　　スポーツ経営学科

入 学 料
（入学時のみ） 200   , 000 

授 業 料 6 00  , 000 
教 育 充 実 費 500   , 000 

計 1 , 300   , 000 

　ただし、令和 6年度以前の入学者については当該入学年次の学費を適用する。
　
別表第 ２（第 ２ ２ 条関係）看護学部学費　　　　　　　（単位　円）

区　分 学　費 年　額

看護学部

入 学 料
（入学年次のみ） 200   , 000 

授 業 料 8 00  , 000 
教 育 充 実 費 500   , 000 
実 験 実 習 費 200   , 000 

計 1 , 7 00  , 000 
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岐阜協立大学教務規程
（制定　 １ ９ ６ ９ 年 ４ 月 １ 日）

第 １条　本学における教務の取扱いについては、岐阜協立大学学則（以下「学則」という。）に基づいて、
この規程に定めるところによる。
　（学籍）
第 ２条　本学の入学選考に合格した者が、入学選抜及び入学手続規程第 ４条に定める入学手続を了えたとき
は、これに学生番号を与え、学籍原簿に記載するものとする。
２　前項の学生番号は、卒業のときまで原則これを変更しない。
第 ３条　学籍原簿及び各種証明書に記載する学生の氏名は、日本人にあっては住民票、外国人にあっては住
民票または旅券に記載されている本名とする。
第 ４条　学生は、本学に在籍中、他の大学の学生になることはできない。
第 ５条　第 ２条に定める入学生のうち、就学の意志がないと認められた者があるとき、学長は、教授会の議
を経て、 ４月 １日付で除籍する。
　（学生証）
第 ６条　学生証は、入学年次の初めに交付するものとする。
第 ７条　学生証を紛失又は汚損した者が所定の手続により願い出たときは、これに学生証を再交付すること
ができる。
第 ８条　学生に卒業証書・学位記を授与するときは学生証を返還させるものとする。ただし、帰省等のため
に学生証を必要とするときは、使用後これを返還させることができる。
　（休学・復学）
第 ９条　学則第 １ ８ 条により休学しようとする者は、所定の休学願を提出しなければならない。
２　次の期日までに休学を許可された場合、休学を許可された日から ２週間以内に学費に替えて在籍料を納
入するものとする。
　　前学期　　　 ５月 ３ １ 日
　　後学期　　 １ １ 月 １ ５ 日
３ 　前項の期間内に在籍料を納入しない場合は、休学の許可を取り消すものとする。
第 １ ０ 条　休学した者が更に休学しようとするときは、前学期については ３月 １ ０ 日、後学期については ８
月末日までに改めて休学願を提出しなければならない。
第 １ １ 条　休学した者が復学しようとするときは、所定の復学願を提出しなければならない。
２　前項の願出は、前学期については ３月 １ ０ 日、後学期については ８月末日までに行うものとする。
３　前項の期日までに復学、退学または休学の手続を行わなかった者は、休学期間最終日をもって除籍する。
第 １ ２ 条　復学を許可する時期は前学期および後学期の初めとする。
　（除籍・復籍）
第 １ ３ 条　次の各号のいずれかに該当する者は、除籍する。
　（ １）所定の納入期日までに学費を納入しなかった者
　（ ２）休学者で所定の期日までに復学、退学または休学手続を行わなかった者
　（ ３）在学期間を満了した者
　（ ４）就学の意思がない者
　（ ５）外国人留学生で在留資格「留学」を取得できなかった者。取得確認ができなかった者も含む。
２　第 １項第 １号の学費未納による除籍は、次の期日に行い、その除籍日付はその学生の学費完納の期日と
する。なお延納願出者については、延納期日に行う。
　　前学期分　　　 ５月 ３ １ 日
　　後学期分　　 １ １ 月 ３ ０ 日
３ 　第 １項第 ５号の在留資格「留学」を取得できなかった者の除籍は、在留資格「留学」を取得できなかっ
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た日をもって除籍とする。ただし、入学者については、 ４月末日をもって除籍とする。　
第 １ ４ 条　前条第 ２項により除籍された者が、次の期日までに所定の学費に復籍審査料を添えて復籍を願い
出たときは、これを許可することができる。
　　前学期　　　 ７月 ２ ０ 日
　　後学期　　　 １月 ２ ０ 日
第 １ ５ 条　第 13  条第 1項第 １号によって除籍された者が前条に定める期日をこえても復籍を願い出ないと
きは、これを退学として処置する。
　（退学・再入学）
第 １ ６ 条　学則第 ２ ０ 条により退学を願い出る者は、所定の退学願に学生証を添えて提出しなければならな
い。
２　著しい成績不振が続く場合は、別に定める基準により、退学を勧告する。
第 １ ７ 条　退学を願い出た者がその期の学費を未納のときは、退学の日付はその学費完納の期日とする。
第 １ ８ 条　学則第 ２ ２ 条第 ４項により除籍された者が再入学を願い出たとき、学長は教授会及び大学協議会
の審議を経て、これを許可することがある。
第 １ ９ 条　学則第 ２ １ 条及び前条により再入学を願い出ることができる期間は退学した年度の末から ３ヵ年
以内とし、その年度の ２月末日までに所定の再入学願に再入学審査料を添えて提出しなければならない。
第 ２ ０ 条　再入学を許可された者は、指定の期日までに所定の学費を納めなければならない。
　（転学部・転学科）
第 ２ １ 条　他学部へ転学部又は他学科へ転学科を希望する者は、 ２月末日までに所定の願書を提出しなけれ
ばならない。
第 ２ ２ 条　転学部・転学科に関する手続きは、「岐阜協立大学転学部・転学科規程」に定める。
　（他大学受験）
第 ２ ３ 条　削除
　（授業時間）
第 ２ ４ 条　授業時間は次の通りとする。
　【北方キャンパス】
　　第 １時限　　 ９： １ ０ ～ １ ０ ： ４ ０
　　第 ２時限　 １ ０ ： ５ ０ ～ １ ２ ： ２ ０
　　第 ３時限　 １ ３ ： ０ ０ ～ １ ４ ： ３ ０
　　第 ４時限　 １ ４ ： ４ ０ ～ １ ６ ： １ ０
　　第 ５時限　 １ ６ ： ２ ０ ～ １ ７ ： ５ ０
　　第 ６時限　 １ ８ ： ０ ０ ～ １ ９ ： ３ ０
　　第 ７時限　 １ ９ ： ４ ０ ～ ２ １ ： １ ０
　【西之川キャンパス】
　　第 １時限　　 ９： ０ ０ ～ １ ０ ： ３ ０
　　第 ２時限　 １ ０ ： ４ ０ ～ １ ２ ： １ ０
　　第 ３時限　 １ ３ ： ０ ０ ～ １ ４ ： ３ ０
　　第 ４時限　 １ ４ ： ４ ０ ～ １ ６ ： １ ０
　　第 ５時限　 １ ６ ： ２ ０ ～ １ ７ ： ５ ０
　（受講登録）
第 ２ ５ 条　学生は、学年次又は学期の初めに、所定の期日までに所定の手続により履修科目の受講登録を行
わなければならない。
２　学生が各年次、各学期において受講登録できる単位数等は学部毎に別に定めるものとする。
第 ２ ６ 条　受講登録は、所定の修正期間以外にはその追加、変更又は取消しを認めない。
　（試験）
第 ２ ７ 条　各学期末には定期試験を各科目について実施する。
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第 ２ ８ 条　授業科目によっては、前条の試験を実施しないことがある。また、前条の定期試験のほか、臨時
に試験を実施することがある。
第 ２ ９ 条　受講登録を行わない科目については、受験を認めない。
第 ３ ０ 条　（削除）
第 ３ １ 条　欠席が授業日数の ３分の １をこえる者については、原則として受験を認めない。
　（受験）
第 ３ ２ 条　試験を受ける者は、机上に学生証を呈示しなければならない。
第 ３ ３ 条　試験開始時間に ２ ０ 分以上遅刻した者は受験を認めない。また開始後 ３ ０ 分以内の退室は認めな
い。
第 ３ ４ 条　無記名の答案は無効とする。
第 ３ ５ 条　受験中に不正行為を行った者は、学則第 ２ ３ 条に基づいて処分する。
　（追試験）
第 ３ ６ 条　病気、鉄道事故その他不慮の災害又は就職試験等やむを得ないと認められる事情によって定期試
験を受験できなかった者がその科目の試験施行前後 １週間以内に所定の様式に証明書を添えて追試験を願
い出たときは、これを許可することがある。
第 ３ ７ 条　追試験を許可された者は、追試験料を納めなければならないことがある。
第 ３ ８ 条　追試験は、定期試験終了後 ４週間以内に実施するものとする。
第 ３ ９ 条　削除
　（再試験）
第 ４ ０ 条　不合格となった科目について、所定の期日までに再試験受験を願い出たときは、これを許可する
ことがある。
２　再試験の許可対象者等については学部毎に別に定めるものとする。
第 ４ １ 条　再試験を許可された者は、再試験料を納めなければならない。
第 ４ ２ 条　再試験の成績は、可否によって評価するものとする。
　（試験時間）
第 ４ ３ 条　定期試験及び追・再試験の試験時間は、 ６ ０ 分または ９ ０ 分とする。
　（学業成績）
第 ４ ４ 条　学業成績は １ ０ ０ 点満点とし、 ６ ０ 点以上を合格、 ６ ０ 点に満たないものを不合格とする。
２　次の各号のいずれかに該当する者は失格とし、成績評価はしないものとする。
　（ １）欠席が授業日数の ３分の １をこえた者
　（ ２）成績評価に必要なレポート等を提出しなかった者
　（ ３）不正行為を行った者
　（ ４）授業妨害を行った者
　（ ５）その他当該科目担当教員の必要な指示に従わなかった者
第 ４ ５ 条　評点と評語の関係は次の通りとする。
　ＡＡ　　 ９ ０ ～ １ ０ ０ 点
　　Ａ　　 ８ ０ ～　 ８ ９ 点
　　Ｂ　　 ７ ０ ～　 ７ ９ 点
　　Ｃ　　 ６ ０ ～　 ６ ９ 点
　　Ｄ　　　 ０～　 ５ ９ 点（不合格）
第 ４ ６ 条　学業成績は評語によって学生に発表する。
第 ４ ７ 条　成績証明書は、ＡＡ、Ａ、Ｂ、Ｃをもって表示する。
　（単位の認定）
第 ４ ８ 条　単位の認定は、学期末の学業評価により合格した科目について行う。
第 ４ ９ 条　修得した単位及びその成績評価は、所定の期日に学生ポータルにて発表する。
第 ５ ０ 条　一度合格点を得た科目については、いかなる事情があっても再度履修することを認めない。
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第 ５ １ 条　転・編入学した者の単位認定については、転・編入学以前に在学した大学、短期大学等において
修得した単位のうち本学において設置する授業科目に限り、第 ２年次生にあっては ３ ４ 単位以内において、
これを認定することができる。
　　第 ３年次生にあっては、転入学者（大学 ２年次修了者）は、 ６ ０ 単位を超えない範囲で包括単位認定お
よび個別単位認定する。編入学者（短期大学等卒業者）は、 ６ ０ 単位を包括単位認定する。包括単位認定
は、「基礎教育科目」および「演習Ⅰ」について卒業に必要な単位数と「自由科目・他大学科目」とする。
入学前の学修歴等によっては、個別単位認定などにより調整することがある。ただし、教職に関する科目
並びに教科に関する科目のうち教員免許法に定められた必修科目の単位、及び学則別表第 ５に定める社会
福祉士の受験資格を得るために必要な科目の単位については別に認定することができる。
第 ５ １ 条の ２　学生が他の大学又は短期大学において修得した授業科目の単位については、学則第 ２ ７ 条の
２に基づき、当該学生の属する学部・学科の授業科目の単位に認定することができる。

第 ５ １ 条の ３　第 １年次に入学した者が、入学前に大学又は短期大学において修得した授業科目の単位につ
いては、学則第 ２ ７ 条の ３第 １項に基づき当該学生の属する学部・学科の授業科目の単位に認定すること
ができる。
２　他大学との協定に基づき転・編入学した者が、科目等履修生として修得した本学の授業科目の単位につ
いては、第 ５ １ 条第 １項に定める包括単位認定とは別に単位認定することができる。
第 ５ １ 条の ４　学生が入学する前又は入学後に行った短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その
他文部科学大臣が定める学修については、学則第 ２ ７ 条の ３第 ２項に基づき別に定めるところにより本学
における授業科目の履修とみなし、当該学生の属する学部・学科の授業科目の単位を与えることができる。
第 ５ ２ 条　前条による単位認定は「認定」とのみ表示し、成績評価はこれを表示しない。
　（証明書）
第 ５ ３ 条　学生証、通学証明書及び学生旅客運賃割引証、並びに成績、在学及び卒業等の証明書は学長名を
もって発行するものとする。
第 ５ ３ 条の ２　卒業見込証明書は、第 ４年次以上に在学する者で、学部毎に別に定める単位数を修得し、卒
業必要単位を受講登録した者に対して交付することができる。
　（卒業期日）
第 ５ ４ 条　 ４年以上在学し、卒業要件単位の不足のために卒業延期となった者が、翌学年度前期末で卒業要
件単位数を充足した場合の卒業の日は、 ９月末日とする。
２　 ３ヶ月をこえる休学者又は停学処分を受けた者の卒業の日が前期の中途となるときは、これを ９月末日
とし、後期の中途となるときは、年度末とする。
第 ５ ５ 条　前条に定める ９月末日卒業の学生の学費は、前期分の学費とする。
　（科目等履修生）
第 ５ ６ 条　学則第 ３ ７ 条により授業科目の一部について履修を希望する者は、所定の期日までに所定の「科
目等履修願」を提出しなければならない。
第 ５ ７ 条　科目等履修生として、別に定める「岐阜協立大学科目等履修生規程」に基づき許可された者は、
所定の期日までに科目履修料を納めなければならない。ただし、本学大学院生が学部の「教職課程」科目
を履修する場合はこのかぎりではない。
第 ５ ８ 条　科目等履修生の在学期間は １年又は半年とする。
２　 １年間に履修できる単位数は、 ３ ０ 単位以内とする。
第 ５ ９ 条　科目等履修生は、本規程第 ４ ０ 条、第 ４ １ 条及び第 ４ ２ 条により、在学生に準じて再試験を受験
することができる。
　　　附　則
　この規程は、 １ ９ ６ ９ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 １ ９ ７ ２ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
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　この規程は、 １ ９ ７ ４ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 １ ９ ７６  年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 １ ９ ８ ２ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 １ ９ ８ ３ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 １ ９ ８ ５ 年 ２ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 １ ９ ８７  年 ３ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 １ ９ ９ １ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 １ ９ ９ ３ 年 １ 月 ２ ０ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 １ ９ ９ ４ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規定は、 １ ９ ９ ８ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 １ ９ ９ ８ 年 ４ 月 １ ０ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 １ ９ ９ ９ 年 １ 月 １ ０ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 ２ ０ ０ ０ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 ２ ０ ０ １ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 ２ ０ ０ ２ 年 ４ 月 １ 日から施行する。ただし、 ２ ０ ０ １ 年度以前の入学者については、従前の
教務規程を適用するものとする。
　　　附　則
　この規程は、 ２ ０ ０ ４ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 ２ ０ ０ ４ 年 ９ 月 ２ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 ２ ０ ０ ５ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 ２ ０ ０ ６ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 ２ ０ ０ ９ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 ２ ０ １ ０ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 ２ ０ １ ２ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 ２ ０ １ ４ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
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　　　附　則
　この規程は、 ２ ０ １ ５ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 ２ ０ １ ５ 年 ６ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 ２ ０ １ ７ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 ２ ０ １ ９ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 ２ ０ ２ ２ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 ２ ０ ２ 3 年 ４ 月 １ 日から施行する。

岐阜協立大学看護学部看護学科　履修に関する申し合わせ
（制定　 ２ ０ １ ９ 年 ４ 月 １ 日）

　（趣旨）
第 １条　本看護学部看護学科（以下、「看護学部」という。）の履修に関する事項は、岐阜協立大学学則（以
下、「学則」という。）及び岐阜協立大学教務規程（以下、「教務規程」という。）、岐阜協立大学看護師
教育課程履修規程及び岐阜協立大学保健師教育課程履修規程に定めるもののほか、この申し合わせの定め
るところによるものとする。
　（単位の計算）
第 ２条　学則第 30  条に基づき、専門基礎科目、専門科目、発展科目の単位数は、 １単位の授業科目を 45
時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育
効果、授業時間以外に必要な学修等を考慮して、次の各号の基準により計算するものとする。
　（ １）講義については、 15  時間の授業をもって １単位とする。
　（ ２）演習については、 30  時間の授業をもって １単位とする。
　（ ３）実験・実習については、 45  時間の授業をもって １単位とする。
２　発展科目「地域医療活動論」については、学則第 30  条第 ２項に該当する演習科目であるが 30  時間の
授業をもって ２単位とする。
　（受講登録）
第 ３条　教務規程第 25  条第 ２項に基づき、看護学部の学生が各年次において履修登録できる単位数は、
4 8 単位とする。
２　受講登録の際、履修できる単位の上限を超えて追加履修することを認めることがある。
　（出席時間数、単位修得資格）
第 ４条　教務規程第 31  条に関わらず、専門基礎科目、専門科目、発展科目においては、出席時間数が授業
実施時間数の ３分の ２に満たない者は失格とし、成績評価はしないものとする。
２　出席時間数を計算する際、 20  分以上の遅刻・早退が ３回に至った場合は欠席 １回（ ２時間）と数える。
実習科目の遅刻・早退は、実質の出席時間数をもって実習出席時間数とする。
　（定期試験）
第 ５条　授業科目の定期試験は、原則として定期試験期間において実施する。必要時は、当該授業科目の開
講学期内に実施することがある。
２　教務規程第 32  条、第 33  条、第 34  条に基づき、試験のうち筆記試験においては、次の事項を厳守す
る。
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　（ 1� ）試験中は、学生証を机上に置き、受験する。学生証を忘れた場合は、臨時学生証の交付を受ける。
交付手続で試験開始時刻に遅れた場合でも、試験時間の延長は認めない。

　（ 2）学籍番号、氏名の記載がない解答用紙は無効とする。
　（ 3）試験開始 20  分以上の遅刻、 30  分以内の退室は認めない。
　（ 4）試験監督者の指示に従う。
　（ 5）受験中は指定された物品以外のものを所持してはならない。
　（ 6 �）受験中は不正行為をしてはならない。不正行為をした場合は、学則第 23  条、教務規程第 35  条、

及び岐阜協立大学学生懲戒規程に基づき、看護学部教授会で審議し、懲戒処分を行う。
　（追試験）
第 ６条　教務規程第 3 6 条に基づき、病気その他やむを得ない理由で欠席した者に対し、追試験を行うこと
ができる。
２　追試験を希望する学生は、所定期間内に所定の様式で教務課へ願い出なければならない。
３　追試験は、 １科目 １回限りとする。
４　追試験の再試験は実施しない。
　（再試験）
第 ７条　教務規程第 40  条に基づき、定期試験における成績評定が不合格「Ｄ」判定の者に対し、再試験を
行うことができる。
２　再試験を希望する学生は、所定期間内に所定の様式で教務課へ願い出なければならない。
３　再試験は、 １科目 １回限りとする。
４　再試験の成績は、 6 0 点を上限とする。
　（追実習）
第 ８条　看護学実習科目において病気その他やむを得ない理由で欠席した者に対し、必要に応じて追実習を
認めることができる。
２　前項の実習を認められた学生は、原則として １週間以内に、欠席理由を証明する書類を添えて、所定の
様式を教務課へ提出し、実習日数に応じた追実習費を納めなければならない。
３　追実習の場所、及び実習内容は、担当教員が判断し、看護学部教授会の審議を経て決定する。　
　（再実習）
第 ９条　看護学実習科目における再実習は、原則として実施しない。
　（看護学実習の履修要件）
第 10  条　看護師免許、保健師免許を有しない学生が当該実習科目を履修するためには、学生がケア対象に
対して安全に技術を提供できる十分な準備状況にあることが必要であるため、以下の（ １ )（ ２ ）に該当す
る場合、及び当該学生が実習を遂行できる状態にないと看護学部教授会が判断した場合、当該看護学実習
の履修を認めない。
　（ １）別表第 1の履修要件となる指定科目の単位を修得していない場合
　　　別表第 1（第 10  条関係）指定科目

看護学実習科目 履修時期 履修要件となる指定科目

基礎看護学実習Ⅰ 1年次後期 ・早期看護体験学習
・基礎看護学概論
・基礎看護技術論Ⅰ基本

基礎看護学実習Ⅱ 2年次前期 ・基礎看護技術論Ⅱ応用
・基礎看護技術論Ⅲ診療援助技術
・看護展開論
・フィジカルアセスメント演習
・基礎看護学実習Ⅰ
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老年看護学実習Ⅰ 2年次後期 ・�基礎看護学実習Ⅱ、老年看護学の概論、援助論、演習を
修得していること

成人看護学実習Ⅰ 3年次後期 ・基礎看護学実習Ⅱ
・成人看護学、老年看護学、母性看護学、小児看護学、精
神看護学、地域・在宅看護学の概論、援助論、及び演習
を修得していること
・老年看護学実習Ⅱについては、老年看護学実習Ⅰを修得
していること

成人看護学実習Ⅱ

老年看護学実習Ⅱ 3年次後期

母性看護学実習

小児看護学実習

精神看護学実習

地域・在宅看護学実習

看護統合実習 4年次前期 ・ 3年次後期までの看護学実習科目の全てを修得している
こと

【保健師教育課程】
公衆衛生看護学実習

4年次前期 ・ 3年次後期までの看護学実習科目の全てを修得している
こと
・公衆衛生看護学実習を除く保健師教育課程の全科目を修
得していること

　（ ２ �）突然意識を消失するなど、健康状態が不安定な状態にあり、医師による実習許可が得られない場合。
ただし、医師の診断・治療の結果、安全が確保できるとの診断書が提出された場合はこの限りでない。

第 11  条　卒業に相応しい基礎的学力を総括する発展科目においては、以下( １ )に該当する場合、当該科目
の履修を認めない。
　（ １）別表第 2の履修要件となる指定科目の単位の修得見込みのない場合
　　　別表第 2（第 11  条関係）指定科目

科目名 履修時期 履修要件となる指定科目

看護研究 3年次後期 ・ 3年次後期領域実習の単位が修得見込みであること

卒業研究ゼミナール 4年次通年 ・3年次後期までの必修科目の全てを修得見込みであること

総合看護論 4年次後期 ・ 4年次前期までの必修科目の全てを修得見込みであること

　（聴講の取り扱い）
第 12  条　聴講を希望する学生は、事前に担当教員に願い出て、許可を得なければならない。
２　専門基礎科目、専門科目、発展科目で履修が可能な科目においては、聴講を認めない。
　（公欠）
第 13  条　以下（ １）～（ ７）の事由による欠席を公欠とすることがある。
　（ １）忌引き（土・日・祝祭日を含む連続した下表の日数とする。）

続柄 父母 祖父母 兄弟姉妹 おじ・おば 配偶者 子ども

公欠期間 ７日 ３日 ３日 １日 10  日 ５ 日

　（ ２）学校保健安全法施行規則第 19  条に規定された感染症罹患による出席停止期間
　（ ３）天災（自治体発行の罹災証明書がある場合）
　（ ４）交通機関の事故・ストライキ（代替輸送の無い遅延を含む）
　（ ５）裁判員に指名
　（ ６）単位認定を伴う実習
　（ ７）大学が認める公式戦・行事
２　公欠扱いを希望する場合、第 １項（ １）～（ ４）は事由発生後 １週間以内、（ ５）～（ ７）は事由発生
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前に所定の手続きを行わなければならない。
３　専門基礎科目、専門科目、発展科目の成績評価は、第 ４条によるものとする。
　　　附　則
　この申し合わせは、看護学部教授会で定めるものとし、 2019    年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この申し合わせは、看護学部教授会で定めるものとし、 2023    年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この申し合わせは、看護学部教授会で定めるものとし、 2025    年 4 月 1 日から施行する。

課外活動規程
（制定　 １ ９ ７ ０ 年 ２ 月 ５ 日）

第 １条　この規程は、大学教育の一環としての課外活動の健やかな発展をはかるために、課外活動の自主性
を尊重し、学生並びに課外活動団体はその活動の民主的・積極的な推進に努めるものとする。
第 ２条　学生会は、学生部長を経て学長に、その会則・諸規程及び役員名簿を届け出るとともに年度ごとの
予算・決算を報告しなければならない。
第 ３条　学生会が部の設立を認めたときは、その設立趣意書・規約・部員名簿・役員名簿及び学生会の承認
書の写しを添えて、これを学生部長に届け出なければならない。
２　学生会が同好会の設立を認めたときも前項に準ずるものとする。
第 ４条　部及び同好会の設立趣意・規約・部員名簿・役員名簿に変更ないし異動を生じたときは、直ちにこ
れを学生部長に届け出るものとする。
第 ５条　部には顧問又は部長（以下「顧問」という。）を置く。顧問は本学教員のなかから各部の申請に基
づいて学長がこれを委嘱する。顧問は各部自治活動の育成にあたるものとする。
２　顧問が必要と認めたときは、副部長を置くことができる。副部長は本学事務職員のなかから顧問の申請
に基づいて、学長がこれを委嘱する。
３　顧問が必要と認めたときは、指導者（監督・コーチ等）を置くことができる。指導者は、専門的あるい
は技術的指導ができる者のなかから顧問の申請に基づいて、学長がこれを委嘱する。
第 ６条　部及び同好会にたいする部室の割当て及びその運営管理については別に定めるところによる。
第 ７条　課外活動団体が学内外において、又は学生が課外活動として、学内において次に掲げる事項を実施
しようとするときは、予めこれを学生部長に届け出るものとする。
　（ １）集会・行事・合宿等
　（ ２）募金及び署名運動
　（ ３）掲示・ポスター
　（ ４）印刷物の配布
２　集会・行事・合宿・募金又は署名運動等を届け出る際には、その内容・日時・場所・責任者氏名・参加
者名簿又は人員数等を付するものとする。
３　夏期・冬期及び春期休業中の行事については、その全スケジュールを休暇前に学生部長に提出するもの
とする。
第 ８条　課外活動団体が学外の諸団体へ加入し、又は脱退しようとするときは、学生部長を経て学長に届け
出るものとする。
第 ９条　課外活動団体が学外の諸団体と共催して行事を行おうとするときは、事前に顧問と協議し、次に掲
げる各事項を学生部長に届け出るものとする。
　（ １）共催団体名及び代表者名
　（ ２）行事の内容
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　（ ３）日時・場所
　（ ４）責任分担の範囲
第 １ ０ 条　課外活動団体又は課外活動を行おうとする学生が集会・行事等のために教室その他学内の諸施設
を使用しようとするときは、学生部長の許可を得るものとする。
　　　附　則
　この規程は、 ２ ０ ０ ２ 年 ４ 月 １ 日から施行する。

部室管理規程
（制定　 １ ９ ６ ９ 年 ５ 月 １ ０ 日）

第 １条　部室の管理は、施設及びその附属設備については、大学の責任とし、部室の使用及び各団体所有の
備品・用品等については、学生会が責任を負うものとする。
第 ２条　部室の割当てについては、学生会が所属各団体の要求をとりまとめ、学生部長を経て学長に届け出
るものとする。
第 ３条　部室使用時間は、日曜日・祝祭日を除き、午前 ９時より午後 ８時 ３ ０ 分までとする。上記の時間以
外及び日曜日・祝祭日に部室を使用しようとするときは、予め学生部長に申し出て、その許可を得なけれ
ばならない。
第 ４条　部室の鍵は、 １個は大学に備え付け、他は学生会において管理するものとする。
第 ５条　部室の火災防止等については、特に厳重に注意するものとする。火災防止のためには、大学の防火
担当者が随時部室を見廻ることがある。
第 ６条　学生会は、部室の使用を管理するために部室使用規則を設け、学生部長を経て学長に届け出るもの
とする。
　　　附　則
　この規程は、 １ ９ ６ ９ 年 ５ 月 １ ０ 日より施行する。

掲示に関する申し合せ事項

１ 　学生が掲示をしようとするときは、学生掲示板にこれを行うものとする。
２　学生掲示板は下記の場所に設ける。
　（ １） ２号館掲示板
　（ ２） ３号館掲示板
　（ ３） ４号館掲示板
　（ ４） ５号館掲示板
　（ ５） ６号館掲示板
　（ ６） ７号館掲示板
　（ ７） ８号館掲示板
　（ ８） ９号館掲示板
　（ ９）クラブハウス掲示板
３　学生は掲示を学生部長に届け出て、その受付印を受けるものとする。
４　掲示物には、その学生団体名あるいは責任者氏名を記載するものとする。
５　掲示物の大きさは、原則として新聞紙 ２頁大を超えないものとする。
６　掲示物は、集会・行事等期日の確定しているものについてはその期日を過ぎたとき、期日の確定してい
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ないものについては原則として届け出の翌日から １週間を経たとき、直ちに撤去するものとする。
７　学内・外における集会・行事等の開催その他のために、第 ２項に定めた掲示板のほかに立看板による掲
示を行うことができる。
　　本内規第 ３項、第 ４項及び前項の規定は、立看板についても適用するものとする。
８　大学祭の際の掲示等については別に考慮する。
　　　附　則
　この申し合せ事項を改めるときは、学生委員会と学生会と協議の上行うものとする。

岐阜協立大学学生懲戒規程
（制定　 ２ ０ １ ５ 年 ４ 月 １ 日）

　（趣旨）
第 １条　この規程は、岐阜協立大学学則第 ２ ３ 条、岐阜協立大学大学院学則第 ３ ２ 条の規定に基づき、学生
の懲戒に関し必要な事項を定める。
　（懲戒の対象となる者）
第 ２条　この規程において懲戒の対象となる者は、学部、大学院に所属する学生のことをいう。
　（懲戒の対象となる行為）
第 ３条　学長は、次の各号のいずれかに該当する行為（以下「非違行為」という。）を行った学生（以下「当
該学生」という。）に対して懲戒を行うものとする。
　（ １）犯罪行為及びその他の違法行為
　（ ２）ハラスメント等の人権を侵害する行為
　（ ３）試験等における不正行為及び論文等の作成における学問的倫理に反する行為
　（ ４）論文等の作成における学問的倫理に反する行為
　（ 5）情報倫理に反する行為
　（ 6）社会的諸秩序を乱す行為
　（ 7）本学の諸規則に違反する行為
　（ 8）本学の名誉又は信用を著しく傷つける行為
　（ 9）その他学生としての本分に反する行為
　（懲戒の種類）
第 ４条　懲戒の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
　（ １）退学　退学させ、再入学は認めない。
　（ ２ �）停学　 ６か月以内の有期停学又は無期停学とし、この間の登学及び本学学生としての活動を禁止す

る。
　（ ３）訓告　注意を与え、戒める。
　（その他の教育的措置）
第 ５条　前条に定める懲戒のほか、教育的措置として、厳重注意を行うことができる。
２　厳重注意は、当該学生の所属する部局長（各学部、大学院研究科の長をいう。以下同じ。）が口頭又は
文書により行う（別記様式第 １号厳重注意書）。
３　部局長等は、前項に定める厳重注意を行ったときは、別記様式第 2号により、速やかにその旨を学長に
報告しなければならない。
４　その他教育的措置に関し必要な事項は、別に定める。
　（懲戒処分の量定）
第 ６条　懲戒処分の量定は、別表に定める懲戒処分の標準例（以下「標準例」という。）に準拠し、次の各
号に掲げる事項に基づき、当該学生の状態等並びに行為の悪質性及び重大性を総合的に判断して行う。
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　（ １）非違行為の動機、態様及び結果
　（ ２）故意又は過失の別及びその程度
　（ ３）過去の非違行為の有無
　（ ４）日常における修学・生活態度及び非違行為後の対応
２　懲戒処分の量定に当たっては、個々の事案の事情に即し、標準例に定める処分を加重軽減することがあ
る。また、標準例に掲げられていない非違行為についても、標準例に照らして判断し、相当の懲戒処分を
行う。
　（謹慎）
第 ７条　学長は、当該事案が第 ４条第 １号に定める退学又は同条第 ２号に定める停学に該当することが明白
であると認めた場合、懲戒処分の決定前に謹慎を命ずることができる。
２　前項により謹慎を命じた場合、登学及び本学学生としての活動を制限する。
　（学生懲戒委員会の設置）
第 ８条　学生の懲戒に関する事項を審議するため、岐阜協立大学学生懲戒委員会（以下「学生懲戒委員会」
という。）を置く。
２　委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
　（ １）学生部長
　（ ２）学部長
　（ ３）大学院研究科長
　（ ４）事務局長
　（ ５）学務部長
　（ ６）学長が指名する者
３　委員会は、学生部長が委員長となる。
４　委員長は委員会を招集し、その議長となる。
５　委員会の成立には、委員の ４分の ３以上の出席を必要とする。
６　委員会の議事は他に特別の規定がない場合は、出席者の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、
委員長の決するところによる。
７　委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
８　軽微な事案は、学生懲戒委員会の設置をせずに学生委員会において懲戒案を作成することができる。
　（懲戒事案の報告）
第 ９条　教職員は、学生の懲戒に該当する行為（以下「事案」という。）を知り得たときは、学生部長に報
告しなければならない。
２　報告を受けた学生部長は、直ちに学長に報告するとともに、必要があれば学生懲戒委員会を開催しなけ
ればならない。
　（学生調査委員会の設置）
第 １ ０ 条　学生懲戒委員会の下に、その事案に関する調査を行うため学生調査委員会を設置する。
２　学生調査委員会は、学生委員及び学生懲戒委員長が指名する委員によりその都度構成する。
３　学生調査委員会に委員長を置き、学生部長が指名する者をもって充てる。
　（調査）
第 １ １ 条　学生調査委員会は非公開とし、慎重かつ速やかに当該事案にかかる事実調査を行う。
２　学生調査委員会は、懲戒の対象となる学生に対し、調査する旨を告知する。
３　学生調査委員会は、当該学生及び関係者から事情及び意見を聴取し、必要と認める場合、資料の提出を
求めることができる。ただし、ハラスメント等の人権を侵害する行為に関しては、岐阜協立大学ハラスメ
ント調査委員会が当該行為に係る調査を実施した場合、当該調査結果を尊重しなければならない。
４　前項ただし書きに定めるもののほか、学生調査委員会は、他の規則等に非違行為の事実関係の調査等に
ついて定めがある場合、当該の調査委員会が実施した調査結果を尊重しなければならない。
５　学生調査委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
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６　学生調査委員会は、速やかに調査結果を学生懲戒委員会に報告する。
　（当該学生の弁明）
第 １ ２ 条　学生懲戒委員会は、当該学生に対し懲戒案を告知し、口頭又は文書による弁明の機会を与える。
この場合において、当該学生が正当な理由なく口頭による弁明の場に出席しなかった場合又は弁明書を提
出しなかった場合、弁明する権利を放棄したものとみなす。
２　学生懲戒委員会は、当該学生からの弁明が妥当であると判断した場合、学長に報告するとともに、学生
調査委員会に再調査を指示することができる。
　（懲戒案）
第 １ ３ 条　学生懲戒委員会は、学生調査委員会の報告に基づき、当該事案を審議し、懲戒の要否、懲戒案及
び審議経過等を明記した報告書を作成し、学長に報告する。
　（懲戒の決定）
第 １ ４ 条　学長は学生懲戒委員会又は学生委員会の審議の結果、懲戒処分の必要があると認めるときは、当
該学生の所属する学部の教授会又は大学院の研究科委員会及び大学協議会の議を経て、懲戒の種類及び程
度を決定する。
　（懲戒処分の通知等）
第 １ ５ 条　学長は、懲戒処分を決定した場合は、懲戒処分書（別記様式第 ３号）を当該学生に交付すること
により通知する。ただし、交付による通知が不可能な場合は、他の適切な方法により通知する。
２　懲戒の発効は、懲戒処分書の交付日とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
３　第 ７条の規定に基づき謹慎が適用されている場合で、決定した懲戒が停学の場合の発効日は、謹慎の初
日とすることができる。
　（懲戒の公示）
第 １ ６ 条　学長は、懲戒処分を行った場合は、学内掲示板に（別記様式第 ４号）により １週間公示する。た
だし、当該学生の氏名及び学籍番号は記載しない。
　（懲戒に関する記録）
第 １ ７ 条　懲戒処分を行った場合、その内容を学籍簿に記録する。ただし、成績証明書及び推薦書等にはそ
の内容を記載しない。
　（不服の申立て）
第 １ ８ 条　当該学生は、懲戒処分書を交付された日の翌日から起算して １週間以内に、学長に対して、不服
申立書（別記様式第 ５号）により不服申立てをすることができる。
２　学長は、大学協議会の議を経て、再調査の必要があると認めたときは、学生懲戒委員長又は学生部長に
対し再調査を指示する。
３　学長は、大学協議会の議を経て、再調査の必要がないと認めたときは、速やかにその旨を文書により当
該学生に通知する。
４　学長は、再調査の結果について、速やかに文書により当該学生に通知する。
５　学長は、再調査の結果により、第 １ ４ 条による懲戒処分の決定内容と異なる決定をした場合は、再度、
第 １ ５ 条及び第 １ ６ 条に定める手続を行う。
６　不服の申立てにより、懲戒処分の効力は妨げられないものとする。ただし、不服の申立てにより懲戒処
分の内容を変更したときは、既に行った懲戒処分を取り消す等必要な措置を講じなければならない。
　（再審査請求）
第 １ ９ 条　当該学生は、新事実の発見その他の新たな正当な理由が生じたとき（以下「新事実の発見等」と
いう。）は、その証拠となる資料を添えて、新事実の発見等があった日の翌日から起算して １週間以内に、
学長に対して、再審査請求書（別記様式第 ６号）により再審査を請求することができる。
２　学長は、大学協議会の議を経て、再審査の必要があると認めたときは、学生懲戒委員長又は学生部長に
対し再審査を指示する。
３　学長は、大学協議会の議を経て、再審査の必要がないと認めたときは、速やかにその旨を文書により当
該学生に通知する。
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４　学長は、再審査の結果について、速やかに文書により当該学生に通知する。
５　学長は、再審査の結果により、第 １ ４ 条懲戒処分の決定内容と異なる決定をした場合は、再度、第 １ ０
条から第 １ ３ 条に定める手続を行う。
６　再審査の請求により、懲戒処分の効力は妨げられないものとする。ただし、再審査請求により懲戒処分
の内容を変更したときは、既に行った懲戒処分を取り消す等必要な措置を講じなければならない。
　（停学処分中の指導等）
第 ２ ０ 条　当該部局長、当該学生所属の学生委員等は、停学処分中又は謹慎中の学生に対して、定期的に面
談及び指導を行わなければならない。
２　有期停学の期間中であっても、当該学生に対し有期停学期間終了後の履修に関し履修登録を認める。
　（停学期間の短縮及び解除）
第 ２ １ 条　当該部局長は、当該学生の反省の度合い等を勘案し、教授会等の議を経て、学生懲戒委員会の発
議により、学長に停学期間の短縮又は解除を申し出ることができる。
２　学長は、当該部局長からの申し出に基づき、大学協議会の議を経て、有期停学の期間の短縮又は解除を
決定することができる。ただし、無期の停学の解除の時期は、停学の開始の日から起算して ６月未満の日
とすることはできない。
３　学生懲戒委員会の発議は、当該学生の改悟の情が顕著で、学習意欲があると認められる場合に行う。
４　学長は、停学期間の短縮及び解除を決定した場合は、当該学生に対し、文書により通知する。
　（懲戒処分と学籍異動等）
第 ２ ２ 条　学長は、事案を既に確認している場合で、当該学生から、懲戒処分の決定前に退学の願い出が
あったときは、この願い出を受理しない。
２　学長は、当該学生から、停学の決定後に退学の願い出があった場合は、この願い出を受理し、教授会及
び大学協議会の議を経て、退学を許可することができる。
３　学長は、停学中の学生から休学の願い出があった場合は、この願い出を受理しない。
４　休学中の学生が停学処分となった場合は、当該学生の停学期間中の休学許可を取り消す。
５　停学期間は、修業年限には含めない。ただし、停学期間が 1か月以内の場合には、修業年限に含めるこ
とができる。
　（逮捕・勾留時の取扱い）
第 ２ ３ 条　学生が逮捕・勾留され、大学が本人に接見することができない状況であっても懲戒処分が妥当で
あると判断した場合は、懲戒処分を行うことができる。
　（事務）
第 ２ ４ 条　学生の懲戒に関する事務は、学生課が行う。
第 ２ ５ 条　この規程の改廃は、大学協議会の審議を経て、学長がこれを行う。
　（雑則）
第 ２ ６ 条　この規程に定めるもののほか、学生の懲戒に関し必要な事項は別に定める。
　　　附　則
　この規程は、 2015    年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（大学名称変更）
　この規程は、 2019    年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 2019    年 5 月 21  日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 2022    年 4 月 1 日から施行する。
２　この規程の施行前に行った学生の行為に対する懲戒処分の取扱いについては、従前の例による。
　　　附　則（事務組織改編）
　この規程は、 2023    年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
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　この規程は、 2024    年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 202   6 年 4 月 1 日から施行する。

岐阜協立大学学費減免規程（抜粋）
別表 １　更新基準

区　分 減免区分 更　新　基　準 備　考
スカラシップ奨学生
（減免 １ ０ ０ ％） 授業料 １ ０ ０ ％減免 標準単位取得＋GPA ３ . ０ 以上 当該の更新基準を下

回った者が下位の減免
更新基準を上回ってい
る場合は、下位の減免
率を適用し更新するこ
とができる。

スカラシップ奨学生
（減免 ７ ０ ％） 授業料 ７ ０ ％減免 標準単位取得＋GPA ２ . ８ 以上

スカラシップ奨学生
（減免 ５ ０ ％） 授業料 ５ ０ ％減免 標準単位取得＋GPA ２ . 6 以上

スカラシップ奨学生
（減免 ３ ０ ％） 授業料 ３ ０ ％減免 標準単位取得＋GPA ２ . 5 以上

指定校特待生（学力）

授業料 ５ ０ ％減免 標準単位取得＋GPA ２ . ６ 以上

当該の更新基準を下
回った者がスカラシッ
プ奨学生（減免 ３ ０ ％）
の減免更新基準以上で
あれば、その減免率を
適用し、更新すること
ができる。

指定校特待生（有資格）

課外活動特別特待生
（減免 １ ０ ０ ％）

授業料及び
教育充実費 １ ０ ０ ％減免

標準単位取得＋GPA １ . ５ 以上＋
クラブ継続

課外活動特待生
（減免 １ ０ ０ ％） 授業料 １ ０ ０ ％減免

課外活動特待生
（減免 ５ ０ ％） 授業料 ５ ０ ％減免

課外活動特待生
（減免 ２ ５ ％） 授業料 ２ ５ ％減免

有資格特待生
（減免 ３ ０ ％） 授業料 ３ ０ ％減免 標準単位取得＋GPA ２ . ５ 以上

外国人留学生奨学生
（減免 ３ ０ ％） 授業料 ３ ０ ％減免 標準単位取得＋GPA １ . ３ 以上

4

※ １．更新判定は学年末に行う。
　 ２ �．経済学部・経営学部の標準修得単位は、在学期間が 0 . 5 年の者 14  単位、 1 . 0 年の者 31  単位、

1 . 5 年の者 45  単位、 2 . 0 年の者 6 2 単位、 2 . 5 年の者 7 6 単位、 3 . 0 年の者 93  単位、 3 . 5 年
の者 10  7 単位とする。

　 ３ �．看護学部の標準修得単位は、在学期間が 0 . 5 年の者 15  単位、 1 . 0 年の者 32  単位、 1 . 5 年の者
4 7 単位、 2 . 0 年の者 6 4 単位、 2 . 5 年の者 7 9 単位、 3 . 0 年の者 9 6 単位、 3 . 5 年の者 111   単
位とする。

　 ４ �．GPAは当該年度における履修科目のみを対象とする。なお、更新時に休学中の者は休学直前のGPA
を用いる。

　 ５．課外活動特待生の再審査については、所属部活動毎に定める活動基準以上であることが要件となる。
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学費納付規程
（制定　 １ ９ ６ ９ 年 ４ 月 １ 日）

第 １条　岐阜協立大学学則第 ２ ２ 条第 ２項、岐阜協立大学大学院学則第 ２ ９ 条第 ２項に定める学費並びに学
費以外の納付金等はこの規程の定めるところによる。
第 ２条　前条にいう学費とは、入学料、授業料、教育充実費及び実験実習費をいい、その金額は別表第 １の
とおりとする。
２　前条にいう学費以外の納付金とは、科目等履修料、聴講料、特別科目等履修料、教育実習料及びソーシャ
ルワーク実習料等をいい、その金額は別表第 ２のとおりとし、指定の期日までに納めなければならない。
第 ２条の ２　学則第 ２ ２ 条第 ３項及び大学院学則第 ２ ９ 条第 ３項に定める休学者の在籍料は別表第 ２の ２の
とおりとし、指定の期日までに納めなければならない。
第 ２条の ３　学則第 １ ７ 条の ２に定める留学生のうち他大学等との交流協定による授業料及び宿泊費の免除
措置が受けられない者は、前条第 １項にかかげる学費のうち、授業料相当額を免除することができる。
第 ３条　入学又は編入学及び再入学を許可された者は、所定の入学料を入学手続きの際に、その他の学費等
を指定の期日までに納めなければならない。
第 ４条　編入学を許可された者の学費は、入学料については許可年度、授業料、教育充実費・実験実習費に
ついては、入学年次に該当する学費とする。
２　再入学を許可された者の学費は、入学料については許可年度の入学料の半額、授業料・教育充実費につ
いては入学年次に該当する学費とする。
第 ５条　学費は毎年度 ４月 ３ ０ 日までに納入しなければならない。
２　前項の学費のうち授業料、教育充実費及び実験実習費は、前期・後期に分割し、納入することができる。
３　前項の分割納入の納入期日は、次のとおりとする。
　　前期分　　 ４月 ３ ０ 日
　　後期分　 １ ０ 月 ３ １ 日
第 ６条　前条の納入期日までに学費を納入することが困難な者が、その期日までに学長に願い出て、その事
情を認められたときは、延納を許可することがある。ただし、延納は前期分にあっては ６月 ３ ０ 日、後期
分にあっては １ ２ 月 ２ ０ 日を限度とする。
第 ７条　各種手数料は別表第 ３のとおりとし、所定の手続きを経て納めなければならない。
第 ８条　大学は、学生会、親和会及び校友会に代って、別表第 ４のとおりその会費を徴収する。
２　大学は、学生教育研究災害損害保険料を別表第 ５のとおり徴収する。
第 ９条　既納の学費並びに学費以外の納付金、手数料はいかなる事情があっても返還しない。ただし、入学
手続き時の扱いについては別に定めるものとする。
第 １ ０ 条　この規程の改廃は、経営会議の審議を経て、理事長がこれを行う。
第 １ １ 条　この規程に関する事務は、法人事務局が担当する。
　　　附　則
　この規程は、 １ ９ ６ ９ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 １ ９ ７ ５ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 １ ９ ７６  年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
１　この規程は、 １ ９ ７８  年 ４ 月 １ 日から施行する。
２　昭和 ５ ２ 年度以前入学者であって第 ５年次以上に在学する者の学費は、別表第 １の学費のうち授業料の
みとする。
　　　附　則
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　この規程は、 １ ９ ７ ９ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 １ ９ ８ ０ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 １ ９ ８ ２ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 １ ９ ８ ３ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 １ ９ ８ ５ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 １ ９ ８６  年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 １ ９ ８７  年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 １ ９ ８８  年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 １ ９ ９ ０ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 １ ９ ９ １ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 １ ９ ９ ４ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 １ ９ ９ ６ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 ２ ０ ０ ０ 年 ３ 月 ３ １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 ２ ０ ０ ０ 年 ５ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 ２ ０ ０ ２ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 ２ ０ ０ ３ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 ２ ０ ０ ４ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 ２ ０ ０ ４ 年 ４ 月 ２ ８ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 ２ ０ ０ ５ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 ２ ０ ０ ６ 年 ６ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 ２ ０ ０ ７ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 ２ ０ １ １ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 ２ ０ １ ２ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
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　この規程は、 ２ ０ １ ３ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 ２ ０ １ ４ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 ２ ０ １ ５ 年 ９ 月 ２ １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 ２ ０ １ ６ 年 ４ 月 １ 日から施行する。ただし、 ２ ０ １ ５ 年度以前の入学生は、従前の規程を適
用するものとする。
　　　附　則
　この規程は、 ２ ０ １ ７ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 ２ ０ １ ９ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、 ２ ０ １ ９ 年 ６ 月 ５ 日から施行する。ただし、 ２ ０ １ ９ 年度以前の入学生は、従前の規程を適
用するものとする。
　　　附　則
１　この規程は、 ２ ０ ２ ０ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
２　ソーシャルワーク現場実習料および社会福祉体験実習料の改定については、 ２ ０ ２ ０ 年度入学生から適
用するものとする。
　　　附　則
　この規程は、 ２ ０ ２ １ 年 ３ 月 ３ 日から施行する。
　　　附　則（学費改正）
　この規程は、 ２ ０ ２ １ 年 ４ 月 １ 日から施行する。ただし、 ２ ０ ２ ０ 年度以前の入学生は、従前の規程を適
用するものとする。
　　　附　則（制度改正）
１　この規程は、 ２ ０ ２ １ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
２　ソーシャルワーク実習料の改定については、 ２ ０ ２ １ 年度入学生から適用するものとする。
　　　附　則（分割納入期日の変更）
　この規程は、 ２ ０ ２ ２ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則（留学生別科廃止）
　この規程は、 ２ ０ ２ ３ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則（学費以外の納付金、在籍料、手数料の改正）
　この規程は、 ２ ０ ２ ４ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則（学費改正）
　この規程は、 ２ ０ ２ ５ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　ただし、 ２ ０ ２ ４ 年度以前の入学生は、従前の規程を適用するものとする。
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別表第 1の １（第 ２条関係）学費（大学）� （単位　円）
区　分 学　費 年　額 前　期 後　期

経済学部
　経済学科
　公共政策学科
経営学部
　経営情報学科

入　学　料
（入学時のみ） 200   , 000   200   , 000 

授　業　料 6 00  , 000   300   , 000   300   , 000 
教育充実費 410   , 000   205   , 000   205   , 000 
計 1 , 210   , 000   7 05  , 000   505   , 000 

経営学部
　スポーツ経営学科

入　学　料
（入学時のみ） 200   , 000   200   , 000 

授　業　料 6 00  , 000   300   , 000   300   , 000 
教育充実費 500   , 000   250   , 000   250   , 000 
計 1 , 300   , 000   7 50  , 000   550   , 000 

看護学部
　看護学科

入　学　料
（入学時のみ） 200   , 000   200   , 000 

授　業　料 8 00  , 000   400   , 000   400   , 000 
教育充実費 500   , 000   250   , 000   250   , 000 
実験実習費 200   , 000   100   , 000   100   , 000 
計 1 , 7 00  , 000   950   , 000   7 50  , 000 

別表第 １の ２　学費（大学院）
＜経営学研究科修士課程　 ２年履修＞� （単位　円）

区 分 入学料
（入学時のみ）

授　業　料 教育充実費
年　額

前　期 後　期 計 前　期 後　期 計
１年 200   , 000   2 8 5 , 000   2 8 5 , 000   5 7 0 , 000   50  , 000   50  , 000   100   , 000   8 7 0 , 000 
２ 年 2 8 5 , 000   2 8 5 , 000   5 7 0 , 000   50  , 000   50  , 000   100   , 000   6 7 0 , 000 

合 計 200   , 000   5 7 0 , 000   5 7 0 , 000   1 , 140   , 000   100   , 000   100   , 000   200   , 000   1 , 540   , 000 

別表第 １の ３　学費（大学院長期履修学生）
＜経営学研究科修士課程　 ３年履修＞� （単位　円）

区 分 入学料
（入学時のみ）

授　業　料 教育充実費
年　額

前　期 後　期 計 前　期 後　期 計
１年 200   , 000   2 8 5 , 000   2 8 5 , 000   5 7 0 , 000   50  , 000   50  , 000   100   , 000   8 7 0 , 000 
２ 年 2 8 5 , 000   2 8 5 , 000   5 7 0 , 000   50  , 000   50  , 000   100   , 000   6 7 0 , 000 
３ 年 25  , 000   25  , 000   50  , 000   50  , 000   50  , 000   100   , 000   150   , 000 

合 計 200   , 000   595   , 000   595   , 000   1 , 190   , 000   150   , 000   150   , 000   300   , 000   1 , 6 90  , 000 

＜経営学研究科修士課程　 ４年履修＞� （単位　円）

区 分 入学料
（入学時のみ）

授　業　料 教育充実費
年　額

前　期 後　期 計 前　期 後　期 計
１年 200   , 000   2 8 5 , 000   2 8 5 , 000   5 7 0 , 000   50  , 000   50  , 000   100   , 000   8 7 0 , 000 
２ 年

4

2 8 5 , 000   2 8 5 , 000   5 7 0 , 000   50  , 000   50  , 000   100   , 000   6 7 0 , 000 
３ 年

4

25  , 000   25  , 000   50  , 000   50  , 000   50  , 000   100   , 000   150   , 000 
４ 年 25  , 000   25  , 000   50  , 000   50  , 000   50  , 000   100   , 000   150   , 000 

合 計 200   , 000   6 20  , 000   6 20  , 000   1 , 240   , 000   200   , 000   200   , 000   400   , 000   1 , 8 40  , 000 
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別表第 ２  （第 ２条第 ２項関係） 　学費以外の納付金
名　称 納　付　金

教育訓練給付指定講座履修料
（ １コースにつき） １ ２ 5 , ０ ０ ０ 円

科目等履修料
委託生受講料
（ １単位につき）

学部： １ 7 , ０ ０ ０ 円
院　： 23  , ０ ０ ０ 円

聴　講　料
（ １科目につき）

科目等履修料の １ / ４ とする
ただし、資格取得支援講座等特別講座については、実施要領に定める額
とする

特別科目等履修料 単位互換協定に定める
教 育 実 習 料 20  , ０ ０ ０ 円（実費分は別途個人負担）
介護等体験実習料 １ 5 , ０ ０ ０ 円
ソーシャルワーク実習Ⅰ実習料 20  , ０ ０ ０ 円（実費分は別途個人負担）
ソーシャルワーク実習Ⅱ実習料 ５ 5 , ０ ０ ０ 円（実費分は別途個人負担）
海外語学研修実習料 研修旅行費のうち大学補助相当額を除いた金額
看護学実習追実習費 2 , ０ ０ ０ 円

別表第 ２の ２  （第 ２条の ２関係） 　在籍料
名　称 納　付　金

在籍料 前期又は後期の学期間休学者　　　　 30  , ０ ０ ０ 円
学年間休学者　　　　　　　　　　　 6 ０ , ０ ０ ０ 円

別表第 ３  （第 ７条関係） 　手数料
4

種　別 金　額
検定料 入学試験受験料 ３ ０ , ０ ０ ０ 円

転・編入学試験受験料 ３ ０ , ０ ０ ０ 円
試験料 再入学審査料 ２ 5 , ０ ０ ０ 円

復籍審査料 ２ 5 , ０ ０ ０ 円
転学部・転学科審査料 １ 5 , ０ ０ ０ 円
教育訓練給付指定講座履修生審査料 １ 5 , ０ ０ ０ 円
科目等履修生審査料 １ 5 , ０ ０ ０ 円
再試験料 １科目につき　　 ２ , ０ ０ ０ 円
追試験料 １科目につき　　 ２ , 2 ０ ０ 円

証明手数料 学生証再交付手数料 １件につき　　　 3 , ０ ０ ０ 円
試験用臨時学生証明書 １件につき　　　 2 , ０ ０ ０ 円
成績・卒業見込証明書 １通につき　　　　  5 ０ ０ 円
成績証明書 １通につき　　　　  3 ０ ０ 円
単位修得証明書 １通につき　　　　  3 ０ ０ 円
在学証明書 １通につき　　　　  3 ０ ０ 円
卒業見込証明書 １通につき　　　　  3 ０ ０ 円
卒業証明書 １通につき　　　　  3 ０ ０ 円
教員免許状取得見込証明書 １通につき　　　　  3 ０ ０ 円
健康診断証明書（就職用） １通につき　　　　  3 ０ ０ 円
英文証明書 １通につき　　　 2 , ０ ０ ０ 円
その他の証明書 １通につき　　　　  3 ０ ０ 円

　ただし、検定料・入学試験受験料のうち、大学入学共通テスト利用の場合の受験料については １ ５ , ０ ０ ０
円とする。
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別表第 ４  （第 ８条第 １項関係） 　代理徴収
（ １）学生会費
区　　分 経済学部・経営学部・看護学部
年　　額 ４ , ０ ０ ０ 円

徴収方法
入学年次の前期に第 １・第 ２年次分 ８ , ０ ０ ０ 円
第 ２年次の前期に第 ３・第 ４年次分 ８ , ０ ０ ０ 円
第 ５年次以上については年額分

（ ２）親和会費
区　　分 経済学部・経営学部・看護学部
年　　額 １ ０ , ０ ０ ０ 円
徴収方法 毎学年次の前期に ５ , ０ ０ ０ 円　　後期に ５ , ０ ０ ０ 円

（ ３）校友会費
区　　分 経済学部・経営学部・看護学部
会　　費 ３ ０ , ０ ０ ０ 円
徴収方法 第 ４年次の前期に ３ ０ , ０ ０ ０ 円

別表第 ５  （第 ８条第 ２項関係）
（ １）学生教育研究災害損害保険料
区　　分 経済学部・経営学部・看護学部・大学院
保 険 料 学生教育研究災害損害保険の定める保険料

徴収方法 入学年次前期に修業年限分の保険料、修業年限を超えた者については年額分の
保険料

岐阜協立大学校友会会則
（制定　 １ ９ ７ １ 年 ４ 月 １ 日）

　　　第 １章　総則
第 １条　この会は、「岐阜協立大学校友会」と称する。
第 ２条　この会は、母校岐阜協立大学（旧岐阜経済大学）の興隆に寄与し、会員相互の親睦を図ることを目
的とする。
第 ３条　この会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
　（ １）会員名簿を整備作成し、発行すること
　（ ２）機関紙を発行すること
　（ ３）母校の発展に必要な援助を行うこと
　（ ４）その他この会の目的を達成するために必要なこと
第 ４条　この会の事務所は、岐阜協立大学内に置く。
　　　第 ２章　会員
第 ５条　この会は、次の会員をもって組織する。
　（ １）正 会 員　岐阜協立大学（旧岐阜経済大学）を卒業した者
　（ ２）特別会員　岐阜協立大学の専任の教職員
　（ ３）名誉会員　岐阜協立大学（旧岐阜経済大学）の興隆に特に貢献し、幹事会において推挙した者
第 ６条　会員（特別会員及び名誉会員を除く）は、所定の会費を納めなければならない。
２　会費の額並びに納入時期その他納入方法については、これを別に定める。
　　　第 ３章　役員
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第 ７条　この会に次の役員を置く。
　（ １）会　長　　 １名
　（ ２）副会長　　 ３名以上 ５名以内
　（ ３）幹　事　　若干名
　（ ４）監　事　　 ３名
２　前項の役員のうち、幹事・監事は支部及び班の役員を兼務することができる。
第 ８条　役員の任期は ２年とする。ただし、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
２　役員は、再任することができる。ただし、校友会長の任期は ３期 ６年を超えないものとする。
３　役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
第 ９条　役員は総会において選任する。ただし、新卒業生から選任する幹事は、幹事会において選任するも
のとし、その任期は同役の残任期間とする。
第 １ ０ 条　会長は、この会を代表し、会務を統轄する。
２　副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
第 １ １ 条　幹事は、幹事会を組織し、本会の事業計画、予算・決算その他重要事項を審議する。
第 １ ２ 条　監事は、会計に関する事項を監査する。
２　監事は幹事会に出席し意見を述べることができる。
第 １ ３ 条　役員は、この会の役員としてふさわしくない行為のあった場合又は特別の事情のある場合には、
その任期中でも総会の議決によりこれを解任することができる。
　　　第 ４章　総会、幹事会及び常任幹事会
第 １ ４ 条　総会は、 ２年に １回大垣市において開催する。ただし、幹事会において必要と認めたときは、臨
時総会を開催しなければならない。
第 １ ５ 条　総会は、会長が招集する。
２　総会の招集は、会員に対して開催の日時・場所その他必要な事項を機関紙又は適当な方法で通知しなけ
ればならない。
第 １ ６ 条　総会は次の事項について審議決定する。
　（ １）役員の選任に関すること
　（ ２）事業報告及び収支決算報告に関すること
　（ ３）特別事業積立金の取り崩しに関すること
　（ ４）会則の改正に関すること
　（ ５）支部の結成承認に関すること
　（ ６）その他校友会の運営上とくに重要なこと
第 １ ７ 条　幹事会は、会長、副会長、幹事及び支部長をもって構成し、毎年 １回以上会長が招集する。
２　会長は、役員総数の ５分の １以上の役員から、会議に付議すべき事項を示して幹事会の招集を請求され
た場合には、 １ヶ月以内にこれを招集しなければならない。
第 １ ８ 条　幹事会は次の事項について審議決定する。
　（ １）事業計画及び予算決算に関すること
　（ ２）校友会総会に関すること
　（ ３）資産の管理に関すること
　（ ４）常任幹事（若干名）の互選に関すること
　（ ５）学校法人大垣総合学園寄付行為に拠る評議員推挙に関すること
　（ ６）その他会の目的達成に必要なこと
第 １ ９ 条　常任幹事会は、会長、副会長及び常任幹事で構成し、必要に応じ会長が招集する。
第 ２ ０ 条　議事は、出席者の過半数をもって決定する。ただし、会則を変更するときは幹事会及び総会出席
者の ３分の ２以上の承認を要する。
　　　第 ５章　支部及び班
第 ２ １ 条　この会に、支部及び班を置くことができる。
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２　前項の支部及び班については、これを別に定める。
　　　第 ６章　名誉役員
第 ２ ２ 条　この会は、幹事会の議により名誉会長、名誉顧問及び顧問を置くことができる。
２　名誉会長、名誉顧問及び顧問は重要な事項について、会長の諮問に対して助言を行う。
３　名誉会長、名誉顧問及び顧問は、幹事会に出席して意見を述べることができる。
４　名誉会長、名誉顧問及び顧問の任期は、第 ８条の規程を適用する。
　　　第 ７章　会計
第 ２ ３ 条　この会の経費は、会費その他の諸収入をもってこれに充てる。
第 ２ ４ 条　この会の会計年度は、毎年 ４月 １日に始まり、翌年 ３月末日に終わる。
　　　第 ８章　雑則
第 ２ ５ 条　この会に必要な事務は、会長が大学事務局に委託する。
　　　附　則
　この会則は、 １ ９ ７ １ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この会則は、 １ ９ ７ ９ 年 １ ２ 月 ２ 日から施行する。
　　　附　則
　この会則は、 １ ９ ８６  年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この会則は、 １ ９ ９ ７ 年 １ １ 月 ２ ３ 日から施行する。
　　　附　則
　この会則は、 １ ９ ９ ９ 年 １ １ 月 ２ ０ 日から施行する。
　　　附　則
　この会則は、 ２ ０ １ ３ 年 １ １ 月 １ ７ 日から施行する。
　　　附　則
　この会則は、 ２ ０ １ ７ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この会則は、 ２ ０ １ ７ 年 １ １ 月 １ ９ 日から施行する。
　　　附　則
　この会則は、 ２ ０ １ ９ 年 １ １ 月 １ ７ 日から施行する。

岐阜協立大学親和会則
（制定　 １ ９ ６７  年 ４ 月 １ 日）

第 １条　本会は、学生の父母をもって組織し、「岐阜協立大学親和会」と称する。
２　本会の事務所は岐阜協立大学（岐阜県大垣市北方町 ５丁目 ５ ０ 番地）内に置く。
第 ２条　本会は、会員相互の親睦を図り、もって大学の教育を後援することを目的とする。
第 ３条　本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
　（ １）学生及び教職員の福利増進
　（ ２）学生及び教職員の研究の援助
　（ ３）その他必要と認める事項
第 ４条　本会に次の役員を置き、役員会を構成する。役員の任期は １カ年とし、重任を妨げない。
　　　会　　長　　 １  名　　　　　
　　　副 会 長　　 ５名以内　　　幹　　事　　若干名
　　　会計監査　　 ３  名　　　　 庶　　務　　 １  名　　　　 会　　計　　 １  名
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第 ５条　本会は、理事長、副理事長、大垣市長、学長を顧問として推戴する。
第 ６条　会長、副会長、幹事及び会計監査は、総会において選任する。
２　庶務及び会計は、大学職員より、会長がこれを委嘱する。
第 ７条　会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
２　副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
３　会計監査は、本会の会計を監査する。
４　直前会長は、前年度の会長が就任することとし、会長が求める案件に関して、助言及び意見を述べるこ
とができる。
第 ８条　総会及び役員会は、会長が招集し、その議長となる。
第 ９条　総会は、毎年 １回開催する。ただし、役員会において必要と認めたときは臨時総会を開催すること
ができる。
２　総会は次の事項について審議決定する。
　（ １）事業報告及び収支決算報告に関すること
　（ ２）役員の選任に関すること
　（ ３）事業計画及び予算に関すること
　（ ４）会則の改正に関すること
　（ ５）その他親和会の運営上とくに重要なこと
３　総会の議事は、出席会員の過半数をもって議決する。
４　やむを得ない事情により総会の開催が困難である場合は、役員の半数以上の出席による役員会を開催し、
出席役員の三分の二の承認をもって議決することができる。
第 １ ０ 条　役員会は、総会につぐ決議機関であって、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総
会の議決を要しない業務の執行に関し、審議決定する。
第 １ １ 条　会費は、年額 １ ０ ， ０ ０ ０ 円とし、二回に分納することができる。
第 １ ２ 条　本会の会計年度は、 ４月 １日に始まり翌年 ３月 ３ １ 日に終る。
　　　附　則
　この会則は、 １ ９ ６７  年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この会則は、 １ ９ ６ ９ 年 ６ 月 １ ４ 日から施行する。
　　　附　則
　この会則は、 １ ９ ７ １ 年 ７ 月 １ ９ 日から施行する。
　　　附　則
　この会則は、 １ ９ ７８  年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この会則は、 １ ９ ８ ０ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この会則は、 １ ９ ８ ２ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この会則は、 １ ９ ９ ７ 年 ７ 月 ５ 日から施行する。
　　　附　則
　この会則は、 ２ ０ ０ ８ 年 ７ 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この会則は、 ２ ０ １ ６ 年 ７ 月 ２ 日から施行する。
　　　附　則
　この会則は、 ２ ０ １ ８ 年 ６ 月 ３ ０ 日から施行する。
　　　附　則（大学名称変更）
　この会則は、 ２ ０ １ ９ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
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　　　附　則
　この会則は、 ２ ０ ２ ０ 年 ８ 月 ２ ４ 日から施行する。

学生会会則
（制定　 １ ９ ９ ３ 年 ４ 月 ２ ７ 日）

　　　第 １章　総則
第 １条　この会は『岐阜協立大学学生会』（Ｇ・Ｃ・Ｅグループ）と称する。
第 ２条　この会は学生の自主活動に基づき、学問の自由と学園の自治を追及し、学生生活の充実を図り、
以って本学の発展と向上に寄与することを目的とする。
第 ３条　この会は、岐阜協立大学全学生をもって構成する。
第 ４条　学生会総会が、学生自治の最高意志決定機関であるが、ただし、学生会代議委員会がこれに代わる
ものとする。また、学生会役員会を置き、学生会の運営に責任をもって当たることとする。
第 ５条　学生会役員会及び代議委員会は、一般公開とし、メンバーの過半数の出席によって成立するものと
する。議案の議決は出席者の過半数の賛成をもって成立する。
第 ６条　休学者や停学者及び本学に籍をおかない者が ４団体（体育会・文化会・学園祭実行委員会・生活向
上委員会）及び学生会の諸組織に参加をすることはできない。
第 ７条　学生会役員会は長期休暇を除き月 １回行うこととし、必要に応じて臨時役員会を行う。また重大な
問題が起こった場合には学生会代議委員会を開くことができる。全学生の ６分の １以上の署名のあった場
合には臨時学生会総会を開催しなければならない。
　　　第 ２章　役員会
第 ８条　学生会の役員会は、文化会・体育会・学園祭実行委員会・生活向上委員会の代表 ２名の計 ８名でこ
れを構成し、代表は掛け持ちをしてはいけない。
　（ １）議　長　　 １名
　（ ２）副議長　　 １名
　（ ３）書　記　　 ２名
　（ ４）会　計　　 ４名
第 ９条　役員会は学生会の運営を円滑にするために、各、次の職務を分担する。
　（ １）議長は学生会を代表し、その会務を総括する。議長は毎年、 ４団体交代で行う。
　（ ２）副議長は議長を補佐し、議長が職務執行不能な場合はこれを代行する。
　（ ３）書記は学生会に関する一切の記録及び資料を保持しなければならない。
　（ ４）会計は各 ４団体から ２名の内の １名が選出され、各団体の財務を処理する。
第 １ ０ 条　学生会の役員の任期は、 １年とし、 １ ２ 月中に任期を交代し、再任しない。
　　　第 ３章　代議委員会
第 １ １ 条　代議委員会のメンバーはクラブの部長とクラスの委員長とで構成する。
第 １ ２ 条　代議委員会の議決は第 ５条を基に成立し、その議決は学生会の諸規則に反しない限り全学生の意
志として効力を発揮する。
第 １ ３ 条　代議委員会の議長、書記は代議委員会において委員の互選により決まる。
第 １ ４ 条　代議委員会は生活向上委員会の議決機関を兼ねるものとする。
第 １ ５ 条　代議委員会は長期休暇を除き月 １回の定例会議を開く。ただし、次のいずれかの場合、臨時に開
かなければならない。
　（ １）代議委員会の ２分の １の要求があった場合
　（ ２）役員会の要求があった場合
　（ ３）議長の要求があった場合
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　　　第 ４章　体育会・文化会
第 １ ６ 条　体育会・文化会は各クラブの責任者で組織する。
第 １ ７ 条　体育会・文化会は各クラブの親睦を図り、共通の問題を討議する会とする。
第 １ ８ 条　体育会・文化会は各部の発展と人間形成を第 １の目標とする。
第 １ ９ 条　体育会・文化会は執行機関である役員と議決機関である部長会をおく。
第 ２ ０ 条　体育会・文化会は役員会に各 ２名ずつ代表役員を選出しなければならない。
第 ２ １ 条　体育会・文化会は部長会を通じて役員会に議案を提議することができる。
第 ２ ２ 条　体育会・文化会は同好会を認める。
第 ２ ３ 条　同好会は活動主旨と名簿を添えて、体育会（文化会）と役員会の承認を得て成立する。
第 ２ ４ 条　クラブは第 １ ８ 条に基づき運営される。
第 ２ ５ 条　クラブ成立には体育会（文化会）と役員会の承認を得る。生活向上委員会のサークルはクラス委
員会と役員会の承認を得る。
第 ２ ６ 条　クラブが体育会・文化会それぞれの規約に反する場合、体育会・文化会は諸対策を講じ、その決
定は役員会に委ねる。
　　　第 ５章　学園祭実行委員会
第 ２ ７ 条　学園祭実行委員会は一般学生やクラブのメンバーによって構成される。
第 ２ ８ 条　学園祭実行委員会は年間を通じて活動を行い、学園祭を活気あるものにすることを第 １の目標と
する。
第 ２ ９ 条　学園祭実行委員会は学生自主に基づいた運営と他大学の学園祭実行委員会と交流を含めた相互協
力をする。
第 ３ ０ 条　学園祭実行委員会の議決機関は、役員会とする。
第 ３ １ 条　企画やコンサートの決定は役員会の承認を必要とする。
第 ３ ２ 条　学園祭実行委員会は役員会に議案を提議することができる。
第 ３ ３ 条　学園祭実行委員会は役員会に代表役員を ２名選出しなければならない。
　　　第 ６章　生活向上委員会
第 ３ ４ 条　生活向上委員会は学生会員（一般学生）の代表であり、本大学のすべての学生がより良い大学生
活がおくれることを第 １の目的とする。
第 ３ ５ 条　生活向上委員会の執行部の役員は全学生の直接選挙によって選出される。
第 ３ ６ 条　生活向上委員会の役員は直接選挙で選出された ４名（会長・副会長・書記・会計）で、任期は １
年とし、再任は １度だけとする。
第 ３ ７ 条　生活向上委員会は議決機関である代議委員会をおく。
第 ３ ８ 条　生活向上委員会は代議委員会の議決によって役員会に議案を提議することができる。
第 ３ ９ 条　生活向上委員会は役員会に代表役員を ２名選出しなければならない。
第 ４ ０ 条　生活向上委員会は文化会・体育会に属さない同好会サークルを認める。
第 ４ １ 条　生活向上委員会の同好会サークルは活動主旨と名簿を添えて役員会の承認を得て成立する。
第 ４ ２ 条　生活向上委員会は毎年 ４月までに代議委員の選出を行う。
第 ４ ３ 条　生活向上委員会は募金活動などの社会福祉活動や一般学生のためのレクリエーション活動を積極
的に行う。
第 ４ ４ 条　生活向上委員会は長期休暇を除き月 １回代議委員を集め定例会議を行う。
第 ４ ５ 条　生活向上委員会の会議室は旧食堂の隣の談話室で行い、普段は一般学生の談話室として活用する。
第 ４ ６ 条　生活向上委員会の選挙は １ ２ 月（冬期休暇まで）に行う。
第 ４ ７ 条　選挙管理委員は体育会・文化会・学園祭実行委員会・役員会から選出し、選挙管理委員会を構成
する。
第 ４ ８ 条　選挙管理委員会は生活向上委員会役員の選出、信任投票、学生投票の一切の管理事務を選挙管理
委員会規約に基づいて行う。
第 ４ ９ 条　生活向上委員会執行部は選挙管理委員を兼ねることができない。
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第 ５ ０ 条　選挙管理委員会に不正が生じた場合は代議委員会の決定に委ねる。
　　　第 ７章　財政・会計監査
第 ５ １ 条　学生会の会費は年間一人 ４ , ０ ０ ０ 円とし、 １年次 ８ ， ０ ０ ０ 円、 ２年次 ８ ， ０ ０ ０ 円を授業料と
同時に納入する。ただし、 ３・ ４年次は不要。会費の値上げは、役員会で審議し、代議委員会の承認を得
る。
第 ５ ２ 条　学生会の経費は会費及びその他一切の歳入を当てる。
第 ５ ３ 条　各団体の予算は、第 ５条に基づいて行う。
第 ５ ４ 条　会計監査は各 ４団体が相互に監査を行い役員会に提出する。
　　　　　（体育会→文化会→学園祭実行委員会→生活向上委員会→体育会）
　　領収書を必ず提出した上での監査を行う。
第 ５ ５ 条　各団体は全学生に対して会計報告をし、代議委員会の承認を得なければならない。領収書のあや
ふやな団体は予算会議での予算削減の対象とする。
　　　第 ８章　補則
第 ５ ６ 条　各団体の執行部は他の団体の執行部を兼ねてはいけない。
第 ５ ７ 条　学生会会則の改正は ４団体・各決議機関の承認を経て、学生総会においての ５分の １以上の出席
で ３分の ２以上の承認を必要とする。
第 ５ ８ 条　学生会各機関の決議事項は全学生に公表することを原則とする。
第 ５ ９ 条　学生会会則は旧学生自治会会則の学生大会の承認と同時に効力を発する。
第 ６ ０ 条　生活向上委員会においては １ ２ 月の選挙まで新自治会執行部が任務を代行する。
第 ６ １ 条　次のいずれかの場合の役員の掛け持ちを禁止する。
　（ １）役員会と代議委員会の掛け持ち
　（ ２）各団体執行部と代議委員会の掛け持ち
第 ６ ２ 条　学生会会則に反する団体・クラブ・諸機関は役員会において何らかの処置をする。
第 ６ ３ 条　この学生会会則は、平成 ５年 ４月 ２ ７ 日より改正実施する。
　　　附　則（大学名称変更）
　この会則は、平成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日から施行する。

学校法人大垣総合学園個人情報保護規程
（制定　 ２ ０ ２ ２ 年 ４ 月 １ 日）

　　　第 １章　総則
　（目的）
第 １条　この規程は、個人情報の保護に関する法律（平成 １ ５ 年法律第 ５ ７ 号）に則り、学校法人大垣総合
学園（以下「法人」という。）が個人情報を取得、利用、保管、その他の取扱いについて必要な事項を定め、
個人情報の適切な保護に資することを目的とする。
２　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 ２ ５ 年法律第 ２ ７ 号）
における個人番号及び特定個人情報の取扱いについては、別に定める。
　（定義）
第 ２条　この規程で掲げる用語の定義は、次のとおりとする。
　（ １ �）「個人情報」とは、生存する個人（役員、職員、学生等、現在及び過去に法人と関わった者すべて

を含む。）に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。
　　ア�　当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号等により特定の個人を識別することができる

もの
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　　イ�　当該情報自体からは特定の個人を識別することができなくても、他の情報と容易に照合することが
でき、それにより特定の個人を識別することができるもの

　　ウ�　個人識別符号（身体の一部の特徴を電子計算機用に変換した符号、又はカードその他の書類等に対
象者ごとに異なるものとなるように記載等された公的な符号のうち、個人情報保護法施行令（以下「政
令」という。）で定めるものをいう。）が含まれるもの

　（ ２ �）「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪による被害の
事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を
要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

　（ ３ �）「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、個人情報を電子計算機
を用いて検索することができるように体系的に構成したもの、又は個人情報を帳簿等に一定の規則で
整理することにより容易に検索することができるように体系的に構成したもの（利用方法からみて個
人の権利利益を害するおそれが少ないものを除く。）をいう。

　（ ４ �）「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
　（ ５ �）「保有個人データ」とは、法人が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三

者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データをいう。
　（ ６� ）「仮名加工情報」とは、当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除したり個人識別符号の全部を

削除することにより他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報
を加工して得られる個人に関する情報をいう。

　（ ７� ）「匿名加工情報」とは、特定の個人を識別することができないように個人情報に含まれる記述の一
部を削除したり個人識別符号の全部を削除したりして得られる個人に関する情報であって、当該個人
情報を復元できないようにしたものをいう。

　（ ８� ）「学術研究機関等」とは、大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらの属す
る者をいう。

　（役職員等の責務）
第 ３条　理事、監事、評議員及び職員（以下「役職員等」という。）は、この規程その他法人等の諸規定を
遵守し、個人情報を保護する責務を負う。
２　役職員等は、職務等により知り得た個人情報を、故意又は過失により、漏えいし、滅失し若しくはき損
し、又は不当な目的に利用してはならない。その地位を退いた後においても同様とする。
３　法人は、学生に対して、個人情報の適正な取扱いにつき、適切に指導及び啓蒙活動を行うことに努める
ものとする。
　（学術研究における適用除外）
第 ４条　この規程は、大学及び短期大学が学術研究の用に供する目的で個人情報及び個人データを取り扱う
場合であって、次の各号に掲げる場合には適用しない（個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場
合を除く。）。
　（ １ �）あらかじめ本人の同意を得ることなく、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報

を取り扱うことができる場合として次に掲げるもの（第 ７条第 １項、 ２項の例外）
　　ア�　大学及び短期大学が個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき。
　　イ�　学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学

術研究目的で取り扱う必要があるとき。
　（ ２ �）あらかじめ本人の同意を得ることなく、要配慮個人情報を取得することができる場合として次に掲

げるもの（第 ８条第 ２項の例外）
　　ア　大学及び短期大学が要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき。
　　イ�　大学及び短期大学と共同して学術研究を行う学術研究機関等から要配慮個人情報を取得する場合で

あって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき。
　（ ３ �）あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人データを第三者に提供することができる場合として次

に掲げるもの（第 ８条第 １項の例外）
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　　ア　個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためにやむを得ないとき。
　　イ�　大学及び短期大学と共同して学術研究を行う学術研究機関等へ個人データを学術研究目的で提供す

る必要があるとき。
　　ウ�　当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術目的で取り

扱う必要があるとき。
２　大学及び短期大学は、学術研究目的で行う個人情報の取扱いについて、この規則を遵守するとともに、
その適正を確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければな
らない。
　　　第 ２章　個人情報の取得、利用
　（適正取得、適正利用）
第 ５条　法人は、適法かつ相当な手段により個人情報を取得しなければならない。
２　法人は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはな
らない。
　（利用目的の特定、通知又は公表）
第 ６条　法人は、個人情報を取得するに当たっては、その利用目的をできる限り特定しなければならない。
２　前項により特定した利用目的は、あらかじめ公表することを原則とするが、やむを得ない場合は、取得
後速やかに本人に通知、又は公表しなければならない。
３　前項の規定にかかわらず、本人から直接書面（ＣＤ、録音テープ、Ｗeb入力等を含む。）に記載された
当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ（人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要
がある場合は事後速やかに）、本人に対しその利用目的を明示しなければならない。
４　前 ２項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
　（ １ �）利用目的を本人に通知し、又は公表することにより、本人若しくは第三者の生命、身体、財産その

他の権利利益を害するおそれがある場合、又は法人の権利若しくは正当な利益を害するおそれがある
場合

　（ ２ �）国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で
あって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれが
あるとき。

　（ ３）取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
　（利用目的の制限、変更）
第 ７条　取得した個人情報は、特定した利用目的の範囲内で利用しなければならない。
２　利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲内で行い、
変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
３　前 ２項の規定による利用目的の範囲を超えて、他の目的で利用する場合は、次に掲げる場合を除き、あ
らかじめ本人の同意を得なければならない。
　（ １）法令に基づく場合
　（ ２ �）人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難で

あるとき。
　（ ３ �）公衆衛生の向上又は学生の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を

得ることが困難であるとき。
　（ ４ �）国や地方公共団体等が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、

本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
　（要配慮個人情報の取得）
第 ８条　要配慮個人情報は、合理的な理由がない限り取得しないように努めるものとする。
２　要配慮個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得なければならな
い。
　（ １）前条第 ３項各号に該当する場合
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　（ ２ �）当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等により公開されている場
合

　（ ３）本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合
　（ ４）第 １ ８ 条第 ４項各号に該当する場合において、要配慮個人情報の提供を受けるとき。
　　　第 ３章　個人データの安全管理
　（適正な管理）
第 ９条　法人は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つととも
に、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。
２　法人は、取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必
要かつ適切な措置を講じなければならない。
　（個人情報保護管理者）
第 １ ０ 条　法人に、個人情報の保護・管理に関する責任を担う個人情報保護管理者（以下「管理者」という。）
を置き、大学に関しては大学学長、短期大学に関しては短期大学学長、法人事務局に関しては法人事務局
長をもって充てる。
２　管理者は、所管する部署における個人データを総括的に管理するとともに、各部署で個人情報を取り扱
う者（以下「取扱担当者」という。）に対し、当該個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な
監督を行わなければならない。
　（内部監査）
第 １ １ 条　内部監査委員会は、個人データを取り扱う部署における個人情報の取得・利用・保管・管理等の
状況について、定期又は随時に監査を行い、その結果を管理者に報告する。管理者は、その報告に基づき、
安全管理措置等の見直し及び改善に取り組むものとする。
　（個人情報保護委員会）
第 １ ２ 条　個人情報の保護を適切に行うため、法人に個人情報保護委員会（以下「委員会」という。）を置く。
２　委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
　（ １）管理者
　（ ２）副学長
　（ ３）大学の各学部長
　（ ４）短期大学の各学科長
　（ ５）その他法人の委嘱した者
３　委員会の委員長は、大学学長をもって充て、委員長が招集及び議事の進行を行う。委員長は、必要に応
じて関係者を出席させ、意見を聴くことができる。
４　委員会は、次に掲げる事項について審議する。
　（ １）個人情報の保護・取扱・安全管理等に関する事項
　（ ２）新たなリスクに対応するための個人情報の安全管理措置の評価、見直し及び改善に向けた取り組み
　（ ３ �）保有個人データの開示、訂正、追加、削除、利用の停止若しくは消去の要求、利用目的の通知の請

求又は苦情申立てがあった場合に、管理者から付議された事項
　（ ４）その他個人情報の保護のために必要な事項
５　委員会に関する事務は、法人事務局理事長室が行う。
　（個人データの管理）
第 １ ３ 条　管理者は、所管する部署の保有する個人データを適正に管理するため、次の事項を記録した個人
データ管理台帳を作成し、所管の事務室に備え置く。
　（ １）個人情報データベース等の名称
　（ ２）個人データから識別される本人の属性等
　（ ３）個人データの項目
　（ ４）利用目的
　（ ５）取扱部署、責任者
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　（ ６）個人データの保管期間
　（ ７）その他必要な事項　
２　各部署の取扱担当者は、個人データの取扱状況を確認するため、個人データ取扱記録簿を作成し、次の
事項を記録しなければならない。
　（ １）個人情報データベース等の利用・出力状況
　（ ２）個人データが記載又は記録された書類・媒体等の持出し状況
　（ ３）個人データ等の削除・廃棄の状況（委託した場合の消去・廃棄を証明する記録を含む。）
　（ ４ �）個人情報データベース等を情報システムで取り扱う場合、取扱担当者の情報システムの利用状況（ロ

グイン実績、アクセスログ等）
３　管理者は、定期的又は臨時的に個人データの管理状況及び取扱状況を確認しなければならない。
　（情報漏えいへの対応）
第 １ ４ 条　取扱担当者は、個人データの漏えい等が発生した場合又はそのおそれがある場合は、直ちに管理
者に報告しなければならない。
２　前項の報告を受けた管理者は、理事長に報告するとともに、速やかに次の措置を講じなければならない。
　（ １）事実関係の調査及び原因の究明
　（ ２）影響範囲の特定
　（ ３）影響を受ける可能性のある本人への連絡
　（ ４）再発防止策の検討及び実施
　（ ５）事実関係及び再発防止策等の公表
３　法人は、個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして次に掲げ
る事態が生じたときは、当該事態を知った後、速やかに個人情報保護委員会（内閣府外局）及び文部科学
省に報告しなければならない。
　（ １ �）要配慮個人情報が含まれる個人データ（高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必

要な措置を講じたものを除く。以下同じ。）の漏えい、減失若しくは毀損
　（ ２ �）不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又

は発生したおそれがある事態
　（ ３ �）不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれが

ある事態
　（ ４）個人データに係る本人の数が千人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
４　前項の場合における報告事項は、次に掲げるものとする。
　（ １）概要
　（ ２）漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データの項目
　（ ３）漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データに係る本人の数
　（ ４）原因
　（ ５）二次被害又はそのおそれの有無及びその内容
　（ ６）本人への対応の実施状況
　（ ７）公表の実施状況
　（ ８）再発防止のための措置
　（ ９）その他参考となる事項
５　法人は、第 ３項に定める事態を知った後、当該事態の状況に応じて速やかに、当該本人の権利利益を保
護するために必要な範囲において、本人に対し、前項第 １号、第 ２号、第 ４号、第 ５号及び第 ９号に定め
る事項を通知しなければならない。ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護
するために必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りではない。
　（物理的・技術的安全管理措置）
第 １ ５ 条　入退室者による不正行為等の防止のための物理的安全管理措置及び情報システムからの漏えい等
の防止のための技術的安全管理措置については、個人データが漏えい等した場合の本人が被る不利益の大
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きさ、事業規模、個人データの取扱状況、個人データを実際に記録している媒体の性質等を考慮した措置
を講じなければならない。
２　物理的安全管理措置とは、次のとおりに定める。
　（ １）個人データの取扱場所・区域、個人データの管理場所・区域等の明確化
　（ ２）取扱場所等へ入退館することについての制限と記録
　（ ３）ＵＳＢメモリや個人パソコン等の電子機器類によるデータの持込・持出の管理と記録
３　技術的安全管理措置とは、次のとおりに定める。
　（ １）情報システムの個人データへのアクセス権限の制限
　（ ２）個人データへのアクセス記録の定期的な確認
　（ ３）外部のネットワークからのアクセス制限の管理と記録
　　　第 ４章　個人データの委託、共同利用、第三者提供
　（委託）
第 １ ６ 条　法人が利用目的の達成に必要な範囲内で、個人データの取扱いの全部又は一部を外部業者等に委
託する場合には、個人データを提供することができる。
２　前項の場合、法人は、委託された当該個人データの安全管理が図られるよう、委託先に対する必要かつ
適切な監督を行わなければならない。
３　前項の監督のため、法人は、委託先の選定に当たって、委託先の業務・管理体制、規程整備等の状況の
確認（必要に応じ個人データの取扱場所での現地確認等）をし、個人データの安全管理措置が十分になさ
れることを確認するものとする。
４　第 ２項の監督のため、委託先と締結する委託契約に、次の事項を盛り込むものとする。
　（ １）委託先における個人データを取り扱う者の明確化に関する事項
　（ ２）委託先において講ずべき安全管理措置の内容
　（ ３ �）個人データの加工（委託契約の範囲内のものを除く。）、改ざん、複写又は複製（安全管理上必要な

バックアップを目的とするもの等委託契約範囲内のものを除く。）の禁止
　（ ４）委託先の秘密の保持に関する事項
　（ ５）委託された個人データの再委託の可否及び条件等に関する事項
　（ ６）委託契約終了後の個人データの返却又は委託先における破棄若しくは削除に関する事項
　（ ７）委託契約内容が遵守されなかった場合の損害賠償その他の措置に関する事項
　（ ８）委託先において個人データの漏えい事故等が発生した場合の報告義務及び責任に関する事項
　（ ９）委託契約期間等に関する事項
５　管理者は、委託契約の内容の実施状況を把握するため、委託先に対し定期的又は臨時的に監査等を行う
こととする。
　（共同利用）
第 １ ７ 条　法人は、個人データを特定の者との間で共同して利用する場合には、当該特定の者に個人データ
を提供することができる。
２　前項の場合において、法人は、次に掲げる事項を、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得
る状態に置かなければならない。
　（ １）個人データを共同利用する旨
　（ ２）共同利用する個人データの項目
　（ ３）共同利用する者の範囲
　（ ４）共同利用する者の利用目的
　（ ５ �）共同利用する個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ

ては、その代表者の氏名
　（第三者への提供）
第 １ ８ 条　法人は、第 ７条第 ３項各号に該当する場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人デー
タを第三者に提供してはならない。
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２　前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り
得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会（内閣府外局）へ届け出たとき（以下「オプトアウト」と
いう。）は、当該個人データを第三者に提供することができる。なお、個人情報保護委員会（内閣府外局）
への届出は、電子情報処理組織を使用するか、又は所定の届出書及びその記載事項を記録した光ディスク
を提出することにより行う。
　（ １）法人の名称、住所、理事長の氏名
　（ ２）第三者への提供を利用目的とすること
　（ ３）第三者に提供される個人データの項目
　（ ４）第三者に提供される個人データの取得の方法
　（ ５）第三者への提供の方法
　（ ６）本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
　（ ７）前号の本人の求めを受け付ける方法
　（ ８）第三者に提供される個人データの更新の方法
　（ ９）当該届出に係る個人データの第三者への提供を開始する予定日
３　前項の規定は、次に掲げる事項については、適用しない。
　（ １）要配慮個人情報
　（ ２）偽りその他不正の手段により取得された個人データ
　（ ３ �）他の個人情報取扱事業者からオプトアウト規定により提供された個人データ（その全部又は一部を

複製・加工したものを含む。）
４　次に掲げる場合は、第三者提供に該当しない。
　（ １）第 １ ６ 条の定めによる委託に伴って個人データを提供する場合
　（ ２）前条の定めによる共同利用に伴って個人データを当該特定の者に提供する場合
　（ ３）合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データを提供する場合
５　法人は、当該提供先において、個人データを提供する目的以外での利用、他の者への再提供、複写複製、
改ざん、漏えい、盗用等がなされないように、個人データの安全管理のために講ずべき措置について、提
供先と契約書を締結するなど、適切な措置を講じなければならない。
　（外国の第三者への提供）
第 １ ９ 条　法人は、次のいずれかに該当する場合に限り、個人データを外国の第三者へ提供することができる。
　（ １）外国にある第三者へ提供することについて、本人の同意を得ていること。
　（ ２ �）法人と外国にある第三者との間で当該第三者における個人データの取扱いについて、適切かつ合理

的な方法により、個人情報保護法の趣旨に沿った措置の実施が確保されていること。
　（ ３）外国にある第三者が、個人情報の取扱いに係る国際的な枠組みに基づく認定を受けていること。
　（ ４）第 ７条第 ３項各号に該当すること。
　（第三者への提供に係る記録の作成等）
第 ２ ０ 条　個人データを第三者（国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人を除く。）
へ提供したとき（第 ７条第 ３項各号に該当する場合又は第 １ ８ 条第 ４項各号に該当する場合を除く。）に
は、管理者は、次の事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、法人等が本人に対する物品又
はサービスの提供に関連して当該本人の個人データを第三者へ提供する場合において当該提供に関して作
成された契約書等に次の事項が記載されているときは、当該契約書等で代替可能とし、また、既に記録さ
れている事項と内容が同一のものについては、当該事項の記録を省略することができる。
　（ １）本人の同意を得ている旨（第 １ ８条第 ２項の規定により個人データを提供した場合は提供した年月日）
　（ ２ �）当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名（不特定かつ多数の

者に対して提供したときは、その旨）
　（ ３）当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
　（ ４）当該個人データの項目
２　前項の記録は、個人データを第三者に提供した都度、速やかに作成しなければならない。ただし、個人
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データを第三者に継続的に若しくは反復して提供したとき、又はその確実な見込みがあるときは、一括し
て作成することができる。
３　法人は、前 ２項により作成した記録を、次の各号に応じて保存しなければならない。
　（ １ �）第 １項ただし書きに基づき契約書等で記録に代えた場合　　最後に個人データの提供を行った日か

ら起算して １年を経過する日まで
　（ ２ �）前項ただし書きに基づき一括して記録を作成した場合　　最後に個人データの提供を行った日から

起算して ３年を経過する日まで
　（ ３）前 ２号以外の場合　　当該記録を作成した日から ３年間 
４ 　本人は、第 １項の記録について、開示を請求することができる。請求の手続きについては第 ２ ４ 条の規
定を準用する。
　（第三者からの提供を受ける際の確認等）
第 ２ １ 条　第三者（国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人を除く。）から個人デー
タの提供を受けるに際しては、管理者は、次の事項を確認し、その取得方法が適法なものであることを確
認しなければならない。ただし、当該個人データの提供が第 ７条第 ３項各号又は第 １ ８ 条第 ４項各号に該
当する場合は、この限りでない。
　（ １）当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人等にあってはその代表者
　（ ２）当該第三者による当該個人データの取得の経緯
２　前項により個人データの提供を受けた場合、管理者は、次の事項に関する記録を作成しなければならな
い。ただし、法人等が本人に対する物品又はサービスの提供に関連して第三者から個人データの提供を受
けた場合において当該提供に関して作成された契約書等に次の事項が記載されているときは、当該契約書
等で代替可能とし、また、既に記録されている事項と内容が同一のものについては、当該事項の記録を省
略することができる。
　（ １ �）本人の同意を得ている旨（第 １ ８ 条第 ２項の規定により個人データの提供を受けた場合は個人デー

タの提供を受けた年月日）
　（ ２）前項各号に掲げる確認事項
　（ ３）当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
　（ ４）当該個人データの項目
　（ ５ �）第 １ ８ 条第 ２項の規定により個人データの提供を受けた場合は、個人情報保護委員会（内閣府外局）

による公表がされている旨
３　前項の記録は、第三者から個人データの提供を受けた都度、速やかに作成しなければならない。ただし、
第三者から継続的に若しくは反復して個人データの提供を受けたとき、又はその確実な見込みがあるとき
は、一括して作成することができる。
４　法人は、前 ２項により作成した記録を、次の各号に応じて保存しなければならない。
　（ １ �）第 ２項ただし書きに基づき契約書等で記録に代えた場合　　最後に個人データの提供を受けた日か

ら起算して １年を経過する日まで
　（ ２ �）前項ただし書きに基づき一括して記録を作成した場合　　最後に個人データの提供を受けた日から

起算して ３年を経過する日まで
　（ ３）前 ２号以外の場合　　当該記録を作成した日から ３年間
　　　第 ５章　保有個人データの開示、訂正、利用停止等
　（保有個人データの本人への周知）
第 ２ ２ 条　法人は、保有個人データに関し、次に掲げる事項を本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅
滞なく回答する場合を含む。）に置くものとする。
　（ １）法人の名称 
　（ ２）全ての保有個人データの利用目的（第 ６条第 ４項第 １号、第 ２号に該当する場合を除く。）
　（ ３ �）保有個人データの利用目的の通知請求（次条）、開示請求（第 ２ ４ 条）、訂正等の請求（第 ２ ５ 条）、

又は利用停止等の請求（第 ２ ６ 条）に応じる手続（請求等に係る手数料を含む。）
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　（ ４）保有個人データの取扱いに関する苦情や問い合わせの申出先 
　（利用目的の通知請求）
第 ２ ３ 条　本人は、自己に関する保有個人データの利用目的の通知を請求することができる。請求は、代理
人によってもすることができる。
２　前項の請求は、学生証、職員証、身分証明書、代理権を有することを証明する書面等により本人又は代
理人であることを明らかにし、法人の定める所定の請求書を、法人の定める手数料とともに管理者に提出
して行わなければならない。
３　管理者は、第 １項の請求を受けたときは、本人に対し、遅滞なく利用目的を通知しなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
　（ １）前条第 ２号の規定により保有個人データの利用目的が明らかな場合
　（ ２）第 ６条第 ４項第 １号、第 ２号に該当する場合
４　管理者は、求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅
滞なくその旨を通知しなければならない。
　（保有個人データの開示請求）
第 ２ ４ 条　本人は、法人に対し、自己に関する保有個人データの開示を請求することができる。請求は、代
理人によってもすることができる。
２　前項の請求は、前条第 ２項に定める手続に準じて行わなければならない。
３　本人は、当該保有個人データの電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他法人の定め
る方法による開示を請求することができる。
４　管理者は、第 １項の請求を受けたときは、本人に対し、遅滞なく、前項の規定により本人が請求した方
法により、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次のいずれかに
該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
　（ １）本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
　（ ２）法人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
　（ ３）他の法令に違反することとなる場合
５　管理者は、開示を求められた保有個人データの全部又は一部の開示につき、必要に応じて、委員会に付
議し、意見を聴くことができる。
６　管理者は、保有個人データの全部又は一部を開示しない旨の決定をしたとき、又は当該保有個人データ
が存在しないときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
　（保有個人データの訂正等）
第 ２ ５ 条　本人は、法人に対し、自己に関する保有個人データの内容が事実でないときは、その内容の訂正、
追加又は削除（以下「訂正等」という。）を請求することができる。請求は、代理人によってもすること
ができる。
２　前項の請求は、第 ２ ３ 条第 ２項に定める手続に準じて行わなければならない。ただし、手数料は必要と
しない。
３　管理者は、第 １項の請求を受けた場合には、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有
個人データの内容の訂正等を行わなければならない。
４　管理者は、第 １項の請求に係る保有個人データの全部又は一部の訂正等を行ったとき、又は訂正等を行
わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
　（保有個人データの利用停止等）
第 ２ ６ 条　本人は、法人に対し、自己に関する個人データが次のいずれかに該当する場合は、その利用の停
止、消去又は第三者提供の停止（以下「利用停止等」という。）を請求することができる。請求は、代理
人によってもすることができる。
　（ １ �）第 ５条の規定に違反して不正の手段により取得されたものであるとき又は不適正な方法により利用

されているとき
　（ ２）第 ７条の規定に違反して目的外利用されているとき。



－ 259 －

　（ ３）第 ８条の規定に違反して要配慮個人情報が取得されているとき。
　（ ４）第 １ ８ 条又は第 １ ９ 条の規定に違反して第三者に提供されているとき。
　（ ５）法人が利用する必要がなくなった場合
　（ ６）漏えい、滅失、棄損等の事態が発生した場合
　（ ７）本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合
２　請求の手続については、前条第 ２項の規定を準用する。
３　管理者は、第 １項の請求を受け、その請求に理由があると判明したときは、本人の権利利益の侵害を防
止するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただ
し、利用停止等に多額の費用を要するなど利用停止等を行うことが困難な場合は、本人の権利利益を保護
するため、これに代わるべき措置をとることができる。
４　管理者は、第 １項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について利用停止等を行っ
たとき、又は利用停止等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなけ
ればならない。
　（苦情処理）
第 ２ ７ 条　法人は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
２　法人は、苦情処理等の窓口を法人事務局理事長室に設置し、本人から苦情の申出を受けた場合は、直ち
にその旨を、当該個人情報を所管する管理者に報告する。
３　前項の報告を受けた管理者は、必要に応じて委員会に付議し意見を聴くなど、当該苦情に対し、適切に
対応しなければならない。
　　　第 ６章　仮名加工情報及び匿名加工情報の作成等及び義務
　（仮名加工情報の作成等）
第 ２ ８ 条　法人は、仮名加工情報（仮名加工情報 データベース等を構成するものに限る。以下同じ。）を作
成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要な
ものとして個人情報保護委員会（内閣府外局）の規則で定める基準に従い、個人情報を加工しなければな
らない。
２　法人は、仮名加工情報を作成したとき、又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等（仮
名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により
行われた加工の方法に関する情報をいう。以下同じ。）を取得したときは、削除情報等の漏えいを防止す
るために必要なものとして個人情報保護委員会（内閣府外局）の規則で定める基準に従い、削除情報等の
安全管理のための措置を講じなければならない。
３　法人は、法令に基づく場合を除くほか、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、仮名加工情
報（個人情報であるものに限る。以下同じ。）を取り扱ってはならない。
４　仮名加工情報については、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的
を公表しなければならない。
５　法人は、仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは、当該個人
データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。
６　法人は、法令に基づく場合を除くほか、 仮名加工情報（個人情報でないものを含む。）を第三者に提供
してはならない。
７　法人は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る
本人を識別するために、当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。
８　法人は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、電話をかけ、郵便等により送付し、若しくは電磁的方
法を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用
してはならない。
９　仮名加工情報、仮名加工情報である個人データ及び仮名加工情報である保有個人データについては、第
７条、第 １ ４ 条第 ３項、第 ４項、第 ５項及び第 ２ ２ 条から第 ２ ６ 条までの規定は、適用しない。

　（匿名加工情報の作成等） 
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第 ２ ９ 条　法人は、匿名加工情報（匿名加工情報データベース等を構成する者に限る。以下同じ。）を作成
するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないよう、
当該個人情報を加工するものとする。この場合において、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報
の項目を公表するものとする。
　（匿名加工情報の第三者提供）
第 ３ ０ 条　法人は、作成した匿名加工情報を第三者に提供するときは、あらかじめ、第三者に提供される匿
名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三
者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示するものとする。
　（識別行為の禁止）
第 ３ １ 条　法人は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報
に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは匿名加
工情報の作成において行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照
合してはならない。
　（安全管理措置等）
第 ３ ２ 条　法人は、匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、当該匿名加工情報の取扱いに関
する苦情の処理その他の当該匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じ、かつ、当
該措置の内容を公表するものとする。
　　　第 ７章　雑　則
　（関係法令の適用）
第 ３ ３ 条　この規程に定めのない事項及びこの規程の解釈適用は、個人情報の保護に関する法律（平成 １ ５
年法律第 ５ ７ 号）、その他の関係法令に従う。

　（改廃）
第 ３ ４ 条　この規程の改廃は、経営会議の審議を経て理事長が行う。
　（庶務）
第 ３ ５ 条　この規程に関する事務は、法人事務局理事長室が担当する。
　　　附　則
１　この規程は、 ２ ０ ２ ２ 年 ４ 月 １ 日から施行する。
２ �　 ２ ０ １ ７ 年 ４月 １日施行の学校法人大垣総合学園個人情報保護規程は、２ ０ ２ ２ 年 ３月 ３ １日に廃止する。
　　　附　則（事務組織改編）
　この規程は、 ２ ０ ２ ４ 年 ４ 月 １ 日から施行する。



附属機関
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岐阜協立大学学会

　紀要『岐阜協立大学論集』刊行、学術講演会の開催等を行い、大学の学術研究活動の充実発展
を図るなど、大学の地域への開放・生涯学習社会への対応を行っています。論集は、岐阜協立大
学学術情報リポジトリや図書館で閲覧できます。� （事務局：図書館事務室　lib＠gku.ac.jp）

地域連携推進センター

　２００３年 ７ 月に大垣市を始めとする地域との総合的な連携を、より一層強固にするための窓口として開設さ
れました。コミュニティ政策、流域環境、スポーツを通じての人材育成、情報技術、福祉政策等の分野にお
いて、大学で行っている様々な研究・教育活動を通じて、地域の自治体・企業・NPO等と協働してその成
果を地域社会へ還元していくことを目的としています。
　また、大学の地域への開放・生涯学習社会への対応の一環として、かがやきカレッジ（大垣市との連携講
座）等の公開講座を実施しています。

地域創生研究所

　２０１９年 ４ 月の看護学部開設を機に、研究活動の分野を広げるため、２０２０年 ３ 月、地域経済研究所（１９８１年
設置）と情報技術研究所（２００１年 ４ 月設置）を統合。地域創生研究所が設置されました。岐阜県および周辺
域における地域の社会経済・生活環境・保健福祉・情報技術（IT）活用等の諸領域に関する諸事象を調査
研究し、地域づくりの活性化と発展に寄与することを目的としています。
　地域創生研究所では、共同研究、個人研究、地域調査等を行い、その成果を機関誌『地域創生』にて発表
する他、岐阜県関係の資料の蒐集・整理、講演会や研究会を企画、開催します。
　１９９８年に設置されたマイスター倶楽部は、設立当初より地域社会を舞台にして学生がまちづくり研究・実
践活動に取り組んでいます。２００６年 2 月には、大垣市、大垣商工会議所、大垣市商店街振興組合連合会、本
学の ４者による中心市街地活性化のための協定を締結、学生が中心となって中心市街地活性化のためのプロ
ジェクトを推進しています。
　情報関係では、産官学コンソーシアム「大垣情報ネットワーク研究会」の運営に関わり、当地で情報技術
事業や研究に従事しておられる方々の研究交流の場の設定や、学生によるソフトピア共同研究室（１９９９年 ４
月開設）の活動を通じて、デジタル社会に有為な人材育成に貢献しています。活動報告書として『大垣情報
ネットワーク研究会会誌』を刊行しています。
　自治体財政研究会では、学生たちが連携する市町村の財政や政策について、統計分析やヒアリング調査を
行い、自治体職員の方々と研究会で議論を重ねています。その研究成果は自治体の役職者をはじめ職員の方々
に報告会で発表しています。また、学内の人的、物的資源を活かした「子どもの居場所」を毎月開催してい
ます。さらに、東海財務局との連携に基づいた「財政教育プログラム」をはじめとしたボランティア活動や、
住民の方々と議論を行うワークショップ等にも参加しています。
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後　援　団　体

親　和　会

　親和会は、本学学生の父母によって組織され、会員相互の親睦を図るとともに、大学の教育を後援するこ
とを目的として年間を通じ様々な活動を行っています。主な事業としては、①課外活動への援助　②通学バス
運行助成　③図書の寄贈　④父母懇談会の実施　⑤食生活改善助成　⑥教育・学生生活環境整備などを行っ
ています。父母懇談会は、毎年 6月に実施しており本学のほか地方会場でも開催されています。多くの保護
者様にご参加いただき教職員と父母との交流の場として重要な行事となっています。
　また毎年１０月頃に会報「親和会だより」を発行しています。親和会の活動状況の報告、大学の近況、大学
生活や就職等の説明など大学への理解を深めていただく内容となっています。
　これらの事業計画や予算については、役員会の議を経て、本学にて開催される総会の場で決定しています。
　この他に親和会では、「親和会学生支援基金」を設置しており、「文化・スポーツ振興助成」と「緊急貸
付」を目的に学生の皆さんの福利増進を図っています。また大学の周年記念事業における寄贈の準備資金と
して「大学将来構想基金」を設置しています。
　HP：https://www.gku.ac.jp/parents_family/shinwakai.html

校　友　会

　岐阜協立大学校友会は、大学の興隆に寄与し、卒業生相互の親睦を図ることを目的として１９７１年に創設さ
れた本学卒業生の同窓会です。皆さんの先輩は、今や ２万 6千人を超え、全国各地で活躍しています。
　校友会では、年に １回校友会報を発行しており、現在の大学の情報や様々な場面で活躍している先輩の様
子などを広く発信しています。
　学生の皆さんに向けては、卒業記念品の寄贈をはじめ卒業祝賀パーティーを企画・開催するなど母校後援
のための事業も行っています。２００２年には、創立３０周年事業として ３号館前に記念オブジェ「飛翔の掌」を
寄贈、２０１７年には創立５０周年事業として大型バスを寄贈しました。
　その他の校友活動としては、本学を会場として全ての校友会員を対象とした校友会総会を隔年開催してい
ます。２０１７年には総会とともに、大学創立５０周年記念協賛講演会として、元陸上競技・マラソン選手で、大
学駅伝の解説でも知られる横浜DeNAランニングクラブ総監督（当時）の瀬古利彦氏を招いたトークショー
を行い、全国各地から多くの卒業生が集いました。
　また、各地においては、校友会支部立ち上げの動きが広がっており、現在は ６県（岐阜県、愛知県、三重
県、静岡県、滋賀県、島根県）で支部活動が行われています。その他クラブ、サークルOB会や職域グルー
プ等の活動も盛んに行われ、校友会活動の発展が図られています。
　E-mail：koyu@gku.ac.jp
　HP：https：//www.gku-koyu.gku.ac.jp

親和会総会 校友会から大学へ　マイクロバスの寄贈
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　避難場所は、広く、火災の延焼などの恐れのない所が適しています。
　本学では、あらかじめ下記の斜線部を一時避難場所として想定していますが、
地震、火災等の状況により、適宜安全な場所に避難してください。
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学 生 会 館
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＜北方キャンパス＞

食　　　堂
営業時間
　月～金　１１：００～１４：００
休業日
　�土・日・祝日及び大学休講日等（大学休講日
等に係る休業日については、掲示でお知らせ
します。）
メニュー
　（都合により変更になる場合があります。）
　・日替わり定食　　・日替わり丼
　・から揚げ定食　　・日替わり麺
　・とんかつ定食
　・カレー

売　　　店
３ 号館 １階
営業時間
　月～金　 ８：５０～１６：3０
休業日
　�土・日・祝日及び大学休講日等（大学休講日
等に係る休業日については、掲示でお知らせ
します。）
営業品目
　�パン・菓子類・飲み物・アイスクリーム・弁
当・おにぎりなどの食品
　�書籍・雑誌・レポート用紙・文具事務用品・
その他コピーサービス・自転車修理等
　�なお、本学指定のレポート表紙なども扱って
います。
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＜西之川キャンパス＞

カフェテリア
C号館 1階
営業時間
　月～金　11：30～13：00　昼食のある学内食堂です。
休業日
　土・日・祝日及び大学休講日等

売　　店
C号館 1階
営業時間
　月～金　 8：30～17：00
休業日
　土・日・祝日及び大学休講日等
営業品目
　カフェテリア内にあり、教科書、専門書、文具、雑誌、パン、飲み物、菓子等を販売しています。
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至 神戸町
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岐大バイパス
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大垣駅

岐阜協立大学
北方キャンパス

N岐阜協立大学
西之川キャンパス
（大垣女子短期大学）

かつや

岐 阜 協 立 大 学 位 置 図

大垣駅

アクアウォーク

ローソン

Ａ

Ｂ

◀詳しい時刻はこちらをアクセス！

乗車パターン
大垣駅北口Ａ   「岐阜協立大学」乗車（約１２分）
　　　　　　　　　　　　「大野バスセンター行」乗車（約１０分）   「三津屋」にて下車後、徒歩約 ５分
　
大垣駅北口Ｂ   「大垣女子短大・岐阜協立大学」乗車（約１７分）



－ 283 －

1

1 32 4 5 6 7 8 9 10

12 13 14

10

1112

25

13

26

27
30

31

32

33

34

35

1719

20

21

22

23

24

18

3
45

6

7

2

8

9

1号
館（

1F
理

事
長

室
、総

務
企

画
課

、2
F入

試
広

報
課

、経
営

企
画

室
、ス

ポ
ー

ツ
文

化
振

興
室

）

2号
館（

1F
教

務
課〔

大
学

院
窓

口
〕、

学
生

課
、キ

ャ
リ

ア
支

援
課

、A
TM

）

3号
館（

学
び

ラ
ウ

ン
ジ

、P
A

C
支

援
室

、売
店

、身
障

者
用

ト
イ

レ
）

4号
館

5号
館

6号
館

7号
館 （

講
堂

）（
1F

日
本

国
際

ポ
ス

タ
ー

美
術

館
）

8号
館（

1F
保

健
室

、学
生

支
援

室
、身

障
者

用
ト

イ
レ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 2

F家
政

調
理

実
習

室
、3

～
4F

経
済

学
部

研
究

室
）

情
報

セ
ン

タ
ー（

身
障

者
用

ト
イ

レ
）

10
号

館（
大

学
院

、経
営

学
部

研
究

棟
）（

非
常

勤
講

師
控

室
、学

生
相

談
室

、

　
　

　
　

  2
～

4F
経

営
学

部
研

究
室

、大
学

院
生

演
習

室
、大

学
院

生
自

習
室

）

15 16 17 18 2019 21

22

図
書

館（
1F

身
障

者
用

ト
イ

レ
）

第
1体

育
館

ク
ラ

ブ
ハ

ウ
ス

食
堂 （

C
af

e 
R

es
t 5

0）

第
2体

育
館

学
生

会
館

正
門

バ
ス

乗
り

場

タ
ク

シ
ー

乗
り

場

駐
車

場 （
来

客
用

）

駐
車

場

24 25 26 27 2928 30

31 32

駐
輪

場

駐
車

場

駐
車

場

駐
輪

場

駐
輪

場

駐
輪

場

ハ
リ

ヨ
パ

ー
ク

飛
翔

の
掌

野
球

場

34 35 36

テ
ニ

ス
コ

ート

サ
ッ

カ
ー

コ
ート

（
人

工
芝

サ
ッ

カ
ー

場
）

40
0m

ト
ラ

ッ
ク（

全
天

候
型

陸
上

ト
ラ

ッ
ク

）

体
育

セ
ン

タ
ー

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

ル
ー

ム・
更

衣
室

屋
内

練
習

場

休
憩

所
、屋

外
ト

イ
レ

28

29
14

15

36
37

11

23

33

A
ED

A
ED

A
ED

16

37

キ
ャ
ン
パ
ス
マ
ッ
プ

岐
阜
協
立
大
学
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西之川キャンパス（大垣女子短期大学含む）　学内配置図

Ａ号館………………事務局・役員室
　　　　　　　　　幼児教育学科教室・教養科目教室
Ｂ号館………………音楽総合学科教室
Ｃ号館（２０周年記念館）…カフェテリア・図書館・多目的ホール
Ｄ号館………………保健室・学生相談室・ギャラリーみずき・みずきサロン

デザイン美術学科教室・コンピュータ教室
Ｅ号館………………デザイン美術学科教室・和室・みずきホール
　　　　　　　　　看護学部男子ロッカー室・看護学部ラーニングコモンズ
Ｆ号館………………音楽総合学科リペア室
Ｇ号館………………歯科衛生学科教室
Ｈ号館………………発達相談室・子育てサロンルーム・幼児教育学科演習室
Ⅰ号館（看護学部棟）…看護学部看護学科教室・教養科目教室
Ｋ号館………………体育館・音楽リズム室
学生会館みずき……調理室・学友会室・クラブ部室
※矢印（ ）はバリアフリー通路です。
※ W.Cは身障者用トイレです。
※災害発生時の避難場所は、Ｉ号館北の駐車場になります。

駐車場

K号館

G号館

B号館

南駐車場
（職員･来客用）

D号館

E号館
H号館

学生会館みずき

C号館
（20周年記念館）

自転車置場

防災倉庫
F号館

北駐車場
（職員用）

A号館

みずきの郷

Ⅰ号館

バス停

W.C

W.C

掲示板

バス停

W.C

W.C

N

看護学部棟
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看護学部棟　I号館

N３F

２F

１F

Ⅰ３０９Ⅰ３１１ Ⅰ３１０ Ⅰ３０８ Ⅰ３０７
パソコン
コーナー
　 ・
ラウンジ

Ⅰ３０５

EV

Ⅰ３０１

ラウンジEPS

屋上庭園

V・Pr・D

V・資・Pr・DV・資・Pr・DV・資・Pr・DV・資・Pr・D

V・Pr・D

V・Pr・D

ゼミ室ゼミ室ゼミ室ゼミ室
岩瀬

研究室研究室 研究室 研究室
Ⅰ３１６Ⅰ３１３ Ⅰ３１４ Ⅰ３１５ Ⅰ３１７

研究室 研究室 研究室 研究室研究室 研究室
Ⅰ３２６Ⅰ３２１Ⅰ３２０Ⅰ３１９ Ⅰ３２２ Ⅰ３２３ Ⅰ３２５ Ⅰ３２７

パソコン
コーナー

ラウンジ

教材作成室

倉庫

Ⅰ２０３
更衣室

吹抜

倉庫

吹抜

小児・母性看護実習室
Ⅰ２０４

Ⅰ２０２

吹抜

医療ガス
ボンベ庫

吹抜

吹抜

EV

洗浄コーナー

基礎・成人看護実習室

セルフトレーニング室
Ⅰ２０１EPSリネンコーナー

洗濯コーナー

中階段

倉庫

K号館

Ⅰ１０６

Ⅰ１０５

中階段

講義室

地域・在宅等実習室
Ⅰ１０８倉庫 サロン

F号館へ

講義室

ラーニングコモンズ

講義室 講義室
EV西階段

倉庫
EPS

東階段

風除室

Ⅰ１０７

応接スペース

W.C

※

１０２名１０２名１０２名１０２名

Ⅰ１０４ Ⅰ１０３ Ⅰ１０２ Ⅰ１０１

※
■

洗面所

洗面所

洗面所

倉庫

水上大山

ゼミ室

G号館
方面へ

研究室
遠渡 松原 吉川

共同研究室
Ⅰ３０２

共同研究室
Ｉ３０６

共同研究室

研究室 研究室
緒方緒方

風除室

臼田 米倉 此島 酒井田 戸村

稲垣
北田
佐藤

研究室

Ｖ…VTR（ビデオ）
資…資料提示装置
Pr…プロジェクター
Ｄ…DVD
■…AED

避難経路

馬場

安藤
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H号館

サロン

発達相談室

造形資料室
H３０２

ホール

H１０１

１F

２F

玄　関

機
械
室
H１１０

洗
面
所 H２０６

３F

H３０１

福祉実習室Ⅰ

H１０２

福祉実習室Ⅱ

H１０９

造形演習室

H３０３

V

H１０３

造形演習室

H３０４

N
Ｈ号館

（カフェテリアゾーン）

※

◎
◎

◎

◎ ◎

◎

◎

◎
◎

（子育てサロンルーム）

幼
児
用
ト
イ
レ

書　庫

造形資料室

研究室
H２０１ H２０２ H２０３

研究室

◎

H２０４
研究室

H２０５
研究室

研究室
H２０７

研究室
H２０８

会議室
H２０９ H２１０ H２１１

キャリア
サポーター室

多目的室 研究室

D号館へ

A号館 N

講義室

A２０９

１F

２F

３F

A２０３

ホール

応接室　A２１１

ロッカー室　A２１２

会議室
A２１０

A２０１

講義室

A３１２

湯沸室

応接室

A２０２

A３０９

４F

A４１０

演習室

（西之川分室）

湯沸室
A１０６

ロッカー室
A１０３

A１０２

書庫
A１０５

物入

学長室
A２０４

A２０８

A２０５

湯沸室

湯沸室
A３１４

A３０８

A２０６

書庫
A２０７

A３０４

講義室

準備室

演習室

大会議室

教務課
※

PPP

資

暗
※

V

Pr P
EP

D
GP

暗 暗 暗

トイレ

V・資・Pr・D V・資・Pr・D

◎

◎

◎

◎

◎ ◎ ◎

◎
◎

◎

◎
◎

◎

EP５ EP５ EP２
P

A４０２ A４０３

資・Pr・D

受付

受付（学生用）

A４０７ A４０６

電子ピアノ教室 合奏室

役員室 役員室

A４０９

PP

A４０１

P 演習室

A３１１

パソコンコーナー

ロビー

A４０５

A３１３
研究室 A３０７

研究室

１０８名９６名１１７名

A３０３A３０２A３０１

応
接

■

■

総合教育センター

A３０５
研究室

A３０６
研究室

証紙
販売機

洗面所

洗面所

洗面所

非常勤講師控室

洗面所
（来客用）

事務局
A１０１

消火器
さすまた
暗幕 電子ピアノ

ピアノ
資料提示装置
VTR （ビデオ） DVD

AED

…

……

…

…

…

…

…

…

…

…

印刷室
A１０４

グランドピアノ
プロジェクター

D号館へ

D号館へ

D号館へ

　　
研究室

A４０８

演習室 演習室

研究室
中島

役員室

A３１０
研究室 研究室

岡本
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B号館

１F

２F

３F

４F

B４０１

演習室 洗
面
所

B４０５

B３０１

B３０７ B３０６

洗
面
所B３０３B３０２

B４０４

演習室

B３０５

L１ L２ L３ L４ L５ L６ L７ L８

L９L１０L１１L１２L１３L１４L１５L１６L１７L１８L１９

洗
面
所B２０１ B２０２ B２０３ B２０４ B２０６

演習室
B２０５

B１０１
洗
面
所

B１０９B１１０ B１０８

B１０３ B１０４

B１０６

B１０５

リペア
器具庫 B１０７

N機
械
室

講義室
屋上緑化庭園

講義室

洗面所

電子オルガン室

レッスン室１ レッスン室２ レッスン室３（練　習　室）

（練　習　室）
化粧室

洗
面
所

機械室

B１０２
楽器庫 楽器庫

楽器庫 楽器庫

Ｂ号館

楽器庫

レッスン室５

リペア演習室
楽器庫

楽器庫

サロン
（カフェテリアゾーン）

W.C

W.C

※

GP

GP・V

GP・V・D
 （ ２ 台） GP・V・D

GP

C号館へ

C号館へ

コンピュータ室

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

６３名

GP GP GP

GP

GPGP（ ２ 台） GP（ ２ 台）

ウインドアンサンブル室

レッスン室６

渡り廊下
２階

B４０３B４０２

研究室研究室

B３０４
研究室

研究室 研究室

研究室

E
V

E
V

E
V

E
V

６０名

ロッカールーム
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D号館

C号館（20周年記念館）

フルーツ

エントランスホール

カフェテリア

厨　房　室

事　務　室ロ　ビ　ー

屋　　　上

ハウス

倉　　　庫倉　庫

機械室

書

　
　
庫

編
集
書
架

共同学習室

カウンター

中２階
サロン・デ・コール

リスニング

ル　ー　ム

ビ　デ　オ

ル　ー　ム

（カフェテリアゾーン）

N

W.C
※

C号館(20周年記念館)

女子トイレ

◎

◎

◎

◎

◎

開

　
架

　
書

　
架

閲
覧
コ
ー
ナ
ー

◎

◎

◎

◎

◎

２F　図書館

売　店
 （書籍・文具） 

多　目　的　ホ　ー　ル

会　議　室

（机 ４  ２ ・イス ２  ０  ０ ）

（机 ８ ・イス ２  ４ ）

倉　庫

休日出入用
階段

倉庫

３F

男子
トイレ

２階
渡り廊下

男子
トイレ

女子トイレ

１F

トイレ
女子

機械室

編集室

視聴覚

ＥＶ ＥＶ

（ ）
ＥＶ

（休日出入口）

厨房

■

B号館へ

B号館へ

C・B号館へ

D号館へ

みずきサロンみずきサロン
（カフェテリアゾーン）（カフェテリアゾーン）

看護学部
男子ロッカー室

E１０７E１０８
E１０９

控室

E２０１

控室

保健室
D１０１

D２０４
D１０７
印　刷　室
版　　　　画

４F

D３０４
アート教室
コンピュータ

デッサン室
D４０４

D２０２

D２０３

D１０３

D１０２

教　　　　　　　　室
コンピュータ

D３０３
教　　　　　　　　室
コンピュータ

D３０２

D４０３

D４０２

D２０１ D３０１

機械室

D４０１

機械室

３F

洗　面　所

３F

洗　面　所

マンガ実習室

２F

グラフィック
デザイン室

洗
面
所

研究生室

洗　面　所

マンガ実習室

１F

D１０６

ギャラリー
みずき

学生相談室

デザイン製図室
E１０５

和　室

ス
テ
ー
ジ

N

アニメ演習室

Ｅ号館

Ｄ号館 ６F５F

２F

１F

W.C

※
洗　面　所

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎
◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

みずきホール

み
ず
き
ホ
ー
ル
へ

３０名３０名

　５０１席

８７席

倉

　

庫

E１０１
リペア倉庫

ロビー

絵画実習室

D３０５
研究室

E１０４E１０３E１０２
研究室研究室 研究室

みずき

ホール

階段講義室
E１０６

み
ず
き
ホ
ー
ル
２
階
席
へ

洗
面
所

洗
面
所

２階席

研究室

◎ １２８名
◎◎

◎※

E
号
館
へ

C
号
館
へ

H号館へ

A号館へ A号館へ A号館へ

D
号
館
へ

D号館へ

D
号
館
へ

ロッカールーム

ロッカールーム

講義室

V・Pr・D　　看護学部
ラーニング
コモンズ
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E号館

みずきサロンみずきサロン
（カフェテリアゾーン）（カフェテリアゾーン）

看護学部
男子ロッカー室

E１０７E１０８
E１０９

控室

E２０１

控室

保健室
D１０１

D２０４
D１０７
印　刷　室
版　　　　画

４F

D３０４
アート教室
コンピュータ

デッサン室
D４０４

D２０２

D２０３

D１０３

D１０２

教　　　　　　　　室
コンピュータ

D３０３
教　　　　　　　　室
コンピュータ

D３０２

D４０３

D４０２

D２０１ D３０１

機械室

D４０１

機械室

３F

洗　面　所

３F

洗　面　所

マンガ実習室

２F

グラフィック
デザイン室

洗
面
所

研究生室

洗　面　所

マンガ実習室

１F

D１０６

ギャラリー
みずき

学生相談室

デザイン製図室
E１０５

和　室

ス
テ
ー
ジ

N

アニメ演習室

Ｅ号館

Ｄ号館 ６F５F

２F

１F

W.C

※
洗　面　所

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎
◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

みずきホール

み
ず
き
ホ
ー
ル
へ

３０名３０名

　５０１席

８７席

倉

　

庫

E１０１
リペア倉庫

ロビー

絵画実習室

D３０５
研究室

E１０４E１０３E１０２
研究室研究室 研究室

みずき

ホール

階段講義室
E１０６

み
ず
き
ホ
ー
ル
２
階
席
へ

洗
面
所

洗
面
所

２階席

研究室

◎ １２８名
◎◎

◎※

E
号
館
へ

C
号
館
へ

H号館へ

A号館へ A号館へ A号館へ

D
号
館
へ

D号館へ

D
号
館
へ

ロッカールーム

ロッカールーム

講義室

V・Pr・D　　看護学部
ラーニング
コモンズ

G号館

ロッカー室

１F
消　毒　室

第１歯科臨床実習室

G１０１ G１０２

第２歯科臨床実習室

準
備
室

G１０３

G１０６
ロッカー室

機械室

変電室
第二

G１０５

ロ
ッ
カ
ー
室

G１０４

スタッフルーム

V・資

講　義　室

４F

３F

２F

視聴覚教室

講　義　室

歯科基礎実習室

G２０１

暗

暗

暗

G２０２

暗

暗

講　義　室

資

暗

模型実習室

G２０３

洗

　

面

　

所

洗

　

面

　

所

G２０５

G２０４

G２０６

G３０５

G３０４

洗

　

面

　

所

G４０５

G４０６

Ｇ号館
サロンルーム

（ カフェテリアゾーン）

※

洗

　

面

　

所

V・資・Pr

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎ ◎

◎
◎

◎
◎

◎◎ ◎

V・資・Pr V・資
G３０６

G４０４

K号館へ

８０名８０名

G３０１

１５６名

G３０３G３０２

３０４名

G４０２
G４０１ 演　習　室

V・資

D・V

◎

エックス線室

F号館
（音楽総合学科リペア棟）

N

◎ ◎

F２０１

◎

リペア演習室

F１０１

◎

リペア演習室

１F ２F

Ｆ号館（音楽総合学科リペア棟）
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K号館

K１０３

１F

事務室
K１０２

２F

K２０３
K２０２

K１０６

K１０４

K１０５

K１０７
器　具　庫

掃　除
道具入

K１１３

クラブ室

K１１２

K１１０

K１０８
器　具　庫

楽　器　庫

廊下

ホ
ー
ル

クラブ室

ポ

　
ー

　
チ

上ル

N

Ｋ号館

※

◎

◎

◎ ◎

◎

◎

◎ ◎

◎

器具庫

ギ

　
ャ

　
ラ

　
リ

　
ー

倉　庫倉
庫

（バスケットボール）

（バレーボール）

■

K１０１
体育館

音楽リズム室
K２０１

洗面所

ロッカー室　 （女） 

器具庫

K１０９





二
〇
二
六
年
度

　学
生
要
覧
・
履
修
の
手
引
経
済
学
部
・
経
営
学
部
・
看
護
学
部

学生要覧・履修の手引
経済学部・経営学部

看護学部

岐阜協立 大学
2026


